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条例 逐条解釈 

○青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例 

平成二十五年三月二十六日 

条例第八号 

改正 平成二六年一二月条例第四四号 

平成二七年三月条例第二〇号 

平成二八年三月条例第一六号 

平成三〇年三月条例第一一号 

令和元年七月条例第一号 

令和三年三月条例第九号 

令和六年三月条例第九号 

目次 

第一章 総則（第一条―第五条） 

第二章 訪問介護 

第一節 基本方針（第六条） 

第二節 人員に関する基準（第七条・第八条） 

第三節 設備に関する基準（第九条） 

第四節 運営に関する基準（第十条―第四十三条） 

第五節 共生型居宅サービスに関する基準（第四十三条の二・第四十

三条の三） 

第六節 基準該当居宅サービスに関する基準（第四十四条―第四十八

条） 

第三章 訪問入浴介護 

青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例及び青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運

営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例の逐条解釈について 

 

 

 

 

 

 

 

この逐条解釈は、青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例（平成 25 年青森市条例第 8号。以下「条例」

という。）及び青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営

並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例（平成 25 年青森市条例第 9号。以下「予防

条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 
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第一節 基本方針（第四十九条） 

第二節 人員に関する基準（第五十条・第五十一条） 

第三節 設備に関する基準（第五十二条） 

第四節 運営に関する基準（第五十三条―第六十条） 

第五節 基準該当居宅サービスに関する基準（第六十一条―第六十四

条） 

第四章 訪問看護 

第一節 基本方針（第六十五条） 

第二節 人員に関する基準（第六十六条・第六十七条） 

第三節 設備に関する基準（第六十八条） 

第四節 運営に関する基準（第六十九条―第八十条） 

第五章 訪問リハビリテーション 

第一節 基本方針（第八十一条） 

第二節 人員に関する基準（第八十二条） 

第三節 設備に関する基準（第八十三条） 

第四節 運営に関する基準（第八十四条―第九十条） 

第六章 居宅療養管理指導 

第一節 基本方針（第九十一条） 

第二節 人員に関する基準（第九十二条） 

第三節 設備に関する基準（第九十三条） 

第四節 運営に関する基準（第九十四条―第九十九条） 

第七章 通所介護 

第一節 基本方針（第百条） 

第二節 人員に関する基準（第百一条・第百二条） 
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第三節 設備に関する基準（第百三条） 

第四節 運営に関する基準（第百四条―第百十四条） 

第五節 共生型居宅サービスに関する基準（第百十五条―第百三十二

条） 

第六節 基準該当居宅サービスに関する基準（第百三十三条―第百三

十六条） 

第八章 通所リハビリテーション 

第一節 基本方針（第百三十七条） 

第二節 人員に関する基準（第百三十八条） 

第三節 設備に関する基準（第百三十九条） 

第四節 運営に関する基準（第百四十条―第百四十七条） 

第九章 短期入所生活介護 

第一節 基本方針（第百四十八条） 

第二節 人員に関する基準（第百四十九条・第百五十条） 

第三節 設備に関する基準（第百五十一条・第百五十二条） 

第四節 運営に関する基準（第百五十三条―第百六十九条） 

第五節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設

備及び運営に関する基準 

第一款 この節の趣旨及び基本方針（第百七十条・第百七十一条） 

第二款 設備に関する基準（第百七十二条・第百七十三条） 

第三款 運営に関する基準（第百七十四条―第百八十二条） 

第六節 共生型居宅サービスに関する基準（第百八十二条の二・第百

八十二条の三） 

第七節 基準該当居宅サービスに関する基準（第百八十三条―第百八
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十九条） 

第十章 短期入所療養介護 

第一節 基本方針（第百九十条） 

第二節 人員に関する基準（第百九十一条） 

第三節 設備に関する基準（第百九十二条） 

第四節 運営に関する基準（第百九十三条―第二百五条） 

第五節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設

備及び運営に関する基準 

第一款 この節の趣旨及び基本方針（第二百六条・第二百七条） 

第二款 設備に関する基準（第二百八条） 

第三款 運営に関する基準（第二百九条―第二百十七条） 

第十一章 特定施設入居者生活介護 

第一節 基本方針（第二百十八条） 

第二節 人員に関する基準（第二百十九条・第二百二十条） 

第三節 設備に関する基準（第二百二十一条） 

第四節 運営に関する基準（第二百二十二条―第二百三十八条） 

第五節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基

本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準 

第一款 この節の趣旨及び基本方針（第二百三十九条・第二百四十

条） 

第二款 人員に関する基準（第二百四十一条・第二百四十二条） 

第三款 設備に関する基準（第二百四十三条） 

第四款 運営に関する基準（第二百四十四条―第二百四十九条） 

第十二章 福祉用具貸与 
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第一節 基本方針（第二百五十条） 

第二節 人員に関する基準（第二百五十一条・第二百五十二条） 

第三節 設備に関する基準（第二百五十三条） 

第四節 運営に関する基準（第二百五十四条―第二百六十四条） 

第五節 基準該当居宅サービスに関する基準（第二百六十五条・第二

百六十六条） 

第十三章 特定福祉用具販売 

第一節 基本方針（第二百六十七条） 

第二節 人員に関する基準（第二百六十八条・第二百六十九条） 

第三節 設備に関する基準（第二百七十条） 

第四節 運営に関する基準（第二百七十一条―第二百七十七条） 

第十四章 雑則（第二百七十八条・第二百七十九条） 

附則 

第一章 総則 

（趣旨） 

第一条 この条例は、介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「法」

という。）第四十二条第一項第二号、第七十条第二項第一号、第七十二

条の二第一項各号並びに第七十四条第一項及び第二項の規定に基づき、

指定居宅サービスの事業者の指定の基準並びに事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定めるものとする。 

（平成三〇条例一一・一部改正） 

（定義） 

第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用

語の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 条例及び予防条例（以下「条例等」という。）の性格 

１ 条例等は、指定居宅サービス又は指定介護予防サービスの事業がそ

の目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、

指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者は、常にそ

の事業の運営の向上に努めなければならないこと。 

 ２ 指定居宅サービス又は指定介護予防サービスの事業を行う者又は行

おうとする者が条例等を満たさない場合には、指定居宅サービス又は

指定介護予防サービスの指定又は更新は受けられず、また、運営開始

後、条例等に違反することが明らかになった場合には、市長は、①相

当の期間を定めて条例等を遵守するよう勧告を行い、②相当の期間内

に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯及び当該
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（指定居宅サービスの事業者の指定の基準） 

第三条 法第七十条第二項第一号の条例で定める者は、法人とする。ただ

し、病院、診療所又は薬局により行われる居宅療養管理指導（第九十一

条に規定するものをいう。）又は病院若しくは診療所により行われる訪

問看護（第六十五条に規定するものをいう。）、訪問リハビリテーショ

ン（第八十一条に規定するものをいう。）、通所リハビリテーション（第

百三十七条に規定するものをいう。）若しくは短期入所療養介護（第百

九十条に規定するものをいう。）に係る事業を行う者にあっては、この

限りでない。 

（指定居宅サービスの事業の一般原則） 

第四条 指定居宅サービスを行う者（以下「指定居宅サービス事業者」と

いう。）は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場

に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

２ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当

たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の居宅サービス事業者そ

の他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努め

なければならない。 

３ 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のた

め、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施

する等の措置を講じなければならない。 

４ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たって

は、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要

な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

（令和三条例九・一部改正） 

勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由なく当該勧告に係る措置

を採らなかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を採

るよう命令することができる。③の命令をした場合には事業者名、命

令に至った経緯等を公示する。なお、③の命令に従わない場合には、

当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の期間を定めて

指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが

行われていることが判明した場合、当該サービスに関する介護報酬の

請求を停止させること）ができる。ただし、次に掲げる場合には、条

例等に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を

取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することがで

きるものであること。 

  ① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために条例等

に違反したとき 

   イ 指定居宅サービス又は指定介護予防サービスの提供に際して利

用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき 

   ロ 居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者又はそれらの

従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利

用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与し

たとき 

  ② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

 ③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な条例等違反があったとき 

３ 条例等に従って事業の運営をすることができなくなったことを理由

として指定が取り消され、法に定める期間の経過後に再度当該事業者

から当該事業所について指定の申請がなされた場合には、当該事業者
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（暴力団の排除） 

第五条 指定居宅サービス事業者及び従業者は、青森市暴力団排除条例（平

成二十三年青森市条例第三十三号）第二条第二号に規定する暴力団員又

は暴力団と社会的に避難されるべき関係にあるものであってはならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が条例等を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、

その改善状況等が十分に確認されない限り指定を行わないものとする

こと。 

 ４ 特に、指定居宅サービス又は指定介護予防サービスの事業の多くの

分野においては、条例等に合致することを前提に自由に事業への参入

を認めていること等に鑑み、条例等違反に対しては、厳正に対応する。 

第２ 総論 

１ 事業者指定の単位について 

   事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものと

するが、地域の実情を踏まえ、サービス提供体制の面的な整備、効果

的な事業実施の観点から本体の事業所とは別にサービス提供等を行う

出張所等であって、次の要件を満たすものについては、一体的なサー

ビス提供の単位として「事業所」に含めて指定することができる取扱

いとする。なお、この取扱いについては、同一法人にのみ認められる。 

   ① 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対す

る技術指導等が一体的に行われること。 

   ② 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要

な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が

行える体制（例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービス

の提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員

を派遣できるような体制）にあること。 

  ③ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制に

あること。 

   ④ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める
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同一の運営規程が定められること。 

⑤ 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的

に行われること。 

なお、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の本体

事業所が訪問看護事業所として指定を受けている場合であって、当該

サテライト指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が指定訪問看護を

行うものとして①～⑤を満たす場合には、本体事業所の指定訪問看護

事業所に含めて指定できるものであること。 

２ 指定居宅サービスと指定介護予防サービス等の一体的運営等につい 

 て 

   指定居宅サービス又は基準該当居宅サービスに該当する各事業を行

う者が、指定介護予防サービス又は基準該当介護予防サービスに該当

する各事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅サービス又は基準

該当居宅サービスの各事業と指定介護予防サービス又は基準該当介護

予防サービスの各事業とが同じ事業所で一体的に運営されている場合

については、介護予防における各基準を満たすことによって、基準を

満たしているとみなすことができる等の取扱いを行うことができるこ

ととされたが、その意義は次のとおりである。 

例えば、訪問介護においては、指定居宅サービスにおいても、第一

号訪問事業（指定介護予防訪問介護に相当するものとして市長が定め

るものに限る。以下同じ。）においても、訪問介護員等を常勤換算方法

で 2.5 人以上配置しなければならないとされているが、同じ事業所で

一体的に運営している場合には、合わせて常勤換算方法で 5 人以上を

置かなければならないという趣旨ではなく、常勤換算方法で 2.5 人以
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上配置していることで、指定居宅サービスに該当する訪問介護も、第

一号訪問介護も、双方の基準を満たすこととするという趣旨である。 

   設備、備品についても同様であり、例えば、定員 30 人の指定通所介

護事業所においては、機能訓練室の広さは 30 人×3㎡＝90 ㎡を確保す

る必要があるが、この 30 人に第一号通所事業（指定介護予防通所介護

に相当するものとして市長が定めるものに限る。以下同じ）の利用者

も含めて通算することにより、要介護者 15 人、要支援者 15 人であっ

ても、あるいは要介護者 20 人、要支援者 10 人の場合であっても、合

計で 90 ㎡が確保されていれば、基準を満たすこととするという趣旨で

ある。 

要するに、人員についても、設備、備品についても、同一の事業所

で一体的に運営する場合にあっては、例えば、従前から、指定居宅サ

ービス事業を行っている者が、従来通りの体制を確保していれば、指

定介護予防サービスの基準等も同時に満たしていると見なすことがで

きるという趣旨である。 

なお、居宅サービスと介護予防サービスを同一の拠点において運営

されている場合であっても、完全に体制を分離して行われており一体

的に運営されているとは評価されない場合にあっては、人員について

も設備、備品についてもそれぞれが独立して基準を満たす必要がある。 

また、例えば、指定居宅サービスと緩和した基準による第一号訪問

事業等を一体的に運営する場合には、緩和した基準による第一号訪問

事業については、市長がサービス内容に応じて基準を定められるが、

例えば、サービス提供責任者であれば、要介護者数で介護給付の基準

を満たす必要がある。 
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第二章 訪問介護 

第一節 基本方針 

第六条 指定居宅サービスに該当する訪問介護（以下「指定訪問介護」と

いう。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が

可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般

にわたる援助を行うものでなければならない。 

第二節 人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第七条 指定訪問介護の事業を行う者（以下「指定訪問介護事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定訪問介護事業所」という。）

ごとに置くべき訪問介護員等（指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士

又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から

第四節までにおいて同じ。）の員数は、常勤換算方法（当該事業所の従

業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時

間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の

員数に換算する方法をいう。以下同じ。）で、二・五以上とする。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護

員等のうち、利用者（当該指定訪問介護事業者が法第百十五条の四十五

第一項第一号イに規定する第一号訪問事業（地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成

二十六年法律第八十三号。以下「整備法」という。）第五条の規定によ

る改正前の介護保険法（以下「旧法」という。）第八条の二第二項に規

第３ 介護サービス 

 一 訪問介護 

 

 

 

 

 

 

１ 人員に関する基準 

(1) 訪問介護員等の員数（条例第７条第 1項） 

① 指定訪問介護事業所における訪問介護員等の員数については、

常勤換算方法で 2.5 人以上と定められたが、これについては、職

員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたもので

あり、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数及び指定訪

問介護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の職員を確保するも

のとする。 

② 勤務日及び勤務時間が不定期な訪問介護員等（以下「登録訪問

介護員等」という。）についての勤務延時間数の算定については、

次のとおりの取扱いとする。 

イ 登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がある事業所に

ついては、登録訪問介護員等 1 人当たりの勤務時間数は、当該

事業所の登録訪問介護員等の前年度の週当たりの平均稼働時間

（サービス提供時間及び移動時間をいう。）とすること。 

ロ 登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がない事業所又
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定する介護予防訪問介護に相当するものとして市長が定めるものに限

る。）に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者（以

下「指定事業者」という。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護

の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当該第

一号訪問事業の利用者。以下この条及び第九条第二項において同じ。）

の数が四十又はその端数を増すごとに一以上の者をサービス提供責任者

としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の

員数については、当該利用者の数に応じて常勤換算方法によることがで

きる。 

３ 前項の利用者の数は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を

受ける場合は、推定数による。 

４ 第二項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定め

る者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければ

ならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障を及ぼす

おそれがない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所（青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例（平成二十五年青森市条例第十号。

以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第八条第一項に規

定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）

又は指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例

第四十九条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。）

に従事することができる。 

５ 第二項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を三人以上配

は極めて短期の実績しかない等のためイの方法によって勤務延

時間数の算定を行うことが適当でないと認められる事業所につ

いては、当該登録訪問介護員等が確実に稼働できるものとして

勤務表に明記されている時間のみを勤務延時間数に算入するこ

と。なお、この場合においても、勤務表上の勤務時間数は、サ

ービス提供の実績に即したものでなければならないため、勤務

表上の勤務時間と実態が乖離していると認められる場合には、

勤務表上の勤務時間の適正化の指導の対象となるものであるこ

と。 

③ 出張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所の訪問介護

員等の勤務延時間数には、出張所等における勤務延時間数も含め

るものとする。 

なお、条例等における「常勤換算方法」とは、当該事業所の従

業者の勤務延時間数（勤務表上、当該事業に係るサービスの提供

に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備

等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられて

いる時間の合計数とする。なお、従業者 1 人につき、勤務延時間

数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の

従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。）を当該事業所

において常勤の従業者が勤務すべき時間数（1 週間につき 32 時間

を下限とする。）で除することにより、当該事業所の従業者の員数

を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定
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置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を一人以

上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行

う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業

所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が五十又はその

端数を増すごとに一人以上とすることができる。 

６ 指定訪問介護事業者が第一号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せ

て受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合については、市長の定める当

該第一号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（平成二七条例二〇・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成３年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。）第 23 条

第１項、同条第３項又は同法第 24 条に規定する所定労働時間の短

縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両

立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける

所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び治療のための所

定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30

時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業

者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うこ

とを可能とする。この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定

に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数である。 

また、条例等における「勤務延時間数」とは、勤務表上、当該

事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサ

ービスの提供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）と

して明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、従業

者 1 人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、

当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限

とすること。 

(2) サービス提供責任者（条例第７条第 2項） 

① 利用者の数が 40人又はその端数を増すごとに 1人以上の者をサ

ービス提供責任者としなければならないこととされたが、その具

体的取扱は次のとおりとする。なお、これについては、指定訪問

介護事業所ごとに最小限必要な員数として定められたものであ
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り、1人のサービス提供責任者が担当する利用者の数の上限を定め

たものではないことに留意するとともに、業務の実態に応じて必

要な員数を配置するものとする。 

イ 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えない

こと。 

ロ 利用者の数については、前 3月の平均値を用いる。この場合、

前 3月の平均値は、暦月ごとの実利用者の数を合算し、3で除し

て得た数とする。なお、新たに事業を開始し、若しくは再開し、

又は定員を増加させた場合は、前年度において 1 年未満の実績

しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の利用者

数は、事業開始等の時点から 6 月未満の間は、便宜上、定員の

90％を利用者数とし、事業開始等の時点から 6 月以上 1 年未満

の間は、直近の 6 月における全利用者等の延数を 6 月間の日数

で除して得た数とし、事業開始等の時点から 1 年以上経過して

いる場合は、直近 1 年間における全利用者等の延数を 1 年間の

日数で除して得た数とする。また、定員を減少させた場合には、

定員減少後の実績が 3 月以上あるときは、定員減少後の利用者

数等の延数を延日数で除して得た数とする。 

ハ 当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護のうち、通

院等乗降介助に該当するもののみを利用した者の当該月におけ

る利用者の数については、0.1 人として計算すること。 

② 利用者の数に応じて常勤換算方法によることができることとさ

れたが、その具体的取扱は次のとおりとする。なお、サービス提

供責任者として配置することができる非常勤職員については、当
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該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められてい

る常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合

は 32 時間を基本とする。）の 2 分の 1 以上に達している者でなけ

ればならない。 

イ 利用者の数が 40 人を超える事業所については、常勤換算方法

とすることができる。この場合において、配置すべきサービス

提供責任者の員数は、利用者の数を 40 で除して得られた数（小

数第 1位に切り上げた数）以上とする。 

ロ イに基づき、常勤換算方法とする事業所については、以下に

掲げる員数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものと

する。 

ａ 利用者の数が 40 人超 200 人以下の事業所 

常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任

者の員数から 1を減じて得られる数以上 

     ｂ 利用者の数が 200 人超の事業所 

常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任

者の員数に 2を乗じて 3で除して得られた数（1の位に切り上

げた数）以上 

       従って、具体例を示すと別表 1 に示す常勤換算方法を採用

する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の

常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。 

なお、条例等における「常勤」とは、当該事業所における勤務

時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務

すべき時間数（1週につき 32 時間を下限とする。）に達しているこ
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とをいうものである。ただし、母性健康管理措置又は育児及び介

護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者につ

いては、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整ってい

る場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間と

して取り扱うことを可能とする。 

また、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の

職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが

差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務

時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、

常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、一の事業者

によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所

が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅

介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合

計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 

人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労

働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業（以下

「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休

業法第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、

同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、

同法第 23 条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同

法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項

第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置によ

る休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期

間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数
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の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、

人員基準を満たすことが可能であることとする。 

③ 条例第 7 条第 5 項は、常勤のサービス提供責任者を 3 人以上配

置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事するもの

を 1 人以上配置している指定訪問介護事業所であって、当該事業

所のサービス提供責任者が行う業務が効率的に行われていること

により、サービス提供責任者が担当する利用者を増すことに支障

がないと認められる事業所に置くべきサービス提供責任者の員数

について規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。 

イ 「サービス提供責任者の業務に主として従事する者」とは、

サービス提供責任者である者が当該事業所の訪問介護員として

行ったサービス提供時間（事業所における待機時間や移動時間

除く。）が、1月あたり 30 時間以内であること。 

ロ 「サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている」

場合とは、条例等においてサービス提供責任者が行う業務とし

て規定されているものについて、省力化・効率化が図られてい

ることが必要であり、例えば、以下のような取組が行われてい

ることをいうものである。 

・訪問介護員の勤務調整（シフト管理）について、業務支援ソ

フトなど の活用により、迅速な調整を可能としていること 

・利用者情報（訪問介護計画やサービス提供記録等）について、

タブレット端末やネットワークシステム等のＩＴ機器・技術

の活用により、職員間で円滑に情報共有することを可能とし

ていること 



 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用者に対して複数のサービス提供責任者が共同して対応す

る体制（主担当や副担当えを定めている等）を構築する等に

より、サービス提供責任者業務の中で生じる課題に対しチー

ムとして対応することや、当該サービス提供責任者が補完す

ることを可能としていること 

この場合において、常勤換算方法を採用する事業所で必要と

なるサービス提供責任者については、②の規定に関わらず、別

表１に示すサービス提供責任者を配置するものとする。 

④ サービス提供責任者については、訪問介護員等のうち、介護福

祉士又は厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者（平成 24 年厚

生労働省告示第 118 号）各号に定める者であって、原則として常

勤のものから選任するものとされたが、その具体的取扱は次のと

おりとする。 

なお、1級過程については、看護師等の資格を有する者の場合、

全科目を免除する。 

イ 専ら指定訪問介護の職務に従事する者であること。 

なお、条例等における「専ら従事する」「専ら提供に当たる」

とは、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス

以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサ

ービス提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務

時間をいうものである。 

ロ イにかかわらず、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の職

務に従事することができること。この場合、それぞれの職務に
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（管理者） 

第八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介

護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定訪問介護

事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事さ

せることができるものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついては、第３の一の（２）の②のロにいう、同時並行的に行

われることが差し支えないと考えられるものであることから、

当該者についてはそれぞれの事業所における常勤要件を満たす

ものであること。 

(3) 管理者（条例第 8条） 

指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら

当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合で

あって、当該事業所の管理業務に支障を及ぼすおそれがない場合は、

他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、訪問介

護員等である必要はない。 

① 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等としての職務に従事す

る場合 

② 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者

又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業

所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、

当該指定訪問介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生

じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管

理・指揮命令に支障を及ぼすおそれがないときに、当該他の事業

所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事に、当該他の

事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合

（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例

えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合

や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行

う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障がある
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第三節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第九条 指定訪問介護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有

する専用の区画が設けられているほか、指定訪問介護の提供に必要な設

備及び備品等が備えられていなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者が第七条第二項に規定する第一号訪問事業に係る

指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一

号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、市長の定める当該第一号訪問事業の設備に関する基準を満たす

ことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

（平成二七条例二〇・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

と考えられる。（施設における勤務時間が極めて限られている場合

を除く。）、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに

当該指定訪問介護事業所又は利用者へのサービス提供の現場に駆

け付けることができない体制となっている場合など管理業務に支

障があると考えられる。 

２ 設備に関する基準（条例第 9条） 

(1) 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を

有する専用の事務室を設けられていることが望ましいが、間仕切り

する等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の

事業と同一の事務室であっても差し支えない。なお、この場合に、

区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の

事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとす

る。 

(2) 事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応する

のに適切なスぺ－スを確保するものとする。 

(3) 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護に必要な設備及び備品等を

確保するものとする。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予

防に必要な設備等に配慮すること。ただし、他の事業所、施設等と

同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他の

事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設

等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものと

する。 

なお、事務室・区画、又は設備及び備品等については、必ずしも

事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであって
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第四節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第十条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あら

かじめ、利用申込者又はその家族に対し、第三十一条に規定する運営規

程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、

指定訪問介護の提供の開始について利用申込者の同意を得なければなら

ない。 

２ 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった

場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、第四項に定めるところ

により、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべ

き重要事項を電子情報処理組織（指定訪問介護事業者の使用に係る電子

計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条に

おいて「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場

合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみ

なす。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はそ

の家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて

送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記

録する方法 

も差し支えない。 

３ 運営に関する基準 

(1) 介護保険等関連情報の活用とＰＤＣＡサイクルの推進について 

条例第４条第４項は、指定居宅サービスの提供に当たっては、法

第 118 条の２第１項に規定する介護保険等関連情報等を活用し、事

業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進することにより、提供す

るサービスの質の向上に努めなければならないこととしたものであ

る。 

この場合において、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ：

Long-term careInformation system For Evidence）」に情報を提出

し、当該情報及びフィードバック情報を活用することが望ましい（こ

の点については、以下の他のサービス種類についても同様とする。）。 

(2) 内容及び手続の説明及び同意 

条例第 10 条は、指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定

訪問介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利

用申込者又はその家族に対し、当該指定訪問介護事業所の運営規程

の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の

体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実

施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状

況）等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項に

ついて、わかりやすい説明書やパンフレット等（当該指定訪問介護

事業者が、他の介護保険に関する事業を併せて実施している場合、

当該パンフレット等について、一体的に作成することは差し支えな

いものとする。）の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業



 21

ロ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利

用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記

録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない

旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

二 磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる方法により一定の

事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイル

に前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記

録を出力することによる文書を作成することができるものでなければな

らない。 

４ 指定訪問介護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事

項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家

族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文

書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

一 第二項各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するも

の 

二 ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者

又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受

けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、

第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならな

所から指定訪問介護の提供を受けることにつき同意を得なければな

らないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者

及び指定訪問介護事業者双方の保護の立場から書面によって確認す

ることが望ましいものである。 
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い。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾

をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第十一条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を

拒んではならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（サービス提供困難時の対応） 

第十二条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業

の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。

以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を

提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅

介護支援事業者（法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行

う者をいう。以下同じ。）への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等

の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（平成三〇条例一一・一部改正） 

 

 

(3) 提供拒否の禁止 

条例第 11 条は、指定訪問介護事業者は、原則として、利用申込に

対しては応じなければならないことを規定したものであり、特に、

要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁

止するものである。また、利用者が特定のサービス行為以外の訪問

介護サービスの利用を希望することを理由にサービス提供を拒否す

ることも禁止するものである（ただし、「指定訪問介護事業所の事業

運営の取扱等について」（平成 12 年 11 月 16 日老振第 76 号）の 1を

除く。）。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当

該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者

の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その

他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難

な場合である。 

(4) サービス提供困難時の対応 

指定訪問介護事業者は、条例第 11 条の正当な理由により、利用申

込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると

認めた場合には、条例第 12 条の規定により、当該利用申込者に係る

居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の

紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものであ

る。 
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（受給資格等の確認） 

第十三条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合

は、利用申込者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護

認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十三条第二項の

認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮し

て、指定訪問介護を提供するように努めなければならない。 

 

 

 

 

 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要

介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既

に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該

利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援

助を行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービスを含

む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認める

ときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている

要介護認定の有効期間の終了する日の三十日前には行われるよう、必要

な援助を行わなければならない。 

 

(5) 受給資格等の確認 

① 条例第 13 条第 1項は、指定訪問介護の利用に係る費用につき保

険給付を受けることができるのは、要介護認定を受けている被保

険者に限られるものであることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、

指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者の提示する被保険

者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定

の有効期間を確かめなければならないこととしたものである。 

② 同条第 2 項は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービスの適

切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項に係る

認定審査会意見が記載されているときは、指定訪問介護事業者は、

これに配慮して指定訪問介護を提供するように努めるべきことを

規定したものである。 

(6) 要介護認定の申請に係る援助 

① 条例第 14 条第 1項は、要介護認定の申請がなされていれば、要

介護認定の効力が申請時に遡ることにより、指定訪問介護の利用

に係る費用が保険給付の対象となりうることを踏まえ、指定訪問

介護事業者は、利用申込者が要介護認定を受けていないことを確

認した場合には、要介護認定の申請が既に行われているか否かを

確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を

踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなけ

ればならないこととしたものである。 

② 同条第 2 項は、要介護認定を継続し、継続して保険給付を受け

るためには要介護更新認定を受ける必要があること及び当該認定

が申請の日から 30日以内に行われることとされていることを踏ま
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（心身の状況等の把握） 

第十五条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利

用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議（青森市

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

（平成二十六年青森市条例第四十四号）第十七条第一項第九号に規定す

るサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、当該利用者の

心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービ

スの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（平成二六条例四四・一部改正） 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第十六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、

居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者（以下「居宅介護支援事業者等」という。）との密接な連携に努め

なければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用

者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る

居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

え、指定訪問介護事業者は、居宅介護支援（これに相当するサー

ビスを含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって

必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該

利用者が受けている要介護認定の有効期間の終了する 30日前に行

われるよう、必要な援助を行わなければならないこととしたもの

である。 
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（平成三〇条例一一・一部改正） 

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） 

第十七条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利

用申込者が介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号。以下

「施行規則」という。）第六十四条各号のいずれにも該当しないときは、

当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介

護支援事業者に依頼する旨を保険者である市町村（特別区を含む。以下

「保険者市町村」という。）に対して届け出ること等により、指定訪問

介護の提供を法定代理受領サービス（法第四十一条第六項の規定により

居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支

払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをい

う。）として受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業

者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うた

めに必要な援助を行わなければならない。 

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第十八条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画（施行規則第六十四

条第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されてい

る場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。 

（居宅サービス計画等の変更の援助） 

第十九条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希

望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の

必要な援助を行わなければならない。 

 

 

 

(7) 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 

条例第 17 条は、介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号。

以下「施行規則」という。）第 64 条第 1 号イ又はロに該当する利用

者は、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けるこ

とができることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、施行規則第 64 条

第 1 号イ又はロに該当しない利用申込者又はその家族に対し、指定

訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けるための要件の

説明、居宅介護支援事業者に関する情報提供その他の法定代理受領

サービスを行うために必要な援助を行わなければならないこととし

たものである。 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 居宅サービス計画等の変更の援助 

条例第 19 条は、指定訪問介護を法定代理受領サービスとして提供

するためには当該指定訪問介護が居宅サービス計画（法第 8 条第 21

項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。）に位置付けられ

ている必要があることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、利用者が

居宅サービス計画の変更を希望する場合（利用者の状態の変化等に
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（身分を証する書類の携行） 

第二十条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携

行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、こ

れを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 

 

 

 

 

（サービスの提供の記録） 

第二十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当

該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十

一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービ

ス費の額その他必要な事項を、当該利用者の居宅サービス計画を記載し

た書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具

より追加的なサービスが必要となり、当該サービスを法定代理受領

サービスとして行う等のために居宅サービス計画の変更が必要とな

った場合で、指定訪問介護事業者からの当該変更の必要性の説明に

対し利用者が同意する場合を含む。）は、当該利用者に係る居宅介護

支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当該サービスを法

定代理受領サービスとして利用する場合には支給限度額の範囲内で

居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明その他の必要な援

助を行わなければならないこととしたものである。 

(9) 身分を証する書類の携行 

条例第 20 条は、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられ

るよう、指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の訪問介

護員等に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時

及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき

旨を指導しなければならないこととしたものである。この証書等に

は、当該指定訪問介護事業所の名称、当該訪問介護員等の氏名を記

載するものとし、当該訪問介護員等の写真の貼付や職能の記載を行

うよう努めること。 

(10) サービスの提供の記録 

① 条例第 21 条第 1項は、利用者及びサービス事業者が、その時点

での支給限度額の残額やサービスの利用状況を把握できるように

するために、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際

には、当該指定訪問介護の提供日、内容（例えば、身体介護、生

活援助、通院等のための乗車又は降車の介助の別）、保険給付の額

その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画の書面又はサー
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体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があっ

た場合は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該利用者

に対して提供しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（利用料等の受領） 

第二十二条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービス（法第四十一

条第六項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居

宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指

定居宅サービスをいう。以下同じ。）に該当する指定訪問介護を提供し

た際には、その利用者から利用料（法第四十一条第一項に規定する居宅

介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）

の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額（法

第四十一条第四項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基

準により算定した費用の額（その額が現に当該指定居宅サービスに要し

た費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の

額とする。）をいう。以下同じ。）から当該指定訪問介護事業者に支払

われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものと

ビス利用票等に記載しなければならないこととしたものである。 

② 同条第 2 項は、当該指定訪問介護の提供日、提供した具体的な

サービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録す

るとともに、サービス事業者間の密接な連携等を図るため、利用

者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法に

より、その情報を利用者に対して提供しなければならないことと

したものである。 

また、「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手

帳等に記載するなどの方法である。 

なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、条例第 43

条第 2項の規定に基づき、2年間保存しなければならない。 

(11) 利用料等の受領 

① 条例第 22 条第 1項は、指定訪問介護事業者は、法定代理受領サ

ービスとして提供される指定訪問介護についての利用者負担とし

て、居宅介護サービス費用基準額の 1割又は２割（法第 50 条若し

くは第 60 条又は第 69 条第 3 項の規定の適用により保険給付の率

が 9 割又は８割でない場合については、それに応じた割合）の支

払を受けなければならないことを規定したものである。 

② 同条第 2 項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、

法定代理受領サービスでない指定訪問介護を提供した際に、その

利用者から支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サービスで

ある指定訪問介護に係る費用の額の問に、一方の管理経費の他方

への転嫁等による不合理な差額を設けてはならないこととしたも

のである。 
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する。 

２ 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問

介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪

問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選

定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護

を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けること

ができる。 

４ 指定訪問介護事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第二十三条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない

指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介

護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提

なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定訪問介護のサー

ビスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法に

より別の料金設定をして差し支えない。 

イ 利用者に、当該事業が指定訪問介護の事業とは別事業であり、

当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスである

ことを説明し、理解を得ること。 

ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問介護事業

所の運営規程とは別に定められていること。 

ハ 会計が指定訪問介護の事業の会計と区分されていること。 

③ 同条第 3 項は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に

関して、前 2 項の利用料のほかに、利用者の選定により通常の事

業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合

の交通費（移動に要する実費）の支払を利用者から受けることが

できることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に

区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認

めないこととしたものである。 

④ 同条第 4 項は、指定訪問介護事業者は、前項の交通費の支払を

受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対して

その額等に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならな

いこととしたものである。 

(12) 保険給付の請求のための証明書の交付 

条例第 23 条は、利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に

行えるよう、指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスでない

指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪
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供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

 

 

（指定訪問介護の基本取扱方針） 

第二十四条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定訪問介護の具体的取扱方針） 

第二十五条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるとこ

ろによるものとする。 

一 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する訪問介護

計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。 

二 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し

やすいように説明を行うこと。 

三 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）

を行わないこと。 

四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

五 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切

な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。 

問介護の内容、費用の額その他利用者が保険給付を請求する上で必

要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対し

て交付しなければならないこととしたものである。 

(13) 指定訪問介護の基本的取扱方針及び具体的取扱方針 

条例第 24条及び第 25条にいう指定訪問介護の取扱方針について、

特に留意すべきことは、次のとおりである。 

① 提供された介護サービスについては、目標達成の度合いや利用

者及びその家族の満足度等について常に評価を行うとともに、訪

問介護計画の修正を行うなど、その改善を図らなければならない

ものであること。 

② 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応した

適切なサービスが提供できるよう、常に新しい技術を習得する等、

研鑚を行うべきものであること。 

③ 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的

拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及

び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれ

らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具

体的な内容について記録しておくことが必要である。 

なお、条例第 43 条第 2項の規定に基づき、当該記録は、２年間
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六 常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、

当該利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の従業者が前項の方針に

従い、適切に指定訪問介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な

周知、研修等を行うものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

（訪問介護計画の作成） 

第二十六条 サービス提供責任者（第七条第二項に規定するサービス提供

責任者をいう。以下この条及び第三十条において同じ。）は、利用者の

日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目

標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画

を作成しなければならない。 

２ 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当

該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容

について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得な

ければならない。 

４ サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介

護計画を利用者に交付しなければならない。 

５ サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の

実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うも

のとする。 

６ 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更

について準用する。 

保存しなければならない。 

 

 

 

 

 

(14) 訪問介護計画の作成 

① 条例第 26 条第 1項は、サービス提供責任者は、訪問介護計画を

作成しなければならないこととしたものである。訪問介護計画の

作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、訪問介護の提

供によって解決すべき問題状況を明らかにし（アセスメント）、こ

れに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する訪問介護

員等の氏名、訪問介護員等が提供するサービスの具体的内容、所

要時間、日程等を明らかにするものとする。なお、訪問介護計画

の様式については、事業所ごとに定めるもので差し支えない。 

② 同条第 2 項は、訪問介護計画は、居宅サービス計画に沿って作

成されなければならないこととしたものである。 

なお、訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された

場合は、当該訪問介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであ

るか確認し、必要に応じて変更するものとする。 

③ 同条第 3 項は、訪問介護計画は、利用者の日常生活全般の状況

及び希望を踏まえて作成されなければならないものであり、その

内容について説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務づ

けることにより、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会
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（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第二十七条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族で

ある利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。 

を保障しようとするものである。したがって、サービス提供責任

者は、訪問介護計画の目標や内容等については、利用者又はその

家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況

や評価についても説明を行うものとする。 

④ 同条第 4 項は、訪問介護計画を作成した際には、遅滞なく利用

者に交付しなければならないこととしたものである。 

なお、訪問介護計画は、条例第 43 条第 2 項の規定に基づき、2

年間保存しなければならない。 

⑤ サービス提供責任者は、他の訪問介護員等の行うサービスが訪

問介護計画に沿って実施されているかについて把握するととも

に、助言、指導等必要な管理を行わなければならない。 

⑥ 青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

等を定める条例（平成 26 年青森市条例第 44 号）第 17 条第 12 号

において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指

定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画等指定居宅サー

ビス等基準条例において位置付けられている計画の提出を求める

ものとすること。」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計

画に基づきサービスを提供している指定訪問介護事業者は、当該

居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から訪

問介護計画の提供の求めがあった際には、当該訪問介護計画を提

供することに協力するよう努めるものとする。 
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（利用者に係る不正利得等に関する保険者市町村への通知） 

第二十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が

次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨

を保険者市町村に通知しなければならない。 

一 正当な理由なく指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことに

より、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとし

たとき。 

 

（緊急時等の対応） 

第二十九条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているとき

に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治

の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

 

（管理者及びサービス提供責任者の業務） 

第三十条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の管理者に、当該

指定訪問介護事業所の従業者（管理者を除く。以下この条において同じ。）

及び業務の管理を、一元的に行わせるものとする。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の管理者に、当該指定訪

問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令

に関する業務を担当させるものとする。 

３ 指定訪問介護事業者は、サービス提供責任者に、第二十六条に規定す

る業務のほか、次に掲げる業務を行わせるものとする。 

(15) 利用者に関する市町村への通知 

条例第 28 条は、偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた

者及び自己の故意の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状態

又はその原因となった事故を生じさせるなどした者については、市

町村が、法第 22 条第 1項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は

法第 64 条に基づく保険給付の制限を行うことができることに鑑み、

指定訪問介護事業者が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観

点から保険者市町村に通知しなければならない事由を列記したもの

である。 

(16) 緊急時等の対応 

条例第 29 条は、訪問介護員等が現に指定訪問介護の提供を行って

いるときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、

運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治の医

師（以下「主治医」という。）への連絡を行う等の必要な措置を講じ

なければならないこととしたものである。 

(17) 管理者及びサービス提供責任者の業務 

条例第 30 条は、指定訪問介護事業所の管理者とサービス提供責任

者の役割分担について規定したものであり、指定訪問介護事業者は、

指定訪問介護事業所の管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏

まえた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス

提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者

及び業務の管理を一元的に行うとともに、当該指定訪問介護事業所

の従業者に条例第 2 章第 4 節（運営に関する基準）を遵守させるた

めの指揮命令を行うこととし、サービス提供責任者に、指定訪問介
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一 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。 

二 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握するこ

と。 

二の二 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把

握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び

生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。 

三 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連

携を図ること。 

四 訪問介護員等（サービス提供責任者を除く。以下この条において同

じ。）に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、

利用者の状況についての情報を伝達すること。 

五 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 

六 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。 

七 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。 

八 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。 

（平成三〇条例一一・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

護に関するサービス内容の管理について必要な業務等として、条例

第 30条第 3項各号に具体的に列記する業務を行うこととしたもので

ある。この場合、複数のサービス提供責任者を配置する指定訪問介

護事業所において、サービス提供責任者間での業務分担を行うこと

により、指定訪問介護事業所として当該業務を適切に行うことがで

きているときは、必ずしも 1 人のサービス提供責任者が当該業務の

全てを行う必要はない。 

また、同条第３項第２号の２において、サービス提供責任者は居

宅介護支援事業者等に対して、指定訪問介護の提供に当たり把握し

た利用者の服薬状況や口腔機能等の利用者の心身の状態及び生活の

状況に係る必要な情報の提供を行うこととされているが、情報の提

供は、サービス担当者会議等を通じて行うことも差し支えない。必

要な情報の内容については、 

例えば、 

・薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している 

・薬の服用を拒絶している 

・使いきらないうちに新たに薬が処方されている 

・口臭や口腔内出血がある 

・体重の増減が推測される見た目の変化がある 

・食事量や食事回数に変化がある 

・下痢や便秘が続いている 

・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある 

・リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関

わらず提供されていない 
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等の利用者の心身又は生活状況に係る情報が考えられるが、居宅

介護支援事業者等に対して情報提供する内容は、サービス提供責任

者が適切に判断することとする。なお、必要な情報の提供について

は、あらかじめ、サービス担当者会議等で居宅介護支援事業者等と

調整しておくことが望ましい。 

なお、サービス提供責任者は、利用者に対して適切な訪問介護サ

ービスを提供するために重要な役割を果たすことに鑑み、その業務

を画一的に捉えるのではなく、訪問介護事業所の状況や実施体制に

応じて適切かつ柔軟に業務を実施するよう留意するとともに、常に

必要な知識の修得及び能力の向上に努めなければならない。 

(18) サービス提供責任者による訪問介護員等に対する業務管理、研

修、技術指導等 

条例第 30 条第３項第４号から第７号までにおいて、サービス提供

責任者による訪問介護員等に対する業務管理や研修、技術指導等が

規定されているところである。 

平成 30 年度以降、生活援助中心型のみに従事することができる生

活援助従事者研修修了者が従事するようになることから、当該研修

修了者を含む訪問介護員等であって、指定訪問介護に従事したこと

がない者については、初回訪問時にサービス提供責任者が同行する

などの OJT を通じて支援を行うこととする。また、緊急時の対応等

についてもあらかじめ当該訪問介護員等に指導しておくこととす

る。 

さらに、生活援助従事者研修修了者である訪問介護員等が所属し

ている指定訪問介護事業所のサービス提供責任者は、当該訪問介護
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（運営規程） 

第三十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章において

「運営規程」という。）を定め、これを当該指定訪問介護事業所の従業

者及び利用者に周知しなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 緊急時等における対応方法 

七 虐待の防止のための措置に関する事項 

八 その他事業の運営に関する重要事項 

（令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

員等が生活援助中心型しか提供できないことを踏まえ、利用者の状

況を判断の上、適切な業務管理を行うこととする。具体的には、生

活援助中心型のみ利用している利用者に対する指定訪問介護に従事

させることなどが考えられる。 

(19) 運営規程 

条例第 31 条は、指定訪問介護の事業の適正な運営及び利用者に対

する適切な指定訪問介護の提供を確保するため、同条第 1号から第 8

号までに掲げる事項を内容とする規程を定め、これを当該指定訪問

介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならないことを指

定訪問介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留

意するものとする。なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所に

おいて、複数のサービス種類について事業者指定を受け、それらの

事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に作成する

ことも差し支えない（この点については他のサービス種類について

も同様とする。）。 

① 従業者の職種、員数及び職務の内容（第２号） 

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担

軽減等の観点から、規程を定めるに当たっては、条例第 7 条にお

いて置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以

上」と記載することも差し支えない（条例第 10 条に規定する重要

事項を記した文書に記載する場合についても、同様とする。）（以

下、他のサービス種類についても同趣旨。）。 

② 指定訪問介護の内容（第 4号） 

「指定訪問介護の内容」とは、身体介護、生活援助、通院等の
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（介護等の総合的な提供） 

第三十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっ

ては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事（以

ための乗車又は降車の介助等のサービスの内容を指すものである

こと。 

③ 利用料その他の費用の額（第 4号） 

「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定訪問介

護に係る利用料（1割負担又は２割負担）及び法定代理受領サービ

スでない指定訪問介護の利用料を、「その他の費用の額」としては、

条例第 22条第 3項により徴収が認められている交通費の額及び必

要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものであ

ること（以下、他のサービス種類についても同趣旨。）。 

④ 通常の事業の実施地域（第 5号） 

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるもの

とすること。なお、通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調

整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行わ

れることを妨げるものではないものであること（以下条例第 58 条

第 5号、第 78 条第 5号、第 88 条第 5号、第 108 条第 6号、第 144

条第 6号及び第 258 条第 5号についても同趣旨。）。 

⑤ 虐待の防止のための措置に関する事項（第７号） 

(31)の虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業

者への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案（以

下「虐待等」という。）が発生した場合の対応方法等を指す内容

であること（以下、他のサービス種類についても同趣旨。） 

(20) 介護等の総合的な提供 

条例第 32 条は、条例第 6条の基本方針等を踏まえ、指定訪問介護

の事業運営に当たっては、多種多様な訪問介護サービスの提供を行
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下この条において「介護等」という。）を常に総合的に提供するものと

し、介護等のうち特定の援助に偏ることがあってはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うべき旨を明確化したものである。指定訪問介護事業は、生活全般

にわたる援助を行うものであることから、指定訪問介護事業者は、

入浴、排せつ、食事等の介護（身体介護）又は調理、洗濯、掃除等

の家事（生活援助）を総合的に提供しなければならず（通院等のた

めの乗車又は降車の介助を行う指定訪問介護事業者についても、身

体介護又は生活援助を総合的に提供しなければならない。）、また、

指定訪問介護事業所により提供しているサービスの内容が、身体介

護のうち特定のサービス行為に偏ったり、生活援助のうち特定のサ

ービス行為に偏ったり、通院等のための乗車又は降車の介助に限定

されたりしてはならないこととしたものである。また、サービス提

供の実績から特定のサービス行為に偏っていることが明らかな場合

に限らず、事業運営の方針、広告、従業者の勤務体制、当該事業者

の行う他の事業との関係等の事業運営全般から判断して、特定のサ

ービス行為に偏ることが明らかであれば、本条に抵触することとな

る。 

また、「偏っている」とは、特定のサービス行為のみを専ら行うこ

とはもちろん、特定のサービス行為に係るサービス提供時間が月単

位等一定期間中のサービス提供時間の大半を占めていれば、これに

該当するものである。 

さらに、通院等のための乗車又は降車の介助を行う訪問介護事業

者について、都道府県知事が法第 70 条第 1項に基づく指定を行うに

当たっては、事業所の所在地の市町村に対して意見を求めることと

する（確認すべき事項等については別に定める。）。 

なお、条例第 32 条は、基準該当訪問介護事業者には適用されない。 



 38

（勤務体制の確保等） 

第三十三条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を

提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務体制

を定めておかなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介

護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならな

い。 

３ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研

修の機会を確保しなければならない。 

４ 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等

の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措

置を講じなければならない。 

（令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) 勤務体制の確保等 

条例第 33 条は、利用者に対する適切な指定訪問介護の提供を確保

するため、職員の勤務休制等について規定したものであるが、次の

点に留意する必要がある。 

① 指定訪問介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成

し、訪問介護員等については、日々の勤務時間、職務の内容、常

勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者であ

る旨等を明確にすること。 

② 同条第 2 項は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によっ

て指定訪問介護を提供するべきことを規定したものであるが、指

定訪問介護事業所の訪問介護員等とは、雇用契約、労働者派遣事

業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭

和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。）に規定する

労働者派遣契約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮

命令下にある訪問介護員等を指すものであること。なお、社会福

祉士及び介護福祉士法の規定に基づき、同法施行規則（昭和 61 年

厚生省令第 49 号）第 1条各号に規定する口腔内の喀疾吸引その他

の行為を業として行う訪問介護員等についは、労働者派遣法に基

づく派遣労働者（同法に規定する紹介予定派遣又は同法第 40 条の

2 第 1 項第 3 号又は第 4 号に該当する場合を除く。）であってはな

らないことに留意すること。 

③ 同条第 3 項は、当該指定訪問介護事業所の従業者たる訪問介護

員等の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業

所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとしたもので
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あること。 

④ 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）第11条第１項及び

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活

の充実等に関する法律（昭和41年法律第132号）第30条の２第１項

の規定に基づき、事業主には、職場におけるセクシュアルハラス

メントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」

という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務

づけられていることを踏まえ、規定したものである。事業主が講

ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組

については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメン

トについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受

けるものも含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場にお

ける性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措

置等についての指針（平成18年厚生労働省告示第615号）及び事

業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する

問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和

２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」

という。）において規定されているとおりであるが、特に留意

する内容は以下のとおりである。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラス
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メントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周

知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応する

ために必要な体制の整備相談に対応する担当者をあらかじめ

定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじ

め定め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明

確化等の措置義務については、女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律

第24号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の

総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実

等に関する法律第30条の２第１項の規定により、中小企業（資

本金が３億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下

の企業）は、令和４年４月１日から義務化となり、それまで

の間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の

観点から、必要な措置を講じるよう努めること。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷

惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のために、事業主が

雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、

①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被

害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、

行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のため

の取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況
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（業務継続計画の策定等） 

第三十三条の二 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時にお

いて、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について

周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければなら

ない。 

に応じた取組）が規定されている。介護現場では特に、利用者

又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求めら

れていることから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）

の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラ

スメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のた

めの手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この

際、上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホ

ームページに掲載しているので参考にすること。

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活

用した介護職員に対する悩み相談窓口設置事業や介護事業所に

おけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業主

が行う各種研修の費用等について助成等を行っていることか

ら、事業主はこれらの活用も含め、介護事業所におけるハラス

メント対策を推進すること。 

(22) 業務継続計画の策定等 

① 条例第33条の２は、指定訪問介護事業者は、感染症や災害が発

生した場合にあっても、利用者が継続して指定訪問介護の提供を

受けられるよう、指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定するとともに、当該業務継続計画

に従い、登録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業

者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施し

なければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の
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３ 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要

に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

（令和三条例九・追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定、研修及び訓練の実施については、条例第33条の２に基づき

事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者と

の連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が

発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められるこ

とから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加

できるようにすることが望ましい。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項

目の記載内容については、「介護施設・事業所における感染症発

生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における

自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照すること。また、

想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項

目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害

の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。

さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染症の予防及びまん

延の防止のための指針については、それぞれに対応する項目を適

切に設定している場合には、一体的に策定することとして差し支

えない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取

組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者へ

の対応、関係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 
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（衛生管理等） 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のラ

イフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内

容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急

時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以

上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施

することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録する

こと。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染

症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施すること

も差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生し

た場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、

事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践

するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。

なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予

防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し

支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机

上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施するこ

と。 

(23) 衛生管理等 
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第三十四条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康

状態について、必要な管理を行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等につい

て、衛生的な管理に努めなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発

生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

一 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器

（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができる

ものとする。）をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結

果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

二 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の

予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施するこ

と。 

（令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

① 条例第 34 条第１項及び第２項は、指定訪問介護事業者は、訪問

介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理並びに指定訪問介護事

業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべきことを規定し

たものである。特に、指定訪問介護事業者は、訪問介護員等が感

染源となることを予防し、また訪問介護員等を感染の危険から守

るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備える

など対策を講じる必要がある。 

② 同条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないよう

に講ずべき措置については、具体的には次のイからハまでの取扱

いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が求

められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行

うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（以下「感染対策委員会」という。）で

あり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構

成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者に

ついては外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。

構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染

対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決め

ておくことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況な

ど事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開

催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応
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じ随時開催する必要がある。なお、同一事業所内での複数担当

(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務について

は、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただ

し、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用

者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者とし

ての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任する

こと。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師

が望ましい。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故

の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施する

ための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措

置を適切に実施するための担当者 

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、

おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症

が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要があ

る。 

また、感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイム

での画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以

下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働

省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を

遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、
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これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、

事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者

との連携等により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のため

の指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。平

常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、

ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時

の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関

や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、

行政等への報告等が想定される。また、発生時における事業所

内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記し

ておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現

場における感染対策の手引き」を参照すること。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練登録訪

問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者に対する「感

染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対

策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当

該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケ

アの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が

定期的な教育（年１回以上）を開催するとともに、新規採用時

には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実
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（掲示） 

第三十五条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所

に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込者のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において単に

「重要事項」という。）を掲示しなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護

事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるこ

とにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 

３ 指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

施内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員

向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなど、

事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応

じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発

生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的（年

１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症

発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた

指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感

染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、

机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施す

ること。 

(24) 掲示 

① 条例第35条第１項は、指定訪問介護事業者は、運営規程の概要、

訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、

提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施し

た直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）

等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を指定訪問介護事業所の見やすい場所に掲示することを規定した

ものである。また、同条第３項は、指定訪問介護事業所は、原則

として、重要事項を当該指定訪問介護事業者のウェブサイトに掲

載することを規定したものであるが、ウェブサイトとは、法人の
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（令和三条例九・令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（秘密保持等） 

第三十六条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業

ホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをい

う。なお、指定訪問介護事業者は、重要事項の掲示及びウェブサ

イトへの掲載を行うにあたり、次に掲げる点に留意する必要があ

る。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サー

ビスの利用申込者、利用者又はその家族に対して見やすい場所

のことであること。 

ロ 訪問介護員等の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常

勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、訪問介護員等の氏名ま

で掲示することを求めるものではないこと。 

ハ 介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140条の44

各号に掲げる基準に該当する指定訪問介護事業所については、

介護サービス情報制度における報告義務の対象ではないことか

ら、条例第35条第３項の規定によるウェブサイトへの掲載は行

うことが望ましいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を行わな

い場合も、同条第１項の規定による掲示は行う必要があるが、

これを同条第２項や条例第 278 条第１項の規定に基づく措置

に代えることができること。 

② 条例第35条第２項は、重要事項を記載したファイル等を介護サ

ービスの利用申込者、利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な

形で当該指定訪問介護事業所内に備え付けることで同条第１項の

掲示に代えることができることを規定したものである。 

(25) 秘密保持等 

① 条例第 36 条第 1項は、指定訪問介護事業所の訪問介護員等その
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務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該従業者でなくなった場合

も同様とする。 

２ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者又は従業者

であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らすこ

とがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個

人情報を用いる場合は利用者の同意を、当該利用者の家族の個人情報を

用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広告） 

第三十七条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告を

する場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならな

い。 

（不当な働きかけの禁止） 

第三十七条の二 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変

他の従業者及び従業者であった者に、その業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。 

② 同条第 2 項は、指定訪問介護事業者に対して、当該指定訪問介

護事業所の訪問介護員等その他の従業者及び過去に従業者であっ

た者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らす

ことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、

具体的には、指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の

訪問介護員等その他の従業者が、従業者である間及び従業者でな

くなった後において、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者と

の雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めをおくなど

の措置を講ずべきこととするものである。 

③ 同条第 3項は、訪問介護員等がサービス担当者会議等において、

課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題

等の個人情報を、介護支援専門員や他のサービスの担当者と共有

するためには、指定訪問介護事業者は、あらかじめ、文書により

利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したも

のであるが、この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその

家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 

 

 

 

 

(26) 不当な働きかけの禁止 

条例第 37 条の２は、居宅介護支援事業者に対する利益供与に当た
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更に関し、指定居宅介護支援事業所（青森市指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準等を定める条例第五条に規定する指定居宅

介護支援事業所をいう。第百六十六条第二項において同じ。）の介護支

援専門員又は居宅要介護被保険者（法第四十一条第一項に規定する居宅

要介護被保険者をいう。）に対して、利用者に必要のないサービスを位

置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。 

（平成三〇条例一一・追加） 

 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第三十八条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者

に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償

として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

 

 

（苦情処理） 

第三十九条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者

及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口を設置

する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を利用者又はそ

の家族に対して周知しなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の

内容等を記録しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、第一項の措置又は提供した指定訪問介護に関

し、法第二十三条の規定により市又は保険者市町村（以下この条におい

て「市等」という。）が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求

らない場合であっても、指定訪問介護事業者が、居宅サービス計画

の作成又は変更に関し、介護支援専門員又は被保険者に対して、利

用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることなどの不当

な働きかけを行ってはならないこととしたものである。具体的には、

例えば、指定訪問介護事業者と居宅介護支援事業者が同一法人等で

ある場合や同一の建物等に所在する場合において、当該利用者の状

況を勘案することなく、自らが提供する訪問介護サービスを居宅サ

ービス計画に位置付けるよう働きかけるような場合が該当する。 

(27) 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 

条例第 38 条は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指

定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、

利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対

償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないことと

したものである。 

(28) 苦情処理 

① 条例第 39 条第 1項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相

談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処

理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者

又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措

置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示し、

かつ、ウェブサイトに掲載すること等である。なお、ウェブサイ

トへの掲載に関する取扱いは、第３の一の３の(24)の①に準ずる

ものとする。 

② 同条第 2 項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定訪
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め又は市等の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦

情に関して市等が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言

を受けた場合は、当該指導又は助言を勘案して必要な改善を行うよう努

めなければならない。この場合において、市等からの求めがあったとき

は、当該指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなけ

ればならない。 

４ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦

情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和三十三年法

律第百九十二号）第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会

をいう。以下同じ。）が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力

するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受け

た場合は、当該指導又は助言を勘案して必要な改善を行うよう努めなけ

ればならない。この場合において、国民健康保険団体連合会から求めが

あったときは、当該指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について

報告しなければならない。 

 

（地域との連携等） 

第四十条 指定訪問介護事業者は、事業の運営に当たっては、市が実施す

る社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の

建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該

建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよ

う努めなければならない。 

（令和三条例九・一部改正） 

問介護事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦

情（指定訪問介護事業者が提供したサービスとは関係のないもの

を除く。）の受付日、その内容等を記録することを義務づけたもの

である。 

また、指定訪問介護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図

る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、

サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

なお、条例第 43 条第 2項の規定に基づき、苦情の内容等の記録

は、2年間保存しなければならない。 

③ 同条第 3 項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うこ

とが位置付けられている国民健康保険団体連合会のみならず、住

民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村が、サ

ービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村に

ついても国民健康保険団体連合会と同様に、指定訪問介護事業者

に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを運営基準

上、明確にしたものである。 

(29) 地域との連携 

① 条例第 40 条の 2第 1項は、条例第 4条第 2項の趣旨に基づき、

介護サービス相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市

町村との密接な連携に努めることを規定したものである。 

なお、「市が実施する社会福祉に関する事業」には、介護サービ

ス相談員派遣事業のほか、広く市が老人クラブ、婦人会その他の

非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 

② 同条第２項は、高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する
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（事故発生時の対応） 

第四十一条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供

により事故が発生した場合は、市、保険者市町村、当該利用者の家族、

当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な

措置を講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処

置について記録しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら

ない。 

指定訪問介護事業所が当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介

護者に指定訪問介護を提供する場合、当該高齢者向け集合住宅等

に居住する要介護者のみを対象としたサービス提供が行われない

よう、第11条の正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進

の観点から地域の要介護者にもサービス提供を行うよう努めなけ

ればならないことを定めたものである。なお、こうした趣旨を踏

まえ、地域の実情に応じて、都道府県が条例等を定める場合や、

市町村等の意見を踏まえて指定の際に条件を付す場合において、

例えば、当該事業所の利用者のうち、一定割合以上を当該集合住

宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない

等の規定を設けることは差し支えないものである。この際、自立

支援や重度化防止等につながるようなサービス提供がなされてい

るか等、サービスの質が担保されているかが重要であることに留

意すること。 

(30) 事故発生時の対応 

条例第 41 条は、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられ

るよう、事故発生時の速やかな対応を規定したものである。指定訪

問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が

発生した場合は、保険者市町村、当該利用者の家族、当該利用者に

係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講

じるべきこととするとともに、当該事故の状況及び事故に際して採

った処置について記録しなければならないこととしたものである。 

また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこと
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（虐待の防止） 

第四十一条の二 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止

するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員

等に周知徹底を図ること。 

二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備す

ること。 

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防

止のための研修を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

としたものである。 

なお、条例第 43 条第 2項の規定に基づき、事故の状況及び事故に

際して採った処置についての記録は、2 年間保存しなければならな

い。 

このほか、以下の点に留意するものとする。 

① 利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合

の対応方法については、あらかじめ指定訪問介護事業者が定めて

おくことが望ましいこと。 

② 指定訪問介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償

を行うため、損害賠償保険に加入しておくこと。 

③ 指定訪問介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、

再発生を防ぐための対策を講じること。 

(31) 虐待の防止 

条例第41条の２は、虐待の防止に関する事項について規定したも

のである。虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、

高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指

定訪問介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければ

ならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対

応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支

援等に関する法律」（平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止

法」という。）に規定されているところであり、その実効性を高め、

利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観

点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 
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（令和三条例九・追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定訪問介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配

慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要があり、第４条

の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業

者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高

齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・

適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定訪問介護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレク

ト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場にあることから、こ

れらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談

体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望まし

い。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者

から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される

必要があり、指定訪問介護事業者は当該通報の手続が迅速かつ適

切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよ

う努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等

が発生した場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事

項を実施するものとする。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、

虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を
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検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構

成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に

開催することが必要である。また、虐待防止の専門家を委員とし

て積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、

複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その性質上、

一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の

状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、

これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、

事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者と

の連携等により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生

労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について

検討することとする。その際、そこで得た結果（事業所における

虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹

底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 
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ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関す

ること 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅

速かつ適切に行われるための方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる

再発の確実な防止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価

に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定訪問介護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」に

は、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待

等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するも

のであるとともに、当該指定訪問介護事業所における指針に基づ



 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定訪問介

護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研

修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待

の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。

研修の実施は、事業所内での研修で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４

号） 

指定訪問介護事業所における虐待を防止するための体制とし

て、①から③までに掲げる措置を適切に実施するため、担当者を

置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員

会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一

事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当

(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差

し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事

しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、

各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者

を選任すること。 

     (※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師

が望ましい。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故

の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施する

ための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措

置を適切に実施するための担当者 
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（会計の区分） 

第四十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区

分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区

分しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

（記録の整備） 

第四十三条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければなら

ない。 

一 第二十六条第一項の訪問介護計画 

二 第二十一条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等

の記録 

三 第二十五条第一項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

四 第二十八条の規定による保険者市町村への通知に係る記録 

五 第三十九条第二項の規定による苦情の内容等の記録 

六 第四十一条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った

(32) 会計の区分 

条例第 42 条は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごと

に経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の

事業の会計を区分しなければならないこととしたものであるが、具

体的な会計処理の方法等については、「介護保険・高齢者保健福祉事

業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて」（平成 24 年 3 月

29 日老高発 0329 第 1 号）、「介護保険の給付対象事業における会計の

区分について」（平成 13 年 3 月 28 日老振発第 18 号）及び「指定介

護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて」（平成 12 年 3

月 10 日老計第 8号）によるものであること。 

(33) 記録の整備 

条例第43条第２項は、指定訪問介護事業者が同項各号に規定する

記録を整備し、２年間保存しなければならないこととしたものであ

る。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契

約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立

等）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 
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処置についての記録 

３ 前二項の規定によるもののほか、指定訪問介護事業者は、居宅介護サ

ービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間

保存しなければならない。 

（令和六条例九・一部改正） 

第五節 共生型居宅サービスに関する基準 

（平成三〇条例一一・追加） 

（共生型訪問介護の基準） 

第四十三条の二 訪問介護に係る共生型居宅サービス（法第七十二条の二

第一項の申請に係る法第四十一条第一項本文の指定を受けた者による指

定居宅サービスをいう。以下同じ。）の事業を行う指定居宅介護事業者

（青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例（平成二十四年青森市条例第七十五号。以下「指定障

害福祉サービス基準条例」という。）第七条に規定する指定居宅介護事

業者をいう。）及び重度訪問介護（障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号。以下この条

及び第百八十二条の二において「障害者総合支援法」という。）第五条

第三項に規定する重度訪問介護をいう。第一号において同じ。）に係る

指定障害福祉サービス（障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する

指定障害福祉サービスをいう。第一号において同じ。）の事業を行う者

が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定居宅介護事業所（指定障害福祉サービス基準条例第七条に規定

する指定居宅介護事業所をいう。）又は重度訪問介護に係る指定障害

福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所（以下この号に

 

 

 

 

 

４ 共生型訪問介護に関する基準 

共生型訪問介護は、青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例（平成 24 年青森市条例第 75

号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。）第７条に規定す

る指定居宅介護事業者又は重度訪問介護（障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号。以下

「障害者総合支援法」という。）第５条第３項に規定する重度訪問介護

をいう。）に係る指定障害福祉サービス（障害者総合支援法第 29 条第

１項に規定する指定障害福祉サービスをいう。）の事業を行う者が、要

介護者に対して提供する指定訪問介護をいうものであり、共生型訪問

介護事業所が満たすべき基準は、次のとおりであること。 

(1)  従業者（ホームヘルパー）、サービス提供責任者の員数及び管理

者（条例第 43 条の２第１号、第 43 条の３） 

① 従業者（ホームヘルパー） 

指定居宅介護事業所又は指定重度訪問介護事業所（以下この４

において「指定居宅介護事業所等」という。）の従業者の員数が、

共生型訪問介護を受ける利用者（要介護者）の数を含めて当該指

定居宅介護事業所等の利用者の数とした場合に、当該指定居宅介

護事業所等として必要とされる数以上であること。 
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おいて「指定居宅介護事業所等」という。）の従業者の員数が、当該

指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護（指定障害福祉サービ

ス基準条例第六条第一項に規定する指定居宅介護をいう。）又は重度

訪問介護（以下この号において「指定居宅介護等」という。）の利用

者の数を指定居宅介護等の利用者及び訪問介護に係る共生型居宅サー

ビス（以下この条及び次条において「共生型訪問介護」という。）の

利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業

所等として必要とされる数以上であること。 

二 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、

指定訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けて

いること。 

（平成三〇条例一一・追加） 

（準用） 

第四十三条の三 第六条、第七条（第一項を除く。）及び第八条並びに前

節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合におい

て、第七条第二項中「利用者（」とあるのは「利用者（共生型訪問介護

の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービ

スの利用者をいい、」と、「指定訪問介護又は」とあるのは「共生型訪

問介護及び指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サー

ビス又は」と読み替えるものとする。 

（平成三〇条例一一・追加） 

 

 

 

② サービス提供責任者 

共生型訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数

は、指定居宅介護事業所等における指定居宅介護又は指定重度訪

問介護の利用者（障害者及び障害児）及び共生型訪問介護の利用

者（要介護者）の合計数が、40 又はその端数を増すごとに１人以

上とする。この場合において、サービス提供責任者の資格要件に

ついては、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者であれば、

共生型訪問介護事業所のサービス提供責任者の資格要件を満たす

ものとする。なお、共生型訪問介護事業所のサービス提供責任者

と指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者を兼務することは

差し支えないこと。 

③ 管理者 

指定訪問介護の場合と同趣旨であるため、第３の一の１の(3)を

参照すること。 

なお、共生型訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護事業所等

の管理者を兼務することは差し支えないこと。 

(2) 設備に関する基準 

指定居宅介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれ

ば足りるものであること。 

(3) 指定訪問介護事業所その他の関係施設から、指定居宅介護事業所

等が要介護高齢者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けてい

ること。（条例第 43 条の２第２号） 

(4) 運営等に関する基準（条例第 43 条の３） 

条例第 43 条の３の規定により、条例第６条及び第２章第４節の規
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第六節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（平成三〇条例一一・旧第五節繰下） 

（訪問介護員等の員数） 

第四十四条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当す

定は、共生型訪問介護の事業について準用されるものであるため、第

３の一の３を参照すること。 

(5) その他の共生型サービスについて 

高齢者と障害者・障害児に一体的にサービス提供するものであっ

て、 

・デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、

障害福祉制度と介護保険制度の両方の基準を満たして両方の指定

を受けているもの 

・法令上、共生型サービスの対象とされているデイサービス、ホー

ムヘルプサービス、ショートステイ以外のサービス（例えば、障

害福祉制度の共同生活援助と介護保険制度の認知症対応型共同生

活介護）について、障害福祉制度と介護保険制度の両方の指定を

受けているもの 

・障害福祉制度の基準を満たして指定を受け、かつ、介護保険制度

の基準該当サービスを活用しているもの 

についても「共生型サービス」であり、地域共生社会の実現に向け、

これらの推進も図られることが望ましいこと。 

なお、共生型サービスは、各事業所の選択肢の一つであり、地域の

高齢者や、障害者・障害児のニーズを踏まえて、各事業所は指定を受

けるどうか判断することとなる。 

５ 基準該当訪問介護に関する基準 

青森市内に所在する事業者においては、サービスの確保が十分にな

されていることから、当分の間はこれを認めない。ただし、青森市外

における離島・山間地・過疎等の地域に居住する青森市の居宅要介護
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るサービス（以下「基準該当訪問介護」という。）の事業を行う者（以

下「基準該当訪問介護事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以

下「基準該当訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等

（基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規

定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。）の員数は、

三人以上とする。 

２ 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに、訪問介

護員等のうち一人以上の者をサービス提供責任者としなければならな

い。 

３ 基準該当訪問介護の事業と法第百十五条の四十五第一項第一号イに規

定する第一号訪問事業（旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問

介護に相当するものであって、基準該当介護予防サービス（法第五十四

条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同

じ。）に相当するものとして市長が定めるものに限る。以下この項及び

第四十六条第二項において同じ。）とが、同一の事業者により同一の事

業所において一体的に運営されている場合については、市長の定める当

該第一号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（平成二七条例二〇・一部改正） 

（管理者） 

第四十五条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに

専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準

該当訪問介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該基

準該当訪問介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等

等被保険者に対し、都道府県の指定を受けていない事業者がサービス

を提供する場合にあって、その地域特有の実情により当該事業者の他

にサービス事業者が十分になく、適切なサービス量の確保が困難であ

ると市が認める場合には、この限りでない。 

(1) 訪問介護員等の員数（条例第 44 条） 

基準該当訪問介護事業所における訪問介護員等の員数について

は、3人以上と定められたが、これについては、訪問介護員等の勤務

時間の多寡にかかわらず員数として 3 人以上確保すれば足りるもの

である。ただし、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数等

を考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。その他につい

ては、指定訪問介護事業所の場合と同趣旨であるため第 3 の一の 1

の(1)に準じて取り扱うべきものである。 

なお、サービス提供責任者については、常勤である必要はないが、

指定訪問介護における配置に準じて配置することが望ましい。 

 

 

 

 

 

(2) 管理者（条例第 45 条） 

指定訪問介護の場合と基本的に同趣旨であるため、第 3 の一の 1

の(3)を参照すること。ただし、管理者は常勤である必要はないこと

に留意するものとする。 
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の職務に従事させることができるものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

（設備及び備品等） 

第四十六条 基準該当訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要

な広さの区画が設けられているほか、基準該当訪問介護の提供に必要な

設備及び備品等が備えられていなければならない。 

２ 基準該当訪問介護の事業と第四十四条第三項に規定する第一号訪問事

業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される

場合については、市長の定める第一号訪問事業の設備に関する基準を満

たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

（平成二七条例二〇・一部改正） 

（同居家族に対するサービス提供の制限） 

第四十七条 基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家

族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、

同居の家族である当該利用者に対する訪問介護が次のいずれにも該当す

る場合には、この限りでない。 

一 当該訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であっ

て、指定訪問介護のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保する

ことが困難であると市長が認めるものに住所を有する場合 

二 当該訪問介護が、法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援

事業者又は法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支

援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて提供される

場合 

 

 

(3) 設備及び備品等 

条例第 46 条は、基準該当訪問介護事業所の設備及び備品等につい

ての規定であるが、指定訪問介護事業所の場合と基本的に同趣旨で

あるため、第 3の一の 2を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

(4) 同居家族に対するサービス提供の制限 

条例第 47 条は、同条第 1項各号に定める場合に限り、同居家族で

ある利用者に対するサービス提供を例外的に認めることを定めたも

のである。 

特に、同条第 1 項第 1 号にあるとおり、離島、山間のへき地その

他の地域であって、指定訪問介護による訪問介護だけでは必要な訪

問介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めた地域

において認められるものであり、市町村は、その運用に際して次に

掲げる点に留意するとともに、当該地域における指定訪問介護の確

保に努めることとする。 

① 市町村は、同居家族に対する訪問介護を行おうとする訪問介護

員等が所属する訪問介護事業所から、居宅サービス計画の写し等、
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三 当該訪問介護が、第四十四条第二項に規定するサービス提供責任者

の行う具体的な指示に基づいて提供される場合 

四 当該訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容と

する場合 

五 当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時

間の合計時間が、当該訪問介護員等が訪問介護に従事する時間の合計

時間のおおむね二分の一を超えない場合 

２ 基準該当訪問介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、訪問介護

員等にその同居の家族である利用者に対する基準該当訪問介護の提供を

させる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条におい

て準用する第二十六条第一項の訪問介護計画の実施状況等からみて、当

該基準該当訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該訪

問介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

（令和三条例九・一部改正） 

（準用） 

第四十八条 第一節及び第四節（第十七条、第二十二条第一項、第二十七

条、第三十二条及び第三十九条第四項を除く。）の規定は、基準該当訪

問介護の事業について準用する。この場合において、第二十一条第一項

中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により

利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内

容」と、第二十二条第二項及び第二十三条中「法定代理受領サービスに

該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第二十

二条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第二十六条第一項中「第

同居家族に対する訪問介護が認められるための要件に満たされて

いることを確認できる書類を届け出させ、これに基づき基準該当

居宅サービスとしての実施を認めるものとする。 

② 市町村は、いったん認めた同居家族に対する訪問介護について、

事後的にその要件を満たしていないと認めるときは、保険給付を

行わず、又は既に行った保険給付の返還を求めるものとする。 

③ 市町村は、条例第 47 条第 1項各号に規定する要件に反した訪問

介護が行われている場合の是正の指導のほか、当該同居家族に対

して行われている居宅サービスとして、当該訪問介護員等による

訪問介護のほか、他の居宅サービスが適切に組み合わされている

かどうか等を点検し、状況に応じて必要な助言を当該同居家族及

び基準該当訪問介護事業者に対して行うものとする。 

 

 

 

(5) 運営に関する基準 

条例第 48 条の規定により、条例第 17 条、第 22 条第 1 項、第 27

条、第 32 条並びに第 39 条第 5 項及び第 6 項を除き、指定訪問介護

の運営に関する基準が基準該当訪問介護に準用されるものであるた

め、第 3の一の 3の(2)から(6)まで及び(8)から(33)まで（(11)の①

及び（20）を除く。）を参照すること。この場合において、準用され

る条例第 22 条第 2項の規定は、基準該当訪問介護事業者が利用者か

ら受領する利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対

象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定す
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七条第二項」とあるのは「第四十四条第二項」と、「第三十条」とある

のは「第四十八条において準用する第三十条」と読み替えるものとする。 

（令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

第三章 訪問入浴介護 

第一節 基本方針 

第四十九条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護（以下「指定訪問

入浴介護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、

その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行う

ことによって、当該利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図

るものでなければならない。 

第二節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第五十条 指定訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指定訪問入浴介護事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定訪問入浴介護事

業所」という。）ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業

者（以下この節から第四節までにおいて「訪問入浴介護従業者」という。）

及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定

るための基準となる費用の額（100 分の 90 又は 100 分の 80 を乗ずる

前の額）との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、

結果的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対

象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方へ

の転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。

なお、当該事業所による訪問介護が複数の市町村において基準該当

訪問介護と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が

異なることは認められないものである。 

 

二 訪問入浴介護 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人員に関する基準 

(1) 従業者の員数（条例第 50 条） 

指定訪問入浴介護事業所における訪問入浴介護従業者の員数につ

いては、最低限必要の数を定めたものであり、訪問入浴介護の提供

量に応じて、条例第 55 条第 4号の規定に基づく体制に必要な員数を

確保するものとする。 
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めるとおりとする。 

一 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 

一人以上 

二 介護職員 二人以上 

２ 前項の訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤でなければならな

い。 

３ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者（青森市

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例（平成二十五年青森市条例第九号。以下「指定介護予防

サービス等基準条例」という。）第五十条第一項に規定する指定介護予

防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、

指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護（指定介護予防サ

ービス等基準条例第四十九条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をい

う。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合については、指定介護予防サービス等基準条例第五十条第一項

及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員

を一人置くことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

（平成二七条例二〇・一部改正） 

（管理者） 

第五十一条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、

指定訪問入浴介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 管理者（条例第 51 条） 

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第 3の一の 1の(3)を参照す

ること。 
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該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施

設等の職務に従事させることができるものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

第三節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第五十二条 指定訪問入浴介護事業所は、事業の運営を行うために必要な

広さを有する専用の区画が設けられているほか、指定訪問入浴介護の提

供に必要な浴槽等の設備及び備品等が備えられていなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定介護予防サービス等基準条例第五十二条第一項に規定する設

備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 設備に関する基準（条例第 52 条） 

(1) 指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面

積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りをす

る等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事

業と同一の事務室であっても差し支えない。なお、この場合に、区

分がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問入浴介護

の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとす

る。 

(2) 専用の事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対

応するのに適切なスペース及び浴槽等の備品・設備等を保管するた

めに必要なスペースを確保する必要がある。 

(3) 専用の事務室又は区画については、指定訪問入浴介護に必要な浴

槽（身体の不自由な者が入浴するのに適したもの）、車両（浴槽を運

搬し又は入浴設備を備えたもの）等の設備及び備品等を確保する必

要がある。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な

設備等に配慮する必要がある。ただし、他の事業所、施設等と同一

敷地内にある場合であって、指定訪問入浴介護の事業及び当該他の

事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設

等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものと

する。 
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第四節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第五十三条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当す

る指定訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部と

して、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当

該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除

して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定

訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額

と、指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不

合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲

げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅におい

て指定訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費 

二 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用 

４ 指定訪問入浴介護事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当た

っては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定訪問入浴介護の基本取扱方針） 

第五十四条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の

防止に資するよう、当該利用者の状態に応じて、適切に行われなければ

ならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質

３ 運営に関する基準 

(1) 利用料等の受領 

① 条例第 53 条第 1項、第 2項及び第 4項は、指定訪問介護に係る

第 22 条第 1項、第 2項及び第 4項と同趣旨であるため、第 3の一

の 3の(11)の①、②及び④を参照すること。 

② 同条第 3 項は、指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護

の提供に関して、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外

の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合の交通費、及

び利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用につ

いては、前 2 項の利用料のほかに利用者から支払を受けることが

できることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に

区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認

めないこととしたものである。 

 

 

 

 

 

 

(2) 指定訪問入浴介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 

指定訪問入浴介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針について

は、条例第 54 条及び第 55 条の定めるところによるほか、次の点に

留意するものとする。 

① 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況に
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の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定訪問入浴介護の具体的取扱方針） 

第五十五条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に

掲げるところによるものとする。 

一 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、

希望及び置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供す

ること。 

二 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理

解しやすいように説明を行うこと。 

三 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行わないこと。 

四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

五 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、

適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。 

六 指定訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び

介護職員二人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サ

ービスの提供の責任者とすること。ただし、利用者の身体の状況が安

定していること等から、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障

を及ぼすおそれがないと認められる場合には、主治の医師の意見を確

認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができるもので

あること。 

より、訪問時に全身入浴が困難な場合は、利用者の希望により、「清

拭
しき

」又は「部分浴（洗髪、陰部、足部等）」を実施するなど、適切

なサービス提供に努めること。 

② 条例第 55 条第 2号に定める「サービスの提供方法等」とは、入

浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などを含むものであ

ること。 

③ 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身

体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及

び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれ

らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具

体的な内容について記録しておくことが必要である。 

なお、条例第５９条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年

間保存しなければならない。 

④ 同条第 6 号に定める「サービスの提供の責任者」については、

入浴介護に関する知識や技術を有した者であって、衛生管理や入

浴サービスの提供に当たって他の従業者に対し作業手順など適切

な指導を行うとともに、利用者が安心してサービス提供を受けら

れるように配慮すること。また、同号に定める「主治の医師の意

見の確認」については、利用者又は利用者の承諾を得て当該事業
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七 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設

備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、

特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サ

ービスの提供ごとに消毒したものを使用すること。 

２ 指定訪問入浴事業者は、指定訪問入浴事業所の従業者が前項の方針に

従い、適切に指定訪問入浴介護を提供するよう、当該従業者に対し、必

要な周知、研修等を行うものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

（緊急時等の対応） 

第五十六条 訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っ

ているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速

やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた

協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

者が、利用者の主治医に確認することとし、併せて、次に確認す

べき時期についても確認しておくこと。 

⑤ 同条第 7 号に定める「サービスの提供に用いる設備、器具その

他の用品」の安全衛生については、特に次の点について留意する

こと。 

イ 浴槽など利用者の身体に直に接触する設備・器具類は、利用

者 1 人ごとに消毒した清潔なものを使用し、使用後に洗浄及び

消毒を行うこと。また、保管に当たっても、清潔保持に留意す

ること。 

ロ 皮膚に直に接するタオル等については、利用者 1 人ごとに取

り替えるか個人専用の ものを使用する等、安全清潔なものを

使用すること。 

ハ 消毒方法等についてマニュアルを作成するなど、当該従業者

に周知させること。 

(3) 緊急時等の対応 

条例第 56 条は、訪問入浴介護従業者が現に指定訪問入浴介護の提

供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要

な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速やか

に主治医又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力

医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないこ

ととしたものである。協力医療機関については、次の点に留意する

ものとする。 

① 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望まし

いものであること。 
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（管理者の業務） 

第五十七条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所の管理

者に、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者（管理者を除く。以下この

条において同じ。）の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る

調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わせるものとす

る。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所の管理者に、当

該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必

要な指揮命令に関する業務を担当させるものとする。 

（運営規程） 

第五十八条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章に

おいて「運営規程」という。）を定め、これを当該指定訪問入浴介護事

業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 サービスの利用に当たっての留意事項 

七 緊急時等における対応方法 

八 虐待の防止のための措置に関する事項 

② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との

間であらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。 

(4) 管理者の責務 

条例第 57 条は、指定訪問入浴介護事業所の管理者の責務を、介護

保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うた

め、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切

に把握しながら、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、

当該指定訪問入浴介護事業所の従業者に条例第 3 章第 4 節の規定を

遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。 

 

 

(5) 運営規程 

条例第 58 条は、指定訪問入浴介護の事業の適正な運営及び利用者

に対する適切な指定訪問入浴介護の提供を確保するため、同条第 1

号から第 9 号までに掲げる事項を内容とする規程を定め、これを当

該指定訪問入浴介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければな

らないことを指定訪問入浴介護事業所ごとに義務づけたものである

が、同条第 6 号の「サービスの利用に当たっての留意事項」とは、

利用者が指定訪問入浴介護の提供を受ける際に、利用者側が留意す

べき事項（入浴前の食事の摂取に関すること等）を指すものである

ことに留意するものとする。 
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九 その他事業の運営に関する重要事項 

（令和三条例九・一部改正） 

（勤務体制の確保等） 

第五十八条の二 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪

問入浴介護を提供できるよう、指定訪問入浴介護事業所ごとに、訪問入

浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、当該指

定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護

を提供しなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定訪問

入浴介護事業者は、全ての訪問入浴介護従業者（看護師、准看護師、介

護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者

等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介

護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければな

らない。 

４ 指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保す

る観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景

とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問

入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じなければならない。 

（令和三条例九・追加） 

 

 

 

 

(6) 勤務体制の確保等 

条例第58条の２は、利用者に対する適切な指定訪問入浴介護の提

供を確保するため、職員の勤務体制等について規定したものである

が、次の点に留意する必要がある。 

① 指定訪問入浴介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を

作成し、訪問入浴介護従業者については、日々の勤務時間、職務

の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にする

こと。 

② 同条第２項は、当該指定訪問入浴介護従業者によって指定訪問

入浴介護を提供するべきことを規定したものであるが、指定訪問

入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者とは、雇用契約、労働者派

遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

（昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。）に規定

する労働者派遣契約その他の契約により、当該事業所の管理者の

指揮命令下にある訪問入浴介護従業者を指すものであること。 

③ 同条第３項前段は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者の質

の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研

修への参加の機会を計画的に確保することとしたものであるこ

と。 

また、同項後段は、介護サービス事業者に、介護に直接携わる

職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知

症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義
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務づけることとしたものであり、これは、介護に関わる全ての者

の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主

体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点か

ら実施するものであること。 

当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等

において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得して

いる者とすることとし、具体的には、同条第３項において規定さ

れている看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務

者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修

修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一

級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄

養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。 

④ 同条第４項の規定は、指定訪問介護に係る条例第33条第４項の

規定と基本的に同趣旨であるため、第３の一の３の（21)④を参照

すること。 

(7) 業務継続計画の策定等 

① 条例第60条により準用される条例第33条の２は、指定訪問入浴

介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者

が継続して指定訪問入浴介護の提供を受けられるよう、業務継続

計画を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、訪問入浴介

護従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を

実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続

計画の策定、研修及び訓練の実施については、条例第33条の２に
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基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事

業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や

災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求めら

れることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者

が参加できるようにすることが望ましい。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項

目の記載内容については、「介護施設・事業所における感染症発

生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における

自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照すること。また、

想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項

目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害

の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。

さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染症の予防及びまん

延の防止のための指針については、それぞれに対応する項目を適

切に設定している場合には、一体的に策定することとして差し支

えない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取

組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者へ

の対応、関係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のラ
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イフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内

容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急

時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以

上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施

することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録する

こと。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染

症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施すること

も差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生し

た場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、

事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践

するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。

なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予

防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し

支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机

上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施するこ

と。 

(8) 衛生管理等 

① 条例第60条の規定により指定訪問入浴介護の事業について準用
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される条例第34条第１項及び第２項の規定については、訪問介護

と同様であるので、第３の一の３の(23)の①を参照すること。 

② 条例第60条の規定により指定訪問入浴介護の事業について準用

される条例第34条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延

しないように講ずべき措置については、具体的には次のイからハ

までの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所

に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携

等により行うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識

を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、

特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め

積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び

役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておく

ことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業

所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催する

とともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時

開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、



 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、

事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者

との連携等により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のため

の指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、

ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時

の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関

や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、

行政等への報告等が想定される。また、発生時における事業所

内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記し

ておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現

場における感染対策の手引き」を参照すること。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

訪問入浴介護従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防

止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な

知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基

づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとす

る。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が

定期的な教育（年１回以上）を開催するとともに、新規採用時

には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実
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（記録の整備） 

第五十九条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に

関する記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなけ

ればならない。 

一 次条において準用する第二十一条第二項の規定による提供した具体

施内容についても記録することが必要である。なお、研修の実

施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力

向上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うも

のでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発

生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的（年

１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症

発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた

指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感

染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。訓

練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上

及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施するこ

と。 

(9) 虐待の防止 

条例第60条の規定により指定訪問入浴介護の事業について準用さ

れる条例第41条の２の規定については、訪問介護と同様であるので、

第３の一の３の(31)を参照すること。 

(10) 記録の整備 

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第３の一の３の(33)を参照

すること。 
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的なサービスの内容等の記録 

二 第五十五条第一項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

三 次条において準用する第二十八条の規定による保険者市町村への通

知に係る記録 

四 次条において準用する第三十九条第二項の規定による苦情の内容等

の記録 

五 次条において準用する第四十一条第二項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

３ 前二項の規定によるもののほか、指定訪問入浴介護事業者は、居宅介

護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五

年間保存しなければならない。 

（令和六条例九・一部改正） 

（準用） 

第六十条 第十条から第二十一条まで、第二十三条、第二十八条、第三十

三条の二から第三十七条まで及び第三十八条から第四十二条までの規定

は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、こ

れらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、

第十条第一項中「第三十一条」とあるのは「第五十八条」と、第三十四

条第二項中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる

浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。 

（平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正） 

第五節 基準該当居宅サービスに関する基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 準用 

条例第 60 条の規定により、条例第 10 条から第 21 条まで、第 23

条、第 28 条、第 33 条の２から第 37 条まで及び第 38 条から第 42 条

までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用されるため、

第 3の一の 3の(2)から(10)まで（⑵の第三者評価の実施状況に係る

規定を除く。）、（12）、（15）、(24)、(25)、(27)から(30)まで及び(32)

を参照すること。この場合において、条例第 34 条中「設備及び備品

等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び

備品等」と読み替えられることに留意するものとする。 

４ 基準該当訪問入浴介護に関する基準 

青森市内に所在する事業者においては、サービスの確保が十分にな
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（従業者の員数） 

第六十一条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相

当するサービス（以下「基準該当訪問入浴介護」という。）の事業を行

う者が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当訪問入浴介護事業所」

という。）ごとに置くべき基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業者

（以下この節において「訪問入浴介護従業者」という。）及びその員数

は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりと

する。 

一 看護職員 一人以上 

二 介護職員 二人以上 

２ 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護（指定

介護予防サービス等基準条例第六十一条第一項に規定する基準該当介護

予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。）の事業とが、同一の事業者によ

り同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項

に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を一人置く

ことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

（管理者） 

されていることから、当分の間はこれを認めない。ただし、青森市外

における離島・山間地・過疎等の地域に居住する青森市の居宅要介護

等被保険者に対し、都道府県の指定を受けていない事業者がサービス

を提供する場合にあって、その地域特有の実情により当該事業者の他

にサービス事業者が十分になく、適切なサービス量の確保が困難であ

ると市が認める場合には、この限りでない。 

(1) 従業者の員数（条例第 61 条） 

基準該当訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者の員数につい

ては、最低限必要な数を定めたものであり、訪問入浴介護の提供量

に応じて、条例第 64 条により準用する条例第 55 条第 4 号の規定に

基づく体制に必要な員数を確保するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 管理者（条例第 62 条） 
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第六十二条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業

所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただ

し、基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場

合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事させ、又は他

の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

（設備及び備品等） 

第六十三条 基準該当訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために

必要な広さの区画が設けられているほか、基準該当訪問入浴介護の提供

に必要な浴槽等の設備及び備品等が備えられていなければならない。 

２ 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護の事業

とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場

合については、指定介護予防サービス等基準条例第六十三条第一項に規

定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第六十四条 第十条から第十六条まで、第十八条から第二十一条まで、第

二十三条、第二十八条、第三十三条の二から第三十七条まで、第三十八

条から第四十二条まで（第三十九条第四項を除く。）及び第四十九条並

びに第四節（第五十三条第一項及び第六十条を除く。）の規定は、基準

該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これら

の規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第十

条第一項中「第三十一条」とあるのは「第五十八条」と、第二十一条第

一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定に

指定訪問入浴介護の場合と基本的に同趣旨であるため、第 3 の二

の 1の(2)を参照すること。ただし、管理者は常勤である必要はない

ことに留意するものとする。 

 

 

 

(3) 設備及び備品等（条例第 63 条） 

指定訪問入浴介護の場合と基本的に同趣旨であるため、第 3 の二

の 2を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

(4) 運営に関する基準 

条例第 64 条の規定により、条例第 10 条から第 16 条まで、第 18

条から第 21 条まで、第 23 条、第 28 条、第 33 条の２から第 37 条ま

で、第 38 条から第 42 条まで（第 39 条第４項を除く。）、第 49 条並

びに第 4節（第 53 条第 1項及び第 60 条を除く。）の規定は、基準該

当訪問入浴介護の事業について準用されるものであるため、第 3 の

一の 3の(2)から(6)まで、(8)から(10)まで、(12)、(15)、(24)、(25)、

(27)から(30)まで及び(32)並びに第 3 の二の 3 を参照すること。こ

の場合において、準用される条例第 53 条第 2項の規定は、基準該当
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より利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるの

は「内容」と、第二十三条中「法定代理受領サービスに該当しない指定

訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第三十四条第二項

中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽

その他の設備及び備品等」と、第五十三条第二項中「法定代理受領サー

ビスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介

護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるもの

とする。 

（平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

第四章 訪問看護 

第一節 基本方針 

第六十五条 指定居宅サービスに該当する訪問看護（以下「指定訪問看護」

という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者

が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、当該利用者の療養生活を支援し、心身の機

能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければなら

ない。 

（平成二七条例二〇・一部改正） 

第二節 人員に関する基準 

（看護師等の員数） 

第六十六条 指定訪問看護の事業を行う者（以下「指定訪問看護事業者」

訪問入浴介護事業者が利用者から受領する利用料について、当該サ

ービスが結果的に保険給付の対象となる場合もならない場合も、特

例居宅介護サービス費を算定するための基準となる費用の額（100 分

の 90 又は 100 分の 80 を乗ずる前の額）との間に不合理な差額が生

じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサー

ビスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との

間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設け

ることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所による訪問入浴介

護が複数の市町村において基準該当訪問入浴介護と認められる場合

には、利用者の住所地によって利用料が異なることは認められない

ものである。 

 

三 訪問看護 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人員に関する基準 

(1) 看護師等の員数（条例第 66 条） 

① 指定訪問看護ステーションの場合（条例第 66 条第 1項第 1号） 
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という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定訪問看護事業所」とい

う。）ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業

者（以下「看護師等」という。）及びその員数は、次の各号に掲げる指

定訪問看護事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

一 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所（以下「指定訪問看護ス

テーション」という。） 次のイ又はロに掲げる従業者の区分に応じ、

それぞれイ又はロに定める員数 

イ 保健師、看護師又は准看護師（以下この条において「看護職員」

という。） 常勤換算方法で、二・五以上となる員数 

ロ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーシ

ョンの実情に応じた適当数 

二 病院又は診療所である指定訪問看護事業所（以下「指定訪問看護を

担当する医療機関」という。） 指定訪問看護の提供に当たる看護職

員を適当数 

２ 前項第一号イの看護職員のうち一人は、常勤でなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者（指定介護予防サ

ービス等基準条例第六十六条第一項に規定する指定介護予防訪問看護事

業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の

事業と指定介護予防訪問看護（同条例第六十五条に規定する指定介護予

防訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合については、同条例第六十六条第一項及び第二

項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 

４ 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

イ 指定訪問者護ステーションにおける保健師、看護師又は准看

護師（以下「看護職員」という。）の員数については、常勤換算

方法で 2.5 人以上と定められたが、これについては、職員の支

援体制等を考慮した最小限の員数として定められたものであ

り、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数及び指定訪

問看護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の人員を確保する

ものとする。 

ロ 勤務日及び勤務時間が不定期な看護師等についての勤務延時

間数の算定については、指定訪問介護の場合と同様である。 

ハ 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、実情に

応じた適当数を配置するものとする（配置しないことも可能で

ある。）。 

ニ 出張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所の看護職

員の勤務延時間数とは、出張所等における勤務延時間数も含め

るものとする。 

② 指定訪問看護を担当する医療機関の場合（条例第 66 条第 1項第

2号） 

指定訪問看護事業所ごとに、指定訪問看護の提供に当たる看護

職員を適当数置かなければならない。 

③ 指定定期巡回・随時対応訪問介護看護又は指定複合型サービス

との一体的運営について（条例第 66 条第 4項及び第 5項） 

指定訪問看護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者又は指定複合型サービス事業者の指定を併せて受け、か

つ、当該事業が指定訪問看護事業所と同じ事業所で一体的に運営
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（指定地域密着型サービス基準条例第八条第一項に規定する指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せ

て受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護（同条例第六条に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護をいう。）の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場

合に、同条例第八条第一項第四号イに規定する人員に関する基準を満た

すとき（次項の規定により第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を

満たしているものとみなされているときを除く。）は、当該指定訪問看

護事業者は、第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

５ 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サ

ービス基準条例第百九十四条第十四項に規定する指定複合型サービス事

業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定

看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第百九

十三条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。）の事業が

同一の事業所において一体的に運営されている場合に、同条例第百九十

四条第四項に規定する人員に関する基準を満たすとき（前項の規定によ

り第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみな

されているときを除く。）は、当該指定訪問看護事業者は、第一項第一

号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

（平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・一部改正） 

（管理者） 

第六十七条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専

されている場合については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業又は指定複合型サービス事業（以下③において「指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業等」という。）の指定を受け

る上で必要とされている看護職員の員数（常勤換算方法で 2.5）を

配置していることをもって、指定訪問看護の看護職員の人員基準

を満たしているものとみなすことができることとしている。 

なお、指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業等の看護職員の人員配置基準を満たしていることによ

り指定訪問看護の看護職員の人員配置基準を満たしているものと

みなされている場合については、当該指定訪問看護事業の人員配

置基準を満たしていることをもって別の指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業等の看護職員の人員配置基準を満たしている

ものとはみなされないので留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 指定訪問看護ステーションの管理者（条例第 67 条） 

① 訪問看護ステーションの管理者は常勤であり、かつ、原則とし
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らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、

指定訪問看護ステーションの管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、

当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事させ、又は他の事業所、

施設等の職務に従事させることができるものとする。 

２ 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければ

ならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

３ 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うた

めに必要な知識及び技能を有する者でなければならない。 

（令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て専ら当該指定訪問看護ステーションの管理業務に従事するもの

とする。ただし、以下の場合であって、当該指定訪問看護ステー

ションの管理業務に支障を及ぼすおそれがないときは、他の職務

を兼ねることができるものとする。 

イ 当該指定訪問看護ステーションの看護職員としての職務に従

事する場合 

ロ 当該指定訪問看護ステーションが健康保険法による指定を受

けた訪問看護ステーションである場合に、当該訪問看護ステー

ションの管理者又は看護職員としての職務に従事する場合 

ハ 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理

者又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の

事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時

間帯も、当該指定訪問看護ステーションの利用者へのサービス

提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及

び業務に関し、一元的な管理及び指揮命令に支障を及ぼすおそ

れがないときに、当該他の事業所等の管理者又は従業者として

の職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業

の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であ

ると個別に判断される場合や、併設される入所施設における看

護業務（管理業務を含む。）と兼務する場合（施設における勤務

時間が極めて限られている場合を除く。）、事故発生時等の緊急

時において管理者自身が速やかに当該指定訪問看護ステーショ

ン又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができ

ない体制となっている場合などは、管理者の業務に支障がある
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第三節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第六十八条 指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必

要な広さを有する専用の事務室が設けられているほか、指定訪問看護の

提供に必要な設備及び備品等が備えられていなければならない。ただし、

当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等があ

と考えられる。） 

② 指定訪問看護ステーションの管理者は、管理者としてふさわし

いと認められる保健師又は看護師であって、保健師助産師看護師

法（昭和 23 年法律第 203 号）第 14 条第 3 項の規定により保健師

又は看護師の業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了後 2 年

を経過しない者に該当しないものである。 

③ 管理者の長期間の傷病又は出張等のやむを得ない理由がある場

合には、老人の福祉の向上に関し相当の知識、経験及び熱意を有

し、過去の経歴等を勘案して指定訪問看護ステーションの管理者

としてふさわしいと市長が認める者であれば、管理者として保健

師及び看護師以外の者をあてることができるものとする。ただし、

この場合においても、可能な限り速やかに常勤の保健師及び看護

師の管理者が確保されるように努めなければならないものであ

る。 

④ 指定訪問看護ステーションの管理者は、医療機関における看護、

訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者である必要

がある。さらに、管理者としての資質を確保するために関連機関

が提供する研修等を受講していることが望ましい。 

２ 設備に関する基準 

(1) 指定訪問看護ステーションの場合（条例第 68 条第 1項） 

① 指定訪問看護ステーションには、運営に必要な面積を有する専

用の事務室を設ける必要がある。ただし、当該指定訪問看護ステ

ーションが健康保険法による指定を受けた訪問看護ステーション

である場合には、両者を共用することは差し支えない。また、当
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る場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画が設

けられていることをもって足りるものとする。 

２ 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な

広さを有し、専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画が確保されると

ともに、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等が備えられていな

ければならない。 

３ 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受

け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予

防サービス等基準条例第六十八条第一項又は第二項に規定する設備に関

する基準を満たすことをもって、第一項又は前項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四節 運営に関する基準 

（サービス提供困難時の対応） 

該指定訪問看護ステーションが、他の事業の事業所を兼ねる場合

には、必要な広さの専用の区画を有することで差し支えないもの

とする。なお、この場合に、区分されていなくても業務に支障が

ないときは、指定訪問者護の事業を行うための区画が明確に特定

されていれば足りるものである。 

② 事務室については、利用申込みの受付、相談等に対応するのに

適切なスペースを確保するものとする。 

③ 指定訪問看護に必要な設備及び備品等が確保されている必要が

ある。特に、感染症予防に必要な設備等に配慮する必要がある。

ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、

指定訪問看護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障が

ない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び

備品等を使用することができるものとする。 

(2) 指定訪問看護を担当する医療機関の場合（条例第 68 条第 2項） 

① 指定訪問看護を担当する病院又は診療所には、指定訪問看護の

事業を行うために必要な専用の区画が設けられている必要があ

る。なお、業務に支障がないときは、指定訪問看護の事業を行う

ための区画が明確に特定されていれば足りるものである。 

② 指定訪問看護事業に必要な設備及び備品等が確保されている必

要がある。ただし、設備及び備品等については、当該医療機関に

おける診療用に備え付けられたものを使用することが出来るもの

である。 

３ 運営に関する基準 

(1) サービス提供困難時の対応 
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第六十九条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看

護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護

を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護

支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介す

る等の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第七十条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、

居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用

者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居

宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（平成三〇条例一一・一部改正） 

（利用料等の受領） 

第七十一条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指

定訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当

該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看

護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払

を受けるものとする。 

２ 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問

看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪

問看護に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法（大正十一年

指定訪問看護事業者が、指定訪問看護の提供を拒否する正当な理

由としては、第 3の一の 3の(3)に示した理由のほか、利用申込者の

病状等により、自ら適切な訪問看護の提供が困難と判断した場合が

該当するが、これらの場合には、条例第 69 条の規定により、指定訪

問看護事業者は、主治医及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、

適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速や

かに講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 利用料等の受領 

① 条例第 71 条第 1項、第 3項及び第 4項については、第 3の一の

3の(11)の①、③及び④を参照すること。 

② 同条第 2 項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、

法定代理受領サービスでない指定訪問看護を提供した際にその利

用者から支払を受ける利用料の額及び法定代理受領サービスであ

る指定訪問看護に係る費用の額と、医療保険給付又は訪問看護療

養費の対象となる健康保険法上の指定訪問看護の費用の額の間に

不合理な差異を設けてはならないこととしたものであること。 
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法律第七十号）第六十三条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第

八十八条第一項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和五十七年法律第八十号）第六十四条第一項に規定する療養

の給付若しくは同法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護に要する

費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選

定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護

を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けること

ができる。 

４ 指定訪問看護事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定訪問看護の基本取扱方針） 

第七十二条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならな

い。 

２ 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定訪問看護の具体的取扱方針） 

第七十三条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところに

よるものとする。 

一 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び

第七十五条第一項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身

の機能の維持回復を図るよう、適切に行うこと。 

なお、そもそも介護保険給付、医療保険給付又は訪問看護療養

費の給付対象となる訪問看護と明確に区分されるサービスについ

ては、第 3の一の 3の(11)の②のなお書きを参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 指定訪問看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 

条例第 72 条及び第 73 条において、特に留意すべきことは、次の

とおりであること。 

① 指定訪問看護は、利用者の心身の状態を踏まえ、妥当適切に行

うとともにその生活の質の確保を図るよう、主治医との密接な連

携のもとに訪問看護計画に沿って行うこととしたものであるこ

と。 

② 指定訪問看護の提供については、目標達成の度合いやその効果

等について評価を行うとともに、訪問看護計画の修正を行い改善

を図る等に努めなければならないものであること。 

③ 利用者の健康状態と経過、看護の目標や内容、具体的な方法そ

の他療養上必要な事項について利用者及び家族に理解しやすいよ
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二 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやす

いように指導又は説明を行うこと。 

三 指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行わないこと。 

四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

五 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看

護技術をもって、これを行うこと。 

六 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握

に努め、当該利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。 

七 特殊な看護等については、これを行ってはならないものであること。 

２ 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所の従業者が前項の方針に

従い、適切に指定訪問看護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な

周知、研修等を行うものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

 

（主治の医師との関係） 

第七十四条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき

適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医

師による指示を文書で受けなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第一項に規定する訪問看護

う指導又は説明を行うこと。 

④ 指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的

拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及

び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれ

らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具

体的な内容について記録しておくことが必要である。 

なお、条例第 79 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間

保存しなければならない。 

⑤ 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に沿った適切な

看護技術をもって対応できるよう、新しい技術の習得等、研鑽を

積むことを定めたものであること。 

⑥ 医学の立場を堅持し、広く一般に認められていない看護等につ

いては行ってはならないこと。 

(4) 主治医との関係（条例第 74 条） 

① 指定訪問看護事業所の管理者は、利用者の主治医が発行する訪

問看護指示の文書（以下、第３の三において「指示書」という。）

に基づき指定訪問看護が行われるよう、主治医との連絡調整、指

定訪問看護の提供を担当する看護師等の監督等必要な管理を行わ

なければならないこと。なお、主治医とは、利用申込者の選定に
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計画書及び訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主

治の医師との密接な連携を図らなければならない。 

４ 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場

合にあっては、前二項の規定にかかわらず、第二項の主治の医師の文書

による指示並びに前項の訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、

診療録その他の診療に関する記録（以下「診療記録」という。）への記

載をもって代えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より加療している医師をいい、主治医以外の複数の医師から指示

書の交付を受けることはできないものであること。 

② 条例第 74 条第 2項は、指定訪問看護の利用対象者は、その主治

医が指定訪問看護の必要性を認めたものに限られるものであるこ

とを踏まえ、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始

に際しては、指示書の交付を受けなければならないこととしたも

のであること。 

③ 指定訪問看護事業所の管理者は、主治医と連携を図り、適切な

指定訪問看護を提供するため、定期的に訪問看護計画書及び訪問

看護報告書を主治医に提出しなければならないこと。 

④ 指定訪問看護事業所が主治医に提出する訪問看護計画書及び訪

問看護報告書については、書面又は電子的な方法により主治医に

提出できるものとする。ただし、電子的方法によって、個々の利

用者の訪問看護に関する訪問看護計画書及び訪問看護報告書を主

治医に提出する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保する

とともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、厚生労働

省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野の公開鍵基

盤（HPKI:Healhcare Public Key Infrastructure）による電子署

名を施すこと。 

⑤ 指定訪問看護の実施に当たっては、特に医療施設内の場合と異

なり、看護師等が単独で行うことに十分留意するとともに慎重な

状況判断等が要求されることを踏まえ、主治医との密接かつ適切

な連携を図ること。 
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（訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成） 

第七十五条 看護師等（准看護師を除く。以下この条において同じ。）は、

利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえ、療養上の

目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した

訪問看護計画書を作成しなければならない。 

２ 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該

計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。 

３ 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項に

ついて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければ

ならない。 

４ 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書

を利用者に交付しなければならない。 

５ 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書

を作成しなければならない。 

６ 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書

の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 

７ 前条第四項の規定は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成につ

いて準用する。 

 

 

⑥ 保険医療機関が指定訪問看護事業者である場合には、主治医の

指示は診療録に記載されるもので差し支えないこと。また、訪問

看護計画書及び訪問看護報告書についても看護記録等の診療記録

に記載されるもので差し支えないこと。 

(5) 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成 

① 条例第 75 条は、看護師等（准看護師を除く。）が利用者ごとに、

訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成することとしたもので

ある。 

② 看護師等は、訪問看護計画書には、利用者の希望及び心身の状

況、主治医の指示等を踏まえて、看護目標、具体的なサービス内

容等を記載する。なお、既に居宅サービス計画等が作成されてい

る場合には、当該計画に沿って訪問看護の計画を立案する。 

③ 看護師等は、訪問看護計画書の目標や内容等について、利用者

及びその家族に理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実

施状況や評価についても説明を行う必要がある。 

④ 訪問看護計画書は、居宅サービス計画に沿って作成されなけれ

ばならないこととしたものである。 

なお、訪問看護計画書を作成後に居宅サービス計画が作成され

た場合は、当該訪問看護計画書が居宅サービス計画に沿ったもの

であるか確認し、必要に応じて変更するものとする。 

⑤ 訪問看護計画書は、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状

況を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内

容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、看護師等は、

訪問看護計画書の作成に当たっては、その内容及び理学療法士、
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作業療法士若しくは言語聴覚士による指定訪問看護については、

その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心と

したものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるものであ

ること等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、

当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。 

なお、交付した訪問看護計画書は、条例第 79 条第 2項の規定に

基づき、2年間保存しなければならない。 

⑥ 指定訪問看護事業所が保険医療機関である場合は、条例第 74 条

第 4 項により、主治の医師への訪問看護計画書の提出は、診療記

録への記載をもって代えることができることとされているため、

条例第 75条第 4項に基づく訪問看護計画書の交付については、「訪

問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」（平成 12

年 3 月 30 日老企第 55 号）に定める訪問看護計画書を参考に事業

所ごとに定めるものを交付することで差し支えない。 

⑦ 看護師等は、訪問看護報告書には、訪問を行った日、提供した

看護内容、サービス提供結果等を記載する。なお、条例第 75 条に

規定する報告書は、訪問の都度記載する記録とは異なり、主治医

に定期的に提出するものをいい、当該報告書の記載と先に主治医

に提出した訪問看護計画書（当該計画書を条例第 74 条第 4項にお

いて診療記録の記載をもって代えた場合を含む。）の記載において

重複する箇所がある場合は、当該報告書における重複箇所の記載

を省略しても差し支えないこととする。 

⑧ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問看護を提供

している利用者については、訪問看護計画書及び訪問看護報告書
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は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する内容につ

いても、一体的に含むものとし、看護職員（准看護師を除く。）と

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が連携し作成するこ

と。具体的には、訪問看護計画書には、理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士が提供するものも含め訪問看護の内容を一体的に

記載するとともに、訪問看護報告書には訪問日や主な内容を記載

することにに加え、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提

供した指定訪問看護の内容とその結果等を記載した文書を添付す

ること。 

⑨ 管理者にあっては、訪問看護計画に沿った実施状況を把握し、

計画書及び報告書に関し、助言、指導等必要な管理を行わなけれ

ばならない。 

⑩ 指定訪問看護事業者は、主治医との連携を図り、適切な指定訪

問看護を提供するため、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を定

期的に主治医に提出しなければならない。 

⑪ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定訪問看

護事業者については、第３の一の３の（13）の⑥を準用する。こ

の場合において、「訪問介護計画」とあるのは「訪問看護計画」と

読み替える。 

(6) 業務継続計画の策定等 

条例第80条の規定により指定訪問看護の事業について準用される

条例第33条の２の規定については、訪問入浴介護と同様であるので、

第３の二の３の(7)を参照すること。 

(7) 衛生管理等 
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（同居家族に対する訪問看護の禁止） 

第七十六条 指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利

用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。 

（緊急時等の対応） 

第七十七条 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利

用者に病状の急変等が生じた場合は、必要に応じて臨時応急の手当を行

うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要

な措置を講じなければならない。 

（運営規程） 

第七十八条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章において

「運営規程」という。）を定め、これを当該指定訪問看護事業所の従業

者及び利用者に周知しなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 

条例第80条の規定により指定訪問看護の事業について準用される

条例第34条の規定については、訪問入浴介護と同様であるので、第

３の二の３の⑻を参照すること。 

(8) 虐待の防止 

条例第80条の規定により指定訪問看護の事業について準用される

条例第41条の２の規定については、訪問介護と同様であるので、第

３の一の３の(31)を参照すること。 
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五 通常の事業の実施地域 

六 緊急時等における対応方法 

七 虐待の防止のための措置に関する事項 

八 その他事業の運営に関する重要事項 

（令和三条例九・一部改正） 

（記録の整備） 

第七十九条 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければなら

ない。 

一 第七十四条第二項に規定する主治の医師による指示の文書 

二 第七十五条第一項の訪問看護計画書 

三 第七十五条第五項の訪問看護報告書 

四 次条において準用する第二十一条第二項の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

五 第七十三条第一項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

六 次条において準用する第二十八条の規定による保険者市町村への通

知に係る記録 

七 次条において準用する第三十九条第二項の規定による苦情の内容等

の記録 

八 次条において準用する第四十一条第二項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

 

 

 

 

 

(9) 記録の整備 

条例第79条第２項は、指定訪問看護事業者が同項各号に規定する

記録を整備し、２年間保存しなければならないこととしたものであ

る。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契

約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立

等）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

また、指定訪問看護事業所が保険医療機関である場合は、条例第

79条により整備すべき記録のうち、指示書、訪問看護計画書及び訪

問看護報告書については、診療録及び診療記録の保存でも差し支え

ない。 
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３ 前二項の規定によるもののほか、指定訪問看護事業者は、居宅介護サ

ービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間

保存しなければならない。 

（令和三条例九・令和六条例九・一部改正） 

（準用） 

第八十条 第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで、第十七条から

第二十一条まで、第二十三条、第二十八条、第三十三条から第三十七条

まで、第三十八条から第四十二条まで及び第五十七条の規定は、指定訪

問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪

問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第十条第一項中「第三十一条」

とあるのは「第七十八条」と、第十五条中「心身の状況」とあるのは「心

身の状況、病歴」と読み替えるものとする。 

（平成三〇条例一一・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 準用 

条例第80条の規定により条例第10条、、第11条、第13条から第15条

まで、第17条から第21条まで、第23条、第28条、第33条から第37条

まで、第38条から第42条まで及び第57条の規定は、指定訪問看護の

事業について準用されるものであるため、第3の一の3の(2)（第三者

評価の実施状況に係る規定を除く。）、(3)、(5)から(10）まで、(12)、

(15)、(21)、(24)、(25)、(27)から(30)まで及び(32)並びに第3の二

の3の(4)を参照すること。この場合において、次の点に留意するも

のとする。 

① 条例第 15 条（心身の状況等の把握）中「心身の状況」とあるの

は、「心身の状況、病歴」と読み替えられること。 

② 準用される条例第 33 条については、指定訪問看護ステーション

においては、原則として月ごとの勤務表を作成し、看護師等につ

いては、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理

者との兼務関係等を明確にすること。指定訪問看護を担当する医

療機関においては、指定訪問看護事業所ごとに、指定訪問看護に

従事する看護師等を明確にし、原則として月ごとの勤務表を作成

し、それらの者の職務の内容、常勤・非常勤の別等を明確にする

こと。なお、指定訪問看護事業所の看護師等については、労働者

派遣法に規定する派遣労働者（紹介予定派遣に係る者を除く。）で
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第五章 訪問リハビリテーション 

第一節 基本方針 

第八十一条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション（以下

「指定訪問リハビリテーション」という。）の事業は、要介護状態とな

った場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の

維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法そ

の他必要なリハビリテーションを行うことにより、当該利用者の心身の

機能の維持回復を図るものでなければならない。 

（平成二七条例二〇・一部改正） 

第二節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第八十二条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定訪

問リハビリテーション事業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以

下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。）ごとに置くべき従

業者の員数は、次のとおりとする。 

一 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要

な一以上の数 

二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一以上 

２ 前項第一号の医師は、常勤でなければならない。 

３ 指定訪問リハビリテーション事業所が法第七十二条第一項の規定によ

り法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保

あってはならないものであること。 

 

四 訪問リハビリテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人員に関する基準（条例第 82 条） 

① 医師 

イ 専任の常勤医師が１人以上勤務していること。 

ロ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介

護医療院であって、病院又は診療所（医師について介護老人保

健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限

る。）と併設されているものについては、当該病院又は診療所の

常勤医師との兼務で差し支えないものであること。 

ハ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介

護医療院であって、当該介護老人保健施設又は当該介護医療院

に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足

るものであること。 
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健施設又は介護医療院である場合については、青森市介護老人保健施設

の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成二十

五年青森市条例第十三号。以下「介護老人保健施設基準条例」という。）

第四条又は青森市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準を定める条例（平成三十年青森市条例第三号。以下「介護医療院基

準条例」という。）第四条に規定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

４ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテー

ション事業者（指定介護予防サービス等基準条例第八十一条第一項に規

定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）

の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定

介護予防訪問リハビリテーション（指定介護予防サービス等基準条例第

八十条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定介護予防サービス等基準条例第八十一条第一項から第三

項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正） 

第三節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第八十三条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護

老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な

広さを有するものである専用の区画が設けられているとともに、指定訪

問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等が備えられている

また、指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設

又は介護医療院であって、病院又は診療所（医師について介護

老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場

合に限る。）と併設されている事業所において、指定訪問リハビ

リテーション事業所の医師が、当該病院又は当該診療所の常勤

医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであ

ること。 

ニ 指定訪問リハビリテーション事業所のみなし指定を受けた介

護老人保健施設又は介護医療院においては、当該介護老人保健

施設又は当該介護医療院の医師の配置基準を満たすことをもっ

て、訪問リハビリテーション事業所の医師の常勤配置に係る基

準を満たしているものとみなすことができること。 

② 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 

指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテー

ション事業所ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当た

る理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を適当数置かなければ

ならない。 

 

２ 設備に関する基準 

(1) 条例第 83 条は、指定訪問リハビリテーション事業所については、

① 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること。 

② 指定訪問リハビリテーションの事業の運営を行うために必要な

広さ（利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース）

を有する専用の区画が設けられていること。なお、業務に支障が
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ものでなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテー

ション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーション

の事業と指定介護予防訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービ

ス等基準条例第八十二条第一項に規定する設備に関する基準を満たすこ

とをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

（平成三〇条例一一・一部改正） 

第四節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第八十四条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービ

スに該当する指定訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用

者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居

宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者

に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受ける

ものとする。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当

しない指定訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払

を受ける利用料の額及び指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サ

ービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の

確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定訪

問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合

理な差額が生じないようにしなければならない。 

ないときは、指定訪問リハビリテーションの事業を行うための区

画が明確に特定されていれば足りるものとすること。 

③ 指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等が

備えられていること。 

としたものである。 

(2) 設備及び備品等については、当該病院、診療所、介護老人保健施

設又は介護医療院における診療用に備え付けられたものを使用す

ることができるものである。 

 

３ 運営に関する基準 

(1) 利用料等の受領 

条例第 84 条の規定は、指定訪問看護に係る条例第 71 条の規定と

基本的に同趣旨であるため、第 3の三の 3の(3)を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

３ 指定訪問リハビリテーション事業者は、前二項の支払を受ける額のほ

か、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅におい

て指定訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額

の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用を伴うサービスの

提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービ

スの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければなら

ない。 

（指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針） 

第八十五条 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減

又は悪化の防止に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計

画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リ

ハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければなら

ない。 

（指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第八十六条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによ

るものとする。 

一 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び

次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者

の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に

行うこと。 

二 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行う

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針及び具体的取扱方

針（条例第 85 条及び第 86 条） 

① 指定訪問リハビリテーションは、利用者の心身の状態、生活環

境を踏まえて、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図

るよう、主治の医師との密接な連携のもとに訪問リハビリテーシ

ョン計画に沿って行うこととしたものであること。 

② 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リハビ

リテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーシ

ョンの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中

の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の

基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等の

指示を行うこと。 

③ 指定訪問リハビリテーションの提供については、目標達成の度

合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問リハビリテ

ーション計画の修正を行い改善を図る等に努めなければならない
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ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観

点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又

は説明を行うこと。 

三 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行わないこと。 

四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

五 常に利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境の的確

な把握に努め、当該利用者に対し、適切なサービスを提供すること。 

六 それぞれの利用者について、次条第一項に規定する訪問リハビリテ

ーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速

やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告すること。 

七 リハビリテーション会議（次条第一項に規定する訪問リハビリテー

ション計画又は第百四十二条第一項に規定する通所リハビリテーショ

ン計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、

医師、理学療養士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅

サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第八条第二

十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。）の担当者その他の関

係者（以下「構成員」という。）により構成される会議（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又は

その家族（以下この号において「利用者等」という。）が参加する場

合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意

を得なければならない。）をいう。以下同じ。）の開催により、リハ

ものであること。 

④ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、利用者の心

身状態、リハビリテーションの内容やそれを提供する目的、具体

的な方法、リハビリテーションに必要な環境の整備、療養上守る

べき点及び療養上必要な目標等、療養上必要な事項について利用

者及びその家族に理解しやすいよう指導又は説明を行うこと。 

⑤ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者

又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得な

い場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

しなければならないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及

び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれ

らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具

体的な内容について記録しておくことが必要である。 

なお、条例第 89 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間

保存しなければならない。 

⑥ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医学の進歩

に沿った適切な技術をもって対応できるよう、新しい技術の習得

等、研鑽を積むことを定めたものであること。 

⑦ 指定訪問リハビリテーションを行った際には、速やかに、指定

訪問リハビリテーションを実施した要介護者等の氏名、実施日時、

実施した指定訪問リハビリテーションの要点及び担当者の氏名を
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ビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情

報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提

供すること。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション

事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定訪問リハビリテーショ

ンを提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うもの

とする。 

（平成二七条例二〇・平成二八条例一六・令和三条例九・令和六

条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録すること。 

⑧ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事

業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対

し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護

の工夫などの情報を伝達していること。 

⑨ リハビリテーション会議の構成員は、利用者及びその家族を基

本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護

支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サー

ビス等の担当者、看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常

生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師等とすること。ま

た、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加す

ること。 

なお、利用者の家族について、家庭内暴力等により参加が望ま

しくない場合や、遠方に住んでいる等のやむを得ない事情がある

場合は、必ずしもその参加を求めるものではないこと。 

また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、

構成員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当

該会議の内容について欠席者との情報共有を図ること。 

リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下こ

の⑧において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、

テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なけれ

ばならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人
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（訪問リハビリテーション計画の作成） 

第八十七条 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医

師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている

環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体

的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成し

なければならない。 

２ 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されて

いる場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビ

リテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。 

４ 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーシ

ョンを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテー

ション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテー

ション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情

報を把握しなければならない。 

５ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビ

リテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画

を利用者に交付しなければならない。 

６ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事

業者（第百三十八条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイダス」、厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

(3) 訪問リハビリテーション計画の作成（条例第 87 条） 

① 訪問リハビリテーション計画は、指定訪問リハビリテーション

事業所の医師の診療に基づき、利用者ごとに作成すること。記載

内容については別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、

栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）の様式例及び記載方

法を参照すること。また、訪問リハビリテーション計画の進捗状

況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。 

② 訪問リハビリテーション計画の作成にあたっては①が原則であ

るが、指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医

師から計画的な医学的管理を受けている患者であって、例外とし

て、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には、別の

医療機関の医師から情報の提供を受けて、当該情報をもとに訪問

リハビリテーション計画を作成しても差し支えないものとするこ

と。 

③ 訪問リハビリテーション計画は、居宅サービス計画に沿って作

成されなければならないことから、訪問リハビリテーション計画

を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該訪問リハ

ビリテーション計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確

認し、必要に応じて変更するものとすること。 

④ 医療機関から退院した利用者に対し訪問リハビリテーション計

画を作成する場合には、医療と介護の連携を図り、連続的で質の
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者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開

催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている

環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所

リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション

提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成し

た場合については、第百四十二条第一項から第五項までに規定する運営

に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 

（平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高いリハビリテーションを行う観点から、当該医療機関が作成し

たリハビリテーション実施計画書等を入手し、当該利用者に係る

リハビリテーションの情報を把握しなければならない。 

その際、リハビリテーション実施計画書以外の退院時の情報提

供に係る文書を用いる場合においては、当該文書にリハビリテー

ション実施計画書の内容（「リハビリテーション・個別機能訓練、

栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式２－２－

１の項目である「本人・家族等の希望」「健康状態、経過」「心身

機能・構造」「活動」「リハビリテーションの短期目標」「リハビリ

テーションの長期目標」「リハビリテーションの方針」「本人・家

族への生活指導の内容（自主トレ指導含む）」「リハビリテーショ

ン実施上の留意点」「リハビリテーションの見直し・継続理由」「リ

ハビリテーションの終了目安」）が含まれていなければならない。 

ただし、当該医療機関からリハビリテーション実施計画書等が

提供されない場合においては、当該医療機関の名称及び提供を依

頼した日付を記録に残すこと。 

⑤ 訪問リハビリテーション計画は医師の診療に基づき、利用者の

病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作

成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者

の意向の反映の機会を保障するため、医師及び理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士は、当該計画の作成に当たっては、その目

標や内容等について、利用者及びその家族に理解しやすい方法で

説明を行った上で当該利用者の同意を得なければならず、また、

リハビリテーション計画書を利用者に交付しなければならない。 
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     なお、その実施状況や評価等についても説明を行うこと。 

⑥ 指定訪問リハビリテーション事業者が、指定通所リハビリテー

ション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会

議の開催等を通じて、指定訪問リハビリテーション及び指定通所

リハビリテーションの目標並びに当該目標を踏まえたリハビリテ

ーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーショ

ン計画を作成した場合については、通所リハビリテーション計画

に係る基準を満たすことによって、訪問リハビリテーション計画

に係る基準を満たしているとみなすことができる。 

当該計画の作成に当たっては、各々の事業の目標を踏まえたう

えで、共通目標を設定すること。また、その達成に向けて各々の

事業の役割を明確にした上で、利用者に対して一連のサービスと

して提供できるよう、個々のリハビリテーションの実施主体、目

的及び具体的な提供内容等を１つの計画として分かりやすく記載

するよう留意すること。 

⑦ 指定訪問リハビリテーション及び指定通所リハビリテーション

において整合性のとれた計画に従いリハビリテーションを実施し

た場合には、条例第 86 条第４項に規定する診療記録を一括して管

理しても差し支えないものであること。 

⑧ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定訪問リ

ハビリテーション事業者については、第３の一の３の（14）の⑥

を準用する。この場合において、「訪問介護計画」とあるのは「訪

問リハビリテーション計画」と読み替える。   

(4) 業務継続計画の策定等 
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（運営規程） 

第八十八条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテ

ーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程（以下この章において「運営規程」という。）を定め、これを

当該指定訪問リハビリテーション事業所の従業者及び利用者に周知しな

ければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 虐待の防止のための措置に関する事項 

七 その他事業の運営に関する重要事項 

条例第90条の規定により指定訪問リハビリテーションの事業につ

いて準用される条例第33条の２の規定については、訪問入浴介護と

同様であるので、第３の二の３の(7)を参照すること。 

(5) 衛生管理等 

条例第90条の規定により指定訪問リハビリテーションの事業につ

いて準用される条例第34条の規定については、訪問入浴介護と同様

であるので、第３の二の３の⑻を参照すること。 

(6) 虐待の防止 

条例第90条の規定により指定訪問リハビリテーションの事業につ

いて準用される条例第41条の２の規定については、訪問介護と同様

であるので、第３の一の３の(31)を参照すること。 
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（令和三条例九・一部改正） 

（記録の整備） 

第八十九条 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品

及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハ

ビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から二年間保存しなければならない。 

一 第八十七条第一項の訪問リハビリテーション計画 

二 次条において準用する第二十一条第二項の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

三 第八十六条第一項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

四 次条において準用する第二十八条の規定による保険者市町村への通

知に係る記録 

五 次条において準用する第三十九条第二項の規定による苦情の内容等

の記録 

六 次条において準用する第四十一条第二項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

３ 前二項の規定によるもののほか、指定訪問リハビリテーション事業者

は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結

の日から五年間保存しなければならない。 

（令和六条例九・一部改正） 

（準用） 

第九十条 第十条から第十五条まで、第十七条から第二十一条まで、第二

 

(7) 記録の整備 

条例第89条第２項は、指定訪問リハビリテーション事業者が同項

各号に規定する記録を整備し、２年間保存しなければならないこと

としたものである。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契

約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立

等）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

また、同項の指定訪問リハビリテーションの提供に関する記録に

は診療記録及びリハビリテーション会議の記録が含まれるものであ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 準用 

条例第 90 条の規定により、条例第 10 条から第 15 条まで、第 17
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十三条、第二十八条、第三十三条から第三十六条まで、第三十八条から

第四十二条まで、第五十七条及び第七十条の規定は、指定訪問リハビリ

テーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定

中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士」と、第十条第一項中「第三十一条」とあるのは「第八十八条」と、

第十五条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替え

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六章 居宅療養管理指導 

第一節 基本方針 

第九十一条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導（以下「指定

居宅療養管理指導」という。）の事業は、要介護状態となった場合にお

いても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤

条から第 21 条まで、第 23 条、第 28 条、第 33 条から第 36 条まで、

第 38 条から第 42 条まで、第 57 条及び第 70 条の規定は、指定訪問

リハビリテーションの事業について準用されるものであるため、第 3

の一の 3 の(2)から(10)まで（(2)の第三者評価の実施状況に係る規

定を除く。）、（12）、（15）、(21)、(24)、(25)、(27)から(30)まで及

び(32)、第 3の二の 3の(4)を参照すること。この場合において、次

の点に留意するものとする。 

① 条例第 15 条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」

と読み替えられること。 

② 準用される条例第 15 条については、指定訪問リハビリテーショ

ン事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、指定訪問

リハビリテーションに従事する理学療法士、作業療法士及び言語

聴覚士を明確にするとともに、それらの者の職務の内容、常勤・

非常勤の別等を明確にすること。なお、指定訪問リハビリテーシ

ョン事業所の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、

労働者派遣法に規定する派遣労働者（紹介予定派遣に係る者を除

く。）であってはならないものであること。 

 

五 居宅療養管理指導 
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師、歯科衛生士（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを

行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。）

又は管理栄養士が、通院が困難な当該利用者に対して、その居宅を訪問

して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえ

て療養上の管理及び指導を行うことにより、当該利用者の療養生活の質

の向上を図るものでなければならない。 

（平成三〇条例一一・一部改正） 

第二節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第九十二条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者（以下「指定居宅療養

管理指導事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定居宅

療養管理指導事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この章に

おいて「居宅療養管理指導従業者」とする。）の員数は、次の各号に掲

げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定め

る従業者について、その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた

適当数とする。 

一 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 次に掲げる従

業者 

イ 医師又は歯科医師 

ロ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 

二 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師 

２ 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者

（指定介護予防サービス等基準条例第九十条第一項に規定する指定介護

予防居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、

 

 

 

 

 

 

 

１ 人員に関する基準（条例第 92 条） 

指定居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき居宅療養管理指導従業

者の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に

応じ、当該各号に定める従業者について、その提供する指定居宅療養

管理指導の内容に応じた適当数とする。 

(1) 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 

① 医師又は歯科医師 

② 薬剤師、歯科衛生士（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相

当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下同じ。）

又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応

じた適当数 

(2) 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師 
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かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導（指

定介護予防サービス等基準条例第八十九条に規定する指定介護予防居宅

療養管理指導をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条

例第九十条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（平成三〇条例一一・一部改正） 

第三節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第九十三条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であ

って、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているも

のであるほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等が

備えられているものでなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予

防居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第九十一条第

一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 

（平成三〇条例一一・一部改正） 

第四節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第九十四条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該

当する指定居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 設備に関する基準 

(1) 条例第 93 条は、指定居宅療養管理指導事業所については、 

① 病院、診療所又は薬局であること。 

② 指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有している

ものであること。 

③ 指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等が備えら

れていること。 

   としたものである。 

(2) 設備及び備品等については、当該病院又は診療所における診療用

に備え付けられたものを使用することができるものである。 

 

 

３ 運営に関する基準 

(1) 利用料等の受領 

① 条例第 94 条第 1 項及び第 4 項の規定は、条例第 22 条第 1 項及

び第 4 項の規定と同趣旨であるため、第 3 の一の 3 の(11)の①及
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の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用

基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サー

ビス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない

指定居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用

料の額及び指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額

と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律

第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導に

相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないよう

にしなければならない。 

３ 指定居宅療養管理指導事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指

定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受け

ることができる。 

４ 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に

当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内

容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定居宅療養管理指導の基本取扱方針） 

第九十五条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪

化の防止に資するよう、計画的に行われなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理

指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第九十六条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次

に掲げるところによるものとする。 

び④を参照すること。 

② 同条第 2項の規定は、条例第 71 条第 2項の規定と基本的に同趣

旨であるため、第 3の三の 3の(2)の②を参照すること。 

③ 同条第 3 項は、指定居宅療養管理指導の提供に関して、前 2 項

の利用料のほかに、指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費

（通常の事業の実施地域内の交通費を含む。）の額の支払を利用者

から受けることができることとし、保険給付の対象となっている

サービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払

を受けることは認めないこととしたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針 

指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針については、条例第 96 条

の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。 
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一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に

利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管

理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者に対する居宅

サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに当該利用者又はその家

族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等につい

ての指導、助言等を行うこと。 

二 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族か

らの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、当該利用者又は

その家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように

指導又は助言を行うこと。 

三 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言について

は、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければ

ならないものであること。 

四 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行わないこと。 

五 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

六 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サー

ビスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事

業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護

支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、

居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。 

七 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対す

① 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導は、訪問診療等

により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的な医学

的管理又は歯科医学的管理を行っている要介護者に対して行うも

のであり、サービスの提供状況に応じた指導又は助言が行えるよ

う日頃から居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者と連携を

図ること。 

② 指定居宅療養管理指導事業者は、要介護者にサービスを提供し

ている事業者に対して、サービス担当者会議への参加や文書の交

付等を通じ、必要に応じて迅速に指導又は助言を行うために、日

頃からサービスの提供事業者や提供状況を把握するように努める

こと。 

③ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合

に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及

び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれ

らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具

体的な内容について記録しておくことが必要である。 

なお、条例第 98 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間

保存しなければならない。 

④ 薬剤師、歯科衛生士及び管理栄養士は、指定居宅療養管理指導
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る情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に

参加することにより行うこと。ただし、サービス担当者会議への参加

によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サ

ービス事業者に対する情報提供又は助言の内容を記載した文書の交付

等により行うこと。 

八 それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容

について、速やかに診療録に記録すること。 

２ 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによ

るものとする。 

一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指

示（薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は

歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）

に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生

活の自立に資するよう、適切に行うこと。 

二 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを

旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理

解しやすいように指導又は説明を行うこと。 

三 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行わないこと。 

四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

五 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握

に努め、当該利用者に対し適切なサービスを提供すること。 

を行った際には、速やかに、指定居宅療養管理指導を実施した要

介護者等の氏名、実施日時、実施した居宅療養管理指導の要点及

び担当者の氏名を記録すること。 
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六 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サー

ビスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事

業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護

支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、

居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。 

七 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対す

る情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に

参加することにより行うこと。 

八 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困

難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に

対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付

して行うこと。 

九 それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容

について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師

に報告すること。 

３ 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次

に掲げるところによるものとする。 

一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指

示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常

生活の自立に資するよう、適切に行うこと。 

二 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを

旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理

解しやすいように指導又は説明を行うこと。 

三 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利
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用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行わないこと。 

四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

五 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な

把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供すること。 

六 それぞれの利用者に提供した指定居宅療養管理指導の内容につい

て、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告

すること。 

４ 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所の従業

者が前三項の方針に従い、適切に指定居宅療養管理指導を提供するよう、

当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。 

（平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正） 

（運営規程） 

第九十七条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業

所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以

下この章において「運営規程」という。）を定め、これを当該指定居宅

療養管理指導事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 虐待の防止のための措置に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 運営規程 

条例第 97 条は、指定居宅療養管理指導の事業の適正な運営及び利

用者に対する適切な指定居宅療養管理指導の提供を確保するため、

同条第 1 号から第 7 号までに掲げる事項を内容とする規程を定め、

これを当該指定居宅療養管理指導事業所の従業者及び利用者に周知

しなければならないことを指定居宅療養管理指導事業所ごとに義務

づけたものであること。なお、第 4 号の「指定居宅療養管理指導の

種類」としては、当該事業所により提供される指定居宅療養管理指

導の提供者の職種（医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄

養士）ごとの種類を規定するものであること。 

(4) 業務継続計画の策定等 
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七 その他事業の運営に関する重要事項 

（平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第99条の規定により指定居宅療養管理指導の事業について準

用される条例第33条の２の規定については、訪問入浴介護と同様で

あるので、第３の二の３の⑺を参照すること。 

(5) 衛生管理等 

① 条例第99条の規定により指定居宅療養管理指導の事業について

準用される条例第34条第１項及び第２項の規定については、訪問

介護と同様であるので、第３の一の３の(23)の①を参照すること。 

② 条例第99条の規定により指定居宅療養管理指導の事業について

準用される条例第34条第３項に規定する感染症が発生し、又はま

ん延しないように講ずるべき措置については、具体的には次のイ

からハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき

事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者と

の連携等により行うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識

を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、

特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め

積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び

役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておく

ことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業

所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催する

とともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時

開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことが
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できるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、

これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、

事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者

との連携等により行うことも差し支えない。 

感染対策委員会は、居宅療養管理指導事業所の従業者が１名

である場合は、ロの指針を整備することで、委員会を開催しな

いことも差し支えない。この場合にあっては、指針の整備につ

いて、外部の感染管理等の専門家等と積極的に連携することが

望ましい。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のため

の指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。平

常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、

ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時

の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関

や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、

行政等への報告等が想定される。また、発生時における事業所

内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記し

ておくことも必要である。なお、それぞれの項目の記載内容の

例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照
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すること。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

訪問入浴介護従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防

止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な

知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基

づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとす

る。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が

定期的な教育（年１回以上）を開催するとともに、新規採用時

には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実

施内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員

向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなど、

事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応

じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発

生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的（年

１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症

発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた

指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感

染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。訓

練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上

及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施するこ

と。 
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（記録の整備） 

第九十八条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会

計に関する記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指

導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保

存しなければならない。 

一 次条において準用する第二十一条第二項の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

二 第九十六条第一項第五号、第二項第四号及び第三項第四号の規定に

よる身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

三 次条において準用する第二十八条の規定による保険者市町村への通

知に係る記録 

四 次条において準用する第三十九条第二項の規定による苦情の内容等

の記録 

五 次条において準用する第四十一条第二項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

３ 前二項の規定によるもののほか、指定居宅療養管理指導事業者は、居

宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日か

ら五年間保存しなければならない。 

(6) 虐待の防止 

条例第99条の規定により指定居宅療養管理指導の事業について準

用される条例第41条の２の規定については、訪問介護と同様である

ので、第３の一の３の(31)を参照すること。 

(7) 記録の整備 

条例第98条第２項は、指定居宅療養管理指導事業者が同項各号に

規定する記録を整備し、２年間保存しなければならないこととした

ものである。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契

約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立

等）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

また、同項の指定居宅療養管理指導の提供に関する記録には、診

療録、医師又は歯科医師の指示に基づく薬剤管理指導計画及び診療

記録が含まれるものであること。 
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（令和六条例九・一部改正） 

（準用） 

第九十九条 第十条から第十五条まで、第十八条、第二十条、第二十一条、

第二十三条、第二十八条、第三十三条から第三十六条まで、第三十八条

から第四十二条まで、第五十七条及び第七十条の規定は、指定居宅療養

管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中

「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第十条第

一項中「第三十一条」とあるのは「第九十七条」と、第十五条中「心身

の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第二十条中「初

回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七章 通所介護 

第一節 基本方針 

第百条 指定居宅サービスに該当する通所介護（以下「指定通所介護」と

 

(8) 準用 

条例第 99 条の規定により、条例第 10 条から第 15 条まで、第 18

条、第 20 条、第 21 条、第 23 条、第 28 条、第 33 条から第 36 条ま

で、第 38 条から第 42 条まで、第 57 条及び第 70 条の規定は、指定

居宅療養管理指導の事業について準用されるものであるため、第 3

の一の 3 の(2)から(10)まで（(2)の第三者評価の実施状況に係る規

定を除く。）、（12）、（15）、(21)、(24)、(25)、(27)から(30)まで及

び(32)、第 3の二の 3の(4)を参照すること。この場合において、次

の点に留意するものとする。 

① 条例第 15 条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、

服薬歴」と、第 20 条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利

用者」と読み替えられること。 

② 準用される条例第 33条については、居宅療養管理指導従業者は、

その職種によっては、労働者派遣法に規定する派遣労働者であっ

てはならないものであること。 

③ 準用される条例第 35 条第 3 項及び条例第 39 条第 1 項について

は、指定居宅療養管理指導事業者が、自ら管理するホームページ

等を有さず、ウェブサイトへの掲載が過重な負担となる場合は、

これを行わないことができること。 

 

六 通所介護 

 

 



 122 

いう。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が

可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常

生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の

解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担

の軽減を図るものでなければならない。 

（平成二七条例二〇・一部改正） 

第二節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第百一条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指定通所介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）

ごとに置くべき従業者（以下この節から第四節までにおいて「通所介護

従業者」という。）及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に

応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

一 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提

供している時間帯に生活相談員（専ら当該指定通所介護の提供に当た

る者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を

提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるため

に必要と認められる数 

二 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 

指定通所介護の単位（指定通所介護であってその提供が同時に一又は

複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この条にお

いて同じ。）ごとに専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が

一以上確保されるために必要と認められる数 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人員に関する基準 

(1) 事業者の員数（条例第 101 条） 

① 指定通所介護の単位とは、同時に、一体的に提供される指定通

所介護をいうものであり、例えば、次のような場合には、2単位と

して扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要

がある。 

イ 指定通所介護が同時に一定の距離を置いた 2 つの場所で行わ

れ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえな

い場合 

ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する

場合また、利用者ごとに策定した通所介護計画に位置づけられ

た内容の指定通所介護が一体的に提供されていると認められる

場合は、同一単位で提供時間数の異なる利用者に対して指定通

所介護を行うことも可能である。なお、同時一体的に行われて

いるとは認められない場合は、別単位となることに留意するこ

と。 

② 8時間以上9時間未満の指定通所介護の前後に連続して延長サー
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三 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供し

ている時間帯に介護職員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に

限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供し

ている時間数で除して得た数が利用者（当該指定通所介護事業者が法

第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業（旧法

第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして

市長が定めるものに限る。）に係る指定事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における

指定通所介護又は当該第一号通所事業の利用者。以下この節及び次節

において同じ。）の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人

を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数

に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 

四 機能訓練指導員（日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する

ための訓練を行う能力を有する者をいう。以下同じ。） 一人以上 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、前項第三号の介

護職員を、常時一人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。 

３ 第一項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者への居宅サービスの

提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、他の指定通所介護の単位の介

護職員として従事することができるものとする。 

４ 第一項第四号の機能訓練指導員は、当該指定通所介護事業所の他の職

務に従事することができるものとする。 

５ 第一項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければ

ならない。 

ビスを行う場合にあっては、事業所の実情に応じて、適当数の従

業者を配置するものとする。 

③ 条例第 101 条第 1 項第 1 号の生活相談員及び同項第 3 号の介護

職員の人員配置については、当該職種の従業員がサービス提供時

間内に勤務する時間数の合計（以下「勤務延時間数」という。）を

提供時間数で除して得た数が基準において定められた数以上とな

るよう、勤務延時間数を確保するよう定めたものであり、必要な

勤務延時間数が確保されれば当該職種の従業者の員数は問わない

ものである。 

④ 生活相談員については、指定通所介護の単位の数にかかわらず、

次の計算式のとおり指定通所介護事業所における提供時間数に応

じた生活相談員の配置が必要になるものである。ここでいう提供

時間数とは、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終了

時刻まで（サービスが提供されていない時間帯を除く。）とする。 

    （確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式） 

     提供日ごとに確保すべき勤務延時間数＝提供時間数 

例えば、1単位の指定通所介護を実施している事業所の提供時間

数を 6 時間とした場合、生活相談員の勤務延時間数を、提供時間

数である 6 時間で除して得た数が 1 以上となるよう確保すればよ

いことから、従業者の員数にかかわらず 6 時間の勤務延時間数分

の配置が必要となる。また、例えば午前 9 時から正午、午後 1 時

から午後 6 時の 2 単位の指定通所介護を実施している事業所の場

合、当該事業所におけるサービス提供時間は午前 9 時から午後 6

時（正午から午後 1時までを除く。）となり、提供時間数は 8時間
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６ 指定通所介護事業者が第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る

指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第一

号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、市長の定める当該第一号通所事業の人員に関する基準を満たす

ことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

（平成二七条例二〇・平成二八条例一六・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となることから、従業者の員数にかかわらず 8 時間の勤務延時間

数分の配置が必要となる。 

なお、指定通所介護事業所が、利用者の地域での暮らしを支え

るため、医療機関、他の居宅サービス事業者、地域の住民活動等

と連携し、指定通所介護事業所を利用しない日でも利用者の地域

生活を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるように、

生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、「サービス担当者会議

や地域ケア会議に出席するための時間」、「利用者宅を訪問し、在

宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助

のための時間」、「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と

連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会資源

の発掘・活用のための時間」など、利用者の地域生活を支える取

組のために必要な時間も含めることができる。 

ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な

相談・援助等を行う必要があり、これらに支障がない範囲で認め

られるものである。 

⑤ 条例第 101 条第 1 項第 3 号にいう介護職員については、指定通

所介護の単位ごとに、提供時間数に応じた配置が必要となるもの

であり、確保すべき勤務延時間数は、次の計算式のとおり提供時

間数及び利用者数から算出される。なお、ここでいう提供時間数

とは、当該単位における平均提供時間数（利用者ごとの提供時間

数の合計を利用者数で除して得た数）とする。 

（確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式） 

    ・利用者数 15 人まで 
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     単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数 

    ・利用者数 16 人以上 

     単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝（（利用者数－15）÷5＋1）

×平均提供時間数 

     ※ 平均提供時間数＝利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者 

      数 

例えば、利用者数 18 人、提供時間数を 5 時間とした場合、（18

－15）÷5＋1＝1.6 となり、5時間の勤務時間数を 1.6 名分確保す

ればよいことから、従業員の員数にかかわらず、5×1.6＝8 時間の

勤務延時間数分の人員配置が必要となる。利用者数と平均提供時

間数に応じて確保すべき勤務延時間数の具体例を別表 2 に示すも

のとする。 

なお、介護職員については、指定通所介護の単位ごとに常時 1

名以上確保することとされているが、これは、介護職員が常に確

保されるよう必要な配置を行うよう定めたものであり、例えば、

計算式により算出した確保すべき勤務延時間数が、当該事業所に

おけるサービス提供開始時刻から終了時刻までの時間数に満たな

い場合であっても、常時 1 名以上が確保されるよう配置を行う必

要があることに留意すること。 

また、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は他の指定

通所介護の単位の介護職員として従事することができるとされた

ことから、例えば複数の単位の指定通所介護を同じ時間帯に実施

している場合、単位ごとに介護職員等が常に 1 名以上確保されて

いる限りにおいては、単位を超えて柔軟な配置が可能である。 
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⑥ 看護職員については、指定通所介護事業所の従業者により確保

することに加え、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携

により確保することも可能である。具体的な取扱いは以下のとお

りとする。 

ア 指定通所介護事業所の従業者により確保する場合 

提供時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる

必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて、指定通所

介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。 

イ 病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保す

る場合 

看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康

状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指

定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を

図るものとする。 

なお、アとイにおける「密接かつ適切な連携」とは、指定通所

介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる

連絡体制などを確保することである。 

⑦ 利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定通所介護について

の利用者のへ駆けつけ数又は利用定員をいうものであり、利用者

の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上限

をいうものである。従って、例えば、1日のうちの午前の提供時間

帯に利用者 10 人に対して指定通所介護を提供し、午後の提供時間

帯に別の利用者 10人に対して指定通所介護を提供する場合であっ

て、それぞれの指定通所介護の定員が 10 人である場合には、当該
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事業所の利用定員は 10 人、必要となる介護職員は午前午後それぞ

れにおいて利用者 10 人に応じた数ということとなり、人員算定上

午前の利用者の数と午後の利用者の数が合算されるものではな

い。 

⑧ 同一事業所で複数の単位の指定通所介護を同時に行う場合であ

っても、常勤の従業者は事業所ごとに確保すれば足りるものであ

る（条例第 101 条第 5項関係）。 

(2) 生活相談員（条例第 101 条第 1項第 1号） 

生活相談員については、下記のいずれかに該当する者でなければ

ならない。 

① 社会福祉法第 19 条第 1項各号のいずれかに該当する者 

イ 大学又は専門学校で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関す

る科目を修めて卒業した者 

ロ 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了し

た者 

ハ 社会福祉士 

ニ 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した

者 

ホ 精神保健福祉士 

ヘ 大学において、社会福祉法第 19 条第 1項第 1号に規定する厚

生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、大学院

への入学を認められた者 

② ①と同等以上の能力を有すると認められる者 

イ 介護支援専門員 
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（管理者） 

第百二条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所

介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定通所介

護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事

ロ 介護福祉士 

ハ 社会福祉法第 2 条に定める第一種社会福祉事業を行う施設、

介護保険施設、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟を有す

る病院・診療所、指定居宅サービス事業所（訪問看護、訪問リ

ハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定

福祉用具販売を除く。）又は指定地域密着型サービス事業所で 2

年以上介護又は相談業務に従事した者 

(3) 機能訓練指導員（条例第 101 条第 4項） 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行

う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅ

う師の資格を有する者（はり師及びきゅう師については、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マ

ッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で

６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）とする。

ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う

機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務

して行っても差し支えない。 

(4) 管理者（条例第 102 条） 

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第 3の一の 1の(3)を参照す

ること。 
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させることができるものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

第三節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第百三条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及

び事務室を有するものであるほか、消火設備その他の非常災害に際して

必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等

が備えられていなければならない。 

２ 前項に掲げる食堂、機能訓練室及び相談室の設備の基準は、次のとお

りとする。 

一 食堂及び機能訓練室 

イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有し、その合計し

た面積は、三平方メートルに当該指定通所介護事業所の利用定員（当

該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受ける

ことができる利用者の数の上限をいう。次節において同じ。）を乗

じて得た面積以上であること。 

ロ イの規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供及び

機能訓練に支障を及ぼすおそれがない広さを確保できる場合にあっ

ては、同一の場所とすることができるものであること。 

二 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配

慮されていること。 

３ 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するも

のでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に

支障を及ぼすおそれがない場合は、この限りでない。 

 

 

２ 設備に関する基準（条例第 103 条） 

(1) 事業所 

事業所とは、指定通所介護を提供するための設備及び備品を備え

た場所をいう。原則として一の建物につき、一の事業所とするが、

利用者の利便のため、利用者に身近な社会資源（既存施設）を活用

して、事業所の従業者が当該既存施設に出向いて指定通所介護を提

供する場合については、これらを事業所の一部とみなして設備基準

を適用するものである。 

(2) 食堂及び機能訓練室 

指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室（以下「指定通所介護

の機能訓練室等」という。）については、3 平方メートルに利用定員

を乗じて得た面積以上とすることとされたが、指定通所介護が原則

として同時に複数の利用者に対し介護を提供するものであることに

鑑み、狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保すべきでは

ないものである。ただし、指定通所介護の単位をさらにグループ分

けして効果的な指定通所介護の提供が期待される場合はこの限りで

はない。なお、平成 25 年 4月 1日以降に指定を受ける場合は、当該

面積の算定は内法方法により、室内に洗面設備等が設けられている

ときはそれらの面積を除くこと。 

(3) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その

他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に
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４ 利用者に対する指定通所介護の提供に支障を及ぼすおそれがない場合

（指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に

指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サー

ビスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとす

る。 

５ 指定通所介護事業者が第百一条第一項第三号に規定する第一号通所事

業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と

当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている

場合については、市長の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準

を満たすことをもって、第一項から第三項までに規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

（平成二七条例二〇・平成二八条例一六・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置しなければならないものである。 

(4) 設備に係る共用 

指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している

場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、設備基準上

両方のサービスに規定があるもの（指定訪問介護事業所の場合は事

務室）は共用が可能である。ただし、指定通所介護事業所の機能訓

練室等と、指定通所介護事業所と併設の関係にある病院、診療所、

介護老人保健施設又は介護医療院における指定通所リハビリテーシ

ョン等を行うためのスペースについて共用する場合にあっては、以

下の条件に適合することをもって、これらが同一の部屋等であって

も差し支えないものとする。 

イ 当該部屋等において、指定通所介護事業所の機能訓練室等と

指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースが明確に

区分されていること。 

ロ 指定通所介護事業所の機能訓練室等として使用される区分

が、指定通所介護事業所の設備基準を満たし、かつ、指定通所

リハビリテーション等を行うためのスペースとして使用される

区分が、指定通所リハビリテーション事業所等の設備基準を満

たすこと。 

また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが、

設置されるものについても、利用者へのサービス提供に支障がない

場合は、共用が可能である。 

なお、設備を共用する場合、条例 112 条第２項において、指定通

所介護事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しな
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第四節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第百四条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定

通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該

指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護

事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を

受けるものとする。 

２ 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所

介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通

いように必要な措置を講じるよう努めなければならないと定めてい

るところであるが、衛生管理等に一層努めること。 

(5) 指定通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介

護以外のサービスを提供する場合 

指定通所介護の提供以外の目的で、指定通所介護事業所の設備を

利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス（以下「宿泊

サービス」という。）を提供する場合には、当該サービスの内容を当

該サービスの提供開始前に市長に届け出る必要があり、当該サービ

スの届出内容については、別紙様式によりものとする。また、市は

宿泊サービスの届出内容に係る介護サービス情報を県に報告する。     

指定通所介護事業者は届け出た宿泊サービスの内容に変更がある

場合は、変更の事由が生じてから 10 日以内に指定権者に届け出るよ

う努めることとする。また、宿泊サービスを休止又は廃止する場合

は、その休止又は廃止の日の１月前までに指定権者に届け出るよう

努めることとする。 

３ 運営に関する基準 

(1) 利用料等の受領 

① 条例第 104 条第 1 項、第 2 項及び第 5 項の規定は、指定訪問介

護に係る第 22 条第 1項、第 2項及び第 4項の規定と同趣旨である

ため、第 3の一の 3の(11)の①、②及び④を参照すること。 

② 同条第 3 項は、指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供に

関して、 

イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住

する利用者に対して行う送迎に要する費用 
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所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる

費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する当

該利用者に対して行う送迎に要する費用 

二 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用

者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、

通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用 

三 食事の提供に要する費用 

四 おむつ代 

五 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供され

る便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で

あって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第三号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところに

よるものとする。 

５ 指定通所介護事業者は、第三項の費用を伴うサービスの提供に当たっ

ては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及

び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定通所介護の基本取扱方針） 

第百五条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に

資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。 

ロ 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であっ

て利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲

内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用

基準額を超える費用 

ハ 食事の提供に要する費用 

ニ おむつ代 

ホ 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提

供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるもの

に係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認

められるもの 

については、前 2 項の利用料のほかに利用者から支払を受けるこ

とができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明

確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けること

は認めないこととしたものである。なお、ハの費用については、

居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指

針（平成 17 年厚生労働省告示第 419 号。以下「指針」という。）

の定めるところによるものとし、ホの費用の具体的な範囲につい

ては、「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについ

て」（平成 12 年 3月 30 日老企第 54 号）によるものとする。 

(2) 指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 

指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については、条

例第 105 条及び第 106 条の定めるところによるほか、次の点に留意

するものとする。 

① 指定通所介護は、個々の利用者に応じて作成された通所介護計
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（指定通所介護の具体的取扱方針） 

第百六条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

一 指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護

計画に基づき、利用者の機能訓練及び当該利用者が日常生活を営むこ

とができるよう必要な援助を行うこと。 

二 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法

等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

三 指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行わないこと。 

四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

五 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切

な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。 

六 常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指

導、機能訓練その他必要なサービスを当該利用者の希望に添って適切

に提供すること。 

七 認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応し

たサービスの提供ができる体制を整えること。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の従業者が前項の方針に

従い、適切に指定通所介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な

周知、研修等を行うものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

画に基づいて行われるものであるが、グループごとにサービス提

供が行われることを妨げるものではないこと。 

② 条例第 106 条第 2 号で定める「サービスの提供方法等」とは、

通所介護計画の目標及び内容や利用日の行事及び日課等も含むも

のであること。 

③ 指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的

拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及

び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれ

らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具

体的な内容について記録しておくことが必要である。 

   なお、条例第 113 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２ 

年間保存しなければならない。 

④ 認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグループ

として、指定通所介護を提供することが困難な場合には、必要に

応じグループを分けて対応すること。 

⑤ 指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則で

あるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外

でサービスを提供することができるものであること。 

イ あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること。 
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（通所介護計画の作成） 

第百七条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及

び置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成す

るための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しな

ければならない。 

２ 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当

該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、

その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同

意を得なければならない。 

４ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当

該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従っ

たサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。 

(3) 通所介護計画の作成 

① 条例第 107 条で定める通所介護計画については、介護の提供に

係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊

富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものと

し、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、

その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。 

② 通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して

個々の利用者ごとに作成するものである。 

③ 通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければ

ならないこととしたものである。 

なお、通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された

場合は、当該通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであ

るか確認し、必要に応じて変更するものとする。 

④ 通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービ

ス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、指定通

所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、そ

の内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、

当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

なお、交付した通所介護計画は、条例第 113 条第 2 項の規定に

基づき、2年間保存しなければならない。 

⑤ 通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説

明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うも
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（運営規程） 

第百八条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章（第五節を

除く。）において「運営規程」という。）を定め、これを当該指定通所

介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定通所介護の利用定員 

五 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 虐待の防止のための措置に関する事項 

十一 その他事業の運営に関する重要事項 

（令和三条例九・一部改正） 

 

 

のとする。 

⑥ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定通所介

護事業者については、第３の一の３の（14）の⑥を準用する。こ

の場合において、「訪問介護計画」とあるのは、「通所介護計画」

と読み替える。 

(4) 運営規程 

条例第 108 条は、指定通所介護の事業の適正な運営及び利用者に

対する適切な指定通所介護の提供を確保するため、同条第 1 号から

第 11 号までに掲げる事項を内容とする規程を定め、これを当該指定

通所介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならないこと

を指定通所介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点

に留意するものとする。 

① 営業日及び営業時間（第 3号） 

指定通所介護の営業日及び営業時間を記載すること。 

なお、8時間以上 9時間未満の指定通所介護の前後に連続して延

長サービスを行う指定通所介護事業所にあっては、サービス提供

時間とは別に当該延長サービスを行う時間を運営規程に明記する

こと（条例第 144 条第 3号についても同趣旨）。 

例えば、提供時間帯（9時間）の前に連続して 1時間、後に連続

して 2 時間、合計 3 時間の延長サービスを行う指定通所介護事業

所にあっては、当該指定通所介護事業所の営業時間は 12 時間であ

るが、運営規程には、提供時間帯 9 時間、延長サービスを行う時

間 3 時間とそれぞれ記載するものとすること（条例第 144 条第 3

号の「営業日 及び営業時間」についても同趣旨）。 
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（勤務体制の確保等） 

第百九条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提

供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務体制を定めてお

かなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介

護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。た

だし、利用者への処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限

② 指定通所介護の利用定員（第 4号） 

利用定員とは、当該指定通所介護事業所において同時に指定通

所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいうもの

であること（条例第 144 条第 4 号の「指定通所リハビリテーショ

ンの利用定員」についても同趣旨）。 

③ 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額（第 5号） 

「指定通所介護の内容」については、入浴、食事の有無等のサ

ービスの内容を指すものであること（条例第 144 条第 5 号の「指

定通所リハビリテーションの内容」についても同趣旨）。 

④ サービス利用に当たっての留意事項（第 7号） 

利用者が指定通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意す

べき事項（機能訓練室を利用する際の注意事項等）を指すもので

あること（条例第 144 条第 7号についても同趣旨）。 

⑤ 非常災害対策（第 9号） 

(7)の非常災害に関する具体的計画を指すものであること（条例

第 144 条第 8 号、第 165 条第 8 号、第 202 条第 6 号及び第 233 条

第 8号についても同趣旨）。 

(5) 勤務体制の確保等 

条例第 109 条は、利用者に対する適切な指定通所介護の提供を確

保するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、こ

のほか次の点に留意するものとする。 

① 指定通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成

し、通所介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従

の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、
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りでない。 

３ 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その

研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定通所介護事業

者は、全ての通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支

援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する

者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な

研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

４ 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業

者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な

措置を講じなければならない。 

（令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理者との兼務関係等を明確にすること。 

② 同条第 2 項は、原則として、当該指定通所介護事業所の従業者

たる通所介護従業者によって指定通所介護を提供するべきである

が、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務に

ついては、第三者への委託等を行うことを認めるものであること。 

③ 同条第３項の規定は、指定訪問入浴介護に係る条例第58条の２

第３項と基本的に同趣旨であるため、第３の二の３の(6)③を参照

すること。 

④ 同条第４項の規定は、指定訪問介護に係る条例第33条第４項の

規定と基本的に同趣旨であるため、第３の一の３の(21)④を参照

すること。 

(6) 業務継続計画の策定等 

① 条例第114条の規定により指定通所介護の事業について準用さ

れる条例第33条の２は、指定通所介護事業者は、感染症や災害が

発生した場合にあっても、利用者が継続して指定通所介護の提供

を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該業務

継続計画に従い、通所介護従業者に対して、必要な研修及び訓練

（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたもの

である。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施につい

ては、条例第114条の規定により指定通所介護の事業について準用

される条例第33条の２に基づき事業所に実施が求められるもので

あるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支

えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携

し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあ
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たっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項

目の記載内容については、「介護施設・事業所における感染症発

生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における

自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照すること。また、

想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項

目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害

の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。

さらに、感染症に係る業務継続計画、感染症の予防及びまん延の

防止のための指針、災害に係る業務継続計画並びに非常災害に関

する具体的計画については、それぞれに対応する項目を適切に設

定している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取

組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者へ

の対応、関係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のラ

イフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内
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（定員の遵守） 

第百十条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供

を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場

合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急

時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以 

上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施

することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録する

こと。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染

症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施すること

も差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生し

た場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、

事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践

するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。

なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予

防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し

支えない。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非

常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机

上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施するこ

と。 

 

 

 

 

(7) 非常災害対策  
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第百十一条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定

し、並びに非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それ

らを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練

その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域

住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

（令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 条例第 111 条は、指定通所介護事業者は、非常災害に際して必

要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、

避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければならないこ

ととしたものである。関係機関への通報及び連携体制の整備とは、

火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をと

るよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住

民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえ

るような体制作りを求めることとしたものである。なお、「非常災

害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第 3 条に規定する

消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害

に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこ

れに基づく消防業務の実施は、消防法第 8 条の規定により防火管

理者を置くこととされている指定通所介護事業所にあってはその

者に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよい

こととされている指定通所介護事業所においても、防火管理につ

いて責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業

務を行わせるものとする。 

② 同条第２項は、指定通所介護事業者が前項に規定する避難、救

出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が

得られるよう努めることとしたものであり、そのためには、日頃

から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に

協力を得られる体制づくりに努めることが必要である。訓練の実

施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐ

など、より実効性のあるものとすること。 
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（衛生管理等） 

第百十二条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他

の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、

衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発

生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

一 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）をおおむね六月に一回以上開催するとともに、

その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

三 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症

の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施するこ

と。 

（令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 衛生管理等 

① 条例第 112 条は、指定通所介護事業所の必要最低限の衛生管理

等について規定したものであるが、このほか、次の点に留意する

ものとする。 

イ 指定通所介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止する

ための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求

めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

ロ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レ

ジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止する

ための措置について、国の通知等が発出されているので、これ

に基づき、適切な措置を講じること。 

ハ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

② 同条第２項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないよう

に講ずるべき措置については、具体的には次のイからハまでの取

扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が

求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により

行うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識

を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、

特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め

積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び

役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておく

ことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業
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所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催する

とともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時

開催する必要がある。感染対策委員会は、テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護

委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ

ステムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、

これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、

事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者

との連携等により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のため

の指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。平

常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケ

アにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の

対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や

保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、

行政等への報告等が想定される。また、発生時における事業所

内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記し

ておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場

における感染対策の手引き」を参照すること。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 
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（地域との連携等） 

第百十二条の二 指定通所介護事業者は、事業の運営に当たっては、地域

住民との連携及び協力を行う等地域との交流に努めなければならない。 

通所介護従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止の

ための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識

を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づい

た衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が

定期的な教育（年１回以上）を開催するとともに、新規採用時

には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実

施内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員

向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなど、

事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応

じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発

生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的（年

１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症

発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた

指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感

染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、

机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施す

ること。 

(9) 地域との連携等 

① 条例第 112 条の２第１項は、指定通所介護の事業が地域に開か

れた事業として行われるよう、指定通所介護事業者は、地域の住
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２ 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、市が実施する

社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の

建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該

建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよ

う努めなければならない。 

（令和三条例九・追加） 

 

 

 

 

（事故発生時の対応） 

第百十二条の三 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の

提供により事故が発生した場合は、市、保険者市町村、当該利用者の家

族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処

置について記録しなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら

ない。 

４ 指定通所介護事業者は、第百三条第四項の指定通所介護以外のサービ

スの提供により事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じ

た必要な措置を講じなければならない。 

民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交

流に努めなければならないこととしたものである。 

② 同条第２項は、条例第４条第２項の趣旨に基づき、介護サービ

ス相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村との密

接な連携に努めることを規定したものである。なお、「市町村が実

施する事業」には、介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市

町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得

て行う事業が含まれるものである。 

③ 同条第３項の規定は、指定訪問介護に係る条例第 40 条第２項と

基本的に同趣旨であるため、第３の一の３の（29）②を参照する

こと。 

(10) 事故発生時の対応 

条例第 112 条の３は、利用者が安心して指定通所介護の提供を受

けられるよう、事故発生時の速やかな対応を規定したものである。

指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により

事故が発生した場合は、市、保険者市町村、当該利用者の家族、当

該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要

な措置を講じるべきこととするとともに、当該事故の状況及び事故

に際して採った処置について記録しなければならないこととしたも

のである。 

また、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこと

としたものである。 

なお、条例第 112 条の３第２項の規定に基づき、事故の状況及び
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（平成二七条例二〇・追加、令和三条例九・旧第百十二条の二繰

下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記録の整備） 

第百十三条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければなら

ない。 

事故に際して採った処置についての記録は、２年間保存しなければ

ならない。 

このほか、以下の点に留意するものとする。 

① 利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合

の対応方法については、あらかじめ指定通所介護事業者が定めて

おくことが望ましいこと。 

② 指定通所介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償

を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有

することが望ましいこと。 

③ 指定通所介護事業者は、事故が発生した際にはその原因を解明

し、再発生を防ぐための対策を講じること。 

なお、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスの提供により

事故が発生した場合は、以上を踏まえた同様の対応を行うこととす

る。 

(11) 虐待の防止 

条例第114条の規定により指定通所介護の事業について準用され

る条例第41条の２の規定については、訪問介護と同様であるので、

第３の一の３の(31)を参照すること。 

(12) 記録の整備 

条例第113条第２項は、指定通所介護事業者が同項各号に規定する

記録を整備し、２年間保存しなければならないこととしたものであ

る。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契

約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立
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一 第百七条第一項の通所介護計画 

二 次条において準用する第二十一条第二項の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

三 第百六条第一項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

四 次条において準用する第二十八条の規定による保険者市町村への通

知に係る記録 

五 次条において準用する第三十九条第二項の規定による苦情の内容等

の記録 

六 前条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついての記録 

３ 前二項の規定によるもののほか、指定通所介護事業者は、居宅介護サ

ービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間

保存しなければならない。 

（平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正） 

（準用） 

第百十四条 第十条から第十九条まで、第二十一条、第二十三条、第二十

八条、第二十九条、第三十三条の二、第三十五条から第三十七条まで、

第三十八条、第三十九条、第四十一条の二、第四十二条及び第五十七条

の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、

第十条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百八条」と、同項、第二

十九条、第三十三条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十一条の

二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」

と読み替えるものとする。 

等）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) 準用  

条例第 114 条の規定により、条例第 10 条から第 19 条まで、第 21

条、第 23 条、第 28 条、第 29 条、第 33 条の２、第 35 条から第 37

条まで、第 38 条、第 39 条、第 41 条の 2、第 42 条及び第 57 条は、

指定通所介護の事業について準用されるものであるため、第 3 の一

の(2)から(10)まで（(2)の第三者評価の実施状況に係る規定を除

く。）、（12）、（15）、21)、(24)、(25)、(27)から(30)まで及び(32)、

第 3の二の 3の(4)を参照すること。 

なお、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関



 147 

（平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改

正） 

 

 

第五節 共生型居宅サービスに関する基準 

（平成三〇条例一一・全改） 

（共生型通所介護の基準） 

第百十五条 通所介護に係る共生型居宅サービス（以下この条及び次条に

おいて「共生型通所介護」という。）の事業を行う指定生活介護事業者

（指定障害福祉サービス基準条例第八十条第二項に規定する指定生活介

護事業者をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉

サービス基準条例第百四十三条第二項に規定する指定自立訓練（機能訓

練）事業者をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福

祉サービス基準条例第百五十四条第二項に規定する指定自立訓練（生活

訓練）事業者をいう。）、指定児童発達支援事業者（青森市指定通所支

援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和元年

青森市条例第一号。以下この条において「指定通所支援基準条例」とい

う。）第七条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主とし

て重症心身障害児（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七

条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。）

を通わせる事業所において指定児童発達支援（指定通所支援基準条例第

六条に規定する指定児童発達支援をいう。第一号において同じ。）を提

供する事業者を除く。）及び指定放課後等デイサービス事業者（指定通

所支援基準条例第八十条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事

する指針（平成 17 年厚生労働省告示第 419 号）一のハに規定するウ

ェブサイトへの掲載に関する取扱いは、準用される条例第 35 条に関

する第３の一の３の(24)の①に準ずるものとする。 

 

４ 共生型通所介護に関する基準 

共生型通所介護は、指定障害福祉サービス基準条例第 80 条第 2項に

規定する指定生活介護事業者、指定障害福祉サービス基準条例第 143

条第 2 項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者、指定障害福祉

サービス基準条例第 154 条第 2項に規定する指定自立訓練（生活訓練）

事業者、青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例（令和元年青森市条例第 1 号。以下「指定通所支援

基準条例」という。）第 7条第 1項に規定する指定児童発達支援事業者、

指定通所支援基準条例第 80条第 1項に規定する指定放課後等デイサー

ビス事業者が、要介護者に対して提供する指定通所介護をいうもので

あり、共生型通所介護事業所が満たすべき基準は、次のとおりである

こと。 

(1) 従業者の員数及び管理者（条例第 115 条第 1号、条例第 116 条）

① 従業者 

指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定

自立訓練（生活訓練）事業所、指定児童発達支援事業所又は指定

放課後等デイサービス事業所（以下この４において「指定生活介

護事業所等」という。）の従業者の員数が、共生型通所介護を受け

る利用者（要介護者）の数を含めて当該指定生活介護事業所等の

利用者の数とした場合に、当該指定生活介護事業所等として必要
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業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放

課後等デイサービス（指定通所支援基準条例第七十九条に規定する指定

放課後等デイサービスをいう。第一号において同じ。）を提供する事業

者を除く。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス基準条例第八十一条第

一項に規定する指定生活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機能

訓練）事業所（指定障害福祉サービス基準条例第百四十四条第一項に

規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所をいう。）、指定自立訓練

（生活訓練）事業所（指定障害福祉サービス基準条例第百五十五条第

一項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所をいう。）、指定児

童発達支援事業所（指定通所支援基準条例第七条第一項に規定する指

定児童発達支援事業所をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業

所（指定通所支援基準条例第八十条第一項に規定する指定放課後等デ

イサービス事業所をいう。）（以下この号において「指定生活介護事

業所等」という。）の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が

提供する指定生活介護（指定障害福祉サービス基準条例第八十条第一

項に規定する指定生活介護をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）（指

定障害福祉サービス基準条例第百四十三条第一項に規定する指定自立

訓練（機能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）（指定障害

福祉サービス基準条例第百五十四条第一項に規定する指定自立訓練

（生活訓練）をいう。）、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサ

ービス（以下この号において「指定生活介護等」という。）の利用者

の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数の合

計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要

とされる数以上であること。 

この場合において、指定生活介護事業所の従業者については、

前年度の利用者の平均障害支援区分に基づき、必要数を配置する

ことになっているが、その算出に当たっては、共生型通所介護を

受ける利用者（要介護者）は障害支援区分５とみなして計算する

こと。 

② 管理者 

指定通所介護の場合と同趣旨であるため、第３の六の１の（４）

を参照すること。なお、共生型通所介護事業所の管理者と指定生

活介護事業所等の管理者を兼務することは差し支えないこと。 

(2) 設備に関する基準 

指定生活介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれ

ば足りるものであること。ただし、指定児童発達支援事業所又は指

定放課後等デイサービス事業所の場合は、必要な設備等について要

介護者が使用するものに適したものとするよう配慮すること。 

なお、当該設備については、共生型サービスは要介護者、障害者

及び障害児に同じ場所で同時に提供することを想定していることか

ら、要介護者、障害者又は障害児がそれぞれ利用する設備を区切る

壁、家具、カーテンやパーティション等の仕切りは、不要であるこ

と。 

(3) 指定通所介護事業所その他の関係施設から、指定生活介護事業所

等が要介護者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けているこ

と。（条例第 115 条第 2号） 
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とされる数以上であること。 

二 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、

指定通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けて

いること。 

（平成三〇条例一一・全改、令和元条例一・一部改正） 

（準用） 

第百十六条 第十条から第十九条まで、第二十一条、第二十三条、第二十

八条、第二十九条、第三十三条の二、第三十五条から第三十七条まで、

第三十八条、第三十九条、第四十一条の二、第四十二条、第五十七条、

第百条、第百二条及び第百三条第四項並びに前節（第百十四条を除く。）

の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、

第十条第一項中「第三十一条に規定する運営規程」とあるのは「運営規

程（第百八条に規定する運営規程をいう。第三十五条第一項において同

じ。）」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当

たる従業者（以下「共生型通所介護従業者」という。）」と、第二十九

条、第三十三条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十一条の二第

一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」

と、第百三条第四項中「利用者に対する指定通所介護の提供に支障を及

ぼすおそれがない場合（指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利

用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限

る。）」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の

設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供す

る場合」と、第百六条第一項第二号、第百七条第五項、第百九条第三項

及び第四項並びに第百十二条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業

 

 

 

 

 

(4) 運営等に関する基準（条例第 116 条） 

条例第 116 条の規定により、条例第 10 条から第 19 条まで、第 21 

条、第 23 条、第 28 条、第 29 条、第 33 条の２、第 35 条から第 37 

条まで、第 38 条、第 39 条、第 41 条の２、第 42 条、第 57 条、第

100 条、第 102 条、第 94 条及び第 103 条第４項並びに第 7章第 4節

（第 114 条を除く。）の規定は、共生型通所介護の事業について準用

されるものであるため、第３の一の３の(2)から（8）まで、（10）、（12）、

(15)、(16）、(24）、(25）、(27）、(28)及び(32）、第３の二の３の(4）

並びに第３の六の２の(5)及び３の(1)から(12)までを参照するこ

と。 

この場合において、準用される条例第 108 条第４号及び第 110 条

の規定について、共生型通所介護の利用定員は、共生型通所介護の指

定を受ける指定生活介護事業所等において同時にサービス提供を受

けることができる利用者数の上限をいうものであること。つまり、介

護給付の対象となる利用者（要介護者）の数と障害給付の対象となる

利用者（障害者及び障害児）の数との合計数により、利用定員を定め

ること。例えば、利用定員が 20 人という場合、要介護者と障害者及

び障害児とを合わせて 20 人という意味であり、利用日によって､要介

護者が 10 人、障害者及び障害児が 10 人であっても、要介護者が５
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者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百十三条第二項第二号

中「次条において準用する第二十一条第二項」とあるのは「第二十一条

第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十八条」とある

のは「第二十八条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十九

条第二項」とあるのは「第三十九条第二項」と読み替えるものとする。 

（平成三〇条例一一・全改、令和三条例九・令和六条例九・一部

改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第百十七条から第百三十二条まで 削除 

（平成三〇条例一一・全改） 

第六節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（従業者の員数） 

第百三十三条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当

人、障害者及び障害児が 15 人であっても、差し支えないこと。 

なお、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関す

る指針一のハに規定するウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、準

用される条例第 35 条に関する第３の一の３の(24)の①に準ずるもの

とする。 

(5) その他の共生型サービスについて 

訪問介護と同様であるので、第３の一の４の（５）を参照するこ

と。 

(6) その他の留意事項 

多様な利用者に対して、一体的にサービスを提供する取組は、多様

な利用者が共に活動することで、リハビリや自立・自己実現に良い

効果を生むといった面があることを踏まえ、共生型サービスは、要

介護者、障害者及び障害児に同じ場所で同時に提供することを想定

している。 

このため、同じ場所において、サービスを時間によって要介護者、

障害者及び障害児に分けて提供する場合（例えば、午前中に要介護者

に対して通所介護、午後の放課後の時間に障害児に対して放課後等デ

イサービスを提供する場合）は、共生型サービスとしては認められな

いものである。 

 

 

５ 基準該当通所介護に関する基準 

青森市内に所在する事業者においては、サービスの確保が十分にな

されていることから、当分の間はこれを認めない。ただし、青森市外
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するサービス（以下「基準該当通所介護」という。）の事業を行う者（以

下「基準該当通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「基準該当通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下

この節において「通所介護従業者」という。）及びその員数は、次の各

号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

一 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所

介護を提供している時間帯に生活相談員（専ら当該基準該当通所介護

の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該基

準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以

上確保されるために必要と認められる数 

二 看護職員 基準該当通所介護の単位（基準該当通所介護であってそ

の提供が同時に一人又は複数の利用者に対して一体的に行われるもの

をいう。以下この条において同じ。）ごとに、専ら当該基準該当通所

介護の提供に当たる看護職員が一人以上確保されるために必要と認め

られる数 

三 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護

を提供している時間帯に介護職員（専ら当該基準該当通所介護の提供

に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該基準該当

通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者（当該基準該

当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と法第百十五条の四十五

第一項第一号ロに規定する第一号通所事業（旧法第八条の二第七項に

規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当する

ものとして市長の定めるものに限る。）の事業を同一の事業所におい

て一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該

における離島・山間地・過疎等の地域に居住する青森市の居宅要介護

等被保険者に対し、都道府県の指定を受けていない事業者がサービス

を提供する場合にあって、その地域特有の実情により当該事業者の他

にサービス事業者が十分になく、適切なサービス量の確保が困難であ

ると市が認める場合には、この限りでない。 

(1) 従業者の員数及び管理者（条例第 133 条及び第 134 条） 

常勤の従業者を置く必要がない点及び管理者が常勤である必要が

ない点を除けば、指定通所介護の基準と同様であり、第 3 の六の 1

を参照すること。 
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当通所介護又は当該第一号通所事業の利用者。以下この条及び第百三

十五条において同じ。）の数が十五人までの場合にあっては一以上、

十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して

得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 

四 機能訓練指導員 一人以上 

２ 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、前項第

三号の介護職員を、常時一人以上当該基準該当通所介護に従事させなけ

ればならない。 

３ 第一項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者への居宅サービスの

提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、他の基準該当通所介護の単位

の介護職員として従事することができるものとする。 

４ 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の

減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当通

所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

５ 基準該当通所介護の事業と第一項第三号に規定する第一号通所事業と

が、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている

場合については、市長の定める当該第一号通所事業の人員に関する基準

を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

（平成二七条例二〇・平成二八条例一六・一部改正） 

（管理者） 

第百三十四条 基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理

者を置かなければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上

支障を及ぼすおそれがない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 153 

職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることがで

きるものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

（設備及び備品等） 

第百三十五条 基準該当通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練

を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のた

めの場所が確保されるとともに、消火設備その他の非常災害に際して必

要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品

等が備えられていなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

一 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所 

イ 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さ

を有するものであることとし、その合計した面積は、三平方メート

ルに当該基準該当通所介護事業所の利用定員（当該基準該当通所介

護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることがで

きる利用者の数の上限をいう。）を乗じて得た面積以上であること。 

ロ イの規定にかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所

は、食事の提供の際にはその提供に支障を及ぼすおそれがない広さ

を確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障を及ぼす

おそれがない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所である

ことができるものであること。 

二 生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えい

しないよう配慮されていること。 

３ 第一項に掲げる設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供す

 

 

 

(2) 設備に関する基準（条例第 135 条） 

指定通所介護の場合と異なり、機能訓練や食事のためのスペース

が確保されればよく、そのスペースが「機能訓練室」「食堂」といえ

るものである必要はないが、この点を除けば、指定通所介護の基準

と同様であり、第 3の六の 2を参照すること。 
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るものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護

の提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、この限りでない。 

４ 基準該当通所介護の事業と第百三十三条第一項第三号に規定する第一

号通所事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運

営される場合については、市長の定める当該第一号通所事業の設備に関

する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

（平成二七条例二〇・平成二八条例一六・一部改正） 

（準用） 

第百三十六条 第十条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一

条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十三条の二、第三十五

条から第三十七条まで、第三十八条、第三十九条（第五項及び第六項を

除く。）、第四十一条の二、第四十二条、第五十七条、第百条及び第四

節（第百四条第一項及び第百十四条を除く。）の規定は、基準該当通所

介護の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第

三十一条」とあるのは「第百八条」と、同項、第二十九条、第三十三条

の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十一条の二第一号及び第三号

中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第二十一条第一

項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定によ

り利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは

「内容」と、第二十三条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪

問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第百四条第二項中「法定

代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通

所介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替える

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 運営に関する基準 

条例第 136 条の規定により、条例第 10 条から第 16 条まで、第 18

条、第 19 条、第 21 条、第 23 条、第 28 条、第 29 条、第 33 条の 2、

第 35 条から第 37 条まで、第 38 条、第 39 条（第 5 項及び第 6 項を

除く。）、第 41 条の２、第 42 条、第 57 条、第 100 条及び第 7 章第 4

節（第 104 条第 1項及び第 114 条を除く。）の規定は、基準該当通所

介護の事業について準用されるものであるため、第３の一の３の（2）

から(6)まで、(8）、（10）、（12）、（15）、(16）、(24）、(25）、(27）、

(28）及び（32）、第 3の二の 3の(4)並びに第 3の六の 3((13)を除く。)

を参照すること。この場合において、準用される条例第 104 条第 2

項の規定は、基準該当通所介護事業者が利用者から受領する利用料

について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合もな

らない場合も、特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス

費を算定するための基準となる費用の額（100 分の 90 又は 100 分の

80 を乗ずる前の額）との間に不合理な差額が生じることを禁ずるこ

とにより、結果的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保
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ものとする。 

（平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改

正） 

 

 

 

 

 

 

 

第八章 通所リハビリテーション 

第一節 基本方針 

第百三十七条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション（以

下「指定通所リハビリテーション」という。）の事業は、要介護状態と

なった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能

の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテ

ーションを行うことにより、当該利用者の心身の機能の維持回復を図る

ものでなければならない。 

（平成二七条例二〇・一部改正） 

第二節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第百三十八条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定

通所リハビリテーション事業者」という。）が、当該事業を行う事業所

険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経

費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣

旨である。なお、当該事業所による通所介護が複数の市町村におい

て基準該当通所介護と認められる場合には、利用者の住所地によっ

て利用料が異なることは認められないものである。 

なお、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関

する指針一のハに規定するウェブサイトへの掲載に関する取扱い

は、準用される条例第 35 条に関する第３の一の３の(24)の①に準ず

るものとする。 

 

七 通所リハビリテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人員に関する基準 

(1) 指定通所リハビリテーション事業所（条例第 138 条第 1項） 

① 医師（第 1号） 

イ 専任の常勤医師が 1人以上勤務していること。 
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（以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。）ごとに置くべ

き指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者（以下「通所リハ

ビリテーション従業者」という。）及びその員数は、次の各号に掲げる

従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

一 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要

な一以上の数 

二 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准

看護師（以下この章において「看護職員」という。）若しくは介護職

員 次に掲げる員数 

イ 指定通所リハビリテーションの単位（指定通所リハビリテーショ

ンであってその提供が同時に一人又は複数の利用者に対して一体的

に行われるものをいう。以下この条において同じ。）ごとに、利用

者（当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業者（指定介護予防サービス等基準条例第百十

九条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者

をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビ

リテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション（指定

介護予防サービス等基準条例第百十八条に規定する指定介護予防通

所リハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所に

おける指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリ

テーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が

十人以下の場合は、その提供を行う時間帯（以下この条において「提

供時間」という。）を通じて専ら当該指定通所リハビリテーション

ロ 指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介

護医療院であって、病院又は診療所（医師について介護老人保

健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限

る。）と併設されているものについては、当該病院又は診療所の

常勤医師との兼務で差し支えないものであること。 

ハ 指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介

護医療院であって、当該介護老人保健施設又は当該介護医療院

に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足

るものであること。 

また、指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設

又は介護医療院であって、病院又は診療所（医師について介護

老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場

合に限る。）と併設されている事業所において指定通所リハビリ

テーション事業所の医師が、当該病院又は当該診療所の常勤医

師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものである

こと。 

ニ 指定通所リハビリテーション事業所のみなし指定を受けた介

護老人保健施設又は介護医療院においては、当該介護老人保健

施設又は当該介護医療院の医師の配置基準を満たすことをもっ

て、通所リハビリテーション事業所の医師の常勤配置に係る基

準を満たしているものとみなすことができること。 

② 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看

護師若しくは介護職員（以下「従事者」という。）（第 2号） 

イ 指定通所リハビリテーションの単位とは、同時に、一体的に
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の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看

護職員若しくは介護職員の数が一以上確保されていること、又は、

利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定

通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若

しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、当該利用者の

数を十で除した数以上 

ロ イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百又はその端数

を増すごとに一以上 

２ 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二

号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。 

一 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下

の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーション

の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護

職員若しくは介護職員が一人以上確保されていること、又は、当該利

用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所

リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは

言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、当該利用者の数を十で

除した数以上確保されていること。 

二 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提

供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハ

ビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経

験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。 

３ 第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。 

提供される指定通所リハビリテーションをいうものであること

から、例えば、次のような場合は、2単位として扱われ、それぞ

れの単位ごとに必要な従業者を確保する必要がある。 

ａ 指定通所リハビリテーションが同時に一定の距離を置いた

2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行わ

れているといえない場合 

ｂ 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所リハビリテー

ションを提供する場合 

ロ 7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションの前後に

連続して延長サービスを行う場合にあっては、事業所の実情に

応じて、適当数の従業者を配置するものとする。 

ハ 提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの

提供に当たる従業者を確保するとは、指定通所リハビリテーシ

ョンの単位ごとに理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、看

護職員若しくは介護職員について、提供時間帯に当該職種の従

業者が常に条例上求められる数以上確保されるよう必要な配置

を行うよう定めたものである（例えば、提供時間帯を通じて専

従する従業者が 2 人必要である場合、提供時間帯の 2 分の 1 ず

つの時間専従する従業者の場合は、その員数としては 4 人が必

要となる。）。 

また、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が 100 人又はその端数を

増すごとに 1 以上確保するとは、指定通所リハビリテーション

のうち、リハビリテーションを提供する時間帯に、当該職種の
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４ 指定通所リハビリテーション事業所が法第七十二条第一項の規定によ

り法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保

健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設基準条

例第四条又は介護医療院基準条例第四条に規定する人員に関する基準を

満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

５ 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテー

ション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーション

の事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービ

ス等基準条例第百十九条第一項から第四項までに規定する人員に関する

基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

（令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従事者が常に確保されるよう必要な配置を行うよう定めたもの

であり、所要時間 1 時間から 2 時間の指定通所リハビリテーシ

ョンを行う場合であって、定期的に適切な研修を修了している

看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ師がリハ

ビリテーションを提供する場合は、これらの者を当該単位にお

けるリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等として計

算することができる。 

この場合における「研修」とは、運動器リハビリテーション

に関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であ

って、関係学会等により開催されているものを指す。具体的に

は、日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリ

テーションセラピスト研修、全国病院理学療法協会の行う運動

療法機能訓練技能講習会が該当する。 

ニ なお、ここでいう利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指

定通所リハビリテーションについての利用者の数又は利用定員

をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員は、あらか

じめ定めた利用者の数の上限をいうものである。従って、例え

ば、1 日のうちの午前の提供時間帯に利用者 10 人に対して指定

通所リハビリテーションを提供し、午後の提供時間帯に別の利

用者 10人に対して指定通所リハビリテーションを提供する場合

であって、それぞれの指定通所リハビリテーションの定員が 10

人である場合には、当該事業所の利用定員は 10 人、必要となる

従業者の員数は午前午後それぞれ 1 人ということとなり、人員

算定上午前の利用者の数と午後の利用者の数が合算されるもの
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ではない。 

ホ 同一事業所で複数の単位の指定通所リハビリテーションを同

時に行う場合には、同時に行われる単位の数の常勤の従業者が

必要となるものである（条例第 138 条第 1項・第 2項関係）。 

へ 従事者 1 人が 1 日に行うことのできる指定通所リハビリテー

ションは 2単位までとすること。ただし、1時間から 2時間まで

の指定通所リハビリテーションについては 0.5 単位として扱う。 

(2) 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合 

① 医師（第 1号） 

イ 利用者の数が同時に 10 人を超える場合にあっては、(1)①を

準用すること。 

ロ 利用者の数が同時に 10 人以下の場合にあっては、次に掲げる

要件に適合していること。 

ａ 専任の医師が 1人勤務していること。 

ｂ 利用者数は、専任の医師 1人に対し 1日 48 人以内であるこ

と。 

② 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看

護師若しくは介護職員（以下「従事者」という。）（第 2号） 

イ 単位数に関する取扱い及び所要時間１時間から２時間の通所

リハビリテーションを行う場合の考え方については、指定通所

リハビリテーション事業所が診療所以外である場合と同様であ

るので、１（1）②を参考とすること。 

ロ 経験を有する看護師とは、診療報酬の算定方法に定める重度

認知症患者デイケア、精神科デイケア、脳血管疾患等リハビリ
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第三節 設備に関する基準 

（設備に関する基準） 

第百三十九条 指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリ

テーション料、運動器リハビリテーション料に係る施設基準の

届出を行った保険医療機関等又は「指定居宅サービスに要する

費用の額の算定に関する基準」（平成 12 年厚生省告示第 19 号）

に定める通所リハビリテーションに係る施設基準の届出を行っ

た指定通所リハビリテーション事業所、「指定介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準」（平成 18 年厚生労働省

告示第 127 号）に定める介護予防通所リハビリテーションに係

る施設基準の届出を行った指定介護予防通所リハビリテーショ

ン事業所、「厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に

係る指導管理等及び単位数」（平成 12 年厚生省告示第 30 号）に

定める理学療法、作業療法に係る施設基準の届出を行った介護

保険施設において、それらに 1年以上従事した者であること。 

(3) 共生型自立訓練又は基準該当自立訓練を併せて行う際の取扱い 

共生型サービス又は基準該当サービスとして障害福祉サービスに

おける機能訓練（自立訓練）を行う場合においては、障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び関係規定に基

づき適切に実施すること。 

なお、人員基準を満たすにあたっては、通所リハビリテーション

の利用者数に、障害福祉サービスの利用者数を合算することとし、

利用者に対するサービス提供が適切に行われると認められる場合に

おいて、従事者が双方のサービスに従事することは差し支えない。 

２ 設備に関する基準 

(1) 指定通所リハビリテーション事業所ごとに備える設備について

は、専ら指定通所リハビリテーション事業の用に供するものでなけ
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テーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートル

に利用定員（当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指

定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上

限をいう。以下この節及び次節において同じ。）を乗じた面積以上のも

のを有するものでなければならない。ただし、当該指定通所リハビリテ

ーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあって

は、当該専用の部屋等の面積に当該利用者用に確保されている食堂（リ

ハビリテーションに供用されるものに限る。）の面積を加えるものとす

る。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に

際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要

な専用の機械及び器具が備えられていなければならない。 

３ 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテー

ション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーション

の事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービ

ス等基準条例第百二十条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準

を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

（平成三〇条例一一・一部改正） 

 

 

 

 

ればならないこととされているが、病院、診療所、介護老人保健施

設又は介護医療院が互いに併設される場合（同一敷地内にある場合、

又は公道をはさんで隣接している場合をいう。）であって、そのうち

の複数の施設において、指定通所リハビリテーション事業を行う場

合には、以下の条件に適合するときは、それぞれの指定通所リハビ

リテーションを行うためのスペースが同一の部屋等であっても差し

支えないものとする。 

① 当該部屋等において、それぞれの指定通所リハビリテーション

を行うためのスペースが明確に区分されていること。 

② それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペース

が、次に掲げる面積要件（条例第 139 条第 1 項）を満たしている

こと。 

3 平方メートルに利用定員を乗じた面積以上であるものを有す

ること。ただし、介護老人保健施設又は介護医療院の場合は、当

該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂（リハビ

リテーションに供用されるものに限る。）の面積を加えるものとす

ること。 

(2) 指定通所リハビリテーションを行うためのスペースと、当該指定

通所リハビリテーション事業所と併設の関係にある特別養護老人ホ

ーム、社会福祉施設等における指定通所介護の機能訓練室等との関

係については、第 3の六の 2の(4)を参照すること。 

ただし、保険医療機関が医療保険の脳血管疾患等リハビリテーシ

ョン料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーショ

ン料を算定すべきリハビリテーションの届出を行っており、当該保
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険医療機関において、指定通所リハビリテーション（1時間以上 2時

間未満に限る）又は指定介護予防通所リハビリテーションを実施す

る場合には、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用

症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼

吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受け

ている患者と介護保険の指定通所リハビリテーション又は指定介護

予防通所リハビリテーションの利用者に対するサービス提供に支障

が生じない場合に限り、同一のスペースにおいて行うことも差し支

えない。この場合の条例第 139 条第 1 項の指定通所リハビリテーシ

ョンを行うために必要なスペースは、医療保険のリハビリテーショ

ンの患者数に関らず、常時、3平方メートルに指定通所リハビリテー

ションの利用者数（指定通所リハビリテーションの事業と指定介護

予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合にあっては、指定通所リハビリテーション

の利用者数と指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合

計数）を乗じた面積以上とする。 

なお、機器及び機具は、サービス提供時間に関わらず、各サービ

スの提供に支障が生じない場合に限り、共用して差し支えない。（予

防条例第 120 条の基準についても同様。） 

(3) 共生型サービス又は基準該当サービスとして障害福祉サービス

における機能訓練（自立訓練）を行う場合においては、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び関係規定に

基づき適切に実施すること。 

なお、施設基準を満たすにあたっては、通所リハビリテーション
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第四節 運営に関する基準 

（指定通所リハビリテーションの基本取扱方針） 

第百四十条 指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減

又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなけ

ればならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リ

ハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければなら

ない。 

（指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第百四十一条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところ

によるものとする。 

一 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び

次条第一項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者

の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切

に行うこと。 

二 通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの

提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家

族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項に

の利用者数に、障害福祉サービスの利用者数を合算することとし、

利用者に対するサービス提供が適切に行われると認められる場合に

おいて、設備を共有することは差し支えない。 

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備（条例第 139 条第

2項）については、指定通所介護に係る条例第 103 条第 1項と同趣旨

であるため、第 3の六の 2の(3)を参照すること。 

３ 運営に関する基準 

(1) 指定通所リハビリテーションの基本的取扱方針及び具体的取り

扱い方法 

条例第 140 条及び第 141 条に定めるところによるほか、次の点に

留意するものとする。 

① 指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション

事業所の医師の診療に基づき、個々の利用者に応じて作成された

通所リハビリテーション計画に基づいて行われるものであるが、

グループごとにサービス提供が行われることを妨げるものではな

いこと。 

② 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビ

リテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーシ

ョンの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中

の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の

基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等の

指示を行うこと。 

③ 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者
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ついて、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。 

三 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行わないこと。 

四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

五 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握

に努め、当該利用者に対し適切なサービスを提供すること。 

六 認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応し

たサービス提供ができる体制を整えること。 

七 リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関す

る専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有する

よう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供すること。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション

事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定通所リハビリテーショ

ンを提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うもの

とする。 

（平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得な

い場合に身体的拘束を行う場合にあっても、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

しなければならないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及

び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれ

らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具

体的な内容について記録しておくことが必要である。 

なお、条例第 146 条第 2 項の規定に基づき、当該記録は、２年

間保存しなければならない。 

④ 指定通所リハビリテーションをより効果的に実施するため、介

護支援専門員や医療ソーシャルワーカー等の協力を得て実施する

ことが望ましいこと。 

⑤ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事

業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対

し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護

の工夫などの情報を伝達していること。 

⑥ 主として認知症等の精神障害を有する利用者を対象とした指定

通所リハビリテーションにあっては、作業療法士等の従業者によ

り、主として脳血管疾患等に起因する運動障害を有する利用者に

あっては、理学療法士等の従業者により効果的に実施されるべき

ものであること。 
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⑦ リハビリテーション会議の構成員は、利用者及びその家族を基

本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護

支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サー

ビス等の担当者、看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常

生活支援総合事業事業のサービス担当者及び保健師等とするこ

と。また、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が

参加すること。 

なお、利用者の家族について、家庭内暴力等によりその参加が

望ましくない場合や、家族が遠方に住んでいる等のやむを得ない

事情がある場合においては、必ずしもその参加を求めるものでは

ないこと。 

また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、

構成員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当

該会議の内容について欠席者との情報共有を図ること。 

リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下こ

の⑪において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、

テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なけれ

ばならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイダス」、厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑧ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定通所リ

ハビリテーション事業者については、第３の一の３の（14）の⑥
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（通所リハビリテーション計画の作成） 

第百四十二条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハ

ビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者（以下「医

師等の従業者」という。）は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等

を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を

踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体

的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成し

なければならない。 

２ 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されて

いる場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、

その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同

意を得なければならない。 

４ 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退

院した利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、

当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該

利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。 

５ 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、

当該通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所

リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診

療記録に記載するものとする。 

を準用する。この場合において、「訪問介護計画」とあるのは「通

所リハビリテーション計画」と読み替える。 

(2)  通所リハビリテーション計画の作成 

① 通所リハビリテーション計画は、指定通所リハビリテーション

事業所の医師の診療に基づき、利用者ごとに作成すること。記載

内容については別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、

栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）の様式例及び記載方

法を参照すること。また、通所リハビリテーション計画の進捗状

況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。 

② 通所リハビリテーション計画は、居宅サービス計画に沿って作

成されなければならないことから、通所リハビリテーション計画

を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該通所リハ

ビリテーション計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確

認し、必要に応じて変更するものとする。 

③ 医療機関から退院した利用者に対し通所リハビリテーション計

画を作成する場合には、医療と介護の連携を図り、連続的で質の

高いリハビリテーションを行う観点から、当該医療機関が作成し

たリハビリテーション実施計画書等を入手し、当該利用者に係る

リハビリテーションの情報を把握しなければならない。 

その際、リハビリテーション実施計画書以外の退院時の情報提

供に係る文書を用いる場合においては、当該文書にリハビリテー

ション実施計画書の内容（「リハビリテーション・個別機能訓練、

栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式２－２－

１の項目である「本人・家族等の希望」「健康状態、経過」「心身
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７ 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事

業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医師が参加

した場合に限る。）の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希

望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハ

ビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏ま

えたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた通所リハビリ

テーション計画を作成した場合については、第八十七条第一項から第五

項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第一項から

第五項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能・構造」「活動」「リハビリテーションの短期目標」「リハビリ

テーションの長期目標」「リハビリテーションの方針」「本人・家

族への生活指導の内容（自主トレ指導含む）」「リハビリテーショ

ン実施上の留意点」「リハビリテーションの見直し・継続理由」「リ

ハビリテーションの終了目安」）が含まれていなければならない。 

ただし、当該医療機関からリハビリテーション実施計画書等が

提供されない場合においては、当該医療機関の名称及び提供を依

頼した日付を記録に残すこと。 

④ 通所リハビリテーション計画は医師の診療に基づき、利用者の

病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作

成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者

の意向の反映の機会を保障するため、指定通所リハビリテーショ

ン事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、

当該計画の作成に当たっては、その目標や内容等について、利用

者及びその家族に理解しやすい方法で説明を行った上で利用者の

同意を得なければならず、また、リハビリテーション計画書を利

用者に交付しなければならない。なお、その実施状況や評価等に

ついても説明を行うこと。 

⑤ 指定通所リハビリテーション事業者が、指定訪問リハビリテー

ション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会

議の開催等を通じて、指定通所リハビリテーション及び指定訪問

リハビリテーションの目標並びに当該目標を踏まえたリハビリテ

ーション提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーショ

ン計画を作成した場合については、訪問リハビリテーション計画
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（管理者等の業務） 

第百四十三条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理

学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテ

ーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の

代行をさせることができる。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション

事業所の管理者又は前項の管理を代行する者に、指定通所リハビリテー

ション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるための必要な指揮命

に係る基準を満たすことによって、通所リハビリテーション計画

に係る基準を満たしているとみなすことができる。 

当該計画の作成に当たっては、各々の事業の目標を踏まえた上

で、共通目標を設定すること。また、その達成に向けて各々の事

業の役割を明確にした上で、利用者に対して一連のサービスとし

て提供できるよう、個々のリハビリテーションの実施主体、目的

及び具体的な提供内容等を１つの目標として分かりやすく記載す

るよう留意すること。 

指定通所リハビリテーション及び指定訪問リハビリテーション

において整合性のとれた計画に従いリハビリテーションを実施し

た場合には、条例第 142 条第５項に規定する診療記録を一括して

管理しても差し支えないものであること。 

⑥ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定通所リ

ハビリテーション事業者については、第３の一の３の(14)の⑥を

準用する。この場合において、「訪問介護計画」とあるのは「通所

リハビリテーション計画」と読み替える。 

(3) 管理者等の業務 

条例第 143 条第 1 項は、指定通所リハビリテーション事業所の管

理者は、医師、理学療法士、作業療法士又は専ら指定通所リハビリ

テーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な

管理の代行をさせることができる旨を明記したものであること。こ

の場合、組織図等により、指揮命令系統を明確にしておく必要があ

る。 
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令に関する業務を行わせるものとする。 

（平成三〇条例一一・一部改正） 

（運営規程） 

第百四十四条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリ

テーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程（以下この章において「運営規程」という。）を定め、これ

を当該指定通所リハビリテーション事業所の従業者及び利用者に周知し

なければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定通所リハビリテーションの利用定員 

五 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 非常災害対策 

九 虐待の防止のための措置に関する事項 

十 その他事業の運営に関する重要事項 

（令和三条例九・一部改正） 

（衛生管理等） 

第百四十五条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する

施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に

努めるとともに、衛生上必要な措置を講じ、かつ、医薬品及び医療機器

の管理を適正に行わなければならない。 

 

 

(4) 運営規程 

7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションの前後に連続

して延長サービスを行う指定通所リハビリテーション事業所にあっ

ては、通所介護と同様であるので、第 3の六の 3の(4)の①を参照す

ること。 

(5) 業務継続計画の策定等 

条例第147条の規定により指定通所リハビリテーションの事業に

ついて準用される条例第33条の２の規定については、通所介護と同

様であるので、第３の六の３の(6)を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 衛生管理等 

① 条例第 145 条第 1 項は、指定通所リハビリテーション事業所の

必要最低限の衛生管理等を規定したものであるが、このほか、次

の点に留意するものとする。 

イ 指定通所リハビリテーション事業者は、食中毒及び感染症の
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２ 指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が

発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

一 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及び

まん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）をおおむね六月に一回以上開

催するとともに、その結果について、通所リハビリテーション従業者

に周知徹底を図ること。 

二 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及び

まん延の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定通所リハビリテーション事業所において、通所リハビリテ

ーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修

及び訓練を定期的に実施すること。 

（令和三条例九・一部改正） 

 

 

（記録の整備） 

第百四十六条 指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備

品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハ

ビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から二年間保存しなければならない。 

一 第百四十二条第一項の通所リハビリテーション計画 

二 次条において準用する第二十一条第二項の規定による提供した具体

発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の

助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

ロ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レ

ジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止する

ための措置について、別途通知等が発出されているので、これ

に基づき、適切な措置を講じること。 

ハ 医薬品の管理については、当該指定通所リハビリテーション

事業所の実情に応じ、地域の薬局の薬剤師の協力を得て行うこ

とも考えられること。 

ニ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

② 条例第145条第２項の規定については、通所介護と同様であるの

で、第３の六の３の⑻の②を参照すること。 

(7) 虐待の防止 

条例第147条の規定により指定通所リハビリテーションの事業に

ついて準用される条例第41条の２の規定については、訪問介護と同

様であるので、第３の一の３の(31)を参照すること。 

(8) 記録の整備 

条例第 146 条第２項は、指定通所リハビリテーション事業所が同

項各号に規定する記録を整備し、２年間保存しなければならないこ

ととしたものである。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契

約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立

等）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

また、同項の指定通所リハビリテーションの提供に関する記録に
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的なサービスの内容等の記録 

三 第百四十一条第一項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

四 次条において準用する第二十八条の規定による保険者市町村への通

知に係る記録 

五 次条において準用する第三十九条第二項の規定による苦情の内容等

の記録 

六 次条において準用する第四十一条第二項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

３ 前二項の規定によるもののほか、指定通所リハビリテーション事業者

は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結

の日から五年間保存しなければならない。 

（令和六条例九・一部改正） 

（準用） 

第百四十七条 第十条から第十五条まで、第十七条から第十九条まで、第

二十一条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十三条の二、第

三十五条、第三十六条、第三十八条から第四十二条まで、第七十条、第

百四条及び第百九条から第百十一条までの規定は、指定通所リハビリテ

ーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中

「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第

十条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百四十四条」と、第十五条

中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第百九条第三項

及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション

従業者」と読み替えるものとする。 

は診療記録及びリハビリテーション会議の記録が含まれるものであ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 準用 

条例第 147 条の規定により、条例第 10 条から第 15 条まで、第 17

条から第 19 条まで、第 21 条、第 23 条、第 28 条、第 29 条、第 33

条の２、第 35 条、第 36 条、第 38 条から第 42 条まで、第 70 条、第

104 条及び第 109 条から第 111 条までの規定は、指定通所リハビリテ

ーションの事業について準用されるものであることから、第３の一

の３の(2)から(8)まで（(2)の第三者評価の実施状況に係る規定を除

く。）、(10)、(12)、(15)、(16)、(24)、(25)及び(27)から(30)まで

及び(32)、第３の三の３の(2)並びに第３の六の３の(1)、(5)及び(7)

を参照すること。この場合において、特に次の点に留意するものと

する。 
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（令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第九章 短期入所生活介護 

第一節 基本方針 

第百四十八条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護（以下「指

定短期入所生活介護」という。）の事業は、要介護状態となった場合に

おいても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事

等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、当

該利用者の心身の機能の維持並びに当該利用者の家族の身体的及び精神

的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第二節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

① 条例第 15 条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」

と読み替えられることに留意すること。 

② 準用される条例第 109 条第 1 項については、指定通所リハビリ

テーション事業所ごとに、指定通所リハビリテーション従業者の

日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の理学療法士、作業療

法士、経験看護師等、看護職員及び介護職員の配置、管理者との

兼務関係等を勤務表上明確にし、人員に関する基準が満たされて

いることを明らかにする必要があること。 

なお、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に

関する指針一のハに規定するウェブサイトへの掲載に関する取扱

いは、準用される条例第 35 条に関する第３の一の３の(24)の①に

準ずるものとする。 

 

八 短期入所生活介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人員に関する基準（条例第 149 条及び第 150 条） 

(1) 従業者の員数 
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第百四十九条 指定短期入所生活介護の事業を行う者（以下「指定短期入

所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定短

期入所生活介護事業所」という。）ごとに置くべき指定短期入所生活介

護の提供に当たる従業者（以下この節から第五節までにおいて「短期入

所生活介護従業者」という。）及びその員数は、次の各号に掲げる従業

者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、利用定員（当

該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の

提供を受けることができる利用者（当該指定短期入所生活介護事業者が

指定介護予防短期入所生活介護事業者（指定介護予防サービス等基準条

例第百三十一条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者

をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介

護の事業と指定介護予防短期入所生活介護（指定介護予防サービス等基

準条例第百三十条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以

下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護

予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百六十六

条において同じ。）の数の上限をいう。以下この節から第四節までにお

いて同じ。）が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあって

は、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短

期入所生活介護事業所の効果的な運営が見込まれる場合であって、利用

者への居宅サービスの提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、第四号

の栄養士を置かないことができる。 

一 医師 一人以上 

二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増す

① 条例第 149 条第 2 項の適用を受ける特別養護老人ホームとは、

入所者に利用されていない居室又はベッドを利用して指定短期入

所生活介護を行う特別養護老人ホームを意味するものである。 

② 併設事業所については、 

イ 条例第 149 条第 4 項の「特別養護老人ホーム等と一体的に運

営が行われる」とは、併設本体施設の事業に支障が生じない場

合で、かつ、夜間における介護体制を含めて指定短期入所生活

介護を提供できる場合である。 

ロ 医師、栄養士及び機能訓練指導員については、併設本体施設

に配置されている場合であって当該施設の事業に支障を来さな

い場合は兼務させて差し支えない。 

ハ 生活相談員、介護職員及び看護職員の員数については、併設

されているのが特別養護老人ホームである場合には、特別養護

老人ホームとして確保すべき員数と指定短期入所生活介護事業

所として確保すべき員数の合計を、特別養護老人ホームの入所

者と併設事業所の利用者の数とを合算した数について常勤換算

方法により必要とされる従業者の数とするものである。例えば、

入所者 50 人、利用者 10 人の場合の看護・介護職員の員数は、

50÷3＝17（端数切り上げ）と 10÷3＝4（端数切り上げ）の合計

で 21 人となるのではなく、（50＋10）÷3＝20 人となる。 

ニ また、併設されているのが特別養護老人ホームでない場合も、

従業者の員数の計算上、特別養護老人ホームの場合と同様の端

数の処理を行うことができるものとする。例えば、特定施設に

併設されている場合で、特定施設入居者生活介護の利用者が 110
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ごとに一以上 

三 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護

職員」という。） 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を

増すごとに一以上 

四 栄養士 一人以上 

五 機能訓練指導員 一人以上 

六 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に

応じた適当数 

２ 特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）

第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）であ

って、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指

定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期

入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業

者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合に

おける同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保

されるために必要な数とする。 

３ 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定

を受ける場合は、推定数による。 

４ 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福祉法第二十条の四に規

定する養護老人ホームをいう。以下同じ。）、病院、診療所、介護老人

保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設

入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けてい

る施設（以下「特別養護老人ホーム等」という。）に併設される指定短

期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に

人、短期入所生活介護の利用者が 20 人である場合の生活相談員

の員数は、110＋20＝130 人について計算するため、合計で 2 人

ということとなる。 

③ ユニット型指定短期入所生活介護事業所と指定短期入所生活介

護事業所（ユニット型指定短期入所生活介護事業所を除く。）が併

設され一体的に運営される場合、生活相談員の員数については、

ユニット型指定短期入所生活介護事業所として確保すべき員数と

指定短期入所生活介護事業所として確保すべき員数の合計を、そ

れぞれの事業所の利用者を合算した数について常勤換算方法によ

り必要とされる従業者の数とするものである。 

(2) 生活相談員（条例第 149 条第 1項第 2号） 

生活相談員については、青森市特別養護老人ホームの設備及び運

営に関する基準を定める条例（平成 25 年青森市条例第 5号）第 7条

第 2項に定める生活相談員に準ずるものとする。 

(3) 看護職員 

条例第149条第６項に規定する「密接な連携」とは、以下のいずれ

も満たしている場合のことをいう。 

① 病院等（病院、診療所又は訪問看護ステーション（併設事業所

にあっては、同項に規定する併設本体施設を含む。）をいう。②

及び③において同じ。）の看護職員が必要に応じて指定短期入所

生活介護事業所の利用者の健康状態の確認を行っていること。 

② 病院等において、指定短期入所生活介護事業所へ駆けつけるこ

とができる体制や適切な指示ができる連絡体制などが確保されて

いること。また、指定短期入所生活介護事業所において、病院等
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運営が行われるもの（以下「併設事業所」という。）については、老人

福祉法、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）又は法に規定する特別

養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号

に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。 

５ 第一項第二号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならな

い。また、同項第三号の介護職員又は看護職員のうち一人以上は、常勤

でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所

の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤

で配置しないことができる。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、第一項第三号の看護職員を配置しな

かった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、

病院、診療所又は指定訪問看護ステーション（併設事業所にあっては、

当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この章において

「併設本体施設」という。）を含む。）との密接な連携により看護職員

を確保することとする。 

７ 第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の

減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入

所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

８ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予

防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百三十一条

第一項から第七項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

からの適切な指示等を受けることができる体制が確保されている

こと。 

③ 病院等及び指定短期入所生活介護事業所において、指定短期入

所生活介護事業所と連携を行う看護職員が十分な休憩時間を確保

できるよう徹底していること。 

(4) 機能訓練指導員（条例第149条第7項） 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行

う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅ

う師の資格を有する者(はり師及びきゅう師については、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マ

ッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で

６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)とする。

ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行

う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼

務して行っても差し支えない。 

(5) 栄養士 

条例第 149 条第 1 項ただし書に規定する「他の社会福祉施設等の

栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所

の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処

遇に支障がないとき」とは、隣接の他の社会福祉施設や病院等の栄

養士との兼務や地域の栄養指導員（健康増進法第 19 条第 1項に規定

する栄養指導員をいう。）との連携を図ることにより、適切な栄養管
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（平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正） 

（管理者） 

第百五十条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業

所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれ

がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事させ、

又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三節 設備に関する基準 

理が行われている場合である。 

(6) 管理者 

指定短期入所生活介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則

として専ら当該事業所の管理業務に従事するものである。ただし、

以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、

他の職務を兼ねることができるものとする。 

① 当該指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介護従業者と

しての職務に従事する場合 

② 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者

又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業

所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、

当該指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービス提供の場

面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一

元的な管理・指揮命令に支障を及ぼすおそれがないときに、当該

他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する

場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、

例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場

合や、併設される訪問系サービスの事業所のサービス提供を行う

従業者と兼務する場合（訪問系サービス事業所における勤務時間

が極めて限られている場合を除く。）、事故発生時等の緊急時にお

いて管理者自身が速やかに当該指定短期入所生活介護事業所に駆

け付けることができない体制となっている場合などは、一般的に

は管理業務に支障があると考えられる。） 

２ 設備に関する基準（条例第 151 条及び第 152 条） 
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（利用定員等） 

第百五十一条 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員を二十人以

上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。

ただし、第百四十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合

にあっては、この限りでない。 

２ 併設事業所の場合又は指定短期入所生活介護事業所（ユニット型指定

短期入所生活介護事業所（第百七十二条に規定するユニット型指定短期

入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。）を除く。）と

ユニット型指定短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営され

る場合であって、それらの利用定員の総数が二十人以上である場合にあ

っては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を二十人未満とす

ることができる。 

３ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予

防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百三十三条

第一項及び第二項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをも

って、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（設備及び備品等） 

第百五十二条 指定短期入所生活介護事業所の建物（利用者の日常生活の

ために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。）は、

耐火建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九号

の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければならない。

ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たす二階建又は平家建の指定短

(1) ユニット型指定短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介

護の事業（ユニット型指定短期入所生活介護の事業を除く。）との一

体的運営について 

ユニット型指定短期入所生活介護事業所と指定短期入所生活介護

事業所（ユニット型指定短期入所生活介護の事業を除く。）が併設さ

れ一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が 20

人以上である場合にあっては、その利用定員を 20 人未満であっても

よいものとして取扱うことができることとされたが、「併設され一体

的に運営される場合」とは、併設ユニット型指定短期入所生活介護

の事業に支障が生じない場合で、かつ、夜間における介護体制を含

めて指定短期入所生活介護を提供できる場合である。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 指定短期入所生活介護事業所の建物は、利用者が身体的、精神的

に障害を有する者であることに鑑み、利用者の日常生活のために使

用しない附属の建物を除き耐火建築物としなければならない。ただ

し、利用者の日常生活に充てられる居室、静養室、食堂、浴室及び

機能訓練室（以下「居室等」という。）を 2階以上の階及び地階のい

ずれにも設けていない建物については、準耐火建築物とすることが
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期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物（同条第九号の

三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）とすることができる。 

一 居室その他の利用者の日常生活に使用する場所（以下「居室等」と

いう。）が二階及び地階のいずれにも設けられていないこと。 

二 居室等が二階又は地階に設けられている場合であって、次に掲げる

要件の全てに該当すること。 

イ 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は

消防署長と相談の上、第百六十九条において準用する第百十一条第

一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するため

に必要な事項が定められていること。 

ロ 第百六十九条において準用する第百十一条第一項に規定する訓練

については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行

われること。 

ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地

域住民等との連携体制が整備されること。 

２ 前項に規定する基準の適用については、次の各号のいずれかに該当す

る木造かつ平家建の指定短期入所生活介護事業所の建物であって、市長

が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、

火災時における利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火

建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の

使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設

置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備

できる。また、居室等を 2 階又は地階に設ける場合であっても、基

準第 124 条第 1 項第 2 号に掲げる要件を満たし、火災に係る利用者

の安全性が確保されていると認められる場合には、準耐火建築物と

することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 条例第 152 条第 2項における「火災時における利用者の安全性が

確保されている」と認めるときは、次の点を考慮して判断する。 

① 同条第 2項各号の要件のうち、満たしていないものについても、

一定の配慮措置が講じられていること。 

② 日常における又は火災時の火災に係る安全性の確保が、利用者

が身体的、精神的に障害を有する者であることに鑑みてなされて

いること。 

③ 管理者及び防火管理者は、当該指定短期入所生活介護事業所の

建物の燃焼性に対する知識を有し、火災の際の危険性を十分認識
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により、円滑な消火活動が可能なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の

実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なもの

であること。 

３ 指定短期入所生活介護事業所は、次に掲げる設備が設けられていると

ともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及

び備品等が備えられていなければならない。ただし、他の社会福祉施設

等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期

入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の

入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者への居宅サービ

スの提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、居室、便所、洗面設備、

静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないこ

とができる。 

一 居室 

二 食堂 

三 機能訓練室 

四 浴室 

五 便所 

六 洗面設備 

七 医務室 

八 静養室 

九 面談室 

十 介護職員室 

するとともに、職員等に対して、火気の取扱いその他火災予防に

関する指導監督、防災意識の高揚に努めること。 

④ 定期的に行うこととされている避難等の訓練は、当該短期入所

生活介護事業所の建物の燃焼性を十分に勘案して行うこと。 

 

(4) 指定短期入所生活介護事業所の設備は、当該指定短期入所生活介

護の運営上及びサービス提供上当然設けなければならないものであ

るが、同一敷地内に他の社会福祉施設が設置されている場合等であ

って、当該施設の設備を利用することにより指定短期入所生活介護

事業所の効果的な運営が図られ、かつ、当該指定短期入所生活介護

事業所の利用者及び当該施設の入所者のサービス提供に支障がない

場合には、利用者が日常継続的に使用する設備以外の調理室等の設

備について、その一部を設けないことができる。なお、指定短期入

所生活介護事業者が利用する他の施設の当該設備については、本基

準に適合するものでなければならない。 

(5) 便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備

の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配

慮するものとする。 

(6) 指定短期入所生活介護事業所における廊下の幅は、利用者の身体

的、精神的特性及び非常災害時における迅速な避難、救出の確保を

考慮して定められたものである。なお、「中廊下」とは、廊下の両側

に居室、静養室等利用者の日常生活に直接使用する設備のある廊下

をいう。 

(7) 指定短期入所生活介護事業所に設置する傾斜路は、利用者の歩行
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十一 看護職員室 

十二 調理室 

十三 洗濯室又は洗濯場 

十四 汚物処理室 

十五 介護材料室 

４ 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事

業所及び併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業

所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障を

及ぼすおそれがないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備

（居室を除く。）を指定短期入所生活介護の事業の用に供することがで

きるものとする。 

５ 第百四十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合

にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、老人福祉法

に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有するもので

あることをもって足りるものとする。 

６ 第三項第一号から第六号まで、第十二号、第十四号の設備の基準は、

次の各号に掲げる設備の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。 

一 居室 次に掲げる基準 

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。 

ロ 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とする

こと。 

ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮

されていること。 

二 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準 

及び輸送車、車椅子等の昇降並びに災害発生時の避難、救出に支障

がないようその傾斜はゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりにく

い材料で仕上げるものとする。 

(8) 調理室には、食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を

清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けるものとす

る。 

(9) 汚物処理室は、他の設備と区別された一定のスペースを有すれば

足りるものである。 

(10) 焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合に

は、居室、静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設ける

ものとする。 

(11) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備（条例第 152 条

第 7 項第 4 号）については、指定通所介護に係る条例第 103 条第 1

項と同趣旨であるため、第 3の六の 2の(3)を参照すること。 

(12) 経過措置（条例附則第 3条） 

この条例の施行の際現に存する老人短期入所事業を行っている施

設又は老人短期入所施設（基本的な設備が完成されているものを含

み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分

を除く。）については、設備基準のうち一の居室の定員に関する基準

（4 人以下）、利用者 1 人当たりの床面積に関する基準（10.65 平方

メートル以上）、食堂及び機能訓練室の面積に関する基準（3 平方メ

ートルに利用定員を乗じて得た面積以上）並びに構造設備の基準（廊

下の幅の基準、常夜灯の設置、傾斜路の設置等）を適用しないもの

である。 
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イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものである

こととし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じ

て得た面積以上であること。 

ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはそ

の提供に支障を及ぼすおそれがない広さを確保でき、かつ、機能訓

練を行う際にはその実施に支障を及ぼすおそれがない広さを確保で

きる場合にあっては、同一の場所であることができるものであるこ

と。 

三 浴室 要介護者の入浴に適したものであること。 

四 便所 要介護者の使用に適したものであること。 

五 洗面設備 要介護者の使用に適したものであること。 

六 調理室 食器及び調理器具等を消毒する設備並びに食器及び食品等

を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠
そ

の設備を設けること。 

七 汚物処理室 他の施設と区別された一定の広さを有すること。 

７ 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設

備の基準は、次のとおりとする。 

一 廊下の幅は、一・八メートル以上（中廊下にあっては二・七メート

ル以上）であること。 

二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯が設けられていること。 

三 階段の傾斜が緩やかであること。 

四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられているこ

と。 

五 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が二階以上の階にある場

合（エレベーターが設けられている場合を除く。）は、一以上の傾斜
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路が設けられていること。 

８ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予

防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百三十四条

第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（令和三条例九・一部改正） 

第四節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第百五十三条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の

提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第百

六十五条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務体

制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等に

ついて利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 第十条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による文書の交付

について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 運営に関する基準 

(1) 内容及び手続の説明及び同意 

条例第 153 条は、指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し

適切な指定短期入所生活介護を提供するため、その提供の開始に際

し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定短期入

所生活介護事業所の運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤

務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの

第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施

した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者がサー

ビスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明

書やパンフレット等（当該指定短期入所生活介護事業者が、他の介

護保険に関する事業を併せて実施している場合、当該パンフレット

等について、一体的に作成することは差し支えないものとする。）の

文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定短期入

所生活介護の提供を受けること（サービスの内容及び利用期間等を

含む）につき同意を得なければならないこととしたものである。な
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（指定短期入所生活介護の開始及び終了） 

第百五十四条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況によ

り、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利

用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に

居宅において日常生活を営むのに支障を及ぼすおそれがある者を対象

に、指定短期入所生活介護を提供するものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者等との密接な連

携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで

利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう

必要な援助に努めなければならない。 

（平成三〇条例一一・一部改正） 

（利用料等の受領） 

第百五十五条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに

該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用

料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費

用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サ

ービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない

指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用

料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額と

の間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

お、当該同意については、利用者及び指定短期入所生活介護事業者

双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいもので

ある。 

(2) 指定短期入所生活介護の開始及び終了 

条例第 154 条第 2 項は、利用者が指定短期入所生活介護の利用後

においても、利用前と同様のサービスを受けられるよう、指定短期

入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービ

ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期

入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的

に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助

に努めなげればならないこととしたものである。 

 

 

 

(3) 利用料等の受領 

① 条例第 155 条第 1 項及び第 2 項の規定は、指定訪問介護に係る

第 22 条第 1項及び第 2項の規定と同趣旨であるため、第 3の一の

3の(11)の①及び②を参照すること。 

② 同条第 3 項は、指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所

生活介護の提供に関して、 

イ 食事の提供に要する費用（法第 51 条の 2 第 1 項又は法第 61

条の 2 第 1 項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者

に支給された場合は、法第 51 条の 2第 2項第 1号に規定する食

費の基準費用額（法第 51 条の 2第 4項の規定により当該特定入



 184 

３ 指定短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次

に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

一 食事の提供に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定により特

定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第

一号に規定する食費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定

入所者介護サービス費が当該利用者に代わり当該指定短期入所生活介

護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負

担限度額）を限度とする。） 

二 滞在に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定により特定入所

者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に

規定する居住費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所

者介護サービス費が当該利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事

業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担

限度額）を限度とする。） 

三 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の

提供を行ったことに伴い必要となる費用 

四 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の

提供を行ったことに伴い必要となる費用 

五 送迎に要する費用（厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

六 理美容代 

七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用

であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が

所者介護サービス費等が利用者に代わり当該指定短期入所生活

介護事業者に支払われた場合は、法第 51 条の 2第 2項第 1号に

規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

ロ 滞在に要する費用（法第 51 条の 2第 1項の規定により特定入

所者介護サービス費等が利用者に支給された場合は、法第 51 条

の 2第 2項第 2号に規定する居住費の基準費用額（法第 51 条の

2第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費等が利用者

に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合

は、法第 51条の 2第 2項第 2号に規定する居住費の負担限度額）

を限度とする。） 

ハ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な

居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

ニ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な

食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

ホ 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

へ 理美容代 

ト 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において

提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるも

のに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と

認められるものについては、前 2 項の利用料のほかに利用者か

ら支払を受けることができることとし、保険給付の対象となっ

ているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費

用の支払を受けることは認めないこととしたものである。なお、

イからニまでの費用については、指針及び厚生労働大臣の定め
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定めるところによるものとする。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、第三項の費用を伴うサービスの提供

に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービス

の内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得

なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲

げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

（指定短期入所生活介護の取扱方針） 

第百五十六条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽

減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等当該利用者の心身の状

況を踏まえて、日常生活に必要な援助を適切に行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利

用者については、次条第一項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、

漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならな

い。 

３ 短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たって

は、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方

法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当た

る利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等（平成

12 年厚生省告示第 123 号。以下「特別な居室等の基準等」とい

う。）の定めるところによるものとし、トの費用の具体的な範囲

については、「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱

いについて」（平成 12 年 3 月 30 日老企第 54 号）によるものと

する。 

③ 同条第 5 項は、指定短期入所生活介護事業者は、同条第 3 項の

費用の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその

家族に対して、その額等を記載した書類を交付して、説明を行い、

利用者の同意を得なければならないこととしたものである。また、

同項第 1 号から第 4 号までの利用料に係る同意については、文書

によって得なければならないこととしたものである。 

(4) 指定短期入所生活介護の取扱方針 

① 条例第 156 条第 2項で定める「相当期間以上」とは、おおむね 4

日以上連続して利用する場合を指すこととするが、4日未満の利用

者にあっても、利用者を担当する居宅介護支援事業者等と連携を

とること等により、利用者の心身の状況等を踏まえて、他の短期

入所生活介護計画を作成した利用者に準じて、必要な介護及び機

能訓練等の援助を行うものとする。 

② 同条第 3 項で定めるサービス提供方法等とは、短期入所生活介

護計画の目標及び内容や利用期間内の行事及び日課等も含むもの

である。 

③ 同条第 4 項及び第 5 項は、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘
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っては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合は、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録しなければならない。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を三月に一回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周

知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。 

７ 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活

介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

８ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所の従業

者が前各項の方針に従い、適切に指定短期入所生活介護を提供するよう、

当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を

行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の入所者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこ

ととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及

び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれ

らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具

体的な内容について記録しておくことが必要である。 

なお、条例第 168 条第 2項の規定に基づき、当該記録は、２年

間保存しなければならない。 

④ 同条第 6 項第 1 号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会」（以下「身体的拘束等適正化検討委員会」という。）

とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であ

り、委員会の構成メンバーは、事業所の管理者及び従業者より構

成する場合のほか、これらの職員に加えて、第三者や専門家を活

用した構成とすることが望ましく、その方策として、精神科専門

医等の専門医の活用等も考えられる。また、関係する職種、取り

扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置し

ている場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支え

ない。 

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委

員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム
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の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

指定短期入所生活介護事業者が、報告、改善のための方策を定

め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、施設

全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、

決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意するこ

とが必要である。 

    具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにそ

の状況、背景等を記録するとともに、イの様式に従い、身体的

拘束等について報告すること。 

ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告され

た事例を集計し、分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を

分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該

事例の適正性と適正化策を検討すること。  

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

へ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

⑤ 指定短期入所生活介護事業者が整備する「身体的拘束等の適正

化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関す

る事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 
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（短期入所生活介護計画の作成） 

第百五十七条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上に

わたり継続して入所することが予定される利用者については、当該利用

者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、指定短期入所

生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの当該利用者が利用する

サービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、

サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等

を記載した短期入所生活介護計画を作成しなければならない。 

ニ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策

に関する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

ヘ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

⑥ 介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のた

めの研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等

の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定短期入所生活

介護事業者における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとす

る。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定短期入

所生活介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定

期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には

必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。

研修の実施は、職員研修事業所内での研修で差し支えない。 

(5) 短期入所生活介護計画の作成 

① 条例第 157 条で定める短期入所生活介護計画については、介護

の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供に

ついて豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせ

るものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がい

る場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ま

しいものである。 

② 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成され
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２ 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場

合は、当該計画の内容に沿って作成されなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作

成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、

当該利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作

成した際には、当該短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（介護） 

第百五十八条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援

と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければな

らない。 

なければならない。 

なお、短期入所生活介護計画を作成後に居宅サービス計画が作

成された場合は、当該短期入所生活介護計画が居宅サービス計画

に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。 

③ 短期入所生活介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置

かれている環境を踏まえて作成されなければならないものであ

り、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保証するた

め、指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護

計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同

意を得なければならず、また、当該短期入所生活介護計画を利用

者に交付しなければならない。 

なお、交付した短期入所生活介護計画は、条例第 168 条第 2項

の規定に基づき、2年間保存しなければならない。 

④ 短期入所生活介護計画の作成に当たっては、居宅サービス計画

を考慮しつつ、利用者の希望を十分勘案し、利用者の日々の介護

状況に合わせて作成するものとする。 

⑤ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定通所介

護事業者については、第３の一の３の（14）の⑥を準用する。こ

の場合において、「訪問介護計画」とあるのは「短期入所生活介護

計画」と読み替える。  

(6) 介護 

① 条例第 158 条で定める介護サービスの提供に当たっては、利用

者の人格に十分配慮し、在宅生活へ復帰することを念頭において

行うことが基本であり、そのためには、利用者の家庭環境等を十
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２ 指定短期入所生活介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法によ

り、利用者を入浴させ、又は清拭
しき

しなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、排せつ

の自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者

のおむつを適切に取り替えなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者

に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなけ

ればならない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従

事させなければならない。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、当該利用者の

負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による

介護を受けさせてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分踏まえて、自立している機能の低下が起きないようにするとと

もに残存機能の維持向上が図られるよう、適切な技術をもって介

護サービスを提供し、又は必要な支援を行うものとすること。 

② 入浴は、利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、適切な方

法により実施するものとする。なお、入浴の実施に当たっては、

事前に健康管理を行い、入浴することが困難な場合は、清拭を実

施するなど利用者の清潔保持に努めるものとする。 

③ 排せつの介護に当たっては、利用者の心身の状況や排せつ状況

などをもとに、自立支援の観点から、トイレ誘導や排せつ介助等

について適切な方法により実施すること。 

④ 利用者がおむつを使用せざるを得ない場合には、その心身及び

活動の状況に適したおむつを提供するとともに、おむつ交換は、

頻繁に行えばよいということではなく、利用者の排せつ状況を踏

まえて実施するものとする。 

⑤ 同条第 5 項は、短期間の入所ではあるが、生活にメリハリをつ

け、生活面での積極性を向上させる観点から、1日の生活の流れに

沿って、離床、着替え、整容など利用者の心身の状況に応じた日

常生活上の世話を適切に行うべきことを定めたものである。 

⑥ 同条第 6 項の「常時 1 人以上の介護職員を介護に従事させ」る

とは、夜間を含めて適切な介護を提供できるように介護職員の勤

務体制を定めておかなければならないことを規定したものであ

る。 

なお、介護サービスの提供に当たっては、提供内容に応じて、

職員体制を適切に組むものとする。 
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（食事） 

第百五十九条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身

の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならな

い。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂

で食事を行うことを支援しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 食事 

① 食事の提供について 

利用者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の利用者の栄養

状態に応じた栄養管理を行うように努めるとともに、摂食・嚥下

機能その他の利用者の身体の状況や、食形態、嗜好等にも配慮し

た適切な栄養量及び内容とすること。 

また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂

で行われるよう努めなければならないこと。 

② 調理について 

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、そ

の実施状況を明らかにしておくこと。 

③ 適時の食事の提供について 

食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後 6 時以降とするこ

とが望ましいが、早くても午後 5時以降とすること。 

④ 食事の提供に関する業務の委託について 

食事の提供に関する業務は指定短期入所生活介護事業者自らが

行うことが望ましいが、栄養管理、調理管理、材料管理、施設等

管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について事業者自らが

行う等、当該事業者の管理者が業務遂行上必要な注意を果たし得

るような体制と契約内容により、食事サービスの質が確保される

場合には、当該事業者の最終的責任の下で第三者に委託すること

ができること。 

⑤ 居室関係部門と食事関係部門との連携について 

食事提供については、利用者の嚥下や咀
そ

嚼
しゃく

の状況、食欲など心
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（機能訓練） 

第百六十条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏

まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持

のための機能訓練を行わなければならない。 

 

（健康管理） 

第百六十一条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に

利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置

をとらなければならない。 

（相談及び援助） 

第百六十二条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、

置かれている環境等の的確な把握に努め、当該利用者又はその家族に対

し、相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の援助を行わなけ

ればならない。 

（その他のサービスの提供） 

第百六十三条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備える

身の状態等を当該利用者の食事に的確に反映させるために、居室

関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられていることが必要

であること。 

⑥ 栄養食事相談 

利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があること。 

⑦ 食事内容の検討について 

食事内容については、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議

において検討が加えられなければならないこと。 

(8) 機能訓練 

条例第 160 条に定める機能訓練は、利用者の家庭環境等を十分に

踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて提供しなけ

ればならない。なお、日常生活及びレクリエーション、行事の実施

等に当たっても、その効果を配慮するものとする。 

(9) 健康管理 

条例第 161 条第 1 項は、健康管理が、医師及び看護職員の業務で

あることを明確にしたものである。 

 

(10) 相談及び援助 

条例第 162 条に定める相談及び援助は、常時必要な相談及び援助

を行い得る体制をとることにより、積極的に利用者の在宅生活の向

上を図ることを趣旨とするものである。 

 

(11) その他のサービスの提供 

条例第 163 条に定めるレクリエーション行事は、(8)の趣旨を踏ま
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ほか、必要に応じ、利用者のためのレクリエーション行事等を行わなけ

ればならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者とその家族との連携を図

るよう努めなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第百六十四条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の

提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な

場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業

者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

（運営規程） 

第百六十五条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」とい

う。）を定め、これを当該指定短期入所生活介護事業所の従業者及び利

用者に周知しなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

えて行うものとする。 

 

 

 

(12) 緊急時等の対応 

条例第 164 条は、短期入所生活介護従業者が現に指定短期入所生

活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合

その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基

づき速やかに主治医又はあらかじめ当該指定短期入所生活介護事業

者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけ

ればならないこととしたものであるが、協力医療機関については、

次の点に留意するものとする。 

① 協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短

期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものであ

ること。 

② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との

間であらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。 

(13) 運営規程 

条例第 165 条は、指定短期入所生活介護の事業の適正な運営及び

利用者に対する適切な指定短期入所生活介護の提供を確保するた

め、同条第 1号から第 10 号までに掲げる事項を内容とする規程を定

め、これを当該指定短期入所生活介護事業所の従業者及び利用者に

周知しなければならないことを指定短期入所生活介護事業所ごとに

義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。 



 194 

三 利用定員（第百四十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホーム

である場合を除く。） 

四 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

五 通常の送迎の実施地域 

六 サービス利用に当たっての留意事項 

七 緊急時等における対応方法 

八 非常災害対策 

九 虐待の防止のための措置に関する事項 

十 その他事業の運営に関する重要事項 

（令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 利用定員（第 3号） 

利用定員は、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室のベッ

ド数と同数とすること。 

② 指定短期入所生活介護の内容（第 4号） 

「指定短期入所生活介護の内容」については、送迎の有無も含

めたサービスの内容を指すものであること（条例第 202 条第 3 号

についても同趣旨）。 

③ 通常の送迎の実施地域（第 5号） 

通常の送迎の実施地域は、客観的にその区域が特定されるもの

とすること。なお、通常の送迎の実施地域は、送迎に係る費用の

徴収等の目安であり、当該地域以外の地域に居住する被保険者に

対して送迎が行われることを妨げるものではないものであること

（条例第 202 条第 4号についても同趣旨）。 

④ サービス利用に当たっての留意事項（第 6号） 

利用者が指定短期入所生活介護の提供を受ける際の、利用者側

が留意すべき事項（入所生活上のルール、設備の利用上の留意事

項等）を指すものであること（条例第 202 条第 5 号及び第 233 条

第 6号についても同趣旨）。 

⑤ その他運営に関する重要事項（第 10 号） 

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続について定め

ておくことが望ましい。 

(14) 業務継続計画の策定等 

条例第169条の規定により指定短期入所生活介護の事業について
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（定員の遵守） 

第百六十六条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上

の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。た

だし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りで

ない。 

一 第百四十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定

短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所

定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

二 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定

員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業

所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必

要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない

指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利

用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前

項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定短期入所生活介

護を行うことができるものとする。 

（平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・一部改正） 

 

 

 

 

準用される条例第33条の２の規定については、通所介護と同様であ

るので、第３の六の３の(6)を参照すること。 

(15) 定員の遵守 

指定短期入所生活介護事業者は、災害、虐待その他のやむを得な

い事情がある場合には、指定短期入所生活介護事業所の利用定員を

超えて指定短期入所生活介護を行うことができることとしている

が、利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支

援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受け

ることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画に位置付けられ

ていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用

者及び他の利用者の処遇に支障がないと認められる場合において

も、利用者数を超えて指定短期入所生活介護を行うことが認められ

るものである。 

この場合、居室以外の静養室において指定短期入所生活介護を行

うとしているが、あくまでも、緊急の必要がある場合にのみ認めら

れるものであり、当該利用者に対する指定短期入所生活介護の提供

は７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得

ない事情がある場合は 14 日）を限度に行うものとする。 

なお、指定短期入所生活介護事業所の利用定員を超えて受け入れ

ることができる利用者数は、利用定員が 40人未満である場合は１人、

利用定員が 40 人以上である場合は２人まで認められるものであり、

定員超過利用による減算の対象とはならない。 

(16) 衛生管理等 

条例第169条の規定により指定短期入所生活介護の事業について
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（地域等との連携） 

第百六十七条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住

民等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会の設置） 

第百六十七条の二 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生

活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の

生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定短期入所生活介

護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければな

らない。 

（令和六条例九・追加） 

 

 

 

準用される条例第112条の規定については、通所介護と同様であるの

で、第３の六の３の(8)を参照すること。 

(17) 地域等との連携 

条例第 167 条は、指定短期入所生活介護の事業が地域に開かれた

事業として行われるよう、指定短期入所生活介護事業者は、地域の

住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交

流に努めなければならないこととしたものである。 

(18) 虐待の防止 

条例第 169 条の規定により指定短期入所生活介護の事業について

準用される条例第 41 条の２の規定については、訪問介護と同様であ

るので、第３の一の３の(31)を参照すること。 

(19) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減に資する方策を検討するための委員会の開催 

条例第 167 条の2は、介護現場の生産性向上の取組を促進する観

点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況

に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しなが

ら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会の設置及び開催について規定し

たものである。なお、本条の適用に当たっては、青森市養護老人ホ

ームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する

等の条例（令和６年３月青森市条例第９号。以下「令和６年改正条

例」という。）附則第４条において、３年間の経過措置を設けており、

令和９年３月３１日までの間は、努力義務とされている。 
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本委員会は、生産性向上の取組を促進する観点から、管理者やケ

ア等を行う職種を含む幅広い職種により構成することが望ましく、

各事業所の状況に応じ、必要な構成メンバーを検討すること。なお、

生産性向上の取組に関する外部の専門家を活用することも差し支え

ないものであること。 

また、本委員会は、定期的に開催することが必要であるが、開催

する頻度については、本委員会の開催が形骸化することがないよう

留意した上で、各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度を決める

ことが望ましい。 

あわせて、本委員会の開催に当たっては、厚生労働省老健局高齢

者支援課「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドラ

イン」等を参考に取組を進めることが望ましい。また、本委員会は

テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとし、この際、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、事務負担軽減の観点等から、本委員会は、他に事業運  営

に関する会議（事故発生の防止のための委員会等）を開催している

場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。本

委員会は事業所毎に実施が求められるものであるが、他のサービス

事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、委員会の

名称について、法令では「利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」と

規定されたところであるが、他方、従来から生産性向上の取組を進
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（記録の整備） 

第百六十八条 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び

会計に関する記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介

護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保

存しなければならない。 

一 第百五十七条第一項の短期入所生活介護計画 

二 次条において準用する第二十一条第二項の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

三 第百五十六条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

四 次条において準用する第二十八条の規定による保険者市町村への通

知に係る記録 

五 次条において準用する第三十九条第二項の規定による苦情の内容等

の記録 

六 次条において準用する第四十一条第二項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

３ 前二項の規定によるもののほか、指定短期入所生活介護事業者は、居

宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日か

めている事業所においては、法令とは異なる名称の生産性向上の取

組を進めるための委員会を設置し、開催している場合もあるところ、

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策が適切に検討される限りにおいては、法令とは異なる委

員会の名称を用いても差し支えない。 

(20) 記録の整備 

条例第168条第2項は、指定短期入所生活介護事業者が同項各号に

規定する記録を整備し、２年間保存しなければならないこととした

ものである。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契

約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立

等）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 
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ら五年間保存しなければならない。 

（令和六条例九・一部改正） 

（準用） 

第百六十九条 第十一条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第二十

一条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条から第三

十七条まで、第三十八条から第四十二条（第四十条第二項を除く。）ま

で、第五十七条、第百九条、第百十一条及び第百十二条は、指定短期入

所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十三条の

二第二項、第三十五条第一項並びに第四十一条の二第一号及び第三号中

「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百九条

第三項及び第四項並びに第百十二条第二項第一号及び第三号中「通所介

護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものと

する。 

（平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) 準用 

条例第169条の規定により、条例11条から第15条まで、第17条、第

18条、第21条、第23条、第28条、第33条の2、第35条から第37条まで、

第38条から第42条まで（第40条第２項を除く。）、第57条、第109条、

第111条及び第112条は、指定短期入所生活介護の事業について準用

されるものであるため、第３の一の３の(3)から(7)まで、(10)、(12)、

(15)、(24)、(25)、(27)から(30)まで（(29)の②を除く。）及び(32)、

第3の二の3の(4)並びに第3の六の3の(5)、(6)及び(7)を参照するこ

と。この場合において、準用される条例第109条については、 

イ 指定短期入所生活介護事業所ごとに、短期入所生活介護従業

者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、

機能訓練指導員との兼務関係等を勤務表上明確にし、人員に関

する基準が満たされていることを明らかにする必要があるもの

であること。併設の指定短期入所生活介護事業所については、

本体施設の従業者と併せて勤務表を作成するものとすること。

空きベッドを利用して指定短期入所生活介護の事業を行う特別

養護老人ホームにあっては、当該特別養護老人ホームの従業者

について勤務表が作成されていればよいものであること。 

    ロ 職員の職務体制を定めるもののうち、介護職員の勤務形態に

ついては、指定短期入所生活介護が短期間の利用とはいえ、そ

のサービスの内容は、指定介護老人福祉施設である特別養護老

人ホームと基本的に同様であることから、「社会福祉施設におけ
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第五節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並び

に設備及び運営に関する基準 

第一款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

る防火安全対策の強化について（昭和 62 年 9月 18 日社施第 107

号）」に定める特別養護老人ホームの夜間における勤務形態の取

り扱いに準じてその体制を確保すること。 

      また、夜間の介護職員数については、介護老人福祉施設にお

ける配置を参考に適切に配置すること。ただし、併設事業所及

び条例第 149 条第 2 項の適用を受ける特別養護老人ホームにつ

いては、本体の事業所等と一体でその取り扱いを行って差し支

えないこと。 

    ハ 指定短期入所生活介護事業所の夜間の安全、防災上の管理の

観点から、介護職員のほかに宿直員を配置することが望ましい

こと。ただし、併設事業所及び条例第 149 条第 2 項の適用を受

ける特別養護老人ホームについては、本体の事業所等と一体で

その取り扱いを行って差し支えないこと。 

に留意するものとする。 

なお、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の

提供に係る基準等（平成 12 年厚生省告示第 123 号）のハの(2)及び

居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針

一のハに規定するウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、準用さ

れる条例第 35条に関する第３の一の３の(24)の①に準ずるものとす

る。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護の事業 

(1) 第 5 節の趣旨 

「ユニット型」の指定短期入所生活介護の事業は、居宅に近い居

住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行
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第百七十条 第一節、第三節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指

定短期入所生活介護の事業（指定短期入所生活介護の事業であって、そ

の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活

室（当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をい

う。以下この章において同じ。）により一体的に構成される場所（以下

この章において「ユニット」という。）ごとに利用者の日常生活が営ま

れ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。）の基本方針

並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところに

よる。 

 

（基本方針） 

第百七十一条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業は、利用者一人一

人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活

が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が

相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援すること

により、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精

神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第二款 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第百七十二条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者（以下「ユ

ニット型指定短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。）の建

物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐

火建築物でなければならない。ただし、次に掲げる要件のいずれかを満

うこと、すなわち、生活単位と介護単位とを一致させたケアである

ユニットケアを行うことに特徴があり、これまで「居住福祉型」と

称してきたものを、その特徴をよりわかりやすく表す観点から改め

たものである。 

こうしたユニット型指定短期入所生活介護の事業に・おけるケア

は、これまでの指定短期入所生活介護の事業におけるケアと大きく

異なることから、その基本方針並びに設備及び運営に関する基準に

ついては、第 1 節、第 3 節及び第 4 節ではなく、第 5 節に定めると

ころによるものである。なお、人員に関する基準については、第 2

節に定めるところによるので、留意すること。 

(2) 基本方針 

条例第 171 条は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業がユニ

ットケアを行うものであることを規定したものである。 

その具体的な内容に関しては、条例第 175 条以下に、指定短期入

所生活介護の取扱方針、介護、食事など、それぞれについて明らか

にしている。 

 

 

(3) 設備の基準（条例第 172 条） 

① ユニットケアを行うためには、利用者の自律的な生活を保障す

る居室（個室）と、少人数の家庭的な雰囲気の中で生活できる共

同生活室（居宅での居間に相当する部屋）が不可欠であることか

ら、ユニット型指定短期入所生活介護事業所は、事業所全体を、

こうした居室と共同生活室によって一体的に構成される場所（ユ



 202 

たす二階建又は平家建のユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物

にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

一 居室等が二階及び地階のいずれにも設けられていないこと。 

二 居室等が二階又は地階に設けられている場合であって、次に掲げる

要件に該当すること。 

イ 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する

消防長又は消防署長と相談の上、第百八十二条において準用する第

百六十九条において準用する第百十一条第一項に規定する計画に利

用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項が定められ

ていること。 

ロ 第百八十二条において準用する第百六十九条において準用する第

百十一条第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に

従い、昼間及び夜間において行われること。 

ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地

域住民等との連携体制が整備されること。 

２ 前項に規定する基準の適用については、次の各号のいずれかに該当す

る木造かつ平家建のユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物であ

って、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意

見を聴いて、火災時における利用者の安全性が確保されていると認めた

ときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の

使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設

置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備

ニット）を単位として構成し、運営しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 条例第 172 条第 2項は、指定短期入所生活介護に係る条例第 152

条第 2項と同趣旨であるため、第 3の八の 2の（2）を参照するこ

と。 
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により、円滑な消火活動が可能なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の

実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なもの

であること。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業所は、次に掲げる設備が設けら

れているとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその

他の設備及び備品等が備えられていなければならない。ただし、他の社

会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当

該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、

当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介

護事業所の利用者へのサービスの提供に支障を及ぼすおそれがない場合

は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。 

一 ユニット 

二 浴室 

三 医務室 

四 調理室 

五 洗濯室又は洗濯場 

六 汚物処理室 

七 介護材料室 

４ 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護

事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われる

もの（以下「併設ユニット型事業所」という。）にあっては、前項の規

定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事

 

 

 

 

 

③ 同条第 3 項第一号に掲げている「ユニット」は、居室及び共同

生活室のほか、洗面設備及び便所を含むものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 利用者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生活

を楽しむことができるよう、他のユニットの利用者と交流したり、

多数の利用者が集まったりすることのできる場所を設けることが

望ましい。 
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業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この節において「ユニット

型事業所併設本体施設」という。）の効率的運営が可能であり、かつ、

当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体

施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障を及ぼすおそ

れがないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げ

る設備（ユニットを除く。）をユニット型指定短期入所生活介護の事業

の用に供することができるものとする。 

５ 第百四十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホ

ーム（青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成二十五年青森市条例第五号）第三十四条に規定するユニット

型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）の場合にあっては、第三項

及び第七項第一号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホーム

として必要とされる設備を有するものであることをもって足りるものと

する。 

６ 第三項第一号、第二号、第四号及び第六号の設備の基準は、次に掲げ

る設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

一 ユニット 次のイからニまでに掲げる設備に応じ、それぞれイから

ニまでに定める基準 

イ 居室 次の（１）から（４）までに掲げる基準 

（１） 一の居室の定員は、一人とすること（利用者への指定短期

入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすること

ができるものであること。）。 

（２） 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニ

ットの共同生活室に近接して一体的に設けられていること。ただ

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ユニット（第 6項第 1号） 

ユニットは、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に

近い日常の生活の中でケアを行うというユニットケアの特徴を踏

まえたものでなければならない。 

⑥ 居室（第 1号イ） 

イ 前記①のとおりユニットケアには個室が不可欠なことから、

居室の定員は 1 人とする。ただし、夫婦で居室を利用する場合

などサービスの提供上必要と認められる場合は、 2 人部屋とす

ることができる。 

ロ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ
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し、一のユニットの利用定員（当該ユニット型指定短期入所生活

介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提

供を受けることができる利用者（当該ユニット型指定短期入所生

活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者

（指定介護予防サービス等基準条例第百五十五条第一項に規定す

るユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下

同じ。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生

活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業

（指定介護予防サービス等基準条例第百五十三条に規定するユニ

ット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。）

とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあって

は、ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指定介護予

防短期入所生活介護の利用者。第百八十一条において同じ。）の

数の上限をいう。以下この節において同じ。）は、原則としてお

おむね十人以下とし、十五人を超えないものとすること。 

（３） 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上

であること。 

（４） 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十

分考慮されていること。 

ロ 共同生活室 次の（１）から（３）までに掲げる基準 

（１） いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利

用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわし

い形状を有するものであること。 

（２） 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生

トの共同生活室に近接して一体的に設けなければならない。 

この場合、「当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設

け」られる居室とは、次の 3つをいう。 

ａ 当該共同生活室に隣接している居室 

ｂ 当該共同生活室に隣接してはいないが、ａの居室と隣接し

ている居室 

ｃ その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている

居室（他の共同生活室のａ及びｂに該当する居室を除く。） 

ハ ユニットの利用定員 

ユニット型指定短期入所生活介護事業所は、各ユニットにお

いて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営

むことを支援するものであることから、１のユニットの利用定

員は、おおむね 10 人以下とすることを原則とする。   

ただし、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築

き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障がないと

認められる場合には、利用定員が 15人までのユニットも認める。 

ニ ユニットの利用定員に関する既存事業所の特例 

平成 15 年 4月 1日に現に存する指定短期入所生活介護事業所

（建築中のものを含む。）が同日において現にユニットを有して

いる（建築中のものを含む。）場合は、当該ユニットについては、

前記ハは適用しない。ただし、当該ユニットが改築されたとき

は、この限りでない。 

ホ 居室の床面積等 

ユニット型指定短期入所生活介護事業所では、居宅に近い居
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活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準と

して算出した面積以上であること。 

（３） 必要な設備及び備品が備えられていること。 

ハ 洗面設備 次の（１）及び（２）に掲げる基準 

（１） 各居室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられて

いること。 

（２） 要介護者の使用に適したものであること。 

ニ 便所 次の（１）及び（２）に掲げる基準 

（１） 各居室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられて

いること。 

（２） 要介護者の使用に適したものであること。 

二 浴室 要介護者の入浴に適したものであること。 

三 調理室 食器及び調理器具等を消毒する設備並びに食器及び食品等

を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠
そ

の設備を設けること。 

四 汚物処理室 他の施設と区別された一定の広さを有すること。 

７ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業

所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 

一 廊下の幅は、一・八メートル以上（中廊下にあっては、二・七メー

トル以上）であること。 

二 前号の規定にかかわらず、廊下の一部の幅が拡張されることにより、

利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、

同号に規定する基準によらないことができるものであること。 

三 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯が設けられてい

ること。 

住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケア

を行うため、居室は次のいずれかに分類される。 

   ａ ユニット型個室 

床面積は、10.65 平方メートル以上（居室内に洗面設備が設

けられているときはその面積を含み、居室内に便所が設けら

れているときはその面積を除く。）とすること。 

ｂ ユニット型個室的多床室（経過措置） 

令和３年４月１日に現に存するユニット型指定短期入所生

活介護事業所（基本的な設備が完成しているものを含み、令

和３年４月１日以降に増築され、又は全面的に改築された部

分を除く。）において、ユニットに属さない居室を改修してユ

ニットが造られている場合であり、床面積が、10.65 平方メ

ートル以上（居室内に洗面設備が設けられているときはその

面積を含み、居室内に便所が設けられているときはその面積

を除く。）であるもの。この場合にあっては、入居者同士の視

線が遮断され、入居者のプライバシーが十分に確保されてい

れば、天井と壁との間に一定の隙間が生じていても差し支え

ない。 

壁については、家具等のように可動のもので室内を区分し

ただけのものは認められず、可動でないものであって、プラ

イバシーの確保のために適切な素材であることが必要であ

る。 

居室であるためには、一定程度以上の大きさの窓が必要で

あることから、多床室を仕切って窓のない居室を設けたとし
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四 階段の傾斜が緩やかであること。 

五 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられているこ

と。 

六 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合（エレベーターが設け

られている場合を除く。）は、一以上の傾斜路が設けられていること。 

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短

期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期

入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業

とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準条例第百五十五条第一項から第七項までに規

定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。 

（令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ても個室的多床室としては認められない。 

また、居室への入口が、複数の居室で共同であったり、カ

ーテンなどで仕切られているに過ぎないような場合には、十

分なプライバシーが確保されているとはいえず、準個室とし

ては認められないものである。 

なお、ユニットに属さない居室を改修してユニットを造る

場合に、居室が a の要件を満たしていれば、ユニット型個室

に分類される。 

⑦ 共同生活室（第 1号ロ） 

イ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該

ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所

としてふさわしい形状を有するものでなければならない。この

ためには、次の 2つの要件を満たす必要がある。 

ａ 他のユニットの利用者が、当該共同生活室を通過すること

なく、事業所内の他の場所に移動することができるようにな

っていること。 

ｂ 当該ユニットの利用者全員とその介護等を行う従業者が一

度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備

品を備えた上で、当該共同生活室内を車椅子が支障なく通行

できる形状が確保されていること。 

ロ 共同生活室には、要介護者が食事をしたり、談話等を楽しん

だりするのに適したテーブル、椅子等の備品を備えなければな

らない。 

また、利用者が、その心身の状況に応じて家事を行うことが
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できるようにする観点から、簡易な流し、調理設備を設けるこ

とが望ましい。 

⑧ 洗面設備（第 1号ハ） 

洗面設備は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同

生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合

にあっては、共同生活室内の 1か所に集中して設けるのではなく、

2か所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設

ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式とを混在させても差し

支えない。 

⑨ 便所（第 1号ニ） 

便所は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活

室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあ

っては、共同生活室内の 1か所に集中して設けるのではなく、2か

所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設け

る方式と、共同生活室ごとに設ける方式とを混在させても差し支

えない。 

⑩ 浴室（第 2号） 

     浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ましい。 

⑪ 廊下（第 7項第 1号） 

ユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、多数の利

用者や従業者が日常的に一度に移動することはないことから、廊

下の幅の一律の規制を緩和する。 

ここでいう「廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、

従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合」とは、
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（準用） 

第百七十三条 第百五十一条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護

事業所について準用する。 

第三款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第百七十四条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領

サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用

者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護

サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に

アルコーブを設けることなどにより、利用者、従業者等がすれ違

う際にも支障が生じない場合を想定している。 

このほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の廊下の幅

については、第 3の八の 2の(6)を準用する。この場合において、

第 3の八の 2の(6)中「静養室」とあるのは「共同生活室」と読み

替えるものとする。 

⑫ 消火設備その他の非常災害に際して必要となる設備 

条例第 172 条第 7 項は、指定通所介護に係る条例第 103 条第 1

項と同趣旨であるため、第 3の六の 2の(3)を参照すること。 

⑬ ユニット型指定短期入所生活介護事業所の設備については、前

記の①から⑩までによるほか、第 3の八の 2の規定（(6)及び(12)

を除く。）を準用する。この場合において、第 3 の八の 2 の(2)中

「静養室、食堂、浴室及び機能訓練室」とあるのは「共同生活室

及び浴室」と、同(10)中「静養室、食堂」とあるのは「共同生活

室」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

(4) 利用料等の受領（条例第 174 条） 

第 3の八の 3の(3)は、ユニット型指定短期入所生活介護事業者に

ついて準用する。この場合において、第 3の八の 3の(3)の①中「条

例第 155 条第 1 項及び第 2 項」とあるのは「条例第 174 条第 1 項及

び第 2項」と読み替えるものとする。 
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支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるも

のとする。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに

該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を

受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費

用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額

のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 

一 食事の提供に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定により特

定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第

一号に規定する食費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定

入所者介護サービス費が当該利用者に代わり当該ユニット型指定短期

入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定す

る食費の負担限度額）を限度とする。） 

二 滞在に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定により特定入所

者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に

規定する居住費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所

者介護サービス費が当該利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所

生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居

住費の負担限度額）を限度とする。） 

三 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の

提供を行ったことに伴い必要となる費用 

四 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の

提供を行ったことに伴い必要となる費用 
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五 送迎に要する費用（厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

六 理美容代 

七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用

であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が

定めるところによるものとする。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、第三項の費用を伴うサー

ビスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当

該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者

の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四

号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（指定短期入所生活介護の取扱方針） 

第百七十五条 指定短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応

じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むこ

とができるようにするため、必要な援助を行うことにより、利用者の日

常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役

割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならな

い。 

３ 指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行

われなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支援することを基

本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 指定短期入所生活介護の取扱方針 

① 条例第 175 条第 1 項は、第 171 条第 1 項の基本方針を受けて、

利用者へのサービスの提供は、利用者が自律的な日常生活を営む

ことができるよう支援するものとして行われなければならないこ

とを規定したものである。 

利用者へのサービスの提供に当たっては、利用前の居宅におけ

る生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮することが

必要であり、このため従業者は、1人 1人の利用者について、個性、

心身の状況、利用に至るまでの生活歴とその中で培われてきた生

活様式や生活習慣を具体的に把握した上で、その日常生活上の活

動を適切に援助しなければならない。 

なお、こうしたことから明らかなように、利用者の意向に関わ
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該利用者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければな

らない。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者は、指定短期入所生

活介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供

方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の

提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならな

い。 

７ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行

う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を三月に一回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周

知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。 

９ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短

期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならな

い。 

りなく集団で行うゲームや、日常生活動作にない動作を通じた機

能訓練など、家庭の中では通常行われないことを行うのは、サー

ビスとして適当でない。 

② 同条第 2 項は、第 171 条第 1 項の基本方針を受けて、利用者へ

のサービスの提供は、利用者がユニットにおいて相互に社会的関

係を築くことができるよう、それぞれ役割を持って生活を営める

ように配慮して行われなければならないことを規定したものであ

る。 

このため従業者は、利用者相互の信頼関係が醸成されるよう配

慮することが必要であるが、同時に、利用者が他の利用者の生活

に過度に干渉し、自律的な生活を損なうことにならないようにす

ることにも配慮が必要である。 

③ 同条第６項及び第７項は、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を

行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の入所者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこ

ととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及

び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれ

らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具

体的な内容について記録しておくことが必要である。 

なお、条例第 182 条において準用する条例第 168 条第２項に基

づき、当該記録は、２年間保存しなければならない。 
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１０ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入

所生活介護事業所の従業者が前各項の方針に従い、適切にユニット型指

定短期入所生活介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、

研修等を行うものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 同条第８項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会」とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討

する委員会であり、委員会の構成メンバーは、事業所の管理者及

び従業者より構成する場合のほか、これらの職員に加えて、第三

者や専門家を活用した構成とすることが望ましく、その方策とし

て、精神科専門医等の専門医の活用等も考えられる。また、関係

する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の

会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営すること

として差し支えない。 

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委

員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ユニット型指定短期入所生活介護事業者が、報告、改善のため

の方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化につ

いて、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるための

ものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないこと

に留意することが必要である。 

     具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにそ

の状況、背景等を記録するとともに、イの様式に従い、身体的

拘束等について報告すること。 
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ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告され

た事例を集計し、分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を

分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該

事例の適正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること 

ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

⑤ ユニット型指定短期入所生活介護事業者が整備する「身体的拘

束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこ

ととする。 

イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え 

方 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関す

る事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

ニ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策

に関する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

へ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

⑥ 介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のた

めの研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等

の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該ユニット型指定短

期入所生活介護事業者における指針に基づき、適正化の徹底を行
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（介護） 

第百七十六条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を

築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、当該利用者の心身

の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活におけ

る家事を、当該利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割

を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維

持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、

当該利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得

ない事情がある場合には、清拭
しき

を行うことをもって入浴の機会の提供に

代えることができる。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応

じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得

ない利用者については、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるもののほ

か、利用者が行う離床、着替え、整容その他の日常生活上の行為を適切

うものとする。職員教育を組織的に徹底させていくためには、当

該ユニット型指定短期入所生活介護事業者が指針に基づいた研修

プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催すると

ともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施

することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。

研修の実施は、職員研修事業所内での研修で差し支えない。 

(6) 介護 

① 条例第 176 条第 1 項は、介護が、第 175 条第 1 項及び第 2 項の

指定短期入所生活介護の取扱方針を受けた適切な技術をもって行

われなければならないことを規定したものである。 

自律的な日常生活を営むことを支援するという点では、利用

者の日常生活上の活動への援助が過剰なものとなることのない

よう留意する必要がある。 

② 同条第 2 項の「日常生活における家事」には、食事の簡単な下

準備や配膳、後片付け、清掃やゴミ出しなど、多様なものが考え

られる。 

③ 同条第 3 項は、入浴が、単に身体の清潔を維持するためだけで

なく、利用者が精神的に快適な生活を営む上でも重要なものであ

ることから、こうした観点に照らして「適切な方法により」これ

を行うこととするとともに、同様の観点から、一律の入浴回数を

設けるのではなく、個浴の実施など利用者の意向に応じることが

できるだけの入浴機会を設けなければならないことを規定したも

のである。 
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に支援しなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員

を介護に従事させなければならない。 

７ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、当

該利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の

従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第百七十七条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利

用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応

じ、適切な方法により、食事の自立について必要な援助を行わなければ

ならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重

した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に

応じ、可能な限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確

保しなければならない。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関

係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活

室で食事を行うことを支援しなければならない。 

 

 

 

（その他のサービスの提供） 

④ ユニット型指定短期入所生活介護事業所における介護について

は、上記の①から③までによるほか、第 3の八の 3の(6)の③から

⑥までを準用する。この場合において、第 3の八の 3の(6)の⑤中

「同条第 5 項」とあるのは「第 176 条第 6 項」と、同⑥中「同条

第 6項」とあるのは「第 176 条第 7項」と読み替えるものとする。 

 

(7) 食事 

① 条例第 177 条第 3 項は、第 175 条第 1 項の指定短期入所生活介

護の取扱方針を受けて、食事は、利用者の生活習慣を尊重した適

切な時間に提供しなければならないこと、また、事業者側の都合

で急かしたりすることなく、利用者が自分のペースで食事を摂る

ことができるよう十分な時間を確保しなければならないことを規

定したものである。 

② 同条第 4 項は、第 171 条の基本方針を受けて、利用者の意思を

尊重し、また、その心身の状況に配慮した上で、できる限り離床

し、共同生活室で食事を摂ることができるよう支援しなければな

らないことを規定したものである。 

その際、共同生活室で食事を摂るよう強制することはあっては

ならないので、十分留意する必要がある。 

③ ユニット型指定短期入所生活介護事業所における食事について

は、上記の①及び②によるほか、第 3の八の 3の(7)の①から⑦ま

でを準用する。 

(8) その他のサービスの提供 
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第百七十八条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜
し

好

に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利

用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者とその家族と

の連携を図るよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

（運営規程） 

第百七十九条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該ユニット

型指定短期入所生活介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければな

らない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 利用定員（第百四十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特

別養護老人ホームである場合を除く。） 

四 ユニットの数及び各ユニットの利用定員（第百四十九条第二項の規

定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。） 

五 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

六 通常の送迎の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

① 条例第 178 条第 1 項は、第 175 条第 1 項の指定短期入所生活介

護の取扱方針を受けて、利用者 1 人 1 人の嗜
し

好
こ う

を把握した上で、

それに応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供すると

ともに、同好会やクラブ活動などを含め、利用者が自律的に行う

これらの活動を支援しなければならないことを規定したものであ

る。 

② ユニット型指定短期入所生活介護事業所の居室は、家族や友人

が来訪、宿泊して利用者と交流するのに適した個室であることか

ら、これらの者ができる限り気軽に来訪、宿泊することができる

よう配慮しなければならない。 

(9) 運営規程 

① 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額（第 5

号） 

「その他の費用の額」は、条例第 174 条第 3 項により支払を受

けることが認められている費用の額を指すものであること。 

② 第 3 の八の 3 の(13)は、ユニット型指定短期入所生活介護事業

者について準用する。この場合において、第 3 の八の 3 の(13)中

「第 165 条」とあるのは「第 179 条」と、「同条第 1 号から第 10

号まで」とあるのは「同条第 1号から第 11 号まで」と、同②中「第

4号」とあるのは「第 5号」と、同③中「第 5号」とあるのは「第

6号」と、同④中「第 6号」とあるのは「第 7号」と、同⑤中「第

10 号」とあるのは「第 11 号」と読み替えるものとする。 
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八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 虐待の防止のための措置に関する事項 

十一 その他事業の運営に関する重要事項 

（令和三条例九・一部改正） 

（勤務体制の確保等） 

第百八十条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適

切なユニット型指定短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指

定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなけれ

ばならない。 

２ 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置

を行わなければならない。 

一 昼間については、各ユニットに常時一人以上の介護職員又は看護職

員を配置すること。 

二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又

は看護職員を配置すること。 

三 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所

生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の

従業者によってユニット型指定短期入所生活介護を提供しなければなら

ない。ただし、利用者への居宅サービスの提供に直接影響を及ぼさない

業務については、この限りでない。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者

の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、

 

 

 

 

 

(10) 勤務体制の確保（条例第 180 条） 

① ユニット型指定短期入所生活介護事業所において配置を義務付

けることとしたユニットごとの常勤のユニットリーダーについて

は、当面は、ユニットケアリーダー研修を受講した職員（以下「研

修受講者」という。）を各施設に２名以上配置する（ただし２ユ

ニット以下の施設の場合には、１名でよいこととする。）ほか、

研修受講者が配置されているユニット以外のユニットでは、ユニ

ットにおけるケアに責任を持つ（研修受講者でなくても構わな

い。）職員を決めてもらうことで足りるものとする。 

この場合、研修受講者は、研修で得た知識等をリーダー研修を

受講していないユニットの責任者に伝達するなど、当該施設にお

けるユニットケアの質の向上の中核となることが求められる。 

また、ユニットリーダーについて必要とされる研修受講者の数

には、当面は、ユニットリーダー以外の研修受講者であって、研

修を受講していないユニットリーダーに対して研修で得た知識等

を伝達するとともに、ユニットケアに関して指導及び助言を行う

ことができる者を含めて差し支えない。 

ユニット型指定短期入所生活介護事業所（以下⑽において「ユ

ニット型事業所」という。）とユニット型の指定介護老人福祉施
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当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、全ての短期入所生活介

護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条

第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類す

る者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるた

めに必要な措置を講じなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設

の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定短

期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより短期入所生活介護従業者の就業環境が害され

ることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければな

らない。 

（令和三条例九・令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設等（以下⑽において「ユニット型施設」という。）が併設され

ている場合には、研修受講者をそれぞれに２名以上配置する必要

はなく、ユニット型事業所及び併設するユニット型施設（併設す

るユニット型施設が複数ある場合には、そのうちいずれか１施設

に限る。）を一体のものとみなして、合計２名以上の研修受講者

が配置されていればよいこととする（ただし、ユニット型事業所

及び併設するユニット型施設のユニット数の合計が２ユニット以

下のときには、１名でよいこととする。）。 

② 令和３年４月１日以降に、入居定員が10 を超えるユニットを整

備する場合においては、令和３年改正条例附則第６条の経過措置

に従い、夜勤時間帯（午後10 時から翌日の午前５時までを含めた

連続する16 時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定す

るものとする。以下同じ。）を含めた介護職員及び看護職員の配

置の実態を勘案し、次のとおり職員を配置するよう努めるものと

する。 

イ 日勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 

ユニットごとに常時１人の配置に加えて、当該ユニットにお

いて日勤時間帯（夜勤時間帯に含まれない連続する８時間をい

い、原則として事業所又は施設ごとに設定するものとする。以

下同じ。）に勤務する別の従業者の１日の勤務時間数の合計を

８で除して得た数が、入居者の数が10を超えて１を増すごとに

0.1以上となるように介護職員又は看護職員を配置するよう努

めること。 

ロ 夜勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 
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（定員の遵守） 

第百八十一条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利

用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはな

らない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、

この限りでない。 

一 第百四十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人

ホームであるユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、当

２ユニットごとに１人の配置に加えて、当該２ユニットにお

いて夜勤時間帯に勤務する別の従業者の１日の勤務時間数の合

計を16 で除して得た数が、入居者の合計数が20 を超えて２又

はその端数を増すごとに0.1以上となるように介護職員又は看

護職員を配置するよう努めること。 

なお、条例第180条第２項第１号及び第２号に規定する職員配

置に加えて介護職員又は看護職員を配置することを努める時間

については、日勤時間帯又は夜勤時間帯に属していればいずれ

の時間でも構わず、連続する時間である必要はない。当該ユニ

ットにおいて行われるケアの内容、入居者の状態等に応じて最

も配置が必要である時間に充てるよう努めること。 

③ 条例第180条第４項の規定は、指定訪問入浴介護に係る条例第58

条の２第３項と基本的に同趣旨であるため、第３の二の３の(6)③

を参照すること。 

④ 同条第５項の規定は、指定訪問介護に係る条例第33条第４項の

規定と基本的に同趣旨であるため、第３の一の３の(21)④を参照

すること。 
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該ユニット型特別養護老人ホームの各ユニットの入居定員及び居室の

定員を超えることとなる利用者数 

二 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所にあって

は、各ユニットの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者

数 

（準用） 

第百八十二条 第百五十三条、第百五十四条、第百五十七条、第百六十条

から第百六十二条まで、第百六十四条及び第百六十七条から第百六十九

条（第百九条の準用に係る部分を除く。）までの規定は、ユニット型指

定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百

五十三条第一項中「第百六十五条に規定する運営規程」とあるのは「第

百七十九条に規定する重要事項に関する規程」と、第百六十八条第二項

第二号中「次条」とあるのは「第百八十二条において準用する第百六十

九条」と、同項第三号中「第百五十六条第五項」とあるのは「第百七十

五条第七項」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるの

は「第百八十二条において準用する第百六十九条」と読み替えるものと

する。 

 

第六節 共生型居宅サービスに関する基準 

（平成三〇条例一一・追加） 

（共生型短期入所生活介護の基準） 

第百八十二条の二 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス（以下こ

の条及び次条において「共生型短期入所生活介護」という。）の事業を

行う指定短期入所事業者（指定障害福祉サービス基準条例第百条第二項

 

 

 

 

 

(11) 準用 

条例第182条の規定により、第153条、第154条、第157条、第160条

から第162条まで、第164条及び第167条から第169条（第109条の準用

に係る部分を除く。）までの規定は、ユニット型指定短期入所生活

介護の事業について準用されるものであるため、第3の八の3の(1)、

(2)、(5)、(8)から(10)まで、(12)、(14)、(16)から(21)（条例第109

条の準用に係る部分を除く。）までを参照すること。 

なお、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の

提供に係る基準等二のハの⑵及び居住、滞在及び宿泊並びに食事の

提供に係る利用料等に関する指針一のハに規定するウェブサイトへ

の掲載に関する取扱いは、準用される条例35条に関する第３の一の

３の(24)の①に準ずるものとする。 

 

５ 共生型短期入所生活介護の基準 

共生型短期入所生活介護は、指定短期入所事業者（指定障害福祉サ

ービス基準条例第116 条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、

障害者支援施設（障害者総合支援法第 29 条第１項に規定する指定障害

者支援施設をいう。）の併設事業所及び空床利用型事業所において事業

を行う者に限る。）が、要介護者に対して提供する指定短期入所生活介
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に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設（障害者総

合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下

この条において同じ。）が指定短期入所（指定障害福祉サービス基準条

例第百条第一項に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同

じ。）の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所

又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用され

ていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該

事業を行う事業所（以下この条において「指定短期入所事業所」という。）

において指定短期入所を提供する事業者に限る。）が当該事業に関して

満たすべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と

共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が

九・九平方メートル以上であること。 

二 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が

提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生

型短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における

当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。 

三 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供す

るため、指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技

術的支援を受けていること。 

（平成三〇条例一一・追加） 

 

 

 

護をいうものであり、共生型短期入所生活介護事業所が満たすべき基

準は、次のとおりであること。 

(1) 従業者の員数及び管理者（条例第 182 条の 2 第２号、第 182 条

の 3） 

① 従業者 

指定短期入所事業所の従業者の員数が、共生型短期入所生活介

護を受ける利用者（要介護者）の数を含めて当該指定短期入所事

業所の利用者の数とした場合に、当該指定短期入所事業所として

必要とされる数以上であること。 

この場合において、昼間に生活介護を実施している障害者支援

施設の空床利用型又は併設型の指定短期入所事業所の従業者につ

いては、前年度の利用者の平均障害支援区分に基づき、必要数を

配置することになっているが、その算出に当たっては、共生型短

期入所生活介護を受ける利用者（要介護者）は障害支援区分５と

みなして計算すること。 

② 管理者 

指定短期入所生活介護の場合と同趣旨であるため、第３の八の

１の（６）を参照すること。なお、共生型短期入所生活介護事業

所の管理者と指定短期入所事業所の管理者を兼務することは差し

支えないこと。 

(2) 設備に関する基準（条例第 182 条の 2 第１号） 

指定短期入所事業所の居室の面積が、当該指定短期入所事業所の

利用者（障害者及び障害児）の数と共生型短期入所生活介護の利用

者（要介護者）の数の合計数で除して得た面積が 9.9 平方メートル
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以上であること。 

その他の設備については、指定短期入所事業所として満たすべき

設備基準を満たしていれば足りるものであること。 

なお、当該設備については、共生型サービスは要介護者、障害者

及び障害児に同じ場所で同時に提供することを想定していることか

ら、要介護者、障害者又は障害児がそれぞれ利用する設備を区切る

壁、家具、カーテンやパーティション等の仕切りは、不要であるこ

と。 

(3) 指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から、指定短期入

所事業所が要介護者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けて

いること。（条例第 182 条の 2 第３号） 

(4) 運営等に関する基準（条例第 182 条の 3） 

条例第 182 条の 3 の規定により、第 11 条から第 15 条まで、第

17 条、第 18 条、第 21 条、第 23 条、第 28 条、第 33 条の２、第

35 条から第 37 条まで、第 38 条から第 42 条まで（第 40 条第２項

を除く。）、第 57 条、第 109 条、第 111 条、第 112 条、第 148 条

及び第 150 条並びに第９章第４節（第 169 条を除く。）の規定は、共

生型短期入所生活介護の事業について準用されるものであるため、

第３の一の３の（3）から（7）まで、（10）、（12）、（15）、（24）、（25）、

（27）から（30）（（29）の②を除く。）まで及び（32）、第３の二の

３の(4)及び第３の六の３の(5)及び(7)まで並びに第３の八の３の

(1)から(20)までを参照すること。 

この場合において、準用される条例第 165 条第３号及び第 166 条

の規定について、指定共生型短期入所生活介護の利用定員は、指定
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（準用） 

第百八十二条の三 第十一条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第

二十一条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条から

第三十七条まで、第三十八条から第四十二条（第四十条第二項を除く。）

まで、第五十七条、第百九条、第百十一条、第百十二条、第百四十八条

及び第百五十条並びに第四節（第百六十九条を除く。）の規定は、共生

型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三

十三条の二第二項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活

介護の提供に当たる従業者（以下「共生型短期入所生活介護従業者」と

短期入所の事業の専用の居室のベッド数と同数とすること。つまり、

指定短期入所事業所が、併設事業所の場合は指定短期入所の専用の

用に供される居室のベッド数、空床利用型事業所の場合は指定障害

者支援施設の居室のベッド数となること。例えば、併設事業所で利

用定員 20 人という場合、要介護者と障害者及び障害児とを合わせて

20 人という意味であり、利用日によって､要介護者が 10 人、障害者

及び障害児が 10 人であっても、要介護者が５人、障害者及び障害児

が 15 人であっても、差し支えないこと。 

なお、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の

提供に係る基準等二のハの⑵及び居住、滞在及び宿泊並びに食事の

提供に係る利用料等に関する指針一のハに規定するウェブサイトへ

の掲載に関する取扱いは、準用される条例 35 条に関する第３の一の

３の(24)の①に準ずるものとする。 

(5) その他の共生型サービスについて 

訪問介護と同様であるので、第３の一の４の(5)を参照すること。 
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いう。）」と、第三十五条第一項中「運営規程」とあるのは「運営規程

（第百六十五条に規定する運営規程をいう。第百五十三条第一項におい

て同じ。）」と、「同項並びに第四十一条の二第一号及び第三号中「訪

問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百九

条第三項及び第四項並びに第百十二条第二項第一号及び第三号中「通所

介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百五

十三条第一項中「第百六十五条に規定する運営規程」とあるのは「運営

規程」と、同項、第百五十六条第三項、第百五十七条第一項及び第百六

十四条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活

介護従業者」と、第百六十八条第二項第二号中「次条において準用する

第二十一条第二項」とあるのは「第二十一条第二項」と、同項第四号中

「次条において準用する第二十八条」とあるのは「第二十八条」と、同

項第五号中「次条において準用する第三十九条第二項」とあるのは「第

三十九条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第四十一条

第二項」とあるのは「第四十一条第二項」と読み替えるものとする。 

（平成三〇条例一一・追加、令和三条例九・一部改正） 

第七節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（平成三〇条例一一・旧第六節繰下） 

（指定通所介護事業所等との併設） 

第百八十三条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこ

れに相当するサービス（以下「基準該当短期入所生活介護」という。）

の事業を行う者（以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「基準該当短期入所生活介護事業所」と

いう。）は、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所（指

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 基準該当短期入所生活介護に関する基準 

青森市内に所在する事業者においては、サービスの確保が十分にな

されていることから、当分の間はこれを認めない。ただし、青森市外

における離島・山間地・過疎等の地域に居住する青森市の居宅要介護

等被保険者に対し、都道府県の指定を受けていない事業者がサービス

を提供する場合にあって、その地域特有の実情により当該事業者の他

にサービス事業者が十分になく、適切なサービス量の確保が困難であ

ると市が認める場合には、この限りでない。 
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定地域密着型サービス基準条例第六十一条の三第一項に規定する指定地

域密着型通所介護事業所をいう。）、指定認知症対応型通所介護事業所

（指定地域密着型サービス基準条例第七十三条第一項に規定する指定認

知症対応型通所介護事業所をいう。）若しくは指定小規模多機能型居宅

介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第八十四条第一項に規定

する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又は社会福祉施設（以

下「指定通所介護事業所等」という。）に併設しなければならない。 

（平成二七条例二〇・平成二八条例一六・一部改正） 

（従業者の員数） 

第百八十四条 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活

介護事業所ごとに置くべき従業者（以下この節において「短期入所生活

介護従業者」という。）及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区

分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、他の社会福祉施設

等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事

業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者への

居宅サービスの提供に支障を及ぼすおそれがない場合に限り、第三号の

栄養士を置かないことができる。 

一 生活相談員 一人以上 

二 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者（当該基準該当短

期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当

介護予防短期入所生活介護（指定介護予防サービス等基準条例第百六

十七条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同

じ。）の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあ

っては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当

(1) 基準該当短期入所生活介護事業所は、指定通所介護事業所、指定

地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指

定小規模多機能型居宅介護事業所又は社会福祉施設に併設しなけれ

ばならないこととされているが、ここにいう社会福祉施設とは、社

会福祉法第 62 条にいう社会福祉施設を指すものであること。 

 

 

 

(2) 従業員の員数及び管理者 

医師の配置が不要であること、条例第 184 条第 4 項にいう従業者

の員数の確保に関することを除けば、いわゆる単独型の指定短期入

所生活介護事業所の基準と同様であり、第 3 の八の 1 の(2)から(6)

までを参照すること。なお、医師を配置しない基準該当短期入所生

活介護事業所にあっても、協力医療機関及び主治医と連携すること

により、適切なサービス提供体制を確保すること。 
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介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第百八十六条に

おいて同じ。）の数が三又はその端数を増すごとに一人以上 

三 栄養士 一人以上 

四 機能訓練指導員 一人以上 

五 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実

情に応じた適当数 

２ 前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に

基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。 

３ 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の

減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短

期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

４ 基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定

通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号

に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。 

５ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介

護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営

されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百六十

八条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

（管理者） 

第百八十五条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生

活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければなら

ない。ただし、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障を及ぼす
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おそれがない場合は、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務

に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる

ものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

（利用定員等） 

第百八十六条 基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員（当該

基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活

介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節

において同じ。）を二十人未満とし、基準該当短期入所生活介護の事業

の専用の居室を設けるものとする。 

２ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介

護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百七十条

第一項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（設備及び備品等） 

第百八十七条 基準該当短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる

設備が設けられているとともに、基準該当短期入所生活介護を提供する

ために必要なその他の設備及び備品等が備えられていなければならな

い。ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該

指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率

的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基

準該当短期入所生活介護事業所の当該利用者への居宅サービスの提供に

支障を及ぼすおそれがない場合は、居室を除き、これらの設備を設けな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 設備に関する基準 

① 併設の指定通所介護事業所等の施設との設備の兼用が居室を除

き可能であること、利用者 1 人当たりの床面積に関する基準が異

なること、廊下は車椅子での円滑な移動が可能な廊下幅であれば

よいこと等、指定短期入所生活介護の基準との相違点に留意する

こと。 

② 基準該当短期入所生活介護における利用者 1 人当たりの床面積

については 7.43 平方メートル以上とされているところであるが、

基準該当サービスは市区町村が必要と認める場合にのみ給付の対
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いことができる。 

一 居室 

二 食堂 

三 機能訓練室 

四 浴室 

五 便所 

六 洗面所 

七 静養室 

八 面接室 

九 介護職員室 

２ 前項第一号から第六号の設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分

に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

一 居室 次に掲げる基準 

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。 

ロ 利用者一人当たりの床面積は、七・四三平方メートル以上である

こと。 

ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮されて

いること。 

二 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準 

イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものである

こととし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じ

て得た面積以上であること。 

ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはそ

の提供に支障を及ぼすおそれがない広さを確保でき、かつ、機能訓

象となるサービスであり、指定事業者によるサービス提供が地域

の需要を満たしている場合は給付の対象とならないことがあり得

るので、基準該当短期入所生活介護の事業を行おうとする場合は

当該市区町村の意向をあらかじめ確認するとともに、利用者の適

切な処遇確保の観点から良好な居住環境の実現や居室面積の確保

に留意すること。 

③ この条例の施行の際現に存する老人短期入所事業を行っている

施設若しくは老人短期入所施設（基本的な設備が完成されている

ものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築

された部分を除く。）又は老人短期入所事業に相当する事業の用に

供する施設若しくは老人短期入所施設に相当する施設（この条例

の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）に

ついては、設備基準のうち一の居室の定員に関する基準（4 人以

下）、利用者 1 人当たりの床面積に関する基準（10.65 平方メート

ル以上）、食堂及び機能訓練室の面積に関する基準（3 平方メート

ルに利用定員を乗じて得た面積以上）を適用しないものである。

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

の一部を改正する省令（平成 12 年厚生省令第 37 号）附則第 2 項

による経過措置） 
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練を行う際にはその実施に支障を及ぼすおそれがない広さを確保で

きる場合にあっては、同一の場所であることができるものであるこ

と。 

三 浴室 身体の不自由な者の入浴に適したものであること。 

四 便所 身体の不自由な者の使用に適したものであること。 

五 洗面所 身体の不自由な者の使用に適したものであること。 

３ 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑

に移動することが可能なものでなければならない。 

４ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介

護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営

されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百七十

一条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことを

もって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

（指定通所介護事業所等との連携） 

第百八十八条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生

活介護の提供に際し、常に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援

の体制を整えなければならない。 

（準用） 

第百八十九条 第十一条から第十五条まで、第十八条、第二十一条、第二

十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条から第三十七条まで、

第三十八条から第四十二条まで（第三十九条第五項及び第六項並びに第

四十条第二項を除く。）、第五十七条、第百九条、第百十一条、第百十

二条、第百四十八条並びに第四節（第百五十五条第一項及び第百六十九

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 運営に関する基準 

条例第 189 条の規定により、条例第 11 条から第 15 条まで、第 18

条、第 21 条、第 23 条、第 28 条、第 33 条の 2、第 35 条から第 37 条

まで、第 38 条から第 42 条まで（第 39 条第５項及び第６項並びに第

40 条第２項を除く。）、第 57 条、第 109 条、第 111 条、第 112 条、第

148 条及び第 150 条並びに第 4節（第 155 条第 1項及び第 169 条を除
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条を除く。）の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用

する。この場合において、第二十一条第一項中「内容、当該指定訪問介

護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受

ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十三条中「法

定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当

短期入所生活介護」と、第三十三条の二第二項、第三十五条第一項並び

に第四十一条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「短

期入所生活介護従業者」と、第百九条第三項及び第四項並びに第百十二

条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所

生活介護従業者」と、第百五十五条第二項中「法定代理受領サービスに

該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活

介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百六十一

条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第百六十六条第

二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百六十八条第二項第二

号中「次条において準用する第二十一条第二項」とあるのは「第二十一

条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十八条」とあ

るのは「第二十八条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十

九条第二項」とあるのは「第三十九条第二項」と、同項第六号中「次条

において準用する第四十一条第二項」とあるのは「第四十一条第二項」

と読み替えるものとする。 

（平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改

正） 

 

 

く。）の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業に準用されるもの

であるため、第 3 の一の 3 の(3)から(7)まで、(10)、(12)、(15)、

(24)、(25)、(27)から(30)（(29)の②を除く。）まで及び（32）、第 3

の二の 3の(4)、第 3の六の 3の(5)及び(7)並びに第 3の八の 3を参

照すること。この場合において、準用される条例第 155 条第 2 項の

規定は、基準該当短期入所生活介護事業者が利用者から受領する利

用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合

もならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定するための基準

となる費用の額（100 分の 90 又は 100 分の 80 を乗ずる前の額）との

間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険

給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならない

サービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等によ

る不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。 

なお、当該事業所による短期入所生活介護が複数の市町村におい

て基準該当短期入所生活介護と認められる場合には、利用者の住所

地によって利用料が異なることは認められないものである。 

また、準用される条例第 166 条第 2項中「静養室」を「静養室等」

と読み替える規定は、床面積が 7.43 平方メートル以上確保されてい

る場合には、静養室以外においても基準該当短期入所生活介護を行

うことができるものであり、このこと以外は、第３の八の３の（14）

を準用する。 

なお、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の

提供に係る基準等二のハの(2)及び居住、滞在及び宿泊並びに食事の

提供に係る利用料等に関する指針一のハに規定するウェブサイトへ
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第十章 短期入所療養介護 

第一節 基本方針 

第百九十条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護（以下「指定

短期入所療養介護」という。）の事業は、要介護状態となった場合にお

いても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下

における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を

行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精

神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第二節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第百九十一条 指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定短期入

所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定短

期入所療養介護事業所」という。）ごとに置くべき指定短期入所療養介

護の提供に当たる従業者（以下「短期入所療養介護従業者」という。）

及びその員数は、次のとおりとする。 

一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、

当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員

（看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。）、介護職

員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、そ

れぞれ、利用者（当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短

の掲載に関する取扱いは、準用される条例 35 条に関する第３の一の

３の(24)の①に準ずるものとする。 

 

九 短期入所療養介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人員に関する基準・設備に関する基準（条例第 191 条及び第 192 条） 

(1) 本則 

いわゆる本体施設となる介護老人保健施設、介護医療院、療養病

床を有する病院又は診療所が、それぞれの施設として満たすべき人

員・施設基準（ユニット型介護老人保健施設及びユニット型介護医

療院に関するものを除く。）を満たしていれば足りるものとする。ま

た、本体施設が療養病床を有する病院又は診療所については、それ

ぞれの施設として満たすべき施設基準に加えて消火設備その他の非

常災害に際して必要な設備を有することとしている。 
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期入所療養介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第百七十五

条第一項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以

下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業

と指定介護予防短期入所療養介護（指定介護予防サービス等基準条例

第百七十四条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下

同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介

護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第二百三条におい

て同じ。）を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における

法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるた

めに必要な数 

二 療養病床（医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。

以下同じ。）を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事

業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、

薬剤師、看護職員、介護職員（同法に規定する看護補助者をいう。）、

栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定

する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保さ

れるために必要な数 

三 診療所（前号に該当するものを除く。）である指定短期入所療養介

護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置

くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用

者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること、かつ、夜間

における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師

又は介護職員を一人以上配置していること。 
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四 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指

定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護

職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利

用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する

介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数 

２ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予

防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百七十五条

第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正） 

第三節 設備に関する基準 

（設備に関する基準） 

第百九十二条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次の

とおりとする。 

一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、

法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユ

ニット型介護老人保健施設（介護老人保健施設基準条例第四十四条に

規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。）に関する

ものを除く。）を有するものであること。 

二 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業

所にあっては、当該療養病床を有する病院又は診療所として医療法の

規定により必要とされる設備を有するものであること。 
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三 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定短期入所療養

介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。 

イ 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者一人に

つき六・四平方メートル以上であること。 

ロ 浴室を有するものであること。 

ハ 機能訓練を行うための場所を有するものであること。 

四 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規

定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護

医療院（介護医療院基準条例第四十四条に規定するユニット型介護医

療院をいう。第二百八条及び第二百十六条において同じ。）に関する

ものを除く。）を有するものであること。 

２ 前項第二号及び第三号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては、同項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必

要な設備を有するものであることとする。 

３ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予

防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百七十六条

第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、

前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六

条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 経過措置 

① 医療法等の一部を改正する法律（平成 12 年法律第 141 号）の施
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第四節 運営に関する基準 

（対象者） 

第百九十三条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若し

くは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由に

より、又は当該利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図る

ために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能

訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健

施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療

所の指定短期入所療養介護を提供する病室において指定短期入所療養介

護を提供するものとする。 

（平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正） 

（利用料等の受領） 

行前において、療養病床転換による療養型病床群として病院療養

病床療養環境減算(Ⅱ)及び診療所療養病床療養環境減算が適用さ

れてきた病床を有する病院又は診療所である指定介護療養型医療

施設にあっては、当該減算が平成 20 年 3 月 31 日限りで廃止され

たことから、当該病床を有する病院又は診療所における短期入所

療養介護についても、各基準において、指定介護療養型医療施設

と同等の基準を満たさなければならないものとする。（条例附則第

4条から附則第 10 条まで） 

② その他の経過措置については、「医療法等の一部を改正する法律

の施行に伴う介護保 険関係法令の一部改正等について」（平成 13

年 2月 22 日老計発第 9号・老振発第 8号・老老発第 4号通知）を

参照すること。 

２ 運営に関する基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 利用料等の受領 
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第百九十四条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに

該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用

料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費

用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サ

ービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない

指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用

料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額と

の間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次

に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

一 食事の提供に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定により特

定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第

一号に規定する食費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定

入所者介護サービス費が当該利用者に代わり当該指定短期入所療養介

護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負

担限度額）を限度とする。） 

二 滞在に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定により特定入所

者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に

規定する居住費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所

者介護サービス費が当該利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事

業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担

限度額）を限度とする。） 

三 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室

① 条例第 194 条第 1 項及び第 2 項の規定は、指定訪問介護に係る

第 22 条第 1項及び第 2項の規定と同趣旨であるため、第 3の一の

3の(11)の①及び②を参照すること。 

② 同条第 3 項は、指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所

療養介護の提供に関して、 

イ 食事の提供に要する費用（法第 51 条の 2第 1項の規定により

特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、法第

51 条の 2第 2項第 1号に規定する食費の基準費用額（法第 51 条

の 2 第 4 項の規定により当該特定入所者介護サービス費等が利

用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場

合は、法第 51 条の 2第 2項第 1号に規定する食費の負担限度額）

を限度とする。） 

ロ 滞在に要する費用（法第 51 条の 2第 1項の規定により特定入

所者介護サービス費等が利用者に支給された場合は、法第 51 条

の 2第 2項第 2号に規定する居住費の基準費用額（法第 51 条の

2第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費等が利用者

に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合

は、法第 51条の 2第 2項第 2号に規定する居住費の負担限度額）

を限度とする。） 

ハ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な

療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

ニ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な

食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

ホ 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） 
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等の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

四 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の

提供を行ったことに伴い必要となる費用 

五 送迎に要する費用（厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

六 理美容代 

七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用

であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が

定めるところによるものとする。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は、第三項に掲げる費用を伴うサービス

の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サー

ビスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意

を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号まで

に掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

 

 

 

 

（指定短期入所療養介護の取扱方針） 

第百九十五条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽

減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等当該利用者の心身の状

況を踏まえて、当該利用者の療養を適切に行わなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利

へ 理美容代 

ト 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において

提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるも

のに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と

認められるもの 

については、前 2 項の利用料のはかに利用者から支払を受ける

ことができることとし、保険給付の対象となっているサービス

と明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受け

ることは認めないこととしたものである。なお、イからニまで

の費用については、指針及び特別な居室等の基準等の定めると

ころによるものとし、トの費用の具体的な範囲については、「通

所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」（平

成 12 年 3月 30 日老企第 54 号）によるものとする。 

③ 同条第 5 項は、指定短期入所療養介護事業者は、同条第 3 項の

費用の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその

家族に対して、その額等を記載した書類を交付して、説明を行い、

利用者の同意を得なければならないこととしたものである。また、

同項第 1 号から第 4 号までの利用料に係る同意については、文書

によって得なければならないこととしたものである。 

(2) 指定短期入所療養介護の取扱方針（条例第 195 条） 

① 条例第 195 条第 2項に定める「相当期間以上」とは、おおむね 4

日以上連続して利用する場合を指すこととするが、4日未満の利用

者にあっても、利用者を担当する居宅介護支援事業者等と連携を

とること等により、利用者の心身の状況を踏まえて必要な療養を
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用者については、次条第一項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、

漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。 

３ 短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たって

は、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項

について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当た

っては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合は、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録しなければならない。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を三月に一回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周

知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。 

７ 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養

介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

８ 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所の従業

者が前各項の方針に従い、適切に指定短期入所療養介護を提供するよう、

提供するものとする。 

② 指定短期入所療養介護事業者は、条例第 204 条第 2 項の規定に

基づき、身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し、2年間保存しなければ

ならないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及

び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれ

らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具

体的な内容について記録しておくことが必要である。 

なお、当該記録は主治医が診療録に行わなければならないもの

とする。 

③ 条例第 195 条第６項第１号の「身体的拘束等の適正化のための

対策を検討する委員会」とは、身体的拘束等の適正化のための対

策を検討する委員会であり、委員会の構成メンバーは、事業所の

管理者及び従業者より構成する場合のほか、これらの職員に加え

て、第三者や専門家を活用した構成とすることが望ましく、その

方策として、精神科専門医等の専門医の活用等も考えられる。ま

た、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認めら

れる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営

することとして差し支えない。 

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委

員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム
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当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

指定短期入所療養介護事業者が、報告、改善のための方策を定

め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、施設

全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、

決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意するこ

とが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにそ

の状況、背景等を記録するとともに、イの様式に従い、身体的

拘束等について報告すること。 

ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告され

た事例を集計し、分析すること。 

二 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を

分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該

事例の適正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

④ 指定短期入所療養介護事業者が整備する「身体的拘束等の適正

化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関す

る事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 
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（短期入所療養介護計画の作成） 

第百九十六条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上に

わたり継続して入所することが予定される利用者については、当該利用

者の心身の状況、病状、希望及び置かれている環境並びに医師の診療の

方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至る

までの当該利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入

所療養介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作成

ニ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策

に関する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

へ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

⑤ 介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のた

めの研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等

の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定短期入所療養

介護事業者における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとす

る。職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定短期

入所療養介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、

定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時に

は必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要であ

る。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。

研修の実施は、職員研修事業所内での研修で差し支えない。 

(3) 短期入所療養介護計画の作成（条例第 196 条） 

① 指定短期入所療養介護事業者は、施設に介護支援専門員がいる

場合には、介護支援専門員に短期入所療養介護計画作成のとりま

とめを行わせること。介護支援専門員がいない場合には、療養介

護計画作成の経験を有する者に作成をさせることが望ましい。 

② 短期入所療養介護計画は利用者の心身の状況、病状、希望及び

その置かれている環境を踏まえて作成されなければならないもの

であり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保証す
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しなければならない。 

２ 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場

合は、当該計画の内容に沿って作成されなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作

成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、

当該利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作

成した際には、当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければな

らない。 

 

 

 

 

（診療の方針） 

第百九十七条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

一 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又

は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上適切に行うこと。 

二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状

況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心

理的な効果が見込めるよう適切な指導を行うこと。 

三 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及び置かれている

環境の的確な把握に努め、当該利用者又はその家族に対し、適切な指

導を行うこと。 

四 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして適切に行う

るため、指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養

介護計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者

の同意を得なければならず、また、当該短期入所療養介護計画を

利用者に交付しなければならない。 

なお、当該交付した短期入所療養介護計画は、条例第 204 条第 2

項の規定に基づき、2年間保存しなければならない。 

③ 短期入所療養介護計画の作成に当たっては、居宅におけるケア

プランを考慮しつつ、利用者の日々の療養状況に合わせて作成す

るものとする。 

④ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定短期入

所療養介護事業者については、第３の一の３の（13）の⑥を準用

する。この場合において、「訪問介護計画」とあるのは「短期入所

療養介護計画」に読み替える。 

(4) 診療の方針（条例第 197 条） 

短期入所療養介護事業所の医師は、常に利用者の病床や心身の状

態の把握に努めること。特に、診療に当たっては、的確な診断をも

ととし、入所者に対して必要な検査、投薬、処置等を妥当適切に行

うものとする。 
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こと。 

五 特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣が定めるも

ののほか行ってはならないものであること。 

六 厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は

処方してはならないものであること。 

七 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが

困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について

適切な措置を講じなければならないものであること。 

（機能訓練） 

第百九十八条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の

維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業

療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第百九十九条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の

支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応

じ、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、一週間に二回以上、利用者を入浴さ

せ、又は清拭
しき

しなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、

排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない

利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者

に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 機能訓練（条例第 198 条） 

リハビリテーションの提供に当たっては、利用者の心身の状況及

び家庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必

要に応じて提供しなければならないものとする。 

(6) 看護及び医学的管理の下における介護（条例第 199 条） 

① 入浴の実施に当たっては、利用者の心身の状況や自立支援を踏

まえて、特別浴槽や介助浴等適切な方法により実施するものとす

る。なお、利用者の心身の状況から入浴が困難である場合には、

清拭を実施するなど利用者の清潔保持に努めるものとする。 

② 排せつの介護に当たっては、利用者の心身の状況や排せつ状況

などをもとに、自立支援の観点から、トイレ誘導や排せつ介助等

について適切な方法により実施すること。なお、おむつを使用せ

ざるを得ない場合には、利用者の心身及び活動状況に適したおむ

つを提供し、適切におむつを交換すること。 
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５ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担

により、当該指定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護

及び介護を受けさせてはならない。 

（食事の提供） 

第二百条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜
し

好

を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。 

２ 利用者の食事は、利用者の自立の支援に配慮し、可能な限り離床して

食堂で行われるよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 食事の提供（条例第 200 条） 

① 食事の提供について 

個々の入所者の栄養状態に応じて、摂食・囁下機能及び食形態

にも配慮した栄養管理を行うように努めるとともに、利用者の栄

養状態、身体の状況並びに病状及び嗜
し

好を定期的に把握し、それ

に基づき計画的な食事の提供を行うこと。 

また、利用者の自立の支援に配慮し、可能な限り離床して食堂

で行われるよう努めなければならないこと。 

なお、転換型の療養病床等であって食堂がない場合には、可能

な限り離床して食事が食べられるよう努力をしなければならない

ものとする。 

   ② 調理について 

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、そ

の実施状況を明らかにしておくこと。 

③ 適時の食事の提供について 

食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後 6 時以降とするこ

とが望ましいが、早くても午後 5時以降とすること。 

   ④ 食事の提供に関する業務の委託について 

食事の提供に関する業務は指定短期入所療養介護事業者自らが

行うことが望ましいが、栄養管理、調理管理、材料管理、施設等

管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について事業者自らが
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（その他のサービスの提供） 

第二百一条 指定短期入所療養介護事業者は、必要に応じ、利用者のため

のレクリエーション行事等を行うよう努めるものとする。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者とその家族との連携を図

るよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第二百二条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営につい

ての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」という。）

を定め、これを当該指定短期入所療養介護事業所の従業者及び利用者に

周知しなければならない。 

行う等、当該事業者の管理者が業務遂行上必要な注意を果たし得

るような体制と契約内容により、食事サービスの質が確保される

場合には、当該事業者の最終的責任の下で第三者に委託すること

ができること。 

   ⑤ 療養室等関係部門と食事関係部門との連携について 

食事提供については、利用者の嚥
え ん

下や咀
そ

嚼
しゃく

の状況、食欲など心

身の状態等を当該利用者の食事に的確に反映させるために、療養

室等関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられていることが

必要であること。 

   ⑥ 栄養食事相談 

利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があること。 

   ⑦ 食事内容の検討について 

食事内容については、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議

において検討が加えられなければならないこと。 

 

 

 

 

 

(8) 運営規程（条例第 202 条） 

条例第 202 条第 8 号の「その他事業の運営に関する重要事項」に

あたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続きにつ

いて定めておくことが望ましい。 
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一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

四 通常の送迎の実施地域 

五 施設利用に当たっての留意事項 

六 非常災害対策 

七 虐待の防止のための措置に関する事項 

八 その他事業の運営に関する重要事項 

（令和三条例九・一部改正） 

（定員の遵守） 

第二百三条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の

利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただ

し、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでな

い。 

一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、

利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所

定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 

二 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業

所にあっては、療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員

を超えることとなる利用者数 

三 診療所（前号に掲げるものを除く。）である指定短期入所療養介護

事業所にあっては、指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室

の定員を超えることとなる利用者数 

四 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者

(9) 業務継続計画の策定等 

条例第206条の規定により指定短期入所療養介護の事業について

準用される条例第33条の２の規定については、通所介護と同様であ

るので、第３の六の３の(6)を参照すること。 

 

 

 

 

 

(10) 定員の遵守 

条例第 203 条は、利用者に対する適切な指定短期入所療養介護の

提供を確保するため、介護老人保健施設及び介護医療院については

その療養室の全部が指定短期入所療養介護の提供のために利用でき

ること、病院及び診療所についてはその療養病床等の病床において

指定短期入所療養介護の提供を行わなければならないことを踏まえ

て、指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利

用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならないこと

を明記したものである。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない

事情がある場合は、この限りでない。 

① 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあって

は、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合にお

いて入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 

② 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利

用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員
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を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養

室の定員を超えることとなる利用者数 

（平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記録の整備） 

第二百四条 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会

計に関する記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介

護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保

存しなければならない。 

一 第百九十六条第一項の短期入所療養介護計画 

二 次条において準用する第二十一条第二項の規定による提供した具体

及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 

③ 療養病床を有する病院又は診療所を有する病院である指定短期

入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は診療所に係る病床

数及び療養病床又は診療所に係る病室の定員を超えることとなる

利用者数 

(11) 衛生管理等 

条例第205条の規定により指定短期入所療養介護の事業について

準用される条例第145条の規定については、通所介護と同様であるの

で、第３の六の３の(8)を参照すること。 

(12) 虐待の防止 

条例第205条の規定により指定短期入所療養介護の事業について

準用される条例第41条の２の規定については、訪問介護と同様であ

るので、第３の一の３の(31)を参照すること。 

(13) 条例第 205 条の規定により指定短期入所療養介護の事業につ

いて準用される条例第 167 条の２の規定については、指定短期入所

生活介護と同様であるので、第３の一の３を参照すること。 

(14) 記録の整備 

条例第204条第２項は、指定短期入所療養介護事業者が同項各号に

規定する記録を整備し、２年間保存しなければならないこととした

ものである。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契

約の解約・解除、他の施設への入所、入所者の死亡、入所者の自立

等）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

また、同項の指定短期入所療養介護の提供に関する記録には診療
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的なサービスの内容等の記録 

三 第百九十五条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

四 次条において準用する第二十八条の規定による保険者市町村への通

知に係る記録 

五 次条において準用する第三十九条第二項の規定による苦情の内容等

の記録 

六 次条において準用する第四十一条第二項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

３ 前二項の規定によるもののほか、指定短期入所療養介護事業者は、居

宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日か

ら五年間保存しなければならない。 

（令和六条例九・一部改正） 

（準用） 

第二百五条 第十一条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第二十一

条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条、第三十六

条、第三十八条から第四十二条まで（第四十条第二項を除く。）、第五

十七条、第百九条、第百十一条、第百四十五条、第百五十三条、第百五

十四条第二項、第百六十七条及び第百六十七条の二の規定は、指定短期

入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第三十三条

の二第二項、第三十五条第一項及び第四十一条の二第一号及び第三号中

「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百九条

第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護

従業者」と、第百四十五条第二項第一号及び第三号中「通所リハビリテ

録が含まれているものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) 準用 

条例第 205 条の規定により、条例 11 条から第 15 条まで、第 17 条、

第 18 条、第 21 条、第 23 条、第 28 条、第 33 条の２、第 35 条、第

36 条、第 38 条から第 42 条まで（第 40 条第２項を除く。）、第 57 条、

第 109 条、第 111 条、第 145 条、第 153 条、第 154 条第 2項、第 167

条及び第 167 条の 2 の規定は、指定短期入所療養介護の事業につい

て準用されるものであるため、第 3の一の 3の(3)から(7)まで、(10)、

(12)、(15)、（24）、（25）、（27）から(30)まで（(29)の②を除く。）

及び（32）、第 3 の二の 3 の(4)、第 3 の三の 3 の(2)、第 3 の六の 3

の(5)及び(7)、並びに第 3 の八の 3 の(1)、(2)及び(17)を参照する

こと。この場合において、準用される条例第 101 条第 1 項について



 249 

ーション従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百五十

三条第一項中「第百六十五条」とあるのは「第二百二条」と、「短期入

所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替え

るものとする。 

（令和三条例九・令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

第五節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並び

に設備及び運営に関する基準 

第一款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第二百六条 第一節、第三節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指

定短期入所療養介護の事業（指定短期入所療養介護の事業であって、そ

の全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる

共同生活室（当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むた

めの場所をいう。以下この章において同じ。）により一体的に構成され

る場所（以下この章において「ユニット」という。）ごとに利用者の日

常生活が営まれ、当該利用者に対する支援が行われるものをいう。以下

同じ。）の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この

節に定めるところによる。 

（基本方針） 

は、当該病院、診療所又は介護老人保健施設の従業者の日々の勤務

時間、常勤・非常勤の別等を勤務表上明確にし、人員に関する基準

が満たされていることを明らかにする必要があることとしたもので

あることに留意するものとする。 

なお、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の

提供に係る基準等二のハの⑵及び居住、滞在及び宿泊並びに食事の

提供に係る利用料等に関する指針一のハに規定するウェブサイトへ

の掲載に関する取扱いは、条例第 35 条に関する第３の一の３の(24)

の①に準ずるものとする。 

 

３ ユニット型指定短期入所療養介護の事業 

(1) 第 5 節の趣旨 

「ユニット型」の指定短期入所療養介護の事業は、居宅に近い居

住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行

うこと、すなわち、生活単位と介護単位とを一致させたケアである

ユニットケアを行うことに特徴がある。 

こうしたユニット型指定短期入所療養介護の事業におけるケア

は、これまでの指定短期入所療養介護の事業におけるケアと大きく

異なることから、その基本方針並びに設備及び運営に関する基準に

ついては、第 1 節、第 3 節及び第 4 節ではなく、第 5 節に定めると

ころによるものである。なお、人員に関する基準については、第 2

節に定めるところによるので、留意すること。 

 

(2) 基本方針 
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第二百七条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人

の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が

連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における

介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うこと

により、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的

な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維

持並びに当該利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもので

なければならない。 

第二款 設備に関する基準 

（設備に関する基準） 

第二百八条 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護の

事業を行う者（以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業

所」という。）の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設

として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設に関す

るものに限る。）を有するものであることとする。 

２ 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所

の設備に関する基準は、次のとおりとする。 

一 ユニット及び浴室を有するものであること。 

二 ユニット、廊下、機能訓練室及び浴室にあっては、次の基準を満た

すものであること。 

イ ユニット 次の（１）から（４）までに掲げる設備に応じ、それ

ぞれ（１）から（４）までに定める基準 

（１） 病室 次の（i）から（iv）までに掲げる基準 

条例第 207 条は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業がユニ

ットケアを行うものであることを規定したものである。 

その具体的な内容に関しては、条例第 210 条以下に、指定短期入

所療養介護の取扱方針、看護及び医学的管理の下における介護、食

事など、それぞれについて明らかにしている。 

 

 

 

 

(3) 設備の基準 

① 条例第 208 条第 1 項は、介護老人保健施設の人員、施設及び設

備並びに運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 40 号）第 41 条

の規定と同趣旨であるため、「介護老人保健施設の人員、施設及び

設備並びに運営に関する基準について」（平成 12 年 3月 17 日老企

第 44 号）の第 5の 3の内容を参照すること。 

② 同条第 4 項は、青森市介護医療院の人員、施設及び設備並びに

運営に関する基準を定める条例（平成三十年青森市条例第 3 号）

第 46 条の規定と同趣旨であるため、「青森市介護医療院の人員、

施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の逐条解釈に

ついて」の第六の３の内容を参照すること。 

③ 同条第２項及び３項における具体的な取扱いは以下のとおりで

あること。 

イ ユニットケアを行うためには、入院患者の自律的な生活を保

障する病室（使い慣れた家具等を持ち込むことのできる個室）
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（i） 一の病室の定員は、一人であること。ただし、利用者への

指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人

であること。 

（ii） いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの

共同生活室に近接して一体的に設けられていること。ただし、

一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下

とし、十五人を超えないものであること。 

（iii） 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上であ

ること。ただし、（i）ただし書の場合にあっては、二十一・三

平方メートル以上であること。 

（iv） ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。 

（２） 共同生活室 次の（i）から（iii）までに掲げる基準 

（i） いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利

用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわ

しい形状を有するものであること。 

（ii） 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同

生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積を標

準として算出した面積以上であること。 

（iii） 必要な設備及び備品が備えられていること。 

（３） 洗面設備 次の（i）及び（ii）に掲げる基準 

（i） 各病室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられて

いること。 

（ii） 身体の不自由な者が使用するのに適したものであること。 

（４） 便所 次の（i）及び（ii）に掲げる基準 

と、少人数の家庭的な雰囲気の中で生活できる共同生活室（居

宅での居間に相当する部屋）が不可欠であることから、ユニッ

ト型の療養病床を有する病院又は診療所は、施設全体を、こう

した病室と共同生活室によって一体的に構成される場所（ユニ

ット）を単位として構成し、運営しなければならない。 

ロ 利用者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生

活を楽しむことができるよう、他のユニットの利用者と交流し

たり、多数の利用者が集まったりすることのできる場所を設け

ることが望ましい。 

ハ ユニット（第２項第２号イ） 

ユニットは、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活

に近い日常の生活の中でケアを行うというユニットケアの特徴

を踏まえたものでなければならない。 

    ニ 病室（第２項第２号イ(1)及び第３項第２号イ(1)） 

ａ 前記イのとおりユニットケアには個室が不可欠なことか

ら、病室の定員は１人とする。ただし、夫婦で病室を利用す

る場合などサービスの提供上必要と認められる場合は、２人

部屋とすることができる。 

ｂ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニ

ットの共同生活室に近接して一体的に設けなければならな

い。この場合、「当該ユニットの共同生活室に近接して一体的

に設け」られる病室とは、次の３つをいう。 

       (ⅰ) 当該共同生活室に隣接している病室 

(ⅱ) 当該共同生活室に隣接してはいないが、イの病室と隣
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（i） 各病室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられて

いること。 

（ii） ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること、及

び身体の不自由な者が使用するのに適したものであること。 

ロ 廊下幅 一・八メートル以上であること。ただし、中廊下の幅は、

二・七メートル以上であること。 

ハ 機能訓練室 内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を

有し、必要な器械及び器具が備えられていること。 

ニ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること。 

三 前号ロからニまでに掲げる設備が、専ら当該ユニット型指定短期入

所療養介護事業所の用に供するものであること。ただし、入院患者に

対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りで

ない。 

四 第二号イ（２）の共同生活室は、医療法施行規則（昭和二十三年厚

生省令第五十号）第二十一条第三号に規定する食堂とみなすこと。 

五 前各号に規定するもののほか、消火設備その他の非常災害に際して

必要な設備が設けられていること。 

３ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業

所の設備に関する基準は、次のとおりとする。 

一 ユニット及び浴室を有するものであること。 

二 ユニット、廊下、機能訓練室及び浴室にあっては、次の基準を満た

すものであること。 

イ ユニット 次の（１）から（４）までに掲げる設備に応じ、それ

ぞれ（１）から（４）までに定める基準 

接している病室 

(ⅲ) その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられ

ている病室（他の共同生活室のイ及びロに該当する病室

を除く。） 

ｃ ユニットの入居定員 

ユニット型の療養病床を有する病院又は診療所は、各 ユ

ニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な

日常生活を営むことを支援するものであることから、一のユ

ニットの入居定員は、おおむね 10 人以下とすることを原則と

する。  

ただし、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を

築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障がな

いと認められる場合には利用者の定員が 15人までのユニット

も認める。 

     ｄ 病室の面積等  

ユニット型の療養病床を有する病院又は診療所では、居宅

に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活

の中でケアを行うため、利用者は長年使い慣れた箪笥などの

家具を持ち込むことを想定しており、病室は次のいずれかに

分類される。 

       (ⅰ) ユニット型個室 

一の病室の床面積は、10・65 平方メートル以上（病室

内に洗面設備が設けられているときはその面積を含み、

病室内に便所が設けられているときはその面積を除く。）
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（１） 病室 次の（i）から（iv）までに掲げる基準 

（i） 一の病室の定員は、一人であること。ただし、利用者への

指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人

であること。 

（ii） いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの

共同生活室に近接して一体的に設けられていること。ただし、

一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下

とし、十五人を超えないものであること。 

（iii） 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上であ

ること。ただし、（i）ただし書の場合にあっては、二十一・三

平方メートル以上であること。 

（iv） ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。 

（２） 共同生活室 次の（i）から（iii）までに掲げる基準 

（i） いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利

用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわ

しい形状を有するものであること。 

（ii） 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同

生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積を標

準として算出した面積以上であること。 

（iii） 必要な設備及び備品が備えられていること。 

（３） 洗面設備 次の（i）及び（ii）に掲げる基準 

（i） 各病室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられて

いること。 

（ii） 身体の不自由な者が使用するのに適したものであること。 

とするとともに、身の回りの品を保管することができる

設備は、必要に応じて備えれば足りることとしている。 

         また、利用者へのサービス提供上必要と認められる場

合に２人部屋とするときは 21・３平方メートル以上とす

ること。 

       (ⅱ) ユニット型個室的多床室（経過措置） 

         令和３年４月１日に現に存するユニット型の療養病床

を有する病院又は診療所（基本的な設備が完成している

ものを含み、令和３年４月１日以降に増築され、又は全

面的に改築された部分を除く。）において、ユニットに属

さない病室を改修してユニットが造られている場合であ

り、床面積が、10・65 平方メートル以上（病室内に洗面

設備が設けられているときはその面積を含み、病室内に

便所が設けられているときはその面積を除く。）であるも

の。この場合にあっては、利用者同士の視線が遮断され、

利用者のプライバシーが十分に確保されていれば、天井

と壁との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。 

         壁については、家具等のように可動のもので室内を区

分しただけのものは認められず、可動でないものであっ

て、プライバシーの確保のために適切な素材であること

が必要である。 

         病室であるためには、一定程度以上の大きさの窓が必

要であることから、多床室を仕切って窓のない病室を設

けたとしても個室的多床室としては認められない。 
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（４） 便所 次の（i）及び（ii）に掲げる基準 

（i） 各病室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられて

いること。 

（ii） ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること、及

び身体の不自由な者が使用するのに適したものであること。 

ロ 廊下幅 一・八メートル以上であること。ただし、中廊下の幅は、

二・七メートル以上であること。 

ハ 機能訓練室 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器

械及び器具が備えられていること。 

ニ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること。 

三 前号ロからニまでに掲げる設備が、専ら当該ユニット型指定短期入

所療養介護事業所の用に供するものであること。ただし、利用者に対

する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでな

い。 

四 第二号イ（２）の共同生活室は、医療法施行規則第二十一条の四に

おいて準用する同令第二十一条第三号に規定する食堂とみなすこと。 

五 前各号に規定するもののほか、消火設備その他の非常災害に際して

必要な設備が設けられていること。 

４ 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関

する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備

（ユニット型介護医療院に関するものに限る。）を有するものであるこ

ととする。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短

期入所療養介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第百九十三条

        また、病室への入口が、複数の病室で共同であったり、

カーテンなどで仕切られているに過ぎないような場合に

は、十分なプライバシーが確保されているとはいえず、

個室的多床室としては認められないものである。 

         なお、ユニットに属さない病室を改修してユニットを

造る場合に、病室がイの要件を満たしていれば、ユニッ

ト型個室に分類される。 

ホ 共同生活室（第２項第２号イ(2)及び第３項第２号イ(2)） 

ａ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当

該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための

場所としてふさわしい形状を有するものでなければならな

い。このためには、次の２つの要件を満たす必要がある。 

(ⅰ) 他のユニットの利用者が、当該共同生活室を通過す

ることなく、施設内の他の場所に移動することができる

ようになっていること。 

(ⅱ) 当該ユニットの利用者全員とその介護等を行う職員

が１度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが

可能な備品を備えた上で、当該共同生活室内を車椅子が

支障なく通行できる形状が確保されていること。 

ｂ 共同生活室の床面積 

共同生活室の床面積について「標準とする」とされている

趣旨は、病室の床面積について前記(4)の⑤にあるのと同様で

ある。 

ｃ 共同生活室には、介護を必要とする者が食事をしたり、談
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第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をい

う。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の

事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業（指定介護予防

サービス等基準条例第百九十一条に規定する指定介護予防短期入所療養

介護の事業をいう。以下同じ。）とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百九

十三条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすこと

をもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

（平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話等を楽しんだりするのに適したテーブル、椅子等の備品を

備えなければならない。 

また、利用者が、その心身の状況に応じて家事を行うこと

ができるようにする観点から、簡易な流し・調理設備を設け

ることが望ましい。 

ト 洗面設備（第２項第２号ロ及び第３項第２号ロ） 

洗面設備は、病室ごとに設けることが望ましい。ただし、共

同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この

場合にあっては、共同生活室内の１か所に集中して設けるので

はなく、２か所以上に分散して設けることが望ましい。なお、

病室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式とを混

在させても差し支えない。 

チ 便所（第２項第２号イ(4)及び第３項第２号イ(4)） 

便所は、病室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生

活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合

にあっては、共同生活室内の１か所に集中して設けるのではな

く、２か所以上に分散して設けることが望ましい。なお、病室

ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式とを混在さ

せても差し支えない。 

リ 浴室 

      浴室は、病室のある階ごとに設けることが望ましい。 

ヌ 浴室や機能訓練室等の設備については、療養病床を有する病

院又は診療所における短期入所療養介護の指定を受けた病棟と

受けない病棟とで共用することは当然認められるが、その場合



 256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

には、利用者数等からみて必要時に使用可能な広さを有するこ

とが必要である。 

ル 「火災に係る入所者の安全性が確保されている」と認められ

るときは、次の点を考慮して判断すること。 

ａ 病院においては、条例第 208 条第２項第２号イ（1）(ⅰ)、

第２項第２号イ(1)(ⅲ)、第２項第２号ロ、第２項第２号ハ、

第２項第２号二及び、診療所においては、条例第 208 の４の

第３項第２号イ(1)(ⅰ)、第３項第２号イ(1)(ⅲ)、第３項第

２号ロ、第３項第２号ハ及び第３項第２号二及び以下の要件

のうち、満たしていないものについても、一定の配慮措置が

講じられていること。 

(ⅰ) 談話室は、療養病床の利用者同士や利用者とその家

族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。 

(ⅱ) 食堂は、内法による測定で、療養病床における利用

者１人につき１平方メートル以上の広さを有しなければ

ならない。 

ｂ 日常における又は火災時の火災に係る安全性の確保が、利

用者が身体的、精神的に障害を有する者であることにかんが

みてなされていること。 

ｃ 管理者及び防火管理者は、当該療養病床を有する病院又は

診療所の建物の燃焼性に対する知識を有し、火災の際の危険

性を十分認識するとともに、職員等に対して、火気の取扱い

その他火災予防に関する指導監督、防災意識の高揚に努める

こと。 
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第三款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第二百九条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サ

ービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者

から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サ

ービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支

払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるもの

とする。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに

該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を

受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費

用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額

のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 

一 食事の提供に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定により特

定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第

一号に規定する食費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定

入所者介護サービス費が当該利用者に代わり当該ユニット型指定短期

入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定す

る食費の負担限度額）を限度とする。） 

二 滞在に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定により特定入所

ｄ 定期的に行うこととされている避難等の訓練は、当該療養

病床を有する病院又は診療所の建物の燃焼性を十分に勘案し

て行うこと。 

 

(4) 利用料等の受領（条例第 209 条） 

第 3の九の 2の(1)は、ユニット型指定短期入所療養介護事業者に

ついて準用する。この場合において、第 3の九の 2の(1)の①中「条

例第 194 条第 1 項及び第 2 頃」とあるのは「条例第 155 条の 5 第 1

項及び第 2 項」と、同②中「条例第 127 条第 3 項」とあるのは「条

例第 155 条の 5 第 3 項」と、同③中「条例第 127 条第 5 項」とある

のは「条例第 155 条の 5第 5項」と読み替えるものとする。 
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者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に

規定する居住費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所

者介護サービス費が当該利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所

療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居

住費の負担限度額）を限度とする。） 

三 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室

等の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

四 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の

提供を行ったことに伴い必要となる費用 

五 送迎に要する費用（厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

六 理美容代 

七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用

であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が

定めるところによるものとする。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、第三項に掲げる費用を伴

うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対

し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、

利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号ま

でに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（指定短期入所療養介護の取扱方針） 

第二百十条 指定短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じ

て、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むこと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 指定短期入所療養介護の取扱方針 

① 条例第 210 条第 1 項は、第 207 条の基本方針を受けて、利用者

へのサービスの提供は、利用者が自律的な日常生活を営むことが
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ができるようにするため、必要な援助を行うことにより、利用者の日常

生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役

割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならな

い。 

３ 指定短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行

われなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護は、利用者の自立した生活を支援することを基

本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当

該利用者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければな

らない。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者は、指定短期入所療

養介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供

方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の

提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならな

い。 

７ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行

う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話

できるよう支援するものとして行われなければならないことを規

定したものである。 

利用者へのサービスの提供に当たっては、利用前の居宅におけ

る生活と利用後の生活が連続したものとなるよう配慮することが

必要であり、このため職員は、一人一人の利用者について、個性、

心身の状況、入居に至るまでの生活歴とその中で培われてきた生

活様式や生活習慣を具体的に把握した上で、その日常生活上の活

動を適切に援助しなければならない。 

なお、こうしたことから明らかなように、利用者の意向に関わ

りなく集団で行うゲームや、日常生活動作にない動作を通じた機

能訓練など、家庭の中では通常行われないことを行うのは、サー

ビスとして適当でない。 

② 同条第 2 項は、第 207 条の基本方針を受けて、利用者へのサー

ビスの提供は、利用者がユニットにおいて相互に社会的関係を築

くことができるよう、それぞれ役割を持って生活を営めるように

配慮して行われなければならないことを規定したものである。 

このため職員は、利用者相互の信頼関係が醸成されるよう配慮

することが必要であるが、同時に、利用者が他の利用者の生活に

過度に干渉し、自律的な生活を損なうことのないようにすること

にも配慮が必要である。 

③ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、条例第 210 条第６

項の規定に基づき、身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し、２年間保

存しなければならないこととしたものである。 
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装置等を活用して行うことができるものとする。）を三月に一回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周

知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。 

９ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短

期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならな

い。 

１０ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入

所療養介護事業所の従業者が前各項の方針に従い、適切にユニット型指

定短期入所療養介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、

研修等を行うものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及

び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれ

らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具

体的な内容について記録しておくことが必要である。 

なお、当該記録は主治医が診療録に行わなければならないもの

とする。 

④ 条例第 210 条第８項第１号の「身体的拘束等の適正化のための

対策を検討する委員会」とは、身体的拘束等の適正化のための対

策を検討する委員会であり、委員会の構成メンバーは、事業所の

管理者及び従業者より構成する場合のほか、これらの職員に加え

て、第三者や専門家を活用した構成とすることが望ましく、その

方策として、精神科専門医等の専門医の活用等も考えられる。ま

た、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認めら

れる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営

することとして差し支えない。  

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委

員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ユニット型指定短期入所療養介護事業者が、報告、改善のため

の方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化につ

いて、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるための

ものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないこと
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に留意することが必要である。 

  具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにそ

の状況、背景等を記録するとともに、イの様式に従い、身体的

拘束等について報告すること。 

ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告され

た事例を集計し、分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を

分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該

事例の適正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

へ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

⑤ ユニット型指定短期入所療養介護事業者が整備する「身体的拘

束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこ

ととする。 

イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関す

る事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

二 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策

に関する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

へ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 
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（看護及び医学的管理の下における介護） 

第二百十一条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにお

いて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを

支援するよう、利用者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をも

って行われなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活におけ

る家事を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの

役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維

持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、

当該利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

⑥ 介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のた

めの研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等

の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定短期入所療養

介護事業者における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとす

る。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定短期入

所療養介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定

期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には

必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。

研修の実施は、職員研修事業所内での研修で差し支えない。 

(6) 看護及び医学的管理の下における介護 

① 条例第 211 条第 1 項は、看護及び医学的管理の下における介護

が、第 210 条のサービスの取扱方針を受けた適切な技術をもって

行われなければならないことを規定したものである。 

自律的な日常生活を営むことを支援するという点では、利用者

の日常生活上の活動への援助が過剰なものとなることのないよう

留意する必要がある。 

また、利用者が相互に社会的関係を築くことを支援するという

点では、単に利用者が家事の中で役割を持つことを支援するにと

どまらず、例えば、利用者相互の間で、頼り、頼られるといった

精神的な面での役割が生まれることを支援することにも留意する

必要がある。 
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ない事情がある場合には、清拭
しき

を行うことをもって入浴の機会の提供に

代えることができる。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の

状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せ

ざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつ

を適切に取り替えなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるもののほ

か、利用者が行う離床、着替え、整容その他の日常生活上の行為を適切

に支援しなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、当

該利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の

従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

 

（食事） 

第二百十二条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利

用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応

じ、食事の自立について必要な援助を行わなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重

した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に

応じて可能な限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確

保しなければならない。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関

係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活

② 同条第 2 項の「日常生活における家事」には、食事の簡単な下

準備や配膳、後片付け、清掃やゴミ出しなど、多様なものが考え

られる。 

③ 同条第 3項は、入浴が、単に身体の清潔を維持するだけでなく、

利用者が精神的に快適な生活を営む上でも重要なものであること

から、こうした観点に照らして「適切な方法により」これを行う

こととするとともに、同様の観点から、一律の入浴回数を設ける

のではなく、個浴の実施など利用者の意向に応じることができる

だけの入浴機会を設けなければならないことを規定したものであ

る。 

④ ユニット型指定短期入所生活介護事業所における看護及び医学

的管理の下における介護については、前記の①から③までによる

ほか、第 3の九の 2の（6）の①及び②を準用する。 

(7) 食事（条例第 212 条） 

① 条例第 212 条第 3 項は、第 155 条の 6 第 1 項のサービスの取扱

方針を受けて、食事は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間

に提供しなければならないこと、また、事業者側の都合で急
せ

かし

たりすることなく、入居者が自分のペースで食事を摂ることがで

きるよう十分な時間を確保しなければならないことを規定したも

のである。 

② 同条第 4 項は、条例第 212 条の基本方針を受けて、入居者の意

思を尊重し、また、その心身の状況に配慮した上で、可能な限り

離床し、共同生活室で食事を摂ることができるよう支援しなけれ

ばならないことを規定したものである。 
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室で食事を行うことを支援しなければならない。 

 

 

 

 

（その他のサービスの提供） 

第二百十三条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜
し

好

に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利

用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者とその家族と

の連携を図るよう努めなければならない。 

 

 

 

 

（運営規程） 

第二百十四条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該ユニット

型指定短期入所療養介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければな

らない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

四 通常の送迎の実施地域 

その際、共同生活室で食事を摂るよう強制することはあっては

ならないので、十分留意する必要がある。 

③ ユニット型指定短期入所療養介護事業所における食事について

は、前記の①及び②によるほか、第 3の九の 2の(7)の①から⑦ま

でを準用する。 

(8) その他のサービスの提供 

① 条例第 213 条第 1 項は、条例第 155 条の 6 第 1 項のサービスの

取扱方針を受けて、入居者 1 人 1 人の嗜好を把握した上で、それ

に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するととも

に、同好会やクラブ活動などを含め、利用者が自律的に行うこれ

らの活動を支援しなければならないことを規定したものである。 

② ユニット型指定短期入所療養介護の療養室等は、家族や友人が

来訪・宿泊して利用者と交流するのに適した個室であることから、

これらの者ができる限り気軽に来訪問・宿泊することができるよ

う配慮しなければならない。 

(9) 運営規程（条例第 214 条） 

第 3の九の 2の(8)は、ユニット型指定短期入所療養介護事業者に

ついて準用する。この場合において、第 3 の九の 2 の(8)中「第 202

条第 8 号」とあるのは「第 214 条の第 8 号」と読み替えるものとす

る。 
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五 施設利用に当たっての留意事項 

六 非常災害対策 

七 虐待の防止のための措置に関する事項 

八 その他事業の運営に関する重要事項 

（令和三条例九・一部改正） 

（勤務体制の確保等） 

第二百十五条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し

適切なユニット型指定短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型

指定短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなけ

ればならない。 

２ 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置

を行わなければならない。 

一 昼間については、各ユニットに常時一人以上の介護職員又は看護職

員を配置すること。 

二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又

は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置するこ

と。 

三 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所

療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の

従業者によってユニット型指定短期入所療養介護を提供しなければなら

ない。ただし、利用者への居宅サービスの提供に直接影響を及ぼさない

業務については、この限りでない。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者

 

 

 

 

 

(10) 勤務体制の確保 

条例第 215 条は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業に係る

条例第 180 条と同趣旨である為、第 3 の八の 4 の(10)を参照するこ

と。 
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の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、

当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、全ての短期入所療養介

護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条

第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類す

る者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるた

めに必要な措置を講じなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設

の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定短

期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより短期入所療養介護従業者の就業環境が害され

ることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければな

らない。 

（令和三条例九・令和六条例九・一部改正） 

（定員の遵守） 

第二百十六条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利

用者（当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介

護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型

指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっ

ては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同

じ。）数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行っては
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ならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、

この限りでない。 

一 ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介

護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入

居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えること

となる利用者数 

二 ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業

所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなし

た場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者 

（平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正） 

（準用） 

第二百十七条 第百九十三条、第百九十六条から第百九十八条まで、第二

百四条及び第二百五条（第百九条の準用に係る部分を除く。）の規定は、

ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第二百四条第二項第二号中「次条」とあるのは「第二百十七条

において準用する第二百五条」と、同項第三号中「第百九十五条第五項」

とあるのは「第二百十条第七項」と、同項第四号から第六号までの規定

中「次条」とあるのは「第二百十七条において準用する第二百五条」と、

第二百五条中「第百六十五条」とあるのは「第百六十五条に規定する運

営規程」と、「第二百二条」とあるのは「第二百十四条に規定する重要

事項に関する規程」と読み替えるものとする。 

 

第十一章 特定施設入居者生活介護 

第一節 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11) 準用 

条例第 217 条の規定により、第 193 条、第 196 条から第 198 条

まで、第 204 条及び第 205 条の規定は、ユニット型指定短期入所

生活介護の事業について準用されるものであるため、第 3の九の 2

の(3)から(5)まで(9)及び(11)から(15)までを参照すること。 

     なお、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等

の提供に係る基準等二のハの(2)及び居住、滞在及び宿泊並びに食

事の提供に係る利用料等に関する指針一のハに規定するウェブサ

イトへの掲載に関する取扱いは、条例第３５条に関する第３の一

の３の(24)の①に準ずるものとする。 

 

 

十 特定施設入居者生活介護 
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第二百十八条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護（以

下「指定特定施設入居者生活介護」という。）の事業は、特定施設サー

ビス計画（法第八条第十一項に規定する計画をいう。以下同じ。）に基

づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓

練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、

当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この章に

おいて「利用者」という。）が当該指定特定施設（特定施設であって、

当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同

じ。）においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるようにするものでなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「指定特定施設入

居者生活介護事業者」という。）は、安定的かつ継続的な事業運営に努

めなければならない。 

（平成二七条例二〇・一部改正） 

第二節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第二百十九条 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに

置くべき指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者（以下「特

定施設従業者」という。）及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の

区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増す

ごとに一以上 

二 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）

又は介護職員 次に掲げる基準を満たすものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人員に関する基準 

(1) 看護職員及び介護職員 

① 条例第 219 条第 1 項第 2 号ハの「常に 1 以上の指定特定施設入

居者生活介護の提供に当たる介護職員の確保」及び同条第 2項第 2

号ハの「常に 1 以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護

予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員の確保」と

は、介護サービスの提供内容に応じて介護職員の勤務体系を適切

に定めることであり、宿直時間帯を含めて適切な介護を提供でき

るようにするものとする。 

② 同条第 2 項第 2 号イの「看護職員及び介護職員の合計数」につ
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イ 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者で

ある利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。 

ロ 看護職員は、次の表の上欄に掲げる利用者の数の区分に応じ、同

表の下欄に定める員数であること。 

利用者の数 員数 

三十を超えない数 常勤換算方法で、一以上 

三十を超える数 常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて

五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た

数以上 

ハ 常に一人以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護

職員が確保されること。 

三 機能訓練指導員 一人以上 

四 計画作成担当者 一以上（利用者の数が百又はその端数を増すごと

に当該一以上の数に一を標準として算出した数を加えた数以上） 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生

活介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第二百四条第二項に規

定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。）

の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定

介護予防特定施設入居者生活介護（同条例第二百四条第一項に規定する

指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが

同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規

定にかかわらず、特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。 

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定介護予防特定施設入

いて、要介護者の利用者の数に、要支援の利用者 1 人を要介護者

0.3 人と換算して合計した利用者数をもとに、3又はその端数を増

すごとに 1以上と算出するものとする。 

③ 同条第 2 項第 2 号ハの「宿直時間帯」は、それぞれの事業所ご

とに利用者の状況等に応じて、例えば午後 9 時から午前 6 時まで

などと設定するものとする。また、宿直時間帯には宿直勤務を行

う介護職員がいなければならないこととする。 

④ 同条第 8 項の「指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提

供する場合」とは、入居者の状態の改善等により要介護者が存在

せず、要支援者に対する介護予防サービスのみが提供される場合

をいうものとする。 

(2) 主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる看護職員

又は介護職員 

条例第 219 条第 5 項の「主として指定特定施設入居者生活介護の

提供に当たる看護職員又は介護職員」及び同条第 8 項の「主として

指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活

介護の提供に当たる介護職員及び看護職員」とは、要介護者等（第 5

項の場合には要介護者、第 8 項の場合には要介護者及び要支援者を

いう。以下同じ。）に対するサービス提供に従事することを基本とす

るものである。ただし、要介護者等のサービス利用に支障がないと

きに、要介護者等以外の当該特定施設の入居者に対するサービス提

供を行うことは差し支えない。 

指定時においては、これらの従業者が要介護者等に対してサービ

スを提供する者として、それぞれ他の従業者と明確に区分するため
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居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この条において「介護予防

サービスの利用者」という。）の合計数（以下この条において「総利

用者数」という。）が百又はその端数を増すごとに一以上 

二 看護職員又は介護職員 次に掲げる員数 

イ 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数

及び介護予防サービスの利用者の数に十分の三を乗じて得た数の合

計数が三又はその端数を増すごとに一以上 

ロ 看護職員は、次の表の上欄に掲げる利用者の数の区分に応じ、同

表の下欄に定める員数であること。 

利用者の数 員数 

三十を超えない数 常勤換算方法で、一以上 

三十を超える数 常勤換算方法で一に当該総利用者数が三十を超

えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて

得た数以上 

ハ 指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直

時間帯を除き、一人以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介

護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保され

ること。 

三 機能訓練指導員 一人以上 

四 計画作成担当者 一以上（総利用者数が百又はその端数を増すごと

に当該一以上の数に一を標準として算出した数を加えた数以上） 

３ 前二項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数

は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定

の措置が講じられており、この措置及び前記の趣旨が運営規程にお

いて明示されていることを確認する必要がある。 

(3) 生産性向上に取り組む施設における看護職員及び介護職員の員

数の柔軟化 

条例第 219 条第９項については、生産性向上の取組に当たっての

必要な安全対策について検討した上で、見守り機器等の複数のテク

ノロジーの活用、職員間の適切な役割分担等の取組により、介護サ

ービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められる

指定特定施設に係る当該指定特定施設ごとに置くべき看護職員及び

介護職員の合計数について、常勤換算方法で、要介護者である利用

者の数が３（要支援者の場合は 10）又はその端数を増すごとに 0.9

以上であることと規定したものである。適用にあたっての留意点等

については、別途通知（「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準」等における生産性向上に先進的に取り組む特

定施設等に係る人員配置基準の留意点について」によるものとする。 
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数による。 

４ 第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤

でなければならない。 

５ 第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居

者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介

護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。 

６ 第一項第三号又は第二項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営む

のに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者と

し、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 

７ 第一項第四号又は第二項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に

従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画（第二項の場

合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計

画）の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利

用者（第二項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者）

の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合は、当該特定施設における他の

職務に従事することができるものとする。 

８ 第二項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居

者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるも

のとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は、常勤の者で

なければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみ

を提供する場合は、看護職員及び介護職員のうちいずれか一人が常勤で

あることをもって足りるものとする。 

９ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第一項第二号イ及

び第二項第二号イの規定の適用については、これらの規定中「一」とあ

 

 

 

 

 

 

(4) 機能訓練指導員（条例第 219 条第 6項） 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓棟を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行

う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅ

う師の資格を有する者（はり師及びきゅう師については、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マ

ッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で

６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）とする。 
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るのは、「〇・九」とする。 

一 第二百三十八条において準用する第百六十七条の二に規定する委員

会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の

負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検

討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。 

イ 利用者の安全及びケアの質の確保 

ロ 特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

ハ 緊急時の体制整備 

ニ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号に

おいて「介護機器」という。）の定期的な点検 

ホ 特定施設従業者に対する研修 

二 介護機器を複数種類活用していること。 

三 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を

図るため、特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。 

四 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を

図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われ

ていると認められること。 

（平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改

正） 

（管理者） 

第二百二十条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごと

に専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指

定特定施設の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定特定施

設における他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 管理者（条例第 220 条） 

短期入所生活介護の場合と同趣旨であるため、第 3の八の 1の(6)

を参照すること。 

(6) 病院及び診療所の療養病床転換による機能訓練指導員の配置に

関する基準緩和の経過措置（附則第 15 条） 
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させることができるものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟又は

一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養

病床を令和 6年 3月 31 日までの間に転換し、指定特定施設入居者生

活介護（外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。）

の事業を行う医療機関併設型指定特定施設（介護老人保健施設、介

護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をい

う。以下同じ。）においては、機能訓練指導員は、併設される介護老

人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定特定施設の

利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かな

いことができる。 

(7) 病院及び診療所の療養病床転換による生活指導員及び計画作成

担当者の配置に関する基準緩和の経過措置（附則第 16 条） 

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟又は

一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養

病床を令和 6年 3月 31 日までの間に転換し、指定特定施設入居者生

活介護（外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。）

の事業を行う医療機関併設型指定特定施設においては、当該医療機

関併設型指定特定施設における生活相談員又は計画作成担当者の配

置については、当該医療機関併設型指定特定施設の入居者に対する

サービス提供が適切に行われると認められる場合にあっては、実情

に応じた適当数でよいこと。 
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第三節 設備に関する基準 

（設備に関する基準） 

第二百二十一条 指定特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用し

ない附属の建物を除く。以下この条において同じ。）は、耐火建築物又

は準耐火建築物でなければならない。 

２ 前項に規定する基準の適用については、次の各号のいずれかに該当す

る木造かつ平家建の指定特定施設の建物であって、市長が、火災予防、

消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災時におけ

る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準

耐火建築物とすることを要しない。 

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の

使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設

置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備

により、円滑な消火活動が可能なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の

実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なもの

であること。 

３ 指定特定施設は、一時介護室（一時的に利用者を移して指定特定施設

入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。）、浴室、便所、食

堂及び機能訓練室を有するものでなければならない。ただし、他に利用

者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあって

は一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保で

２ 設備に関する基準（条例第 221 条） 

(1) 条例第 221 条第 2項は、指定短期入所生活介護の事業に係る条例

第 152 条第 2項と同趣旨である為、第 3の八の 2の(2)を参照するこ

と。 

(2) 条例第 221 条第 4項第 1号イの「利用者の処遇上必要と認められ

る場合」とは、例えば、夫婦で居室を利用する場合などであって、

事業者の都合により一方的に 2人部屋とすることはできない。なお、

平成 18 年厚生労働省令第 33 号附則第 2 条により、既存の指定特定

施設における定員 4 人以下の介護居室については、個室とする規定

を適用しないものとする。 

(3) 条例第 221 条第 4項において、介護居室、一時介護室、食堂及び

機能訓練室についていう「適当な広さ」については、面積による基

準を定めることはせず、利用者の選択に委ねることとする。このた

め、具体的な広さについては、利用申込者のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項であり、利用申込者に対する文書を交付し

ての説明及び掲示が必要となる。また、機能訓練室については、他

に適当な場所が確保されている場合に設けないことができることと

したが、この場合には、同一敷地内にある若しくは道路を隔てて隣

接する又は当該特定施設入居者生活介護事業所の付近にある等機能

訓練の実施に支障のない範囲内にある施設の設備を利用する場合も

含まれるものである。 

(4) 条例第 221 条第 5項の「利用者が車椅子で円滑に移動することが

可能な空間と構造」とは、段差の解消、廊下の幅の確保等の配慮が

なされていることをいうものである。 
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きる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。 

４ 指定特定施設の介護居室（指定特定施設入居者生活介護を行うための

専用の居室をいう。以下同じ。）、一時介護室、浴室、便所、食堂及び

機能訓練室は、次に掲げる基準を満たさなければならない。 

一 介護居室は、次に掲げる基準を満たすこと。 

イ 一の居室の定員は、一人であること（利用者への居宅サービスの

提供上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであ

ること。）。 

ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであるこ

と。 

ハ 地階に設けられていないこと。 

ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面

して設けられていること。 

二 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有するものであるこ

と。 

三 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものであること。 

四 便所は、居室のある各階に設置し、非常用設備が備えられているこ

と。 

五 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有するものであるこ

と。 

六 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有するもので

あること。 

５ 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間

と構造を有するものでなければならない。 

(5) 病院及び診療所の療養病床転換による浴室、便所及び食堂に関す

る基準の緩和（附則第 17 条） 

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟又は

一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養

病床を令和 6 年３月 31 日までの間に転換し、指定特定施設入居者

生活介護（外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除

く。）の事業を行う医療機関併設型指定特定施設においては、当該医

療機関併設型指定特定施設における浴室、便所及び食堂に関しては、

当該医療機関併設型指定特定施設の入居者に対するサービス提供が

適切に行われると認められる場合にあっては、置かないことができ

るものとする。 

なお、機能訓練指導室については、他に適当な場所が確保されて

いる場合に設けないことができることとされており、この場合には、

併設医療機関の設備を利用する場合も含まれるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 276 

６ 指定特定施設には、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が

設けられているものとする。 

７ 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準について

は、建築基準法及び消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）に定める

ところによる。 

８ 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生

活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護

の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設に

おいて一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス

等基準条例第二百七条第一項から第七項までに規定する設備に関する基

準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

第四節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明並びに契約の締結等） 

第二百二十二条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入

居申込者又はその家族に対し、第二百三十三条の運営規程の概要、従業

者の勤務体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説

明を行い、入居及び指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を

文書により締結しなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者

の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定めてはならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入居

者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 運営に関する基準 

(1) 内容及び手続の説明及び契約の締結等 

条例第 222 条第 1 項は、利用者に対し適切な特定施設入居者生活

介護を提供するため、入居申込者又はその家族に対し、入居申込者

のサービス選択に資すると認められる重要事項について、わかりや

すい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行

い、同意を得なければならないこととしたものである。 

「入居申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項」と

は、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、介護居室、一時介護室、

浴室、食堂及び機能訓練室の概要、要介護状態区分に応じて当該事

業者が提供する標準的な介護サービスの内容、利用料の額及びその

改定の方法並びに事故発生時の対応等である。 
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護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介

護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第

一項の契約に係る文書に明記しなければならない。 

４ 第十条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による文書の交

付について準用する。 

 

（指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等） 

第二百二十三条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく

入居者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならな

い。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者

生活介護に代えて当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提

供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者（以下

「入居者等」という。）が入院治療を要する者であること等入居者等に

対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、

適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなけれ

ばならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護

の提供に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等の把握

に努めなければならない。 

第二百二十四条 削除 

（平成二七条例二〇） 

（サービスの提供の記録） 

また、契約書においては、少なくとも、介護サービスの内容及び

利用料その他費用の額、契約解除の条件を記載するものとする。 

なお、条例第 219 条第 2 項本文に規定する介護予防特定施設入居

者生活介護の指定をあわせて受ける場合にあっては、特定施設入居

者生活介護事業と介護予防特定施設入居者生活介護の契約について

別の契約書とすることなく、1つの契約書によることができる。 

(2) 指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等 

条例第 223 条第 2 項は、入居者が当該指定特定施設入居者生活介

護事業者から指定特定施設入居者生活介護を受けることに同意でき

ない場合もあること等から設けたものである。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) サービス提供の記録 
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第二百二十五条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入

居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指

定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては、

当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護

を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（利用料等の受領） 

第二百二十六条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サ

ービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、その

利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係

る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護事

業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受

けるものとする。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

しない指定特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払

① 条例第 225 条第 1 項は、指定特定施設入居者生活介護の提供を

受けている者が居宅療養管理指導以外の居宅サービス、地域密着

型サービス及び施設サービスについて保険給付を受けることがで

きないことを踏まえ、他の居宅サービス事業者等において当該利

用者が指定特定施設入居者生活介護の提供を受けていることを確

認できるよう、指定特定施設入居者生活介護事業者に対して、指

定特定施設入居者生活介護の開始に際しては当該開始の年月日及

び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活

介護の終了に際しては当該終了の年月日を、利用者の被保険者証

に記載しなければならないこととしたものである。 

② 同条第 2 項は、サービスの提供日、サービスの内容、利用者の

状況その他必要な事項を記録しなければならないこととしたもの

である。 

なお、条例第 237 条第 2項の規定に基づき、当該記録は、2年間

保存しなければならない。 

(4) 利用料等の受領 

① 条例第 226 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定は、指定訪問介

護に係る第 22 条第 1項、第 2項及び第 4項の規定と同趣旨である

ため、第３の一の３の（11）の①、②及び④を参照すること。 
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を受ける利用料の額と、指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サ

ービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければ

ならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほ

か、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

一 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要

する費用 

二 おむつ代 

三 前二号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において

提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係

る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるも

の 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用を伴うサービスの

提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サー

ビスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければな

らない。 

 

（指定特定施設入居者生活介護の取扱方針） 

第二百二十七条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護

状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身

の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を適切に行わなければならな

い。 

２ 指定特定施設入居者生活介護は、次条第一項に規定する特定施設サー

ビス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わ

 

 

 

② 同条第 3 項は、指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特

定施設入居者生活介護の提供に関して、 

イ 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便

宜に要する費用 

    ロ おむつ代 

ハ 前 2 号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護に

おいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要と

なるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが

適当と認められるもの 

については、前 2 項の利用料のほかに、利用者から支払を受ける

ことができることとし、保険給付の対象となっているサービスと

明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けるこ

とは認めないこととしたものである。なお、ハの費用の具体的な

範囲については、別途通知するところによるものである。 

(5) 指定特定施設入居者生活介護の提供の取扱方針 

   ① 条例第 227 条第 4 項及び第 5 項は、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ

ればならないこととしたものである。 

     また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及
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れなければならない。 

３ 指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提

供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められ

たときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を

行わなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護

の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはなら

ない。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場

合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を三月に一回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周

知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。 

７ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施

設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければなら

ない。 

び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれ

らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具

体的な内容について記録しておくことが必要である。 

     なお、条例第 237 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年

間保存しなければならない。 

   ② 同条第６項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会」とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討

する委員会であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、看護

職員、介護職員、生活相談員）により構成する。構成メンバーの

責務及び役割分担を明確にするとともに、身体的拘束等の適正化

対応策を担当する者を決めておくことが必要である。なお、同一

事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当

(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差

し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事

しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、

各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者

を選任すること。 

    (※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が

望ましい。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生

又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当

者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施

するための担当者 

なお、身体的拘束等適正化検討委員会は、関係する職種、取り

扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置し
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８ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護

事業所の従業者が前各項の方針に従い、適切に指定特定施設入居者生活

介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うも

のとする。 

（平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ている場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支え

ない。身体的拘束等適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任

者であることが望ましい。また、身体的拘束適正化検討委員会に

は、第三者や専門家を活用することが望ましく、その方策として、

精神科専門医等の専門医の活用等が考えられる。 

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委

員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

指定特定施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底す

る目的は、身体的拘束等の適正化について、施設全体で情報共有

し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者

の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要であ

る。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその

状況、背景等を記録するとともに、イの様式に従い、身体的拘束

等について報告すること。 

ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告され

た事例を集計し、分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を

分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該
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事例の適正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

③ 指定特定施設が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」

には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他施設内の組織に関する

事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

ニ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に

関する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

ヘ 入居者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

④ 介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための

研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適

切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定特定施設における

指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定特定施

設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年

２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束

等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。

研修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。 
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（特定施設サービス計画の作成） 

第二百二十八条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者（第二百十九

条第一項第四号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。）

に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切

な方法により、利用者について、その有する能力、置かれている環境等

の評価を通じて当該利用者が現に抱える問題点を明らかにし、当該利用

者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべ

き課題を把握しなければならない。 

３ 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、当該利用者について

把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、

サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提

供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成

しなければならない。 

４ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その

原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当

該利用者の同意を得なければならない。 

５ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特

定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特

定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計

画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題

の把握を行い、必要に応じて当該特定施設サービス計画の変更を行うも

のとする。 

(6) 特定施設サービス計画の作成 

条例第 228 条は、特定施設サービス計画の作成及び変更の留意点

及び方法について定めたものであるが、利用者に対するサービスが

総合的に提供されるよう、当該計画は、介護保険給付の対象となら

ない介護サービスに関する事項をも含めたものとする。なお、当該

計画の作成及び実施に当たっては、利用者の希望を十分勘案するも

のとする。 

サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、

計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、そ

の内容等を説明した上で文書によって利用者の同意を得なければな

らず、また、当該特定施設サービス計画を利用者に交付しなければ

ならない。 

なお、交付した特定施設サービス計画は、条例第 237 条第 1 項の

規定に基づき、2年間保存しなければならない。 

また、指定特定施設入居者生活介護事業所において短期利用特定

施設入居者生活介護費を算定する場合で、居宅サービス計画に基づ

きサービスを提供している指定特定施設入居者生活介護事業者につ

いては、第３の一の３の（14）の⑥を準用する。この場合において、

「訪問介護計画」とあるのは「特定施設サービス計画」と読み替え

る。 
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７ 第二項から第五項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計

画の変更について準用する。 

（介護） 

第二百二十九条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、当該利用者の自立

の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなけ

ればならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者につ

いて、一週間に二回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清拭
しき

しな

ければならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、

適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければな

らない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前三項に定めるもののほか、

利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適

切に行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

（口腔衛生の管理） 

第二百二十九条の二 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口

 

 

(7) 介護 

① 条例第 229 条の規定による介護サービスの提供に当たっては、

当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、適切な技術をもって介護サービスを

提供し、又は必要な支援を行うものとする。なお、介護サービス

等の実施に当たっては、利用者の人格を十分に配慮して実施する

ものとする。 

② 同条第 2 項の規定による入浴の実施に当たっては、自ら入浴が

困難な利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、特別浴槽を用

いた入浴や介助浴等適切な方法により実施するものとする。なお、

健康上の理由等で入浴の困難な利用者については、清拭を実施す

るなど利用者の清潔保持に努めるものとする。 

③ 同条第 3 項の規定による排せつの介護に当たっては、利用者の

心身の状況や排せつ状況などをもとに、自立支援の観点から、ト

イレ誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施するこ

と。 

④ 同条第 4 項は、指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者

の心身の状況や要望に応じて、1日の生活の流れに沿って、食事、

離床、着替え、整容などの日常生活上の世話を適切に行うべきこ

とを定めたものである。 

(8) 口腔衛生の管理 

条例第 229 条の 2は、特定施設入居者生活介護事業者の入居者に
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腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口

腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を

計画的に行わなければならない。 

（令和六条例九・追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対する口腔衛生の管理について、入居者の口腔の健康状態に応じて、

以下の手順により計画的に行うべきことを定めたものである。別途

通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び

一体的取組について」）も参照すること。 

① 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科

衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技

術的助言及び指導を年２回以上行うこと。 

② ①の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入

所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要

に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。なお、口腔衛生の管

理体制に係る計画に相当する内容を特定施設サービス計画の中に

記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画

の作成に代えることができるものとする。 

    イ 助言を行った歯科医師 

ロ 歯科医師からの助言の要点 

ハ 具体的方策 

ニ 当該施設における実施目標 

ホ 留意事項・特記事項 

③ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員

に対する口腔清掃等に係る技術的助言及び指導又は②の計画に関

する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は

訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 

なお、当該施設と計画に関する技術的助言及び指導を行う歯科

医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士においては、実施事
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（健康管理） 

第二百三十条 指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注

意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 

（相談及び援助） 

第二百三十一条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心

身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家

族に対し、相談に適切に応ずるとともに、利用者の社会生活に必要な支

援を行わなければならない。 

 

 

（利用者の家族との連携等） 

第二百三十二条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者とそ

の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を

確保するよう努めなければならない。 

 

 

 

（運営規程） 

第二百三十三条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下こ

項等について文書で取り決めること。 

また、当該義務付けの適用に当たっては、令和６年改正条例附

則第５条において、３年間の経過措置を設けており、令和９年３

月３１日までの間は、努力義務とされている。 

 

 

 

(9) 相談及び援助 

条例第 231 条の規定による相談及び援助については、常時必要な

相談及び社会生活に必要な支援を行いうる体制をとることにより、

積極的に入居者の生活の向上を図ることを趣旨とするものである。

なお、社会生活に必要な支援とは、入居者自らの趣味又は嗜好に応

じた生きがい活動、各種の公共サービス及び必要とする行政機関に

対する手続き等に関する情報提供又は相談である。 

(10) 利用者の家族との連携等 

条例第 232 条は、指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況を家族に定期的に

報告する等常に利用者と家族の連携を図るとともに、当該事業者が

実施する行事への参加の呼びかけ等によって利用者とその家族が交

流できる機会等を確保するよう努めなければならないこととするも

のである。 

(11) 運営規程 

条例第 233 条は、指定特定施設入居者生活介護の事業の適正な運

営及び利用者に対する適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を
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の章において「運営規程」という。）を定め、これを当該指定特定施設

の従業者及び利用者に周知しなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 

三 入居定員及び居室数 

四 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

五 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 

六 施設の利用に当たっての留意事項 

七 緊急時等における対応方法 

八 非常災害対策 

九 虐待の防止のための措置に関する事項 

十 その他事業の運営に関する重要事項 

（令和三条例九・一部改正） 

 

 

（勤務体制の確保等） 

第二百三十四条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、

適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよ

う、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者に

よって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、

当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確

実に行うことができる場合は、この限りでない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指

確保するため、同条第 1号から第 10 号までに掲げる事項を内容とす

る規程を定め、これを当該指定特定施設入居者生活介護事業所の従

業者及び利用者に周知しなければならないことを指定特定施設ごと

に義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。 

① 指定特定施設入居者生活介護の内容 

「指定特定施設入居者生活介護の内容」については、入浴の介

護の 1 週間における回数等のサービスの内容を指すものであるこ

と。 

   ② その他運営に関する重要事項 

条例第 219 条第 1 項第 2 号の看護職員又は介護職員を、それぞ

れ他の従業者と明確に区分するための措置等を指すものであるこ

と。 

また、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続きについて

定めておくことが望ましい。 

(12) 勤務体制の確保等 

条例第 234 条は、利用者に対する適切な指定特定施設入居者生活

介護の提供を確保するため、職員の勤務体制等を規定したものであ

るが、このほか次の点に留意するものとする。 

① 特定施設従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者

との兼務関係、機能訓練指導員との兼務関係、計画作成担当者と

の兼務関係等を勤務表上明確にすること。 

② 同条第 2 項の規定により、指定特定施設入居者生活介護に係る

業務の全部又は一部を他の事業者（以下「受託者」という。）に行
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定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の

事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況につい

て定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上

のための研修の機会を確保しなければならない。その際、指定特定施設

入居者生活介護事業者は、全ての特定施設従業者（看護師、准看護師、

介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める

者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症

介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければ

ならない。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定特定施設入居者生

活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより特定施設従業者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

（令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

わせる指定特定施設入居者生活介護事業者（以下「委託者」とい

う。）は、当該受託者に対する当該業務の管理及び指揮命令の確実

な実施を確保するため、当該委託契約において次に掲げる事項を

文書により取り決めなければならない。この場合において、委託

者は受託者に委託した業務の全部又は一部を再委託させてはなら

ない。なお、給食、警備等の特定施設入居者生活介護に含まれな

い業務については、この限りでない。 

イ 当該委託の範囲 

ロ 当該委託に係る業務（以下「委託業務」という。）の実施に当

たり遵守すべき条件 

ハ 受託者の従業者により当該委託業務が条例第 11章第 4節の運

営基準に従って適切に行われていることを委託者が定期的に確

認する旨 

ニ 委託者が当該委託業務に関し受託者に対し指示を行い得る旨 

ホ 委託者が当該委託業務に関し改善の必要を認め、所要の措置

を講じるよう前号の指示を行った場合において、当該措置が講

じられたことを委託者が確認する旨 

へ 受託者が実施した当該委託業務により入居者に賠償すべき事

故が発生した場合における責任の所在 

ト その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必要な事

項 

③ 指定特定施設入居者生活介護事業者は②のハ及びホの確認の結

果の記録を作成しなければならないこと。 

④ 指定特定施設入居者生活介護事業者が行う②のニの指示は、文
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書により行わなければならないこと。 

⑤ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、条例第 237 条第 2 項の

規定に基づき、②のハ及びホの確認の結果の記録を 2 年間保存し

なければならないこと。 

⑥ 同条第４項の規定は、指定訪問入浴介護に係る条例第 58 条の２

第３項と基本的に同趣旨であるため、第３の二の３の⑹③を参照

すること。 

⑦ 同条第５項の規定は、指定訪問介護に係る条例第 33 条第４項の

規定と基本的に同趣旨であるため、第３の一の３の(21)④を参照

すること。 

(13) 業務継続計画の策定等 

① 条例第238条の規定により指定特定施設入居者生活介護の事業

について準用される条例第33条の２は、指定特定施設入居者生活

介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者

が継続して指定特定施設入居者生活介護の提供を受けられるよ

う、業務継続計画を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、

指定認知症対応型共同生活介護事業者に対して、必要な研修及び

訓練（シミュレーション）を実施しなければならないこととした

ものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施に

ついては、条例第238条の規定により指定特定施設入居者生活介護

の事業について準用される条例第33条の２に基づき事業所に実施

が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等によ

り行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合

には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修
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及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるように

することが望ましい。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項

目の記載内容については、「介護施設・事業所における感染症発

生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における

自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照すること。また、

想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項

目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害

の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。

さらに、感染症に係る業務継続計画、感染症の予防及びまん延の

防止のための指針、災害に係る業務継続計画並びに非常災害に関

する具体的計画については、それぞれに対応する項目を適切に設

定している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取

組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者へ

の対応、関係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のラ

イフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 
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③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内

容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急

時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年２回以

上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施

すること。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、

感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及び

まん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えな

い。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生し

た場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、

事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践

するケアの演習等を定期的（年２回以上）に実施するものとする。

なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予

防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し

支えない。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非

常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机

上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施するこ

と。 

(14) 衛生管理等 

① 条例第238条の規定により指定特定施設入居者生活介護につい

て準用される条例第112条第１項の規定については、通所介護と同

様であるので、第３の六の３の⑻の①を参照すること。 
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② 同条第２項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないよう

に講ずるべき措置については、具体的には次のイからハまでの取

扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が

求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により

行うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会 

当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識

を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、

特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め

積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び

役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておく

ことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業

所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催する

とともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時

開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、

これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、

事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者
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との連携等により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のため

の指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。平

常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、

ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時

の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関

や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、

行政等への報告等が想定される。また、発生時における事業所

内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記し

ておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現

場における感染対策の手引き」を参照すること。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

特定施設従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止の

ための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識

を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づい

た衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が

定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時

には感染対策研修を実施すること。また、研修の実施内容につ

いても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員

向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなど、
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（協力医療機関等） 

第二百三十五条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の

急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければ

ならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療

機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定

めるよう努めなければならない。 

一 利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談

対応を行う体制を常時確保していること。 

二 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった

場合において、診療を行う体制を常時確保していること。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機

関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、

事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応

じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発

生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的（年

２回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症

発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた

指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感

染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、

机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施す

ること。 

(15) 協力医療機関等 

条例第 235 条は、特定施設の入居者の病状の急変時等に対応する

ための協力医療機関をあらかじめ定めておくこと、新興感染症の診

療等を行う医療機関と新興感染症発生時等における対応を取り決め

るよう努めること、歯科医療の確保の観点からあらかじめ協力歯科

医療機関を定めておくよう努めること等を規定したものであるこ

と。 

協力医療機関及び協力歯科医療機関は、特定施設から近距離にあ

ることが望ましい。 

① 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の入院や休日夜

間等における対応について円滑な協力を得るため、協力医療機関

との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくものとする。 

② 協力医療機関との連携（第２項） 
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協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第六条第十七

項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定

医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第七項に規定する新

型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条

第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の

対応を取り決めるよう努めなければならない。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指

定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間

で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他

の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能と

なった場合においては、再び当該指定特定施設に速やかに入居させるこ

とができるよう努めなければならない。 

７ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機

関を定めておくよう努めなければならない。 

（令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

特定施設入居者介護の入居者の病状の急変時等に、相談対応や

診療を行う体制を常時確保した協力医療機関を定めるよう努めな

ければならない。 

連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、

地域包括ケア病棟(200 床未満)を持つ医療機関等の在宅医療を支

援する地域の医療機関（以下、在宅療養支援病院等）と連携を行

うことが想定される。なお、令和６年度診療報酬改定において新

設される地域包括医療病棟を持つ医療機関は、前述の在宅療養支

援病院等を除き、連携の対象として想定される医療機関には含ま

れないため留意すること。 

③ 協力医療機関との連携に係る届け出（第３項） 

協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年

に１回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確

認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等

を都道府県に届け出ることを義務づけたものである。届出につい

ては、別紙１によるものとする。協力医療機関の名称や契約内容

の変更があった場合には、速やかに都道府県知事に届け出ること。 

④ 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携（第４項） 

特定施設入居者介護事業者の入居者における新興感染症の発生

時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築

しておくため、感染症法第６条第 17 項に規定する第二種協定指定

医療機関である病院又は診療所との新興感染症発生時等における

対応を取り決めるよう努めることとしたものである。 

取り決めの内容としては、流行初期期間経過後（新興感染症の
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（地域との連携等） 

第二百三十六条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の運営に当

たっては、地域住民等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めな

ければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、

発生の公表後４か月程度から６カ月程度経過後）において、特定

施設入居者介護事業者の入居者が新興感染症に感染した場合に、

相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定さ

れる。なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステ

ーションとの連携を行うことを妨げるものではない。 

⑤ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合（第５項） 

協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、第３

項で定められた入居者の急変時等における対応の確認と合わせ、

当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等における対応

について協議を行うことを義務付けるものである。協議の結果、

当該協力医療機関との間で新興感染症の発生時等の対応の取り決

めがなされない場合も考えられるが、協力医療機関のように日頃

から連携のある第二種協定指定医療機関と取り決めを行うことが

望ましい。 

⑥ 医療機関に入院した入居者の退院後の受け入れ（第６項） 

「速やかに入居させることができるよう努めなければならな

い」とは、必ずしも退院後に再入居を希望する入居者のために常

に居室を確保しておくということではなく、できる限り円滑に再

入居できるよう努めなければならないということである。 

(16) 地域との連携等 

① 条例第 236 条第 1 項は、指定特定施設入居者生活介護の事業が

地域に開かれた事業として行われるよう、指定特定施設入居者生

活介護事業者は、地域の住民やボランティア団体等との連携及び

協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととした
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市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものである。 

② 同条第 2 項は、条例第４条第 2 項の趣旨に基づき、介護サービ

ス相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村との密

接な連携に努めることを規定したものである。 

なお、「市町村が実施する事業」には、介護サービス相談員派遣

事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団

体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 

(17) 虐待の防止 

条例第238条の規定により指定特定施設入居者生活介護の事業に

ついて準用される条例第41条の２は、虐待の防止に関する事項につ

いて規定したものである。虐待は、法の目的の一つである高齢者の

尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が

極めて高く、指定特定施設入居者生活介護事業者は虐待の防止のた

めに必要な措置を講じなければならない。虐待を未然に防止するた

めの対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防

止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成17 年法律

第124 号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されている

ところであり、その実効性を高め、入居者の尊厳の保持・人格の尊

重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置

を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定特定施設入居者生活介護事業者は高齢者の尊厳保持、人

格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる

必要があり、第４条の一般原則に位置付けられているとおり、
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研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要があ

る。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護施

設の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解している

ことも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定特定施設の従業者は、虐待等を発見しやすい立場にある

ことから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待

等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられて

いることが望ましい。また、入居者及びその家族からの虐待等

に係る相談、入居者から市町村への虐待の届出について、適切

な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報され

る必要があり、指定特定施設入居者生活介護事業者は当該通報

の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対す

る調査等に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が

発生した場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を

実施するものとする。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防

止検討委員会」という。）は、虐待等の発生の防止・早期発見に

加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための

対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成す
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る。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定

期的に開催することが必要である。また、虐待防止の専門家を委

員として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、

複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その性質上、

一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の

状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、関係する職種、取り扱う事項等

が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場

合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。ま

た、施設に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者

との連携等により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生

労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について

検討することとする。その際、そこで得た結果（事業所における

虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹

底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 
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ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関す

ること 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅

速かつ適切に行われるための方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる

再発の確実な防止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価

に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定特定施設入居者生活介護事業者が整備する「虐待の防止の

ための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 施設における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 入居者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待

等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するも

のであるとともに、当該指定特定施設における指針に基づき、虐



 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定特定施

設入居者生活介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成

し、定期的な研修（年２回以上）を実施するとともに、新規採用

時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要であ

る。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。

研修の実施は、施設内での研修で差し支えない。 

④ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定特定施設における虐待を防止するための体制として、①か

ら③までに掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くこと

が必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任

者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内

での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼

務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えな

い。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、

利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者と

しての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任する

こと。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師

が望ましい。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故

の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施する

ための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措

置を適切に実施するための担当者 
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（記録の整備） 

第二百三十七条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、

備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設

入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から二年間保存しなければならない。 

一 第二百二十八条第一項の特定施設サービス計画 

二 第二百二十五条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

三 第二百二十七条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

四 第二百三十四条第三項の規定による結果等の記録 

五 次条において準用する第二十八条の規定による保険者市町村への通

知に係る記録 

六 次条において準用する第三十九条第二項の規定による苦情の内容等

の記録 

七 次条において準用する第四十一条第二項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

３ 前二項の規定によるもののほか、指定特定施設入居者生活介護事業者

は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結

の日から五年間保存しなければならない。 

（平成二七条例二〇・令和三条例九・令和六条例九・一部改正） 

（準用） 

第二百三十八条 第十三条、第十四条、第二十三条、第二十八条、第三十

(18) 記録の整備 

条例第237条第2項は、指定特定施設入居者生活介護事業者が同項

各号に規定する記録を整備し、２年間保存しなければならないこと

としたものである。 

なお、「その完結の日」とは、同項第1号から第3号まで及び第5号

から第7号までの記録については、個々の利用者につき、契約の終了

（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の

自立を含む。）により一連のサービス提供が終了した日、同項第4号

の記録については、条例第234条第3項に規定する指定特定施設入居

者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行

わせる場合の当該事業者の業務の実施状況について確認した日を指

すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) 準用 

条例第 238 条の規定により、条例第 13 条、第 14 条、第 23 条、第
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三条の二、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条、第三十九条、

第四十一条から第四十二条まで、第五十六条、第五十七条、第百十一条、

第百十二条、第百六十条及び第百六十七条の二の規定は、指定特定施設

入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十三

条の二第二項、第三十五条第一項及び第四十一条の二第一号及び第三号

中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第五十六条中「訪

問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と、第百十二条第二

項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」

と読み替えるものとする。 

（平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正） 

第五節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業

の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準 

第一款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第二百三十九条 第一節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス

利用型指定特定施設入居者生活介護（指定特定施設入居者生活介護であ

って、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画

の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等（以下「基本サービ

ス」という。）及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サー

ビス事業者（以下「受託居宅サービス事業者」という。）により、当該

特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護そ

の他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話（以下「受託居宅

サービス」という。）をいう。以下同じ。）の事業を行うものの基本方

針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定める

28 条、第 33 条の 2、第 35 条から第 37 条まで、第 38 条、第 39 条、

第 41 条から第 42 条まで、第 56 条、第 57 条、第 111 条、第 112 条、

第 160 条及び第 167 条の 2 の規定は、指定特定施設入居者生活介護

の事業に準用されるものであるため、第 3の一の 3の(5)、(6)、(12)、

(15)、（24）、（25）、（27）、（28）、（30）及び(32)、第 3の二の 3の(3)

及び(4)、第 3の六の 3の(8)並びに、第 3の八の 3の(8)及び(19)を

参照すること。 

 

 

 

十の二 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護 
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ところによる。 

（平成三〇条例一一・一部改正） 

（基本方針） 

第二百四十条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業

は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受

託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護

状態になった場合でも、当該指定特定施設において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければな

らない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以

下「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。）

は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 

第二款 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第二百四十一条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者

が指定特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者（以下「外

部サービス利用型特定施設従業者」という。）及びその員数は、次の各

号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増す

ごとに一以上 

二 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すご

とに一以上 

三 計画作成担当者 一以上（利用者の数が百又はその端数を増すごと

に当該一以上の数に一を標準として算出した数を加えた数以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人員に関する基準 

(1) 介護職員の数 

条例第 241 条第 2 項第 2 号の介護職員について、要介護者の利用

者の数に、要支援者である利用者 1 人を要介護者 3 分の 1 人と換算

して合計した利用者数をもとに、10 又はその端数を増すごとに 1 以

上と算出するものとする。 

  (2) 常に 1以上確保すべき従業者 

条例第 241 条第 4 項の「指定特定施設の従業者」は、第 1 項に規

定する外部サービス利用型特定施設従業者に限るものではなく、要

介護者及び要支援者以外の当該特定施設の入居者に対して生活相談

等のサービスを提供する者等を含むものとする。 

(3) 利用者の処遇に支障がない場合に従事することができる他の職
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２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービ

ス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者（指定介護予防サ

ービス等基準条例第二百二十八条第二項に規定する外部サービス利用型

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指

定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介

護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護

（指定介護予防サービス等基準条例第二百二十七条に規定する外部サー

ビス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）

の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあって

は、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型特定施設従業者の員

数は、それぞれ次のとおりとする。 

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定

介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この条

において「介護予防サービスの利用者」という。）の合計数（以下こ

の条において「総利用者数」という。）が百又はその端数を増すごと

に一以上 

二 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すご

とに一及び介護予防サービスの利用者の数が三十又はその端数を増す

ごとに一以上 

三 計画作成担当者 一以上（利用者の数が百又はその端数を増すごと

に当該一以上の数に一を標準として算出した数を加えた数以上） 

３ 前二項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数

は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定

数による。 

務 

条例第 241 条第 5項及び第 6項並びに第 192 条の 5の「他の職務」

は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る職務に

限るものではなく、要介護者及び要支援者以外の当該特定施設の入

居者に対する生活相談等のサービスの提供を含むものとする。 

(4) 計画作成担当者（条例第 241 条第 6項） 

計画作成担当者は、介護支援専門員をもって充てること。 

ただし、平成 18 年厚生労働省令第 33 号附則第 4 条により、養護

老人ホームに係る特定施設においては、平成 21 年 3 月 31 日までの

間は、介護支援専門員でない者をもって充てることができる。 

(5) 病院及び診療所の療養病床転換による生活相談員及び計画作成

担当者の配置に関する基準緩和の経過措置 

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟又は

一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養

病床を令和６年３月 31 日までの間に転換し、外部サービス利用型指

定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定特定施

設においては、当該医療機関併設型指定特定施設における生活相談

員及び計画作成担当者の配置については、当該医療機関併設型指定

特定施設の入居者に対するサービス提供が適切に行われると認めら

れる場合にあっては、実情に応じた適当数でよいこと。 
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４ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、常に一人以上

の指定特定施設の従業者（第一項に規定する外部サービス利用型特定施

設従業者を含む。）を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯に

あっては、この限りでない。 

５ 第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、専ら

その職務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者（第

二項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者）の処遇

に支障を及ぼすおそれがない場合は、当該特定施設における他の職務に

従事することができるものとする。 

６ 第一項第三号又は第二項第三号の計画作成担当者は、専らその職務に

従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画（第二項の場

合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計

画）の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち一人

以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者（第二項の場合にあ

っては、利用者及び介護予防サービスの利用者）の処遇に支障を及ぼす

おそれがない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することが

できるものとする。 

（管理者） 

第二百四十二条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者

は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければ

ならない。ただし、指定特定施設の管理上支障を及ぼすおそれがない場

合は、当該指定特定施設における他の職務に従事させ、又は他の事業所、

施設等の職務に従事させることができるものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 
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第三款 設備に関する基準 

（設備に関する基準） 

第二百四十三条 指定特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用し

ない附属の建物を除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければ

ならない。 

２ 前項に規定する基準の適用については、次の各号のいずれかの要件に

該当する木造かつ平家建の指定特定施設の建物であって、市長が、火災

予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災時

における利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物

又は準耐火建築物とすることを要しない。 

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の

使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設

置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備

により、円滑な消火活動が可能なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の

実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なもの

であること。 

３ 指定特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有するものでなければ

ならない。ただし、居室の面積が二十五平方メートル以上である場合は、

食堂を設けないことができるものとする。 

４ 指定特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなけ

ればならない。 

２ 設備に関する基準 

 

 

 

 

(1) 条例第 243 条第 2項は、指定短期入所生活介護の事業に係る条例

第 124 条第 2項と同趣旨である為、第 3の八の 2の(2)を参照するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 条例第 243 条第 4項において、居室及び食堂についていう「適当

な広さ」については、面積による基準を定めることはせず、利用者
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一 居室は、次の基準を満たすこと。 

イ 一の居室の定員は、一人であること（利用者への居宅サービスの

提供上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであ

ること。）。 

ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであるこ

と。 

ハ 地階に設けられていないこと。 

ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面

して設けられていること。 

ホ 非常通報装置又はこれに代わる設備が設けられていること。 

二 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものであること。 

三 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備が備えられている

こと。 

四 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有するものであるこ

と。 

５ 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間

と構造を有するものでなければならない。 

６ 指定特定施設には、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が

設けられているものとする。 

７ 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準について

は、建築基準法及び消防法に定めるところによる。 

８ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービ

ス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受

け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外

の選択に委ねることとする。このため、具体的な広さについては、

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項であ

り、利用申込者に対する文書を交付しての説明及び掲示が必要とな

る。 

(3) 条例第 243 条第 4項第 1号イの「利用者の処遇上必要と認められ

る場合」とは、例えば夫婦で居室を利用する場合などであって、事

業者の都合により一方的に 2 人部屋とすることはできない。なお、

平成 18 年厚生労働省令第 33 号附則第 2 条により、既存の指定特定

施設における定員 4人以下の居室については、同附則第 5条により、

既存の又は既存とみなすことができる養護老人ホームに係る特定施

設における居室については、個室とする規定を適用しないものとす

る。 

(4) 条例第 243 条第 4項第 1号ホ及び同項第 3号の非常通報装置等の

設置の規定は、利用者が居室等にいる場合に病状の急変等の事態が

生じた場合に、特定施設の従業者が速やかに対応できるようにする

趣旨で設置を求めるものである。ただし、平成 18 年厚生労働省令第

33 号附則第 3 条により、既存の養護老人ホームに係る特定施設の場

合は、平成 19 年 3 月 31 日までの間に非常通報装置等の設置をする

旨の計画が立てられていることを要件として、当該規定を満たすこ

ととする。 

(5) 病院及び診療所の療養病床転換による浴室、便所、食堂及び機能

訓練室に関する基準緩和の経過措置 

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟又は



 309 

部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一

の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防

サービス等基準条例第二百三十一条第一項から第七項までに規定する設

備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

 

 

 

 

第四款 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明並びに契約の締結等） 

第二百四十四条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者

は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第二百四十六条の運

営規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定特定施設入

居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、受

託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受託居宅サービス

の事業を行う事業所（以下「受託居宅サービス事業所」という。）の名

称、受託居宅サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の

入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文

書を交付して説明を行い、入居（養護老人ホームに入居する場合を除く。）

及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契

約を文書により締結しなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契

約において、入居者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定

一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養

病床を令和６年３月３１日までの間に転換し、外部サービス利用型

指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定特定

施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病

院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設

型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所及び食堂を置か

ないことができるものとする。 

 

３ 運営に関する基準 

(1) 内容及び手続の説明及び契約の締結等 

条例第 244 条第 1 項は、利用者に対し適切な外部サービス利用型

指定特定施設入居者介護を提供するため、入居申込者又はその家族

に対し、入居申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項

について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して

懇切丁寧に説明を行い、同意を得なければならないこととしたもの

である。 

「入居申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項」と

は、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指

定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務

の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業

所の名称並びに居宅サービスの種類、居室、浴室及び食堂の概要、

要介護状態区分又は要支援状態区分に応じて当該事業者が提供する

標準的な介護サービスの内容、安否確認の方法及び手順、利用料の



 310 

めてはならない。 

３ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切

な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用

者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用

者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあら

かじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。 

４ 第十条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による文書の交

付について準用する。 

（受託居宅サービスの提供） 

第二百四十五条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者

は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、

適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう、必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅

サービス事業者が受託居宅サービスを提供した場合にあっては、提供し

た日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

（運営規程） 

額及びその改定の方法、事故発生時の対応等である。 

また、契約書においては、少なくとも、介護サービスの提供の方

法、利用料その他費用の額、契約解除の条件を記載するものとする。 

 

 

 

  

 

(2) 介護サービスの提供 

① 適切かつ円滑な介護サービス提供のための必要な措置 

条例第 245 条第 1 項は、利用者に対し、受託居宅サービス事業

者による介護サービスを適切かつ円滑に提供するため、必要な措

置を講じなければならないこととしたものである。 

「必要な措置」とは、例えば、外部サービス利用型特定施設従

業者及び受託居宅サービス事業所の従業者による会議を開催し、

利用者への介護サービス提供等に係る情報伝達、特定施設サービ

ス計画作成にあたっての協議等を行うことである。 

   ② 介護サービス提供に係る文書による報告 

条例第 245 条第 2 項は、外部サービス利用型指定特定施設入居

者生活介護事業者が、受託居宅サービス事業者による介護サービ

ス提供の実施状況を把握するため、介護サービス提供の日時、時

間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させることとし

たものである。 

(3) 運営規程 
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第二百四十六条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者

は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程（以下この節において「運営規程」という。）を定め、これ

を当該外部サービス利用型指定特定施設の従業者及び利用者に周知しな

ければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 入居定員及び居室数 

四 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その

他の費用の額 

五 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所

在地 

六 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続 

七 施設の利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 虐待の防止のための措置に関する事項 

十一 その他事業の運営に関する重要事項 

（令和三条例九・一部改正） 

（受託居宅サービス事業者への委託） 

第二百四十七条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者

が、受託居宅サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結すると

きは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。 

２ 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密

条例第 246 条は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介

護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な外部サービス利用

型指定特定施設入居者生活介護の提供を確保するため、同条第 1 号

から第 10 号までに掲げる事項を内容とする規程を定め、これを当該

外部サービス利用型指定特定施設の従業者及び利用者に周知しなけ

ればならないことを指定特定施設ごとに義務づけたものであるが、

特に次の点に留意するものとする。 

① 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の内容 

「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の内容」に

ついては、利用者の安否の確認、生活相談、計画作成の方法等を

指すものであること。 

② その他運営に関する重要事項 

従業者間で利用者に緊急時対応等を行った場合の内容について

共有するための方  法を定めておくこと。利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体

的拘束等を行う際の手続について定めておくことが望ましい。 

 

 

 

(4) 受託居宅サービス事業者への委託 

条例第 247 条は、利用者に対する適切な外部サービス利用型指定

特定施設入居者生活介護の提供を確保するため、外部サービス利用

型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービス事業者

に受託居宅サービスの提供に係る業務を委託する方法等を規定した
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着型サービス事業者でなければならない。 

３ 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定

訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーシ

ョン、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第二百五十条に規

定する指定福祉用具貸与、指定地域密着型サービス基準条例第六十一条

の二に規定する指定地域密着型通所介護及び指定地域密着型サービス基

準条例第六十二条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開

始に当たっては、次の各号に掲げる事業を提供する事業者と、第一項に

規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結す

るものとする。 

一 指定訪問介護 

二 指定訪問看護 

三 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護 

５ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第三項に

規定する受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスのうち、

前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託居宅サー

ビス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第一項に規定する

方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するもの

とする。 

６ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第三項の

指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業

者に委託する契約を締結する場合にあっては、本市に所在する指定認知

症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居

ものであるが、このほか次の点に留意するものとする。 

① 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受

託居宅サービス事業者に対する委託に係る業務の管理及び指揮命

令の確実な実施を確保するため、当該委託契約において次に掲げ

る事項を文書により取り決めなければならない。この場合におい

て、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は受

託居宅サービス事業者に委託した業務を再委託させてはならな

い。 

    イ 当該委託の範囲 

ロ 当該委託に係る業務（以下「委託業務」という。）の実施に当

たり遵守すべき条件 

ハ 受託居宅サービス事業者の従業者により当該委託業務が条例

第 11章第 5節の運営基準に従って適切に行われていることを外

部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が定期的

に確認する旨 

ニ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が当

該委託業務に関し受託居宅サービス事業者に対し指示を行い得

る旨 

ホ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が当

該委託業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう

前号の指示を行った場合において、当該措置が講じられたこと

を外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が確

認する旨 

へ 受託居宅サービス事業者が実施した当該委託業務により入居
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宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。 

７ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅

サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものと

する。 

８ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅

サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を

記録しなければならない。 

（平成二八条例一六・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者に賠償すべき事故が発生した場合における責任の所在 

ト その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必要な事

項 

② 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は①の

ハ及びホの確認の結果 の記録を作成しなければならないこと。 

③ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が行う

①のニの指示は、文書により行わなければならないこと。 

④ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、条

例第 248 条第 2 項の規定に基づき、①のハ及びホの確認の結果の

記録を 2年間保存しなければならないこと。 

⑤ 一の居宅サービスを提供する受託居宅サービス事業者は、複数

の事業者とすることも可能であること。 

⑥ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、事業の

開始に当たっては、指定訪問介護、指定訪問看護及び指定通所介

護又は指定地域密着型通所介護のサービスを提供する事業者と予

め契約し、法第 70 条第 1項及び施行規則第 123 条第 1項により、

当該受託居宅サービス事業者及び当該受託居宅サービス事業所の

名称及び所在地を記載した書類を都道府県知事に提出しなければ

ならないこと。 

⑦ 条例第 247 条第 6 項は、地域密着型サービスの趣旨を踏まえ、

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、本市

に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サー

ビス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結し

なければならないことを規定したものである。指定地域密着型通
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（記録の整備） 

第二百四十八条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者

は、従業者、設備、備品、会計及び受託居宅サービス事業者に関する記

録を整備しておかなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に

対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければなら

ない。 

所介護については、施行日（平成 28 年４月１日）の前日において、

現に市外に所在する指定通所介護の事業を行う受託居宅サービス

事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結してい

る場合があることから当面の間は同項に規定しないこととする

が、地域密着型サービスの趣旨を踏まえ、原則として市内に所在

する指定通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所と契約を

締結することが望ましい。 

⑧ 条例第 247 条第 7 項は、外部サービス利用型特定施設入居者生

活介護事業者が、受託居宅サービス事業者に、業務について必要

な指揮命令をすることを規定しているが、当該指揮命令には、条

例第 227 条の身体的拘束等の禁止並びに条例第 249 条により準用

される第 36 条の秘密保持等、第 41 条の事故発生時の対応及び第

56 条の緊急時の対応の規定において求められている内容が、当該

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の提供に当たる受託

居宅サービス事業者の従業者によっても遵守されることを確保す

る旨が含まれていること。 

(5) 記録の整備 

条例第248条第２項は、指定特定施設入居者生活介護事業者が同項

各号に規定する記録を整備し、２年間保存しなければならないこと

としたものである。 

なお、「その完結の日」とは、同項第１号、第２号及びから第４

号から第８号までの記録については、個々の利用者につき、契約の

終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用

者の自立を含む。）により一連のサービス提供が終了した日、同項
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一 第二百二十八条第三項の特定施設サービス計画 

二 第二百四十五条第二項の規定による受託居宅サービス事業者から受

けた報告に係る記録 

三 前条第八項の規定による結果等の記録 

四 次条において準用する第二十八条の規定による保険者市町村への通

知に係る記録 

五 次条において準用する第三十九条第二項の規定による苦情の内容等

の記録 

六 次条において準用する第四十一条第二項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

七 次条において準用する第二百二十五条第二項の規定による提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

八 次条において準用する第二百二十七条第五項の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由の記録 

九 次条において準用する第二百三十四条第三項の規定による結果等の

記録 

３ 前二項の規定によるもののほか、外部サービス利用型指定特定施設入

居者生活介護事業者は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録

を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。 

（平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正） 

（準用） 

第二百四十九条 第十三条、第十四条、第二十三条、第二十八条、第三十

三条の二、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条、第三十九条、

第３号の記録については、条例第247条第８項に規定する受託居宅サ

ービスに係る業務の実施状況について確認した日、同項第９号の記

録については、条例第234条第３項に規定する指定特定施設入居者生

活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせ

る場合の当該事業者の業務の実施状況について確認した日を指すも

のとする。 

(6) 特定施設サービス計画の作成 

① 第 3の十の 3の(6)によるほか、次の事項に留意すること。当該

特定施設の計画作成担当者は、他の外部サービス利用型特定施設

従業者と受託居宅サービス事業者と協議の上、特定施設サービス

計画の原案を作成することとすること。 

② 受託居宅サービス事業者のサービス計画（訪問介護計画、訪問

看護計画、通所介護計画、地域密着型通所計画等）は、特定施設

サービス計画と整合が図られなければならないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 準用 

条例第 249 条の規定により、条例第 13 条、第 14 条、第 23 条、第

28 条、第 33 条の２、第 35 条から第 37 条まで、第 38 条、、第 39 条、
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第四十一条から第四十二条まで、第五十六条、第五十七条、第百十一条、

第百十二条、第二百二十三条から第二百二十八条まで、第二百三十一条、

第二百三十二条及び第二百三十四条から第二百三十六条までの規定は、

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第三十三条の二第二項並びに第四十一条の二第

一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」

と、第三十五条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利

用型特定施設従業者」と、第三十六条中「指定訪問介護事業所」とある

のは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第五十六条中「訪

問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百十二

条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「指定特定

施設の従業者」と、第二百二十五条第二項中「指定特定施設入居者生活

介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第二百二十八条中「他の特

定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及

び受託居宅サービス事業者」と、第二百三十四条中「指定特定施設入居

者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。 

（平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正） 

 

第十二章 福祉用具貸与 

第一節 基本方針 

第二百五十条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与（以下「指定福

祉用具貸与」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、

その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、希望

第 41 条から第 42 条まで、第 38 条から第 42 条まで、第 56 条、第 57

条、第 111 条、第 112 条、第 223 条から第 228 条まで、第 231 条、

第 232 条及び第 234 条から第 236 条の規定は、外部サービス利用型

指定特定施設入居者生活介護の事業に準用されるものであるため、

第 3の一の 3のの(5)、(6)、(12)、(15)、(24)、(25)、(27)、(28)、

(30)及び(32)、第 3の二の 3の(3)及び(4)、第 3の六の 3の(7)並び

に第 3の十の 3の(2)から(6)まで及び(8)から(17)までを参照するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一 福祉用具貸与 
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及び置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具（法第八条第十二項の

規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において

同じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与するこ

とにより、当該利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資す

るとともに、当該利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなけれ

ばならない。 

第二節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数） 

第二百五十一条 指定福祉用具貸与の事業を行う者（以下「指定福祉用具

貸与事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定福祉用具

貸与事業所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員（介護保険

法施行令（平成十年政令第四百十二号）第四条第一項に規定する福祉用

具専門相談員をいう。以下同じ。）の員数は、常勤換算方法で、二以上

とする。 

２ 指定福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受

け、かつ、当該指定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げ

る事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に

関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

一 指定介護予防福祉用具貸与事業者（指定介護予防サービス等基準条

例第二百四十条第一項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者を

いう。以下同じ。） 指定介護予防サービス等基準条例第二百四十条

第一項 

 

 

 

 

 

 

１ 人員に関する基準 

(1) 福祉用具専門相談員に関する事項（条例第 251 条） 

① 福祉用具専門相談員の範囲については、介護保険法施行令（平

成 10 年政令第 412 号。以下「政令」という。）第 4 条第 1 項にお

いて定めているところであるが、福祉用具貸与に係る指定居宅サ

ービス事業者の指定を受けようとする者は、当該福祉用具貸与に

従事させることとなる者が政令第 4 条第 1 項各号に規定する者で

あるかを確認する必要がある。 

② また、介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平成 18 年政

令第 154 号）附則第 18 条第 2項各号に規定する「都道府県知事が

福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習として都道府県知事

が公示するものの課程」に該当するかどうかについて疑義がある

ときは、当該指定の申請をするに当たって、その旨を都道府県知

事に申し出るものとする。 

③ 指定福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の

員数については、常勤換算方法で 2 以上とされているが、当該指

定福祉用具貸与事業者が、指定介護予防福祉用具貸与、指定特定

福祉用具販売又は指定介護予防福祉用具販売に係る事業者の指定
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二 指定特定介護予防福祉用具販売事業者（指定介護予防サービス等基

準条例第二百五十七条第一項に規定する指定特定介護予防福祉用具販

売事業者をいう。以下同じ。） 指定介護予防サービス等基準条例第

二百五十七条第一項 

三 指定特定福祉用具販売事業者 第二百六十八条第一項 

（令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

（管理者） 

第二百五十二条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。た

だし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合

は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業

所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

第三節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第二百五十三条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒の

ために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの

区画を有するものであるほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他

の設備及び備品等が備えられていなければならない。ただし、第二百六

十一条第三項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行

を併せて受ける場合であって、これらの指定に係る事業所と指定

福祉用具貸与事業所が一体的に運営される場合については、常勤

換算方法で 2以上の福祉用具専門相談員を配置することをもって、

これらの指定に係るすべての人員基準を満たしているものとみな

すことができる。したがって、例えば、同一の事業所において、

指定福祉用具貸与、指定介護予防福祉用具貸与、指定特定福祉用

具販売及び指定介護予防福祉用具販売の 4 つの指定を併せて受け

ている場合であっても、これらの運営が一体的になされているの

であれば、福祉用具専門相談員は常勤換算方法で 2 人でもって足

りるものである。 

(2) 管理者（条例第 252 条） 

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第 3の一の 1の(3)を参照す

ること。 

 

 

 

 

２ 設備に関する基準 

(1) 条例第 253 条第 1項に規定する必要な広さの区画については、利

用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する

ものとする。 

(2) 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与に必要な設備及び

備品等を確保するものとする。ただし、他の事業所又は施設等と同

一敷地内にある場合であって、指定福祉用具貸与の事業及び当該他
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わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又

は器材を有しないことができるものとする。 

２ 前項の設備及び器材の基準は、次の各号に掲げる設備及び器材の区分

に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

一 福祉用具の保管のために必要な設備 次に掲げる基準 

イ 清潔であること。 

ロ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具

に区分されることが可能であること。 

二 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定福祉用具貸与事業者

が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有す

るものであること。 

３ 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸

与（指定介護予防サービス等基準条例第二百三十九条に規定する指定介

護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、同条例第二百四十二条第

一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前

二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第四節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第二百五十四条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該

当する指定福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一

部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額か

ら当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を

の事業所又は施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所又

は施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができる

ものとする。 

(3) 同条第 2項第 1号ロは、既に消毒又は補修がなされている福祉用

具とそれ以外の福祉用具の区分について、保管室を別にするほか、

つい立ての設置等両者を保管する区域を明確に区分するための措置

が講じられていることをいうものである。 

(4) 同条第 2項第 2号に定める福祉用具の消毒のために必要な器材と

は、条例第 261 条第 2 項の規定による消毒の方法により消毒を行う

ために必要な器材をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 運営に関する基準 

(1) 利用料等の受領 

① 条例第 254 条第１項は、指定福祉用具貸与事業者は、法定代理

受領サービスとして提供される指定福祉用具貸与についての利用

者負担として、居宅介護サービス費用基準額の１割（法第 50 条若

しくは第 60 条又は第 69 条第３項の規定の適用により保険給付の
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控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定

福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額

と、指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不

合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲

げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

一 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う

場合の交通費 

二 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費

用 

４ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当た

っては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

５ 指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から

利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当

な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用

具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止するこ

とができる。 

 

 

 

 

 

率が９割でない場合については、それに応じた割合）の支払を受

けなければならないことを規定したものである。また、指定福祉

用具貸与者は、現に要した費用の額として適切な利用料を設定し、

指定福祉用具貸与の提供内容によって利用者から選択されること

が本旨である。そのため、指定福祉用具貸与事業者が受領した自

己のサービス提供に係る利用者負担を金品その他の財産上の利益

に替えて直接的又は間接的に供与し、事実上自己の利用者の利用

者負担の全部又は一部を軽減している場合は、本項の主旨からは

除かれるものである。また、自己以外の者が自己のサービス提供

に係る利用者負担を前提として、自己の利用者に対して金品その

他の財産上の利益を供与している場合も同様である。 

② 条例第 254 条第 2 項及び第 4 項は、指定訪問介護に係る条例第

22 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項と同趣旨であるため、第 3 の一の

3の(11)の②及び④を参照すること。なお、指定福祉用具貸与は継

続的な契約であるとともに利用者と対面する機会が少ないことか

ら、指定福祉用具貸与事業者は、利用者から前払いにより数箇月

分の利用料を徴収することも可能とするが、この場合であっても、

要介護者の要介護認定の有効期間を超える分について前払いによ

り利用料を徴収してはならない。 

③ 条例第 254 条第 3 項は、指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉

用具貸与の提供に関し、 

イ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与

を行う場合の交通費 

ロ 福祉用具の搬出入に通常必要となる人数以上の従事者やクレ
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（指定福祉用具貸与の基本取扱方針） 

第二百五十五条 指定福祉用具賃与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪

化の防止並びに当該利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、そ

の目標を設定し、計画的に行わなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有す

る福祉用具を貸与しなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

 

第二百五十六条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、

次に掲げるところによるものとする。 

一 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第一項に規定する福祉

用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用され

ーン車が必要になる場合等特別な措置が必要な場合の当該措置

に要する費用については、前 2 項の利用料のほかに、利用者か

ら支払を受けることができるものとし、介護保険給付の対象と

なっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目によ

る費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。 

④ 同条第 5 項は、利用者がその負担すべき利用料を支払わずに、

福祉用具を使用し続ける事態を防止するため、そのような場合に

は指定福祉用具貸与事業者が福祉用具を回収すること等により、

当該指定福祉用具貸与の提供を中止できる旨を定めたものであ

る。 

(2) 指定福祉用具貸与の基本取扱方針 

条例第 255 条第 2 項は、指定福祉用具貸与においては、福祉用具

が様々な利用者に利用されることから、その衛生と安全性に十分留

意することとしたものである。 

 

 

 

 

(3) 指定福祉用具貸与の具体的取扱方針及び福祉用具貸与計画の作

成 

① 条例第 256 条は、指定福祉用具貸与に係る福祉用具専門相談員

の業務の方針、手続を明確にしたものであり、福祉用具専門相談

員は原則としてこれらの手続を自ら行う必要がある。なお、同条

第 4 号の福祉用具の修理については、専門的な技術を有する者に
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るよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を

示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関

する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ること。 

二 法第八条第十二項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同

条第十三項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具

（以下「対象福祉用具」という。）に係る指定福祉用具貸与の提供に

当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売の

いずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者

の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付け

た指定居宅サービス等（法第八条第二十四項に規定する指定居宅サー

ビス等をいう。）の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の

状況等を踏まえ、提案を行うこと。 

三 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、

安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。 

 

 

 

 

 

四 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応

じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用

上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十

分な説明を行った上で、必要に応じて当該利用者に実際に当該福祉用

行わせても差し支えないが、この場合にあっても、専門相談員が

責任をもって修理後の点検を行うものとする。 

 

② 同条第 2号の対象福祉用具（以下「対象福祉用具」という。）に

係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同号の規定に基づき、

福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択で

きることや、それぞれのメリット及びデメリット等、利用者の選

択に当たって必要な情報を提供しなければならない。 

また、提案に当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変

化の観点から、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介

護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サ

ービス等の担当者等から聴取した意見又は、退院・退所時カンフ

ァレンス又はサービス担当者会議といった多職種による協議の結

果を踏まえた対象福祉用具の利用期間の見通しを勘案するものと

する。 

なお、提案に当たっては、医師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士からのいずれかの意見を介護支援専門員等と連携するな

どの方法により聴取するものとするが、利用者の安全の確保や自

立を支援する必要性から遅滞なくサービス提供を行う必要がある

など、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

③ 同条第 4 号は、指定福祉用具貸与の提供に当たっての調整、説

明及び使用方法の指導について規定したものであるが、特に、電

動車いす、移動用リフト等の使用に際し安全性の面から注意が必

要な福祉用具については、訓練操作の必要性等利用に際しての注
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具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

五 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応

じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方

法の指導、修理等を行うこと。 

 

 

 

六 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行わないこと。 

七 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

 

 

 

 

 

意事項について十分説明するものとする。また、自動排泄処理装

置等の使用に際し衛生管理の面から注意が必要な福祉用具につい

ては、利用者又は家族等が日常的に行わなければならない衛生管

理（洗浄、点検等）について十分説明するものとする。 

なお、同号の「福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障

時の対応等を記載した文書」は、当該福祉用具の製造事業者、指

定福祉用具貸与事業者等の作成した取扱説明書をいうものであ

る。 

④ 同条第 5 号は、指定福祉用具貸与の提供に当たっての随時の使

用方法の確認及び指導・修理について規定したものであるが、特

に自動排泄処理装置等の使用に際し衛生管理の面から注意が必要

な福祉用具については、当該福祉用具の製造事業者が規定するメ

ンテナンス要領等に則り、定期的な使用状況の確認、衛生管理、

保守・点検を確実に実施すること。 

⑤ 同条第 6 号及び第 7 号は、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

ないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及

び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれ

らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具

体的な内容について記録しておくことが必要である。 

なお、条例第 263 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年
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八 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合は、当

該計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該

利用者に係る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が

検討された上で、継続が必要な場合はその理由が居宅サービス計画に

記載されるように必要な措置を講ずること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

九 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は

価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するこ

と。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所の従業者が前項

の方針に従い、適切に指定福祉用具貸与を提供するよう、当該従業者に

対し、必要な周知、研修等を行うものとする。 

（平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正） 

（福祉用具貸与計画の作成） 

第二百五十七条 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及び

置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成

間保存しなければならない。  

⑥ 同条第 8 号は、居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づ

けられる場合、主治の医師からの情報伝達及びサービス担当者会

議の結果を踏まえ、介護支援専門員は当該計画へ指定福祉用具貸

与の必要な理由の記載が必要となるため、福祉用具専門相談員は、

これらのサービス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定

のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

また、必要に応じて随時、介護支援専門員は、同様の手続によ

り、その必要な理由を記載した内容が、現在の利用者の心身の状

況及びその置かれている環境等に照らして、妥当なものかどうか

の検証が必要となるため、福祉用具専門相談員は、サービス担当

者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定のための助言及び情報

提供を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

⑦ 同条第 9 号は、利用者が適切な福祉用具を選択するための情報

の提供について規定したものであるが、その提供に当たっては、

現在の利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に照らし

て行うものとする。 

 

 

 

⑧ 福祉用具貸与計画の作成 

イ 条例第 257 条第 1項は、福祉用具専門相談員が利用者ごとに、

福祉用具貸与計画を作成しなければならないこととしたもので
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するための具体的なサービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把

握（以下この条において「モニタリング」という。）を行う時期等を記

載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、

指定特定福祉用具販売の利用があるときは、第二百七十五条第一項に規

定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならな

い。 

２ 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、

当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その

内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を

得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福

祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付し

なければならない。 

５ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、モニタリングを

行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供

に当たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から六

月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、その継続の必要性につい

て検討を行うものとする。 

６ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサ

ービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業

者に報告しなければならない。 

７ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて

当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。 

ある。なお、指定特定福祉用具販売の利用がある場合は、指定

福祉用具貸与と指定特定福祉用具販売に係る計画は、一体的に

作成すること。 

ロ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画には、福祉用具の

利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した理由、

当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下ホにおいて「モ

ニタリング」という。）を行う時期等を記載すること。その他、

関係者間で共有すべき情報（福祉用具使用時の注意事項等）が

ある場合には、留意事項に記載すること。 

なお、福祉用具貸与計画の様式については、事業所ごとに定

めるもので差し支えない。 

ハ 福祉用具貸与計画は、居宅サービス計画に沿って作成されな

ければならないこととしたものである。 

なお、福祉用具貸与計画を作成後に居宅サービス計画が作成

された場合は、当該福祉用具貸与計画が居宅サービス計画に沿

ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。 

ニ 福祉用具貸与計画は、利用者の心身の状況、希望及びその置

かれている環境を踏まえて作成されなければならないものであ

り、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障する

ため、福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当た

っては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければ

ならず、また、当該福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者

に係る介護支援専門員に交付しなければならない。 

なお、福祉用具貸与計画は、条例第 263 条第 2 項の規定に基
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８ 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する福祉用具貸与計画の

変更について準用する。 

（平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（運営規程） 

づき、2年間保存しなければならない。 

ホ 同条第５項から第７項までは、福祉用具専門相談員に対して、

福祉用具貸与計画に記載した時期にモニタリングを行うととも

に、その際、居宅サービスの提供状況等について記録し、その

記録を居宅介護支援事業者に報告することを義務づけるもので

ある。当該報告は、居宅介護支援事業者において、福祉用具貸

与が居宅介護サービス計画に即して適切に提供されているかど

うか、また、当該福祉用具貸与計画策定時からの利用者の身体

の状況等の変化を踏まえ、利用中の福祉用具が適切かどうかな

どを確認するために行うものである。福祉用具専門相談員は、

当該モニタリングの結果により、解決すべき課題の変化が認め

られるなどの場合においては、当該居宅介護支援事業者とも相

談の上、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うこと。 

また、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっ

ては、利用開始時から６月以内に少なくとも１回モニタリング

を行い、福祉用具の利用の必要性を確認するとともに、必要に

応じて、利用者の選択に当たって必要な情報の提供を行う。当

該検討に当たっては、リハビリテーション会議又はサービス担

当者会議といった多職種が協議する場を活用するほか、関係者

への聴取による方法も考えられる。なお、やむを得ない事情に

より利用開始時から六月以内にモニタリングを実施できなかっ

た場合については、実施が可能となった時点において、可能な

限り速やかにモニタリングを実施するものとする。 

(4) 運営規程 
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第二百五十八条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下こ

の章において「運営規程」という。）を定め、これを当該指定福祉用具

貸与事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費

用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 虐待の防止のための措置に関する事項 

七 その他事業の運営に関する重要事項 

（令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第 258 条は、指定福祉用具貸与の事業の適正な運営及び利用

者に対する適切な指定福祉用具貸与の提供を確保するため、同条第 1

号から第 7 号までに掲げる事項を内容とする規定を定めることを指

定福祉用具貸与事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点

に留意するものとする。 

① 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他

の費用の額（第 4号） 

「指定福祉用具貸与の提供方法」は、福祉用具の選定の援助、

納品及び使用方法の指導の方法等を指すものであること。「利用

料」としては、法定代理受領サービスである指定福祉用具貸与に

係る利用料（1 割負担又は２割負担）、法定代理受領サービスでな

い指定福祉用具貸与の利用料を、「その他の費用の額」としては、

条例第 254 条第 3 項により徴収が認められている費用の額並びに

必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するもので

あるが、個々の福祉用具の利用料については、その額の設定の方

式（利用期間に暦月による 1 月に満たない端数がある場合の算定

方法等）及び目録（条例第 262 条第 2項に規定する目録をいう。）

に記載されている旨を記載すれば足りるものとし、運営規程には

必ずしも額自体の記載を要しないものであること。 

   ② その他運営に関する重要事項（第 7号） 

(6)①の標準作業書に記載された福祉用具の消毒の方法につい

て規定すること。 

(5) 業務継続計画の策定等 

条例第264条の規定により指定福祉用具貸与の事業について準用
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（適切な研修の機会の確保及び福祉用具専門相談員の知識、技能の向上

等） 

第二百五十九条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質

の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければ

ならない。 

２ 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽
さん

に励み、指定福祉用具貸与の目

的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めな

ければならない。 

（平成二七条例二〇・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（福祉用具の取扱種目） 

第二百六十条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、

変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具

を取り扱うようにしなければならない。 

される条例第33条の２の規定については、訪問入浴介護と同様であ

るので、第３の二の３の⑺を参照すること。 

(6) 適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び

技能の向上等（条例第 259 条） 

① 条例第 259 条第１項は、福祉用具の種類が多種多様であり、か

つ、常に新しい機能を有するものが開発されるとともに、要介護

者の要望は多様であるため、福祉用具専門相談員は常に最新の専

門的知識に基づいた情報提供、選定の相談等を行うことが求めら

れる。このため、指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談

員に福祉用具の構造、使用方法等についての継続的な研修を定期

的かつ計画的に受けさせなければならないこととしたものであ

る。 

② 同条第２項は、福祉用具専門相談員は、利用者が可能な限り、

その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、利

用者の心身の状況等を踏まえた適切な目標の設定、目標達成のた

めの具体的なサービス内容の検討など福祉用具貸与計画の作成や

利用者への説明を通じて、適切な福祉用具の選定がなされるよう

援助を行うことが求められている。このため、福祉用具専門相談

員は常に必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなけれ

ばならないこととしたものである。 
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（衛生管理等） 

第二百六十一条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健

康状態について、必要な管理を行わなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等

からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するととも

に、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを

区分して保管しなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保

管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場

合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容

において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなけれ

ばならない。 

４ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消

毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の

業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければ

ならない。 

５ 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的

な管理に努めなければならない。 

６ 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所において感

染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

一 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防

止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）をおおむね六月に一回以上開催するとと

(7) 衛生管理等（条例第 261 条） 

① 福祉用具の種類ごとに、消毒の具体的方法及び消毒器材の保守

点検の方法を記載した標準作業書を作成し、これに従い熱湯によ

る消毒、消毒液を用いた拭清等、その種類、材質等からみて適切

な消毒効果を有する方法により消毒を行うものとする。 

なお、自動排泄処理装置を取り扱う場合は、当該自動排泄処理

装置の製造事業者が規定するメンテナンス要領等に則り、利用者

を変更する場合に必要とされる衛生管理（分解洗浄、部品交換、

動作確認等）が確実に実施されるよう、特に留意すること。 

② 第 3 項の規定により、福祉用具の保管又は消毒の業務の全部又

は一部を他の事業者（当該指定福祉用具貸与事業者が運営する他

の事業所及び指定福祉用具貸与事業者に福祉用具を貸与する事業

者を含む。以下「受託者等」という。）に行わせる指定福祉用具貸

与事業者（以下この項において「指定事業者」という。）は、当該

保管又は消毒の業務が適切な方法により行われることを担保する

ため、当該保管又は消毒の業務に係る委託契約（当該指定福祉用

具貸与事業者が運営する他の事業所に当該保管又は消毒の業務を

行わせる場合にあっては、業務規定等）において次に掲げる事項

を文書により取り決めなければならない。 

イ 当該委託等の範囲 

    ロ 当該委託等に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件 

ハ 受託者等の従業者により当該委託等がなされた業務（以下「委

託等業務」という。）が条例第 12 章第 4 節の運営基準に従って

適切に行われていることを指定事業者が定期的に確認する旨 



 330 

もに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。 

二 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防

止のための指針を整備すること。 

三 当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、

感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施

すること。 

（令和三条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（掲示及び目録の備付け） 

第二百六十二条 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、

ニ 指定事業者が当該委託等業務に関し受託者等に対し指示を行

い得る旨 

ホ 指定事業者が当該委託等業務に関し改善の必要を認め、所用

の措置を講じるよう前号の指示を行った場合において当該措置

が講じられたことを指定事業者が確認する旨 

へ 受託者等が実施した当該委託等業務により利用者に賠償すべ

き事故が発生した場合における責任の所在 

ト その他当該委託等業務の適切な実施を確保するために必要な

事項 

③ 指定事業者は②のハ及びホの確認の結果の記録を作成しなけれ

ばならない。 

④ 指定事業者が行う②のニの指示は、文書により行われなければ

ならない。 

⑤ 指定福祉用具貸与事業者は、条例第 263 条第 2 項の規定に基づ

き、②のハ及びホの確認の結果の記録を 2 年間保存しなければな

らない。 

⑥ 条例第261条第５項の規定については、訪問入浴介護と同様であ

るので、第３の二の３の⑻の②を参照すること。 

(8) 虐待の防止 

条例第264条の規定により指定福祉用具貸与の事業について準用

される条例第41条の２の規定については、訪問介護と同様であるの

で、第３の一の３の(31)を参照すること。 
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運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項（以下この条において単に「重要事項」という。）を掲示

しなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定福祉

用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧

させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに

掲載しなければならない。 

４ 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、

指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごと

の利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければなら

ない。 

（令和三条例九・令和六条例九・一部改正） 

（記録の整備） 

第二百六十三条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会

計に関する記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなけ

ればならない。 

一 第二百五十七条第一項の福祉用具貸与計画 

二 次条において準用する第二十一条第二項の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

三 第二百五十六条第一項第七号の規定による身体的拘束等の態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 記録の整備 

    条例第263条により、整備すべき記録は以下のとおりであること。

なお、条例第263条第２項の「その完結の日」とは、同項第１号、第

２号及び第５号から第７号までの記録については、個々の利用者に

つき、契約の終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者

の死亡、利用者の自立を含む。）により一連のサービス提供が終了

した日、同項第３号の記録については、条例第261条第４項に規定す

る福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場

合の当該事業者の業務の実施状況について確認した日を指すものと

する。 

① 福祉用具貸与計画 
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録 

四 第二百六十一条第四項の規定による結果等の記録 

五 次条において準用する第二十八条の規定による保険者市町村への通

知に係る記録 

六 次条において準用する第三十九条第二項の規定による苦情の内容等

の記録 

七 次条において準用する第四十一条第二項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

３ 前二項の規定によるもののほか、指定福祉用具貸与事業者は、居宅介

護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五

年間保存しなければならない。 

（令和六条例九・一部改正） 

（準用） 

第二百六十四条 第十条から第二十一条まで、第二十三条、第二十八条、

第三十三条の二、第三十六条、第三十七条、第三十八条から第四十二条

まで、第五十七条並びに第百九条第一項、第二項及び第四項の規定は、

指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第十条

第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百五十八条」と、同項、第三

十三条の二第二項並びに第四十一条の二第一号及び第三号中「訪問介護

員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十二条中「以下同じ。）」

とあるのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第十六条第

二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第二十条

中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」

とあるのは「利用者」と、第二十一条第一項中「提供日及び内容」とあ

   ② 提供した個々の指定福祉用具貸与に関する記録 

③ ３の(3)の⑤の身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

   ④ 3 の(7)の③の確認の結果の記録及び④の指示の文書 

   ⑤ 準用される条例第 28 条に係る市町村への通知に係る記録 

   ⑥ 準用される条例第 39 条第 2項に係る苦情の内容等の記録 

⑦ 準用される条例第 41条第 2項に係る事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 

 

 

 

(10) 準用 

条例第264条の規定により、条例第10条から第21条まで、第23条、

第28条、第33条の２、第36条、第37条、第38条から第42条まで、第

57条並びに第109条第1項、第2項及び第4項の規定は、指定福祉用具

貸与の事業について準用されるため、第3の一の3の(2)から(10)まで

（(2)の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。）、（12）、（15）、

(25)、(27)から(29)まで及び(32)、第3の二の3の(4)並びに第3の六

の3の(5)(③を除く。)を参照すること。この場合において、次の点

に留意するものとする。 

① 条例第 12 条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱

う福祉用具の種目」と、第 16 条第 2項中「適切な指導」とあるの

は「適切な相談又は助言」と、第 20 条中「初回訪問時及び利用者」
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るのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十三条

中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百九条第二項中「処遇」と

あるのは「サービス利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とある

のは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。 

（平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数） 

第二百六十五条 基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与又はこれ

に相当するサービス（以下「基準該当福祉用具貸与」という。）の事業

を行う者が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当福祉用具貸与事業

所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算

とあるのは「利用者」と、第 21 条中「提供日及び内容」とあるの

は「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第 23 条中

「内容」とあるのは「種目、品名」と、第 109 条第 2項中「処遇」

とあるのは「サービス利用」と読み替えられるものであること。 

② 準用される条例第 109 条第 1 項及び第 2 項については、次の点

に留意すること。 

イ 指定福祉用具貸与事業所ごとに、福祉用具専門相談員の日々

の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を勤務

表上明確にすること。 

ロ 福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に

ついては、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者たる福祉用具

専門相談員が行わなければならないが、福祉用具の運搬、回収、

修理、保管、消毒等の利用者のサービスの利用に直接影響を及

ぼさない業務については、福祉用具専門相談員以外の者又は第

三者に行わせることが認められるものとしたものであること。

なお、保管又は消毒を第三者に委託等する場合は、条例第 261

条第 3項の規定に留意すること。 

 

４ 基準該当福祉用具貸与に関する基準 

青森市内に所在する事業者においては、サービスの確保が十分にな

されていることから、当分の間はこれを認めない。ただし、青森市外

における離島・山間地・過疎等の地域に居住する青森市の居宅要介護

等被保険者に対し、都道府県の指定を受けていない事業者がサービス

を提供する場合にあって、その地域特有の実情により当該事業者の他
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方法で、二以上とする。 

２ 基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与（指定

介護予防サービス等基準条例第二百五十四条第一項に規定する基準該当

介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。）の事業とが、同一の事業者

により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、

同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

（準用） 

第二百六十六条 第十条から第十六条まで、第十八条から第二十一条まで、

第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十六条、第三十七条、

第三十八条から第四十二条まで（第三十九条第四項を除く。）、第五十

七条、第百九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十条、第二百五十

二条、第二百五十三条並びに第四節（第二百五十四条第一項及び第二百

六十四条を除く。）の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。

この場合において、第十条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百

五十八条」と、同項、第三十三条の二第二項並びに第四十一条の二第一

号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、

第十二条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種

目」と、第十六条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は

助言」と、第二十条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第二

十一条第一項中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十

一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービ

ス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第

にサービス事業者が十分になく、適切なサービス量の確保が困難であ

ると市が認める場合には、この限りでない。 

(1) 福祉用具専門相談員に関する事項（条例第 265 条） 

基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与の

事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、基準該当介護予防福祉用具貸与事業所で福祉用具専門相談

員の員数を満たすことをもって、基準該当福祉用具貸与事業所での

員数を満たしているものとみなすことができる。 

(2) 準用 

条例第 266 条の規定により、条例第 10 条から第 16 条まで、第 18

条から第 21 条まで、第 23 条、第 28 条、第 33 条の 2、第 36 条、第

37 条、第 38 条から第 42 条まで（第 39 条第 4 項を除く。）、第 40 条

から第 42 条まで、第 57 条、第 109 条第 1項及び第 2項及び第４項、

第 250 条、第 252 条、第 253 条並びに第 4 節（第 254 条第 1 項及び

第 264 条を除く。）の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用さ

れるものであるため、第 3の一の 3の(2)から(6)まで（(2)の第三者

評価の実施状況に係る規定を除く。）、(8)から(10)まで、(12)、(15)、

(25)、(27)から(30)まで及び(32)、第 3の二の 3の(4)、第 3の六の

3の(5)(③を除く。)並びに第 3の十一の 1（(1)の③を除く。）から 3

までを参照すること。なお、この場合において、準用される条例第

254 条第 2項の規定は、基準該当福祉用具貸与事業者が利用者から受

領する利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象と

なる場合も、ならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定する

ための基準となる費用の額（100 分の 90 又は 100 分の 80 を乗ずる前
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二十三条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とある

のは「基準該当福祉用具貸与」と、第百九条第二項中「処遇」とあるの

は「サービスの利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは

「福祉用具専門相談員」と、第二百五十四条第二項中「法定代理受領サ

ービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具

貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるも

のとする。 

（平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正） 

 

第十三章 特定福祉用具販売 

第一節 基本方針 

第二百六十七条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売（以下「指

定特定福祉用具販売」という。）の事業は、要介護状態となった場合に

おいても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、

希望及び置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具（法第八条第

十三項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下こ

の章において同じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉

用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機

能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るもの

でなければならない。 

第二節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数） 

第二百六十八条 指定特定福祉用具販売の事業を行う者（以下「指定特定

の額）との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結

果的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象

とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への

転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。な

お、当該事業所による福祉用具貸与が複数の市町村において基準該

当福祉用具貸与と認められる場合には、利用者の住所地によって利

用料が異なることは認められないものである。 

 

 

十二 特定福祉用具販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人員に関する基準 

(1) 福祉用具専門相談員に関する事項（条例第 268 条第 1項） 

福祉用具貸与の場合と同趣旨であるため、第 3の十一の 1の(1)を
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福祉用具販売事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定

特定福祉用具販売事業所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談

員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せ

て受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定福祉用具販売の

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる

規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

一 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準条

例第二百四十条第一項 

二 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基

準条例第二百五十七条第一項 

三 指定福祉用具貸与事業者 第二百五十一条第一項 

（管理者） 

第二百六十九条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければなら

ない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障を及ぼすおそ

れがない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事さ

せ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとす

る。 

（令和六条例九・一部改正） 

第三節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 管理者（条例第 269 条） 

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第 3の一の 1の(3)を参照す

ること。 

 

 

 

 

 

 

２ 設備に関する基準 
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第二百七十条 指定特定福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために

必要な広さの区画を有するものであるほか、指定特定福祉用具販売の提

供に必要なその他の設備及び備品等が備えられていなければならない。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介

護予防福祉用具販売（指定介護予防サービス等基準条例第二百五十六条

に規定する指定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同条例

第二百五十九条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第四節 運営に関する基準 

（サービスの提供の記録） 

第二百七十一条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売

を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとと

もに、利用者からの申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法

により、その情報を当該利用者に対して提供しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

（販売費用の額等の受領） 

第二百七十二条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売

(1) 条例第 270 条に規定する必要な広さの区画については、購入申込

の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保するものとす

る。 

(2) 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に必要な

設備及び備品等を確保するものとする。ただし、他の事業所又は施

設等と同一敷地内にある場合であって、指定特定福祉用具販売の事

業及び当該他の事業所又は施設等に備え付けられた設備及び備品等

を使用することができるものとする。 

 

 

３ 運営に関する基準 

(1) サービス提供の記録 

条例第 271 条は、当該特定福祉用具販売の提供日、提供した具体

的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録

するとともに、サービス事業者間の密接な連携等を図るため、利用

者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法によ

り、その情報を利用者に対して提供しなければならないこととした

ものである。 

また、「その他の適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手

帳等に記載するなどの方法である。 

なお、提供した具体的なサービス内容等の記録は、条例第 276 条

第 2項に基づき、2年間保存しなければならない。 

(2) 販売費用の額等の受領 

① 条例第 272 条第 1 項に規定する「販売費用の額」とは、法第 44
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を提供した際には、法第四十四条第三項に規定する現に当該特定福祉用

具の購入に要した費用の額（以下「販売費用の額」という。）の支払を

受けるものとする。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次に

掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

一 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を

行う場合の交通費 

二 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する

費用 

３ 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に

当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの

内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条第 3 項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の

額であり、その費用には、通常の事業の実施地域において特定福

祉用具販売を行う場合の交通費等が含まれることとする。また、

指定特定福祉用具販売事業者は、現に当該特定福祉用具の購入に

要した費用の額として適切な販売費用の額を設定し、指定特定福

祉用具販売の提供内容によって利用者から選択されることが本旨

である。そのため、指定特定福祉用具販売事業者が受領した自己

の特定福祉用具の購入に要した費用を金品その他の財産上の利益

に替えて直接的又は間接的に供与し、事実上自己の利用者の利用

者負担の全部又は一部を軽減している場合は、本項の主旨からは

除かれるものである。また、自己以外の者が自己の特定福祉用具

の購入に係る利用者負担を前提として、自己の利用者に対して金

品その他の財産上の利益を供与している場合も同様である。 

② 条例第 272 条第 2 項は、指定特定福祉用具販売事業者は、指定

特定福祉用具販売の提供に関し、 

イ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具

販売を行う場合の交通費 

ロ 特定福祉用具の搬入に通常必要となる人数以上の従事者が必

要になる場合等特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費

用については、前項の費用のほかに、利用者から支払を受ける

ことができるものとし、介護保険給付の対象となっているサー

ビスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を

うけることは認めないこととしたものである。 

③ 条例第 272 条第 3項は、指定訪問介護に係る第 20 条第 4項と同
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（保険給付の申請に必要となる書類等の交付） 

第二百七十三条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売

に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した

書面を利用者に対して交付しなければならない。 

一 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称 

二 販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その

他必要と認められる事項を記載した証明書 

三 領収書 

四 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要 

 

（指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針） 

第二百七十四条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針

は、次に掲げるところによるものとする。 

一 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第一項に規定する

特定福祉用具販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、か

つ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応ずるとともに、目

録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等

に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得る

こと。 

二 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利

用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択

できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当

たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法

趣旨であるため、第 3の一の 3の(11)の④を参照すること。 

(3) 保険給付の申請に必要となる書類等の交付 

条例第 273 条は、指定特定福祉用具販売事業者が指定特定福祉用

具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、 

① 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称、提供した特定福祉用

具の種目の名称、品目の名称及び販売費用の額その他保険給付の

申請のために必要と認められる事項を記載した証明書 

② 領収書 

   ③ 当該特定福祉用具販売のパンフレットその他の当該特定福祉用

具の概要 

を利用者に対し、交付することとされている。 

(4) 指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針及び特定福祉用具販売

計画の作成 

① 条例第 274 条は、指定特定福祉用具販売に係る福祉用具専門相

談員の業務の方針、手続を明確にしたものであり、福祉用具専門

相談員は原則としてこれらの手続を自ら行う必要がある。 

② 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たって

は、同条第２号の規定に基づき、福祉用具貸与又は特定福祉用具

販売のいずれかを利用者が選択できることや、それぞれのメリッ

ト及びデメリット等、利用者の選択に当たって必要な情報を提供

しなければならない。 

また、提案に当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変

化の観点から、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介

護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サ
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士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サー

ビス等（法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。）

の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、

提案を行うこと。 

三 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具

の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。 

四 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等

に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使

用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を当該利用者に交付し、

十分な説明を行った上で、必要に応じて当該利用者に実際に当該特定

福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。 

五 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利

用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認す

るよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行

うよう努めること。 

六 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行わないこと。 

七 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

八 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置付けられる場合

は、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必

要な措置を講ずること。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所の従業

ービス等の担当者等から聴取した意見又は、退院・退所時カンフ

ァレンス又はサービス担当者会議といった多職種による協議の結

果を踏まえた対象福祉用具の利用期間の見通しを勘案するものと

する。 

なお、提案に当たっては、医師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士からのいずれかの意見を介護支援専門員等と連携するな

どの方法により聴取するものとするが、利用者の安全の確保や自

立を支援する必要性から遅滞なくサービス提供を行う必要がある

など、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

③ 同条第 4号は、指定特定福祉用具販売の提供に当たっての調整、

説明及び使用方法の指導について規定したものであるが、特に、

腰掛け便座、自動排泄処理装置の交換可能部品等の使用に際し衛

生面から注意が必要な福祉用具については、衛生管理の必要性等

利用に際しての注意事項を十分説明するものとする。なお、同号

の「福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を

記載した文書」は、当該特定福祉用具の製造事業者、指定特定福

祉用具販売事業者等の作成した取扱説明書をいうものである。 

④ 同条第 8 号は、居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位

置づけられる場合、主治の医師からの情報伝達及びサービス担当

者会議の結果を踏まえ、介護支援専門員は、当該計画へ指定特定

福祉用具販売の必要な理由の記載が必要となるため、福祉用具専

門相談員は、これらのサービス担当者会議等を通じて、福祉用具

の適切な選定のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を

講じなければならない。 
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者が前項の方針に従い、適切に指定特定福祉用具販売を提供するよう、

当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

（特定福祉用具販売計画の作成） 

第二百七十五条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及び

置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標

を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販

売計画を作成しなければならない。この場合において、指定福祉用具貸

与の利用があるときは、第二百五十六条第一項に規定する福祉用具貸与

計画と一体のものとして作成しなければならない。 

２ 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場

合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、

その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同

意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当

該特定福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の

提供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具

販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。 

（令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

⑤ 対象福祉用具に係るサービスを提供した福祉用具専門相談員は

利用（新設）者等に対し、福祉用具の不具合時の連絡等使用に当

たっての要請が行えるよう連絡先を情報提供するものとする。 

⑥ 特定福祉用具販売計画の作成 

イ 条例第 275 条第 1項は、福祉用具専門相談員が利用者ごとに、

特定福祉用具販売計画を作成しなければならないこととしたも

のである。なお、指定福祉用具貸与の利用がある場合は、指定

福祉用具貸与と指定特定福祉用具販売に係る計画は、一体的に

作成すること。 

ロ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画には、福祉用

具の利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した

理由等を記載すること。その他、関係者間で共有すべき情報（福

祉用具使用時の注意事項等）がある場合には、留意事項に記載

すること。 

なお、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当

該計画に沿って特定福祉用具販売計画を立案すること。また、

特定福祉用具販売計画の様式については、事業所ごとに定める

もので差し支えない。 

ハ 特定福祉用具販売計画は、利用者の心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境を踏まえて作成されなければならないもの

であり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障

するため、福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作

成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得

なければならず、また、当該特定福祉用具販売計画を利用者に
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交付しなければならない。 

なお、特定福祉用具販売計画は、条例 215 条第 2 項の規定に

基づき、2年間保存しなければならない。 

ニ 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たって

は、当該計画の作成後、少なくとも１回、当該計画に記載した

目標の達成状況の確認を行うものとする。なお、目標の達成状

況の確認方法は、訪問に限らず、本人や関係者へのテレビ電話

装置等の活用による聴取等も含まれるものとし、テレビ電話装

置等の活用に際しては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」を遵守するものとする。 

ホ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定特定

福祉用具販売事業者については、第３の一の３の（14）の⑥を

準用する。この場合において、「訪問介護計画」とあるのは「特

定福祉用具販売計画」と読み替える。 

⑦ 同条第６号及び第７号は、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

ないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及

び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれ

らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具
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（記録の整備） 

第二百七十六条 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及

び会計に関する記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販

売の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保

存しなければならない。 

一 第二百七十五条第一項の特定福祉用具販売計画 

二 第二百七十一条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

体的な内容について記録しておくことが必要である。 

なお、条例第 276 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年

間保存しなければならない。 

(5) 業務継続計画の策定等 

条例第277条の規定により指定特定福祉用具販売について準用さ

れる条例第33条の２の規定については、訪問入浴介護と同様である

ので、第３の二の３の⑺を参照すること。 

(6) 衛生管理等 

条例第277条の規定により指定特定福祉用具販売の事業について

準用される条例第34条の規定については、訪問入浴介護と同様であ

るので、第３の二の３の⑻を参照すること。 

(7) 虐待の防止 

条例第277条の規定により指定特定福祉用具販売の事業について

準用される条例第41条の２の規定については、訪問介護と同様であ

るので、第３の一の３の(31)を参照すること。 

(8) 記録の整備 

条例第276条により、整備すべき記録は以下のとおりであること。

なお、条例第263条の２第２項の「その完結の日」とは、個々の利用

者につき、契約終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用

者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した

日を指すものとする。 

① 特定福祉用具販売計画 

② 提供した個々の指定特定福祉用具販売に関する記録 

③ ３の(4)の⑦の身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の
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三 第二百七十四条第一項第七号の規定による身体的拘束等の態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記

録 

四 次条において準用する第二十八条の規定による保険者市町村への通

知に係る記録 

五 次条において準用する第三十九条第二項の規定による苦情の内容等

の記録 

六 次条において準用する第四十一条第二項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

３ 前二項の規定によるもののほか、指定特定福祉用具販売事業者は、居

宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日か

ら五年間保存しなければならない。 

（令和六条例九・一部改正） 

（準用） 

第二百七十七条 第十条から第十六条まで、第十八条から第二十条まで、

第二十八条、第三十三条の二、第三十四条、第三十六条、第三十七条、

第三十八条から第四十二条まで（第三十九条第四項を除く。）、第五十

七条、第百九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十五条、第二百五

十八条から第二百六十条まで並びに第二百六十二条の規定は、指定特定

福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第十条第一

項中「第三十一条」とあるのは「第二百七十七条において準用する第二

百五十八条」と、同項、第三十三条の二第二項、第三十四条第三項第一

号及び第三号並びに第四十一条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」

とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十二条中「以下同じ。）」と

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

   ④ 準用される条例第 28 条に係る市町村への通知に係る記録 

   ⑤ 準用される条例第 39 条第 2項に係る苦情の内容等の記録 

⑥ 準用される条例第 41条第 2項に係る事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 準用 

条例第 277 条の規定により、条例第 10 条から第 16 条まで、第 18

条から第 20 条 まで、第 28 条、第 33 条の２、第 35 条、第 36 条か

ら第 42 条まで（第 39 条第 4 項を除く。）、第 57 条、第 109 条第 1

項、第 2 項及び第 4 項、第 255 条、第 258 条から第 260 条まで並び

に第 262 条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用さ

れるため、第 3の一の 3の(2)から(6)まで、（(2)の第三者評価の実

施状況に係る規定を除く。）、(12)、(15)、(25)、(27)から(29)ま

で及び(32)、第 3の二の 3の(4)、第 3の六の 3の(5)(③を除く。)、

第 3の十一の 3の(2)、(4)、(6)及び(9)を参照すること。 

     この場合において、次の点に留意するものとする。 
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あるのは「以下同じ。）、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十六条

第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第二十

条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用

者」とあるのは「利用者」と、第三十四条第一項中「訪問介護員等」と

あるのは「従業者」と、第百九条第二項中「処遇」とあるのは「サービ

ス利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専

門相談員」と、第二百五十五条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用

具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第二百五十八条中「利用料」

とあるのは「販売費用の額」と、第二百五十九条及び第二百六十条中「福

祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。 

（平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 条例第 12 条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱

う特定福祉用具の種目」と、第 16 条第 2項中「適切な指導」とあ

るのは「適切な相談又は助言」と、第 20 条中「初回訪問時及び利

用者」とあるのは「利用者」と、第 109 条第 2 項中「処遇」とあ

るのは「サービス利用」と、第 255 条中「福祉用具」とあるのは

「福祉用具販売」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第 258 条中

「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第 259 条及び第 260

条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えられる

ものであること。 

② 準用される条例第 109 条第 1 項及び第 2 項については、次の点

に留意すること。 

イ 指定特定福祉用具販売事業所ごとに、福祉用具専門相談員の

日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を

勤務表上明確にすること。 

ロ 特定福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導

等については、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者たる福祉

用具専門相談員が行うべきであるが、特定福祉用具に係る運搬

等の利用者のサービスの利用に直接影響を及ぼさない業務につ

いては、福祉用具専門相談員以外の者又は第三者に行わせるこ

とが認められるものとしたものであること。 

③ 準用される条例第 258 条については、次の点に留意するものと

する。 

「指定特定福祉用具販売の提供方法」は、福祉用具の選定の援

助、納品及び使用方法の指導の方法等を指すものであること。「販
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第十四章 雑則 

（電磁的記録等） 

第二百七十八条 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に

当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の

規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載

された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うこ

とが規定されている又は想定されるもの（第十三条第一項（第四十三条

の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九

十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百

六十九条（第百八十二条において準用する場合を含む。）、第百八十二

条の三、第百八十九条、第二百五条（第二百十七条において準用する場

合を含む。）、第二百三十八条、第二百四十九条、第二百六十四条、第

二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。）及び

売費用の額」としては、法第 44 条第 3項に規定する現に当該特定

福祉用具の購入に要した費用の額、「その他費用の額」としては、

条例 212 条第 3 項により徴収が認められている費用の額並びに必

要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものであ

る。また、個々の特定福祉用具の販売費用の額等については、そ

の額の設定方式及び目録（条例 277 条で準用する第 262 条第 2 項

に規定する目録をいう。）に記載されている旨を記載すれば足りる

ものとし、運営規程には必ずしも額自体の記載を要しないもので

あること。 

 

第５ 雑則 

１ 電磁的記録について 

条例第278条第１項は、指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービ

スの提供に当たる者等（以下「事業者等」という。）の書面の保存等

に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、この条例で規定する書面

（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電

磁的記録により行うことができることとしたものである。 

(1) 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調

製する方法によること。 

(2) 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイル

により保存する方法 
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第二百二十五条第一項（第二百四十九条において準用する場合を含む。）

並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該

書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、

交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下「交付

等」という。）のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定

されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾

を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人

の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることがで

きる。 

（令和三条例九・追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってでき

た電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存

する方法 

(3) その他、条例第278条第１項において電磁的記録により行うこと

ができるとされているものは、⑴及び⑵に準じた方法によること。 

(4) また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生

労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」等を遵守すること。 

２ 電磁的方法について 

条例第278条第２項は、利用者及びその家族等（以下「利用者等」と

いう。）の利便性向上並びに事業者等の業務負担軽減等の観点から、

事業者等は、書面で行うことが規定されている又は想定される交付等

（交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）

について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法

によることができることとしたものである。 

(1) 電磁的方法による交付は、条例第10条第２項から第６項までの規

定に準じた方法によること。 

(2) 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同

意の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印につい

てのＱ＆Ａ（令和２年６月19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を

参考にすること。 

(3) 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を
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（委任） 

明確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、

電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についての

Ｑ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考

にすること。 

(4) その他、条例第278条第２項において電磁的方法によることがで

きるとされているものは、⑴から⑶までに準じた方法によること。

ただし、条例又はこの逐条解釈の規定により電磁的方法の定めがあ

るものについては、当該定めに従うこと。 

(5) また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働

省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関

するガイドライン」等を遵守すること。 

 ３ 令和６年４月から５月までの取扱い 

令和６年改正条例において、訪問看護、訪問リハビリテーション、

居宅療養管理指導及び通所リハビリテーション（以下「訪問看護等」

という。）に係る改正は令和６年６月施行となっているところ、令和６

年４月から５月までの間の訪問看護等については、「「指定居宅サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療

養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要

する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につ

いて」等の一部改正について」（令和６年３月１５日老高発 0315 第 1

号、老認発 0315 第 1 号、老老発 0315 第 1 号）による改正前の本通知

を参照すること。 
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第二百七十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（令和三条例九・旧第二百七十八条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。 

（見直し） 

第二条 市は、指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を常に向上させるよう、当該基準について定期的に検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。 

（経過措置） 

第三条 平成十二年四月一日において存する老人短期入所事業（介護保険

法施行法（平成九年法律第百二十四号）第二十条による改正前の老人福

祉法（以下「旧老福法」という。）第五条の二第四項に規定する老人短

期入所事業をいう。）の用に供する施設（専ら当該事業の用に供するも

のに限る。）又は老人短期入所施設（旧老福法第二十条の三に規定する

老人短期入所施設をいい、基本的な設備が完成されているものを含み、

この同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）につい

ては、第百五十二条第六項第一号イ及びロ、第二号イ並びに第七項の規

定は、適用しない。 

第四条 平成十三年三月一日において医療法等の一部を改正する法律（平

成十二年法律第百四十一号）による改正前の医療法第七条第一項の開設

の許可を受けていた病院の建物（同日において現に存していたもの（基

本的な構造設備が完成していたものを含み、同日後に増築又は全面的に

改築された部分を除く。）に限る。以下「既存病院建物」という。）で

 

 

   附 則 

（実施期日） 

 この逐条解釈は、平成 25 年 4月 1日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 350 

あって、同日以後引き続き既存病院建物として使用されているもののう

ち、次に掲げる基準を満たす食堂及び浴室を設けていないものを指定短

期入所療養介護事業所とする場合における当該指定短期入所療養介護事

業所については、第百九十二条第一項第三号の規定にかかわらず、次に

掲げる基準を満たす食堂及び浴室を有するものでなければならない。 

一 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき

一平方メートル以上の広さを有するものであること。 

二 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものであること。 

（平成二七条例二〇・一部改正） 

第五条 既存病院建物であって、平成十三年三月一日以後引き続き当該既

存病院建物として使用されているもののうち、療養病床に係る一の病室

の病床数が四床を上回るものを指定短期入所療養介護事業所とする場合

における当該指定短期入所療養介護事業所の療養病床に係る一の病室の

病床数は、第百九十二条第一項第三号の規定にかかわらず、四床以下で

なければならない。 

第六条 既存病院建物であって、平成十三年三月一日以後引き続き当該既

存病院建物として使用されているもののうち、療養病床に係る病室の床

面積が、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル未

満であるものを指定短期入所療養介護事業所とする場合における当該指

定短期入所療養介護事業所の療養病床に係る病室の床面積は、第百九十

二条第一項第三号の規定にかかわらず、内法による測定で、入院患者一

人につき六・四平方メートル以上でなければならない。 

第七条 既存病院建物であって、平成十三年三月一日以後引き続き既存病

院建物として使用されているもののうち、機能訓練室の床面積が、内法
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による測定で、四十平方メートル未満であるものを指定短期入所療養介

護事業所とする場合における当該指定短期入所療養介護事業所の機能訓

練室は、第百九十二条第一項第三号の規定にかからず、内法による測定

で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具が備えら

れたものでなければならない。 

第八条 平成十三年三月一日において開設されていた診療所の建物（同日

において現に存していたもの（基本的な構造設備が完成していたものを

含み、同日後に増築又は全面的に改築された部分を除く。）に限る。以

下「既存診療所建物」という。）であって、同日以後引き続き既存診療

所建物として使用されているもののうち、次に掲げる基準を満たす食堂

及び浴室を設けていないものを指定短期入所療養介護事業所とする場合

における当該指定短期入所療養介護事業所については、第百九十二条第

一項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる基準を満たす食堂及び浴室

を有するものでなければならない。 

一 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき

一平方メートル以上の広さを有するものであること。 

二 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものであること。 

第九条 既存診療所建物であって、平成十三年三月一日以後引き続き当該

既存診療所建物として使用されているもののうち、療養病床に係る一の

病室の病床数が四床を上回るものを指定短期入所療養介護事業所とする

場合における当該指定短期入所療養介護事業所の療養病床に係る一の病

室の病床数は、第百九十二条第一項第三号の規定にかかわらず、四床以

下としなければならない。 

第十条 既存診療所建物であって、平成十三年三月一日以後引き続き当該
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既存診療所建物として使用されているもののうち、療養病床に係る病室

の床面積が、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メート

ル未満であるものを指定短期入所療養介護事業所とする場合における当

該指定短期入所療養介護事業所の療養病床に係る病室の床面積は、第百

九十二条第一項第三号の規定にかかわらず、内法による測定で、入院患

者一人につき六・四平方メートル以上としなければならない。 

第十一条 平成十二年四月一日において存する老人短期入所事業（旧老福

法第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業をいう。以下同じ。）

の用に供する施設（専ら当該事業の用に供するものに限る。）若しくは

旧老福法第二十条の三に規定する老人短期入所施設（以下「老人短期入

所施設をいい、基本的な設備が完成されているものを含み、同日後に増

築され、又は全面的に改築された部分を除く。）又は老人短期入所事業

に相当する事業の用に供する施設若しくは老人短期入所施設に相当する

施設（同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）であ

って基準該当短期入所生活介護の提供に支障がないと認められるものに

ついては、第百八十七条第二項第一号イ及びロ並びに第二号イの規定は、

適用しない。 

第十二条 介護保険法の一部を改正する法律（平成十七年法律第七十七号。

以下「平成十七年改正法」という。）附則第十条第一項の規定により指

定特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定特定施設入居者

生活介護の事業を行う指定特定施設の介護居室であって、平成十八年四

月一日においてその定員が四人以下であるものについては、第二百二十

一条第四項第一号イ及び第二百四十三条第四項第一号イの規定は、適用

しない。 
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第十三条 平成十八年四月一日において存する養護老人ホーム（建築中の

ものを含む。）にあっては、第二百四十三条第四項第一号イの規定は、

適用しない。 

第十四条 平成十七年十月一日以前に指定居宅サービスに該当する短期入

所療養介護の事業を行っている事業所（同日において建築中のものであ

って、同月二日以後に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の

事業を行う事業所となったものを含む。以下「平成十七年前指定短期入

所療養介護事業所」という。）であって、指定居宅サービス等の人員、

設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成二十三年厚生

労働省令第百六号）第一条の規定による改正前の指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営に関する基準）第百五十五条の十五第一項に

規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所であるもの（平成

二十三年九月一日において改修、改築又は増築中の平成十七年前指定短

期入所療養介護事業所（第二百八条第一項に規定するユニット型指定短

期入所療養介護事業所を除く。）であって、同日後に同項に規定する一

部ユニット型指定短期入所療養介護事業所に該当することとなるものを

含む。）については、この条例の施行の日以後最初に到来する指定短期

入所療養介護及びユニット型指定短期入所療養介護の指定の更新の日ま

での間は、なお従前の例によることができる。 

第十五条 第二百十九条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又

は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療

所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換（当該病院の療養病床

等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の

施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他
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の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条及

び附則第十七条において同じ。）を行って指定特定施設入居者生活介護

（外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。）の事業を

行う医療機関併設型指定特定施設（介護老人保健施設、介護医療院又は

病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下同じ。）の

生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次の

とおりとする。 

一 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病

院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当

該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認

められるときは、置かないことができること。 

二 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設

の実情に応じた適当数 

（平成三〇条例一一・追加、令和三条例九・一部改正） 

第十六条 第二百四十一条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院

又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診

療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換を行って外部サービ

ス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定

特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機

関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数とする。 

（平成三〇条例一一・追加、令和三条例九・一部改正） 

第十七条 第二百二十一条及び第二百四十三条の規定にかかわらず、療養

病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療

養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換
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を行って指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設

型指定特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院

又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併

設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所及び食堂を置かない

ことができる。 

（平成三〇条例一一・追加、令和三条例九・一部改正） 

附 則（平成二六年一二月条例第四四号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。 

附 則（平成二七年三月条例第二〇号）抄 

（施行期日） 

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。 

（青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部改正に伴う経過措置） 

第三条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律（以下この条において「整備法」という。）

附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた整備法第五条の規定（整備法附則第一条第三号に掲げる改正

規定に限る。）による改正前の介護保険法（以下この条において「旧法」

という。）第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当す

る旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護又は旧法第五十四

条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第

八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサ

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（実施期日） 

 この逐条解釈は、平成 27 年 4月 1日から実施する。 
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ービスについては、第二条の規定による改正前の青森市指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「旧

指定居宅サービス等基準条例」という。）第七条第二項及び第五項、第

九条第二項、第四十四条第三項並びに第四十六条第二項の規定はなおそ

の効力を有する。 

２ 旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧

法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護又は旧法第五十四条第

一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条

の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービ

スについては、旧指定居宅サービス等基準条例第百一条第一項第三号及

び第七項、第百三条第四項、第百三十三条第一項第三号及び第六項並び

に第百三十五条第四項の規定はなおその効力を有する。 

附 則（平成二八年三月条例第一六号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成三〇年三月条例第一一号）抄 

（施行期日） 

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第四条

中青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例第二百五十六条第一号の改正規定、第五条中青森市指定

介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例第二百五十二条第一号の改正規定及び第八条中青森市指定居

宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第十七

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（実施期日） 

 この逐条解釈は、平成 28 年 4月 1日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 

 この逐条解釈は、平成 30 年 4月 1日から実施する。ただし、第 256 条第

1号の改正規定は、同年 10 月 1日から実施する。 
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条第十八号の次に一号を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。 

（看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置） 

第二条 この条例の施行の際現に介護保険法（平成九年法律第百二十三号）

第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所にお

いて行われる第四条の規定による改正前の青森市指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下この条に

おいて「旧指定居宅サービス等基準条例」という。）第九十一条に規定

する指定居宅療養管理指導のうち、看護職員（歯科衛生士が行う居宅療

養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた

保健師、看護師又は准看護師をいう。附則第四条において同じ。）が行

うものについては、旧指定居宅サービス等基準条例第九十一条から第九

十三条まで及び第九十六条第三項の規定は、平成三十年九月三十日まで

の間、なおその効力を有する。 

附 則（令和元年七月条例第一号）抄 

（施行期日） 

第一条 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和三年三月条例第九号）抄 

改正 令和六年三月条例第九号 

（施行期日） 

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

第二条 令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、第四条の

規定による改正後の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例（以下「新居宅サービス等基準条例」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（実施期日） 

 この逐条解釈は、令和 3年 4月 1日から実施する。 
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という。）第四条第三項（新居宅サービス等基準条例第九十二条第一項

に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。）及

び第四十一条の二（新居宅サービス等基準条例第九十九条において準用

する場合に限る。）並びに第五条の規定による改正後の青森市指定介護

予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例（以下「新介護予防サービス等基準条例」という。）第四条第三

項（新介護予防サービス等基準条例第九十条第一項に規定する指定介護

予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。）及び第五十六

条の十の二（新介護予防サービス等基準条例第九十五条において準用す

る場合に限る。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなけ

れば」とあるのは「講じるよう努めなければ」とし、新居宅サービス等

基準条例第九十七条及び新介護予防サービス等基準条例第九十三条の規

定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の

防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めると

ともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項（虐待の防止の

ための措置に関する事項を除く。）」とする。 

（令和六条例九・全改） 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

第三条 令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、新居宅サ

ービス等基準条例第三十三条の二（新居宅サービス等基準条例第九十九

条において準用する場合に限る。）及び新介護予防サービス等基準条例

第五十六条の二の二（新介護予防サービス等基準条例第九十五条におい

て準用する場合に限る。）の規定の適用については、これらの規定中「講
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じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなけ

れば」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」

とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。 

（令和六条例九・全改） 

（居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のため

の措置に係る経過措置） 

第四条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サ

ービス等基準条例第三十四条第三項（新居宅サービス等基準条例第四十

三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、

第九十九条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。）、第百

十二条第二項（新居宅サービス等基準条例第百十六条、第百三十六条、

第百六十九条（新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用す

る場合を含む。）、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百三十八条

及び第二百四十九条において準用する場合を含む。）、第百四十五条第

二項（新居宅サービス等基準条例第二百五条（新居宅サービス等基準条

例第二百十七条において準用する場合を含む。）において準用する場合

を含む。）及び第二百六十一条第六項（新居宅サービス等基準条例第二

百六十六条において準用する場合を含む。）、新介護予防サービス等基

準条例第五十六条の三第三項（新介護予防サービス等基準条例第六十四

条、第七十六条、第八十六条、第九十五条及び第二百六十四条において

準用する場合を含む。）、第百二十三条第二項（新介護予防サービス等

基準条例第百八十三条（新介護予防サービス等基準条例第百九十八条に

おいて準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第百

四十一条の二第二項（新介護予防サービス等基準条例第百六十一条、第
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百六十六条の三、第百七十三条、第二百十九条及び第二百三十六条にお

いて準用する場合を含む。）及び第二百四十七条第六項（新介護予防サ

ービス等基準条例第二百五十五条において準用する場合を含む。）、新

地域密着型サービス基準条例第三十五条第三項（新地域密着型サービス

基準条例第六十一条において準用する場合を含む。）及び第六十一条の

十六第二項（新地域密着型サービス基準条例第六十一条の二十の三、第

六十一条の三十八、第八十二条、第百十条、第百三十条、第百五十一条

及び第二百五条において準用する場合を含む。）、新地域密着型介護予

防サービス基準条例第三十三条第二項（新地域密着型介護予防サービス

基準条例第六十七条及び第八十八条において準用する場合を含む。）、

新指定居宅介護支援等基準条例第二十五条の二（新指定居宅介護支援等

基準条例第三十四条において準用する場合を含む。）並びに新指定介護

予防支援等基準条例第二十四条の二（新指定介護予防支援等基準条例第

三十六条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、こ

れらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」

とする。 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

第五条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新養護老

人ホーム基準条例第二十四条第三項、新特別養護老人ホーム基準条例第

二十六条第三項（新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用

する場合を含む。）及び第四十二条第四項（新特別養護老人ホーム基準

条例第五十四条において準用する場合を含む。）、新軽費老人ホーム基

準条例第二十六条第三項（新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条にお

いて準用する場合を含む。）、新居宅サービス等基準条例第五十八条の
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二第三項（新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合

を含む。）、第百九条第三項（新居宅サービス等基準条例第百十六条、

第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条、第百八十二条の三、第百

八十九条及び第二百五条において準用する場合を含む。）、第百八十条

第四項、第二百十五条第四項及び第二百三十四条第四項（新居宅サービ

ス等基準条例第二百四十九条において準用する場合を含む。）、新介護

予防サービス等基準条例第五十六条の二第三項（新介護予防サービス等

基準条例第六十四条において準用する場合を含む。）、第百二十二条の

二第三項（新介護予防サービス等基準条例第百四十四条、第百六十六条

の三、第百七十三条及び第百八十三条において準用する場合を含む。）、

第百五十九条第四項、第百九十六条第四項及び第二百十五条第四項（新

介護予防サービス等基準条例第二百三十六条において準用する場合を含

む。）、新地域密着型サービス基準条例第六十一条の十三第三項（新地

域密着型サービス基準条例第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、

第八十二条、第百十条及び第二百五条において準用する場合を含む。）、

第百二十五条第三項、第百四十八条第四項、第百七十二条第三項及び第

百九十条第四項、新地域密着型介護予防サービス基準条例第三十条第三

項（新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条において準用す

る場合を含む。）及び第八十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準

条例第三十一条第三項及び第五十四条第四項、新介護老人保健施設基準

条例第三十一条第三項及び第五十三条第四項、新介護療養型医療施設基

準条例第二十九条第三項及び第五十二条第四項並びに新介護医療院基準

条例第三十一条第三項及び第五十三条第四項の規定の適用については、

これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなけれ
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ば」とする。 

（ユニットの定員に係る経過措置） 

第六条 当分の間、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十七条第一項第

一号イ（２）の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備す

るユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準条

例第五条第一項第三号イ及び第五十四条第二項の基準を満たすほか、ユ

ニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員

並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう

努めるものとする。 

２ 前項の規定は、新特別養護老人ホーム基準条例第三十七条第四項第一

号イ（２）及び第五十二条第四項第一号イ（２）、新居宅サービス等基

準条例第百七十二条第六項第一号イ（２）、新介護予防サービス等基準

条例第百五十五条第六項第一号イ（２）、新地域密着型サービス基準条

例第百八十三条第一項第一号イ（２）並びに新介護療養型医療施設基準

条例第四十四条第二項第一号イ（２）及び第四十五条第二項第一号イ（２）

の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲

げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の

下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 

新特別養護老人ホーム

基準条例第三十七条第

四項第一号イ（２）及

び第五十二条第四項第

一号イ（２） 

入所定員 入居定員 

新指定介護老人福祉施

設基準条例第五条第一

項第三号イ 

新特別養護老人ホーム

基準条例第十三条第一

項第四号イ 

第五十四条第二項 第四十二条第二項（第
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五十四条において準用

する場合を含む。） 

新居宅サービス等基準

条例第百七十二条第六

項第一号イ（２） 

入所定員 利用定員 

新指定介護老人福祉施

設基準条例第五条第一

項第三号イ 

新居宅サービス等基準

条例第百四十九条第一

項第三号 

第五十四条第二項 第百八十条第二項 

新介護予防サービス等

基準条例第百五十五条

第六項第一号イ（２） 

入所定員 利用定員 

新指定介護老人福祉施

設基準条例第五条第一

項第三号イ 

新介護予防サービス等

基準条例第百三十一条

第一項第三号 

第五十四条第二項 第百五十九条第二項 

新地域密着型サービス

基準条例第百八十三条

第一項第一号イ（２） 

入所定員 入居定員 

新指定介護老人福祉施

設基準条例第五条第一

項第三号イ 

新地域密着型サービス

基準条例第百五十三条

第一項第三号イ 

第五十四条第二項 第百九十条第二項 

新介護療養型医療施設

基準条例第四十四条第

二項第一号イ（２）及

び第四十五条第二項第

一号イ（２） 

入所定員 入院患者の定員 

新指定介護老人福祉施

設基準条例第五条第一

項第三号イ 

新介護療養型医療施設

基準条例第四条第一項

第二号及び第三号、同

条第二項第二号及び第

三号、同条第三項第二
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号及び第三号、附則第

三条第二号並びに附則

第四条 

第五十四条第二項 第五十二条第二項 

第七条 この条例の施行の際現に存する建物（基本的な設備が完成してい

るものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築され

た部分を除く。）の居室、療養室又は病室（以下この条において「居室

等」という。）であって、第二条の規定による改正前の青森市特別養護

老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第三十七条第四項

第一号イ（５）及び第五十二条第四項第一号イ（５）、第四条の規定に

よる改正前の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例第百七十二条第六項第一号イ（４）、第五条

の規定による改正前の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設

備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定める条例第百五十五条第六項第一号

イ（４）、第六条の規定による改正前の青森市指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第百八十三条

第一項第一号イ（４）、第十条の規定による改正前の青森市指定介護老

人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第四十七

条第一項第一号イ（４）並びに第十二条の規定による改正前の青森市指

定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

第四十四条第二項第一号イ（４）及び第四十五条第二項第一号イ（４）

の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。 

附 則（令和六年三月条例第九号）抄 
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（施行期日） 

第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第五条及

び第七条の規定は、同年六月一日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

第二条 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は、第三条

の規定による改正後の青森市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基

準を定める条例（以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。）第三十

条第三項（新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場

合を含む。）の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームの設置

者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」

とあるのは「削除」と、第四条の規定による改正後の青森市指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以

下「新居宅サービス等基準条例」という。）第三十五条第三項（新居宅

サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四

条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百

三十六条、第百四十七条、第百六十九条（新居宅サービス等基準条例第

百八十二条において準用する場合を含む。）、第百八十二条の三、第百

八十九条、第二百五条（新居宅サービス等基準条例第二百十七条におい

て準用する場合を含む。）、第二百三十八条及び第二百四十九条におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定訪問

介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければ

ならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準条例第二百

六十二条第三項（新居宅サービス等基準条例第二百六十六条及び第二百

七十七条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同

（実施期日） 

 この逐条解釈は、令和 6 年 4 月 1 日から実施する。ただし、令和６年改

正条例第 5条及び第 7条の改正規定は、同年 6月 1日から実施する。 
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項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第六条の規定

による改正後の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例（以下「新介護予防サービス等基

準条例」という。）第五十六条の四第三項（新介護予防サービス等基準

条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百二十五条、

第百四十四条（新介護予防サービス等基準条例第百六十一条において準

用する場合を含む。）、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三

条（新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合

を含む。）、第二百十九条及び第二百三十六条において準用する場合を

含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護

事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければなら

ない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準条例第二百

四十八条第三項（新介護予防サービス等基準条例第二百五十五条及び第

二百六十四条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、

同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項を

ウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第

八条の規定による改正後の青森市指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新地域密着型サ

ービス基準条例」という。）第三十六条第三項（新地域密着型サービス

基準条例第六十一条、第六十一条の二十、第六十一条の二十の三、第六

十一条の三十八、第八十二条、第百十条、第百三十条、第百五十一条、

第百八十条、第百九十二条及び第二百五条において準用する場合を含
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む。）の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しな

ければならない。」とあるのは「削除」と、第九条の規定による改正後

の青森市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下「新地域密着型介護予

防サービス基準条例」という。）第三十四条第三項（新地域密着型介護

予防サービス基準条例第六十七条及び第八十八条において準用する場合

を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しな

ければならない。」とあるのは「削除」と、第十条の規定による改正後

の青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例（以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。）第二十六

条第三項（新指定居宅介護支援等基準条例第三十四条において準用する

場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事

業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならな

い。」とあるのは「削除」と、第十一条の規定による改正後の青森市指

定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。）第二十五条第三項

（新指定介護予防支援等基準条例第三十六条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、

原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」と

あるのは「削除」と、第十二条の規定による改正後の青森市指定介護老
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人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新

指定介護老人福祉施設基準条例」という。）第三十六条第三項（新指定

介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設の開設者は、

原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」と

あるのは「削除」と、第十三条の規定による改正後の青森市介護老人保

健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以

下「新介護老人保健施設基準条例」という。）第三十六条第三項（新介

護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。）の

規定の適用については、同項中「介護老人保健施設の開設者は、原則と

して、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるの

は「削除」と、第十四条の規定による改正後の青森市介護医療院の人員、

施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「新介護医療

院基準条例」という。）第三十六条第三項（新介護医療院基準条例第五

十五条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項

中「介護医療院の開設者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲

載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。 

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

第三条 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は、新居宅

サービス等基準条例第百五十六条第六項（新居宅サービス等基準条例第

百八十二条の三及び第百八十九条において準用する場合を含む。）、第

百七十五条第八項、第百九十五条第六項及び第二百十条第八項、新介護

予防サービス等基準条例第百三十八条第三項（新介護予防サービス等基

準条例第百六十一条、第百六十六条の三及び第百七十三条において準用
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する場合を含む。）及び第百七十九条第三項（新介護予防サービス等基

準条例第百九十八条において準用する場合を含む。）、新地域密着型サ

ービス基準条例第九十四条第一項第七号及び第二百条第一項第七号並び

に新地域密着型介護予防サービス基準条例第五十五条第三項の規定の適

用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じる

よう努めなければ」とする。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

第四条 令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間は、第二条

の規定による改正後の青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関す

る基準を定める条例（以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。）

第三十三条の三（新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条

及び第五十四条において準用する場合を含む。）、新居宅サービス等基

準条例第百六十七条の二（新居宅サービス等基準条例第百八十二条、第

百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条（新居宅サービス等基準条

例第二百十七条において準用する場合を含む。）及び第二百三十八条に

おいて準用する場合を含む。）、新介護予防サービス等基準条例第百四

十二条の二（新介護予防サービス等基準条例第百六十一条、第百六十六

条の三、第百七十三条、第百八十三条（新介護予防サービス等基準条例

第百九十八条において準用する場合を含む。）及び第二百十九条におい

て準用する場合を含む。）、新地域密着型サービス基準条例第百八条の

二（新地域密着型サービス基準条例第百三十条、第百五十一条、第百八

十条、第百九十二条及び第二百五条において準用する場合を含む。）、

新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十五条の二（新地域密着型
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介護予防サービス基準条例第八十八条において準用する場合を含む。）、

新指定介護老人福祉施設基準条例第四十二条の三（新指定介護老人福祉

施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。）、新介護老人

保健施設基準条例第四十一条の三（新介護老人保健施設基準条例第五十

五条において準用する場合を含む。）及び新介護医療院基準条例第四十

一条の三（新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とある

のは、「するよう努めなければ」とする。 

（口腔衛生の管理に係る経過措置） 

第五条 令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間は、新居宅

サービス等基準条例第二百二十九条の二及び新介護予防サービス等基準

条例第二百十二条の二の規定の適用については、これらの規定中「行わ

なければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。 
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逐条解釈別表 1 

常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数 

利用者の数 

①に基づき置かなければなら

ない常勤のサービス提供責任

者数 

常勤換算方法を採用する事業

所で必要となる常勤のサービ

ス提供責任者 

40 人以下 １ １ 

40 人超 80 人以下 ２ １ 

80 人超 120 人以下 ３ ２ 

120 人超 160 人以下 ４ ３ 

160 人超 200 人以下 ５ ４ 

200 入超 240 人以下 ６ ４ 

240 人超 280 人以下 ７ ５ 

280 人超 320 人以下 ８ ６ 

320 人超 360 人以下 ９ ６ 

360 人超 400 人以下 10 ７ 

400 人超 440 人以下 11 ８ 

440 人超 480 人以下 12 ８ 

480 人超 520 人以下 13 ９ 

520 人超 560 人以下 14 10 

560 人超 600 人以下 15 10 

600 人超 640 人以下 16 11 
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逐条解釈別表 2 

通所介護の人員配置基準を満たすために必要となる介護職員の勤務時間数の具体例（単位ごと） 

 平 均 提 供 時 間 数 

3.0 

時間 

4.0 

時間 

5.0 

時間 

6.0 

時間 

7.0 

時間 

8.0 

時間 

9.0 

時間 

利

用

者 

5 人 
3.0 

時間 

4.0 

時間 

5.0 

時間 

6.0 

時間 

7.0 

時間 

8.0 

時間 

9.0 

時間 

10 人 
3.0 

時間 

4.0 

時間 

5.0 

時間 

6.0 

時間 

7.0 

時間 

8.0 

時間 

9.0 

時間 

15 人 
3.0 

時間 

4.0 

時間 

5.0 

時間 

6.0 

時間 

7.0 

時間 

8.0 

時間 

9.0 

時間 

16 人 
3.6 

時間 

4.8 

時間 

6.0 

時間 

7.2 

時間 

8.4 

時間 

9.6 

時間 

10.8 

時間 

17 人 
4.2 

時間 

5.6 

時間 

7.0 

時間 

8.4 

時間 

9.8 

時間 

11.2 

時間 

12.6 

時間 

18 人 
4.8 

時間 

6.4 

時間 

8.0 

時間 

9.6 

時間 

11.2 

時間 

12.8 

時間 

14.4 

時間 

19 人 
5.4 

時間 

7.2 

時間 

9.0 

時間 

10.8 

時間 

12.6 

時間 

14.4 

時間 

16.2 

時間 

20 人 
6.0 

時間 

8.0 

時間 

10.0 

時間 

12.0 

時間 

14.0 

時間 

16.0 

時間 

18.0 

時間 
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